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　　第重5回原産年次大会プログラム

基調：原子力発電一経済社会への定着をめざして

　　　　　く総括プログラム〉

第　1　日 第　2　日 第　3　日

3月8日（月） 3月9日（火） 3月10日（水）

開会セッション セッション2 セッション4

午 （　9　：　30　～　10　：　40） （　9　：　00　～　1　2　：　00　） （　9　：　30　～　1　2　二　30）

大会準備委員長挨拶 「活力ある原子力産業への課題 「原子力発電の経済性」

原産会長所信表明 一軽水炉の開発戦略を探る」

前 原子力委員長代理所感

〔パネル討論〕 〔講　　　演〕

セッション1 午　餐　会 セッション5

（前半10：45～12：20） （　1　2　：　20　～　1　4　二　1　5　） （　1　4　：　00　～　1　7　：　00　）

（後半14：00～17：45） 通商産業大臣所感 「原子力発電と合意形成」

「エネルギー確保と原子力 〔特別講演〕

開発戦略」 於　ホテル・オークラ

午 ●n一一，”朝曹●9虚圏一一一”膠¶膠曽●幽●幽國一「「騨曹”“匿■髄噛一「一一，胃「9匿．一曽・幽胃，r匿一

原子力関係映画上映

〔講　　　演〕 （　1　3　：　00　～　1　4　：　1　0　） 〔パネル討論〕

於　ニッショーホール

セッション3

（　1　4　：　30　～　1　7　：　3　0　）

「原子力国際協カー一今何が必要

後 か」

〔パネル討論〕

レセプション　　　　’

（　1　8　：　30　～　20　：　00　）

於　ホテル・オークラ

■
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3月8日　（月）

開会セッション（9：30～10：40）
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　　議長　　　白澤計郎　晶晶縫難顯難談役
30　大会準備委員長挨拶　　村　田　　　浩　　日本原子力研究所顧問

50　原産会長所信表明　　有澤廣　巳　　日本原子力産業会議会長

20　原子力委員長代理所感　　向　坊　　　隆　　原子力委員会委員長代理

　　セッション1「エネルギー確保と原子力開発戦略」（10豊45～17＝45）

10　　45

11　　30

14　　00

14　　45

15　　30

16　　15

議　長』　　　　　　　　松　谷　健一郎　　中国電力㈱社長

「世界の原子力開発とIAEAの役割」

　　　　　　　　　　　　H．ブリソクス　　国際原子力機関事務総長

「フランスの原子力開発戦略一新政策と技術開発」

　　　　　　　　　　　　E。エルベ　　　　フランスエネルギー大臣

　　　　　　　　　　　　M．ペクール　　　フランス原子力庁長官

　　　　　　　く休憩q2：20～14＝00）〉

議長　　　阪本　勇膝欝劣謹講長
「アルゼンチンにおける原子力発電開発戦略」

　　　　　　　　　　　　C・カストロマデロ　アルゼンチン原子力委員会委員長

「日本における原子力開発の長期展望と課題」

　　　　　　　　　　　　向　坂　正　男　　国際エネルギー政策フォーラム議長

議　長　　　　　　　　　山　下　　　勇　　三井造船㈱会長

「イギリスの原子力政策」

　　　　　　　　　　　　1・マンレー　　　イギリスエネルギー省次官

「アメリカにおける原子力研究開発の成果と展望」

　　　　　　　　　　　　A．トリベルピース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカエネルギー省次官補

　　　　　　　　　　　　　　　　iv



17　00　「ソ連のエネルギー事情と原子力開発」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．ペトロシャンツ ソ連原子力利用国家委員会議長

レセプション　　　　　　　　（18　30～20　00）

　　　　ホテル・オークラ　本館1階　平安の間

3月9日（火）

セッション2r活力ある原子力産業への課題一軽水炉の開発戦略を探る」（9：00～12：00）

9　　00

9　　15

議　長　　　　　　　　　堀

議長　イントロダクション

〔パネル討論〕

郎　　東京電力㈱副社長

青　井　紆　一

飯　田　孝　三

飯　田　庸太郎

浦　田　　　星

W。シュトール

T。スタ　一　ン

A。プ　　レ　　イ

W・リンガイス

J。レ　　　　ニ

東京芝浦電気㈱常務取締役

関西電力㈱専務取締役

三菱重工業㈱常務取締役

㈱日立製作所専務取締役

西ドイツ　アルケム社社長

アメリカ　ウエスチングハウスエレクト
リック社筆頭副社長

アメリカ　ゼネラルエレクトリック社副
社長

西ドイツ　ライニッシュベストフェリシ
ェス電力会社取締役

フランス　フラマトム社社長

午　餐　会　（12：20～14：15）〈ホテル・オークラ別館地下2階曙の間〉

通商産業大臣所感　安倍晋太郎

〔特別講演〕　「気象と文明」

　　　　　　　　　　高　橋　浩一郎

通商産業大臣

元気象庁長官

〉



原子力映画上映（13：00～14：10）　　　　〈ニソショーホール〉

鯵

1

2

セッション3「原子力国際協カー今何が必要か」（14

　　　　　　　　　自　由　参　　加

「あすの炎を求めて」

（昭和57年，電気事業連合会製作：日本語27分）

石油に代わるエネルギーを求める世界各国の努力の現状を描く。

「原子炉燃料の健康診断」

（昭和56年，日本原子力研究所製作：日本語30分）

原研ホット・ラボにおける原子炉燃料の健全性と信頼性実証の

プロセス。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲30～17：30）

　　　　　議　長

14　30　〔キーノート〕

宇　川　秀　幸　　外務省科学技術審議官

　　　大　島　恵

く休　憩　5分〉

東京大学名誉教授

15　00　〔パネル討論〕

C．カストロマデロ

H。シェーバー
W。一J。
シュミットキコ．スター

高　　岡　　敬　　展

H。ブ　リ　ッ　ク　ス

J。マ　一　　カ　　ム

Y．　　リ　　　　ム

アルゼンチン原子力委員会委員長

OECD原子力機関事務局長

西ドイツ研究技術省エネルギー研究技術局長

科学技術庁長：官官房審議官

国際原子力機関事務総長

アメリカ大統領府科学技術政策局次長

韓国原子力委員会常任委員

V



　9　　30

10　　10

10　　50

11　　30

14　　00

　　　　　　　　　　3月1⑪日（水）

セッション4「原芋1力発電の経済性」（9：30～12＝30）

議　長　　　　　　　　　　　　　岸　本　泰　延　　昭和電工㈱社長

「原子力開発と国民経済」　　　　深　海　博　明　　慶応義塾大学教授

「原子力発電原価と経済性」　　　石　橋　周　一　　九州電力㈱副社長

「イギリスの原子力発電コストにおける核燃料サイクル費用」

　　　　　　　　　　　　　　　　J。ヒ　ル　卿　　イギリス核燃料公社会長

「原子力発電の経済性に関する総合的評価」

　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　宏晶晶鵜暫ネルギー庁

　　　　　　　く休　憩　（う2怨3⑪～唱4豊。⑪）〉

セッション5「原子力発電と合意形成」（唱410⑪～17豊00）

議　長

〔パネル討論〕

　　　　　　　小牧正二郎

　　　　　　　猿　橋　勝　子

　　　　　　　須　江　　　誠

　　　　　　　　高　橋　康　隆

　　　　　　　　田　中　靖　政

コメンテーター　S。ク　ッ　ク

三枝佐枝子　商品科学研究所所長

東京電力㈱取締役・原子力開発本部副本部長

地球化学研究協会専務理事
日本学術会議会員

日本放送協会教養科学部チーフディレクター

新潟県エネルギー懇談会連絡協議会事務局長

学習院大学教授

アメリカ女性原子力の会全国委員会代表幹事

．
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議長白澤富一郎
・大会準備委員長挨拶

　　　　　　　村　田　　　浩

・原産会長所信表明

　　　　　　　有　澤　廣　巳

・原子力委員長代理所感

　　　　　　　向　坊　　　隆

開
氏

氏
氏
氏

会　　セ　　ツ　シ　　ョ　ン

（日本原子力発電㈱取締役相談役
坙{原子力産：業会議副会長）

（日本原子力研究所顧問）

（日本原子力産業会議会長）

（原子力委員会委員長代理）



　白澤議：農　ご高承の通り，

この原産年次大会も今回で15

回目を迎えました。現下のエ

ネルギーを巡る国際情勢は，

一時的に石油需給の緩和は見

られるものの，なお厳しいも

のがあり，エネルギーの安定

供給は世界各国，とりわけ国内資源の乏しいわが

国にとっては最大の課題となっており，その解決

は国民経済の維持並びに発展にとって欠くことの

できないものです。

　そのような状況の中で，原子力には現実的なエ

ネルギーとして大きな役割が期待されており，今

後原子力発電を経済社会に定着させるべく集中的

な：努力が必要なこの時期に，国内外の多くの方々

の参加を得て，広く意見の交換や討論等が行われ

ますことは，この大会の意義を一層高めるもので

あり，ご同慶に堪えない次第です。

　今大会では，「原子力発電一経済社会への定着

をめざして」を基調として，わが国の経済の安定

成長の要である原子力発電をより促進するため，

各国の原子力開発戦略，軽水炉産業の課題，原子

力発電の経済性等を重点的に取り上げ，当面する

課題並びに長期的な問題点を明らかにし，打開策

の検討を行い，今後の開発のための国内ならびに

国際的なコンセンサス確立の促進に資したいと考

えています。その意味で本日から3日にわたる大

会の成果が大いに期待される次第です。

大会準備委員長挨拶
囹本原子力研究所
顧　問

　村　田　　　浩

　只今ご紹介戴きました本大

会準備委員長の村田でござい

ます。開会にあたり，準備委

員会を代表して一言ご挨拶申

し上げます。

　本臼，第15圓原産年次大会

が，ここに多数の皆様方のこ

参加を得て，このように盛大に開催される運びと

なりましたことは，誠にご同慶に耐えません。原

子力委員長代理である向坊さんをはじめ，多数の

ご来賓の方々，並びに本大会へご参加戴きました

皆様に心から感謝の意を表します。

　また，各セッションにおいて議：長の労をお執り

戴く皆様方ならびに講演発表，パネル討論等を通

じてご協力を賜わる内外の発表者の方々に本号よ

り厚くお礼申し上げます。

　さて，先進工業諸国をはじめ世界各国にとって

自国の経済安全保障を確保していくためには，エ

ネルギーの安定供給が不可欠であります。とりわ

けわが国のようにエネルギー資源に乏しく，その

対外依存度が高い国々においては，石油代替エネ

ルギーの積極的開発導入を通じて，エネルギー供

給構造をより強固なものにすることが重要であり

ます。

　各国における省エネルギー，原子力，石炭，L

NG等による石油代替エネルギーの開発努力に加

え，石油の高価格に起因する世界的な経済停滞に

より，当面の国際石油情勢は一応小康状態を示し

ておりますが，中・長期的観点に立てば，石油情

勢に関する不確定要因は少しも解消されておらず，

今こそ最も現実的な石油代替エネルギーである原

子力を中核に据えて強力に推進することが重要で

あります。

　わが国の原子力開発は，着手以来四半世紀を経

過致しましたが，この間，関係者の地道な努力が

成果を収め，日本の原子力産業は現在大きな成長

期を迎えつつあると私は考えます。

　即ち，軽水炉はより高い安全性，信頼性を目指

じて日本型軽水炉としての最終ステップとも言う

べき第3次改良標準化の開発に着手致しましたし，

地域冷暖房，化学工業分野における在来型炉によ

る熱利用の可能性等，その用途を拡大していく検
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討も行われております。核燃料サイクル面でもウ

ラン濃縮および再処理がその事業化へ向けて地歩

を固めつつあります。

　さらに一歩進めて，わが国のようにウランを含

めてエネルギー資源の乏しい国では，エネルギー

安全保障の観点から，エネルギー供給構造を確固

たるものにするため，再処理により回収されるプ

ルトニウムおよび減損ウランも燃料として利用し，

原子力発電の優位性を最大限に発揮し得る，自立

性の高い原子力発電体系を確立することが重要で

あります。このため，高速増殖炉開発の積極的推

進並びにその実用化に至るまでは，新型転換炉，

軽水炉等，熱中性子炉へのプルトニウム利用計画

を明確にし，その実証と実用化を積極的に推進す

る必要があります。

　しかしながら一昨年のスリーマイル島事故，昨

年4月の敦賀発電所の放射性廃液の流出事故，本

年1，月，アメリカのギネイ発電所の事故などによ

り，国民一般の原子力の安全性に対する不安感は

まだ依然として拭い去られてはいない状態であり

ます。一波が万波を呼ぶように一国の出来事がた

ちまち原子力開発を進めている世界の諸国へ影響

する現実を厳しく認識し，我々原子力関係者はよ

り一層身を引き締めて，日常の安全管理と安全確

保に努めることが重要であり，この積み上げこそ，

原子力に対する国民の信頼形成への大前提であり，

立地難打開につながる基本的なステップです。

　また安全確保と併せてバック・エンド対策も国

民の大きな関心事であります。今，我々は再処理・

廃棄物処理処分に関する技術的対策のみならず，

安全性に裏打ちされた原子力発電の経済性の観点

からも検討を加えた総合評価を行い，この結果：を

明示する必要があります。

　一方，国際的な関係では，昨今の情勢は，例え

ば明年に予定されている国連の原子力平和利用会

議等に代表されるように，原子力先進国に対する

発展途土国の要請が高まりを見せており，その要

請に応えるため国際的な対応が急がれております。

この問題は，各国の原子力政策にも大きく影響す

るものであり，わが国としても発展途上国の要請

を的確に把握し，積極的な取り組みを行うことに

よって発展途上国に対する実のある国際協力活動

を今後一層強力に進めていくべきものと考えます。

　只今申し上げましたようなエネルギー並びに原

子力開発に係わる内外の情勢を考慮しつつ，現在

わが国では原子力研究開発利用長期計画の改訂作

業が行われておりこ，その取りまとめの段階に入っ

ております。

　最初に述べましたように私は今，原子力産業は

将来へ向けて～つの転換期にさしかかっていると

考えます。今後，原子力への期待はますます大き

くなって参りますが，この要求に応えていくため

に，現在我々原子力関係者に課せられた使命は，

原子力施設の安全な運転を継続していくと同時に，

原手力の持つ特徴，メリソトを再評価し，その結

果を国民に明確に示すことによって，原子力開発

の利用推進が国民経済の発展に大きく寄与するも

のであることを訴え，経済社会に円滑に定着する

よう理解を求めて行くことであると思います。

　以上申し」二げましたことを背景として，本原産

年次大会準備委員会は，今次大会の基調テーマを

「原子力発電一経済社会への定着をめざして」と

定めてプ・グラム作成を進めて参りました。お手

元の資料にありますように，第1日目の本日は，

有澤原産会長の所信表明と向坊原子力委員長代理

の所感を戴いた後，　「エネルギー確保と原子力開

発戦略」をテーマとした第一セッションに入りま

す。ここでは，まず国際原子力機関のブリソクス

事務総長より「世界の原子力開発と工AEAの役割」

というご講演戴き，続いて，フランス，アルゼン

チン，日本，イギリス，アメリカ，ソ連から，そ

れぞれの国で原子力開発利用推進の指導的な立場

におられる：方々をお迎えし，国際エネルギー情勢

に照らした各国のエネルギー開発政策のレビュー

と今後の原子力開発戦略を紹介して戴きます。原

子力を中心とする総合エネルギー開発路線を強力

に進めているわが国および各国にとって，相互に

示唆に富んだ報告が行われるでありましょう。第

2日目，午前の第2セッションは「活力ある原子

力産業への課題一軽水炉の開発戦略を探る」を

テーマと致しております。今後の原子力発電計画

の進展に対応していく上で軽水炉産業が持つ諸課

題について，日本，アメリカ，西ドイソ，フラン
スの原子炉メーカー，核燃料会社並びに電力会社

の代表による討論が行われます。改良型軽水炉お

よび高性能燃料の開発，プルトニウム・リサイク

ル，軽水炉熱利用，国際協力，輸出問題：等につい

て，パネリストの方々の考えが述べられる訳です

が，今後の高速増殖炉開発を展望しつつ，整合性

のとれた核燃料サイクルと発電計画の確立を目指
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すわが国原子力産業の将来にとって大変有益なご

意見を伺えるものと期待致しております。

　第2日目午後の第3セソションにおけるテーマ

は，　「原子力国際協カー今何が必要か」でありま

す。先に述べましたように近年，原子力開発にお

ける先進国と発展途上国間の国際協力をいかにす

れば円滑に進められるかが大きな課題になってお

ります。ここでは，アルゼンチン，西ドイツ，韓

国，アメリカ，日本といった原子力利用の先進国

ならびに発展途上国，そしてIAEA，　OECD・

NEAの2国際機関の代表にも加わって戴き，今
後を見通して原子力先進国間の協力ならびに発展

途上国への技術援助協力のため，現在何がなされ

るべきかについて討論が行われます。各国の原子

力開発計画の円滑な進展が実現するよう，健全な

国際環境の早期構築へ向けて，前向きな意見の交

換がなされることを望んでおります。

　第3日目は1日を通して原子力発電のパブリッ

ク・アクセプタンスを昌ざした討論が行われます

が，午前の第4セッションは「原子力発電の経済

性」が，テーマであります。原子力発電は他の発

電方式と比較して経済性が優れているということ

に対して最近，再処理，廃棄物処理・処分，廃炉

等，バック・エンド費用を含めると高くつくので

はないかという批判の声も聞かれております。こ

のセッションでは原子力発電を経済的側面から捉

え，イギリスにおける即処埋コストの実績の紹介

など，バック・エンドを含むトータルの費用を見

込んだ発電コストの評価を行い，その実態を明ら

かにすることにより，原子力発電が経済社会の安

定に貢献している現状がより明らかにされること

になっております。私はこの検討・評価の結果が

原子力開発利用に対する国民の理解促進の一助に

なるものと考えております。

　この最終日の午後，第5セッションのテーマは，

「原子力肇電と合意形成」であります。原子力発

電所の立地促進へ向けて，中央並びに地域におい

て関係者による合意形成活動が展開されておりま

すが，これらは未だ充分な実効を上げているとは

言えない状況であり，立地難の打開は容易ではあ

りません。このテーマはこれまでの原産年次大会

でも幾度か取り上げられておりますが，原子力関

係者が，第一義的に解決しなければならない最大

の課題であります。本パネル討論では様々な分野

の学識経験者，また建設推進を直接進めておられ

る方，地域での合意形成活動に携わっておられる

方々等，幅広い分野の方々にパネリストとしてお

加わり戴き，またアメリカでの草の根運動の実情

紹介など，実際の現場での経験を踏まえた様々な

側面からの問題提起や意見を通じて，原子力に対

する広い理解をいかにして求めていくか，その方

法を探ることにしています。

　以上，私の所感を交えながら，プ・グラムの概

要をご紹介致しましたが，本日から3日間にわた

るこの年次大会が滞りなく運営され，所期の成果

が充分得られますよう，ご参加の皆様方のご協力

をお願い申し上げまして，大会準備委員長として

のご挨拶とさせて戴きます。
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原麓会長所儒表明
臼本原子力産業会議
会長

　　有　澤　廣　已

　日本原子力産：業会議第15

圃年次大会な開催するに当た

り曾私の所信な述べさせて戴

きます。

　第1次石油危機以来，世界
三岡では脱石油の目標な掲げ，

・省瓢ネルギー，石油代替エネ

ルギー源の開発に努力徹重ねて豪いりました。昨

年から今年にかけての世界的な石油需給の緩和と

それに伴う石油価格の小幅ながらも低下の傾向はg

世界的な経済の低成長による面もあるとはいえ，

各国の脱石油努力による効果も大きく影響してお

ります。

　日本では，石油輸入：量を56隼1年間で，前年

の10．4％減少させました。また，第1次石油危

機の48年から昨年56年までに，実質GNP当
たりの石油輸入量徹実に39．7％も節約すること

ができましたQこれは鉄鋼業，セメント製造業，

アルミ精錬業など産業界の積極的な脱石油対策努

力が大きく貢献しています。また，石油代替エネ

ルギー源の主軸である原子力発電は，昨年！年間

に総発電電力量の16％を発電し，石油輸入量の

9．3％に当たる2，500万Mの石油を節約したこ
とも，石油消費の低減に大きな影響を与えていま
す。

　脱石油対策での今後の：重点は夢大量のエネルギ

ーが得られることと，しかもそれが安価であると

いうことです。とは言え翁石油価格の上昇が今後

も1鈍化するならば，石炭液化やオイル・シェール

などが実用化される時期はますます遅れることに

なります。それだけに，石油に対し経済的に対抗

しうる代替エネルギ～としての原子力の役割は，

一層大きなものとなります。

　原子力発電が，核燃料サイクルのバック・エン

ドの費用まで入れてもいかに安いかは，この年次

大会の第4セッションで専門家の方々から明確な

数値が提示されることになっております。

　ウラン資源の状況やFBR実用化の遅延などに
より，軽水炉は従来考えられていたより長期間に

わたって利用されることが予想されます。この軽

水炉の技術は現在定蒲化してはいるものの，まだ

改良の余地があります。機器の規格化，工期短縮

対策など，原子力産業界として建設費を下げる努

力を続けることを怠ってはヅよりません。

　原子力発電の推進には，…般国民および立地地

域住民の合意が必要であることは言うまでもあり

ません。そのためには，原子力発電所での故障や

事故を起こさず，安全運転を続けることが何にも

増して合意形成の大きな要素となっており，多く

の世論調査の結果がそれを証明しております。日

：本の原子力発電所の設備利用率が55年，56年

とも61％の高率を続げているこζは，大変心強

い限りです。

　しかし，昨年4月に発覚した敦賀発電所の事故

は，国民の原子力発電に対する信頼感に少なから

ぬ影響を与えました。このような，風評による；被

害を除いては実質的な被害は全くないような小さ

な故障，事故であっても，原子力に関する場合，

国民への心理的影響が大きいことは言うまでもな

いことです。原子力発電の増強が期待されている

時に，…溌電所の不注意が与える影響を考えれば

運転，保守への注意に限らず，機器の信頼性向上

への努力をも怠ってはなりません。

　現在日本では，通商産業省が中心となって，日

本型軽オ〈炉を確立すべく改良標準化計画を進めて

いますが，昨年第二次計画が完了しました。

　それによると，設備利用率を．75％にまで高め

るとともに，定期検査期間を現在の90日から70

日に短縮し，従事者被曝量：を半減させるなど諸対

策が講じられております。

　またメーカーと電力会社でも，海外のメーカー

の協力も得て，独自にBWR，　PWRの改良を進
めており，世界で最も信頼性，安全性の高い原子

炉を目指しています。この改良型BWR，　PWR
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は，第三次の改良標準化計画に採り入れられるこ

とに：なりましょう。

　このような軽水炉技術の将来像については，こ

の大会の第2セッションで，パネリストの方々か

ら明らかにされましょう。

　原子力は，現在発電分野のみが実用化されてい

ますが，石油代替エネルギー源としては，プ・セ

ス熱の直接利用も行われるべきです。アルミ精錬

業，化学工業，製紙業など，日本のエネルギー多

消費産業は，エネルギーの高価格に矧いでおり，

これら産業や地域冷暖房などの生活面においても

原子力が安価な熱供給を図れなくては本来の代替

エネルギーとは言えません。

　このためには，まず軽水炉のプロセス熱利用の

実証と実用化を図り，ついで高温ガス炉による高

温プロセス熱利用へど発展させるべく，検討を進

めるべきであります。

　さて，ウラン資源量の制約を取り除く原子炉と

して，F8Rの実用化を急がなげればなりませんQ

しかし，FBRの真の実用化には，大変な時間と
費用がかかります。しかも，その開発計画は世界

的に遅延しており，建設費も年々上昇傾向にあり
ます。

　日本では，実用化された軽水炉を建設し始めて

から，安定した運転を続けることができるように

なるまで，15年の歳，月を要しました。FBRを

各国がばらばらに開発したのでは，FBKの実用
化がさらに遅れることは必至であると思われます。

私は各国がそれぞれの経験を交換しつつ，相互に

開発の重複を避けるための協力を，実用化に向け

て実施すべきであると考えます。それにより，安

全性の高い，経済的なFBRの実用化が期待され
るのです。

　FBRの実用化時期を，的確に予測することは
できませんが，導入されるまでの間は，プルトニ

ウムを熱中性子炉で利用できる時期があります。

熱中性子炉でのプルトニウムの利用は，同時にF

BRでの利用にとって技術的，社会的な習熟とな

り，またこのような方法は，世界的に見て核不拡

散上も好ましい方法であるといえます。日本では

熱中性子炉でのプルトニウム利用として，自主開

発したATRでの利用と，軽水炉での利用が考え
られています。この二外型において，プルトニウ

ム利用での見通しをつけるには，研究開発と実証

が必要です。特にATRでのプルトニウム利用は

その炉特性からして優れています。元々，自主開

発技術は，開発段階から産業段階に移るにつれて

経済性についての目途をつけてから進めなくては

ならないものです。FBRやATR実証炉を建設
するには，果たしてこれらの炉が，将来大規模に

利用される時に，正当な経済性を持ちうるか否

か，の見通しを得ておくことが必要になります。

んTRの場合，その発電コストが，軽水炉でのプ

ルトエウム利用時の発電コストと同等になること

が要請されます。産業界での検討では，技術面の

検討を含めて，これらの点を充分審議した上でA

TRの実用化を進めることを希望します。A？R
は，日本におげる自主開発技術の産業化のための

試金石となるだけに，特に以上の点を注意しなく

てはなりません。

　さて，日本の核燃料サイクルは，3年前人形峠

でのウラン濃縮パイロット・プラントの運転を開

始した時点で，小規模ながら完結致しました。ま

た今年1，月には，動燃事業団のプルトニウム加工

施設が，その製造量で，世界で最も多い50tを
超えましたし，昨年には，東海再処理工場で抽出

されたプルトニウムが，国産プルトニウム燃料と

して初めてAτR「ふげん」に装荷されました。

人形峠のウラン濃縮パイロット・プラントでは，

この3月下旬に遠心分離機7，000台のフル運転に

入る予定であり，また今年には，濃縮サービス会

社と遠心分離機製造会社が，設立されることにな

っております。

　さらに日本原燃サービス㈱が計画している，民

間再処理工場の立地点も，今年中には決定される

でしょう。このようなことから，今年は日本の核

燃料サイクルが産業化段階に到達する年となりま
す。

　しかしながら，濃縮，再処理，プルトニウム加

工など核燃料サイクル産業を確立するためには，

まだ多くの課題を抱えています。それらの課題の

一つとして，動燃事業団が開発してきた技術を，

いかに民間に移転するかという問題があります。

技術移転は，単なる図面や人員移転のみで終わる

ものではなく，開発段階における建設や運転での

実際の経験が，産業界に集積されなくてはなりま

せん。例えば，動燃事業団の施設を民間企業に全

面的に委託運転させるなどの方式kよる技術移転

を，果敢に具体化する時期に来ていると思われま
す。
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　また日本は西ドイツとともに，核燃料サイクル

を平和利用のみに使用するため産業化を進めてい

る数少ない国であり，それを成功させることの歴

史的意義は大きいと言えます。世界的に原子力の

平和利用を図るためには諸外国に核燃料サイクル

のサービスを提供できるよう，産業化に当たって

充分考慮すべきです。政府も，核燃料サイクルの

サービスを海外へ提供するために，核不拡散の見

地も含め，諸問題の前向きな検討を行うことを希

望します。

　再処理から得られるプルトユウムにつきまして

は，すでに述べましたように当面ATR，軽水炉
で使用することが基本ですが，余剰プルトニウム

につきましては，核拡散防止の必要上，国際プル

トニウム貯蔵（IPS）の下に管理されることが

望ましいと考えております。IPSは平和利用を
担保する施設として具体化を急ぐべきであり，日

本は今まで以上に積極的に協力すべきであります。

　核燃料サイクルの中で，廃棄物の管理も大きな

課題℃す。低レベル，高レベルの廃棄物とも処理

技術はすでに確立されており，その管理方法も，

高レベルの場合は50年程度の冷却保管をおいて

地層に処分することが技術的にも最もよいとされ

ており，世界的なコンセンサスになっています。

しかし，国罠の信頼を得るためには，高レベル廃

棄物の処理を，日本でも実際に実証してみせるこ

とが重要であります。

　固化処理された低レベル廃棄物のように極度に

安全性の高いものの処分についてさえ国民から理

解が得られないようでは今後の原子力開発に支障

を来たす恐れがあります。低レベル廃棄物の海洋

処分や陸地処分などはその例であり，地道に理解

を得るための努力を，今後も進めていくことが重

要です。

　発電コストが安く，石油を節約する原子力発電

はまだこれを所有していない開発途上国において

も，すでに強い要請が出されていますが，その国

情に合わせて順次導入されて然るべきであります。

　しかしここ数年間の核不拡散の論理は，結果と

して，原子力開発を自国のみで遂行しようとする

一種の孤立主義の傾向を生じております。本来，

原子力開発は，その技術の巨大さ，核燃料および

そのサービスの流通性，さらにはその結果の大き

な国際的影響などからみて，国際的連携の下に行

われるべきものであります。個々ばらばらの開発

では，資金，時間，人員の面からも大きな無駄が

生じます。開発途上国が，今山を本当に必要とし

ているか，胸襟を開いて話し合い，その結論を長

期的な計画を立て，実施すべきです。昭和58年

に開催の国連原子力平和利用会議などの場で，こ

れら原子力問題が討議されることを望みます。も

ちろんIAEAは，それら討議の場や，それを具
体化する段階においても，その全ての面で指導的

活動をしなくてはなりません。

　原子力技術の国際協力では，現在IAEAの下

で，アジア地域での放射線利用機器のRCAプロ

ジェクトが進行中で，産：業面で実質的な成果が上

がりつつあります。このプロジェクトを今後研究

炉，発電炉へ段階的に発展させ，原子力先進国と

開発途．．ヒ国間の国際協力の基礎とすることが期待

され，日本も，従来にも増して積極的な協力を惜

しみません。

　最後に私が申し．ヒげたいことは，世界的に反核

運動が切実感をもって盛り上っている今日，私ど

もとしては，日本におげる原子力開発の原点を，

改めて見極めてみる必要があるということです。

1953年に。アイゼンハワ～米大統領は，原子
力の平和利用を全世界に呼びかけました。これは

まことに先見の明がある英断であったと言えます。

それまでの日本は，　「ノーモア・ヒロシマ」のス

ローガンの下に，原子力は研究さえ正式にできな

い雰囲気にありました。それが大統領の呼びかけ

に応えて，国民的な討論の末，日本が原子力の平

和利用に踏み切ったのは，原爆のような原子力の

軍事利用は絶対にこれを排撃し，平和利用に限っ

て原子力の開発を進めるという原則を確立した上

でのことでした。そのため，この原則を国民に保

証するために，原子力基本法が制定され，その番

人として原子力委員会が設立されたのであります。

そしてその下にわが国の原子力平和利用の開発が

いわゆる原子力開発三原則の下に進められてきて

今日に及んでいます。従っ℃私どもは，核兵器の

否定の下に原子力の平和利用を進めているのです。

　「ノーモア・ヒロシマ」は，私ども日本にとっ

てばかりでなく全人類にとっての「ノーモア・ヒ

ロシマ」でなくてはなりません。

　今日，核兵器の増強競争がエスカレートし，こ

れに対して反核運動が盛り上がっていますが，私

ども，原子力平和利用推進者も同じ立場であり，

核兵器には反対であります。戦争を防止するのは
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核兵器の増強ではなく，民衆の平和への熱意の高

揚であると考えます。

　私ども日本の原子力産業関係者は，今年6月に

開催される第2回国連軍縮総会に，そのことをメ

ッセージとして送りたいと思います。

　第15回原産年次大会は「原子力発電一一経済
社会への定着をめざして」と題し；海外，国内の

指導者，権威者による意見交換を行います。この

大会を通して，原子力平和利用が世界中でより進

展することを願っております。

　この大会を開催するに当たり，ご講演等を快く

お引き受げ戴きました18名に上る海外の発表者

および25名の日本の議長，発表者の方々に心か
らお礼申し上げ，私の挨拶と致します。
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原子力委員長代理所感

原子力委員長代理

向　坊 隆

　本日から第15回原産大会が

かくも盛大に開かれることに

なりましたことにつき，心か

らお祝いを申しま：げますと同

時に，この大会を準備なさい

ました有澤会長，村田準備委

員長を初め，関係の方々に敬

意を表する次第でございます。また本大会には国

際原子力機関のブリックス事務総長を初め，多く

の国々からそれぞれの国で原子力開発の指導的立

場におられます方々がご参加下さいましたが，そ

れらの方々に心から歓迎の意を表すると同時に，

皆様からのご意見やご経験を伺うことによって，

わが国の原子力開発に御益するところは非常に大

きいものと期待している次第でございます。

　わが国の原子力開発の意義と現在の問題点につ

きましては，村田準備委員長並びに有澤会長から

大変行き届いたお話がございましたし，後程現状

につきましては向坂さんから詳しいご紹介がある

はずでございますので，私から申し上げることは

あまりないわけでございますが，ほんの所感の…

端を述べさせて戴きましてご批判を仰ぎたいと思

う次第でございます。

　先程，有澤会長もおっしゃいましたように，わが

国では，原子力の発電量が総発電電力：量の約6分の

1にも達したという事は，すでに原子力発電がエネ

ルギーの供給者として社会で無視し得ない規模に

到達したという事を示しており，これは一方にお

いて原子力開発の今までの努力がある程度軌道に

乗ってきたということを示します。一方，同時に

安全の確保を初め，エネルギー供給者としての社

会に対する責任も非常に大きくなってきたわけで，

これらがむしろ大変なのではないか，今まで以上

の努力を注ぎ込む必要があるのではないかと考え

ております。

　原子力発電そのものの経済性は後でまた詳しく

論ぜられる由でございますが，近年ある程度経済

憶が良くなってきたと言われています。しかしプ

ルトニウムの利用を初めとして廃棄物処理に至
るまでの原子力利用のシステム全体としての経済

性については，まだ分らないところもいろいろあ

るわけでございます。今回の大会のテーマが，　「

原子力発電一経済社会への定着をめざして」とさ

れておりますのは，その意味におきまして，誠に

時宜を得たテーマであると存ずるのでございます。

そしてこれに関しての皆様方の熱心なご討論を切

に期待する次第でございます。

　原子力の平和利用が始まって以来の歴史を振り

返ってみますと，初めのうちは良い面だけが大い

に強調され，大きな期待だけが非常に強かったわ

げですが，開発が進み，実用化が近づくにつれて，

難しい面も段々具体的にはっきりして参りました。

そして…方では世界の石油供給状況が複雑に変化

致しますため，原子力開発の速さと申しますか，

力の入れ方にも波がいろいろ見られたと思うので
す。

　しかしながら，先程からのご指摘にありますよ

うに，エネルギー資源に乏しいわが国で，かつ，

経済発展の過程におきまして石油依存度が非常に

大きくなったという，そういう状況にあるわが国

と致しましては，原子力に対する期待そのものは

依然として変わらないわけで，段々はっきりして

参りました具体的な困難を克服しながら，その拡

大の努力をしていかざる得ない，という運命にあ

ると思うわけです。

　経済発展に伴ってエネルギーの所要量も非常に

増え，また石油依存度も極めて大きくなってきた

というこの状況が，将来のエネルギーの供給の安

定性を初めとして経済社会にいろいろ大きな不安

を生じておりますし，環境汚染を初めとして，い

ろいろな面で社会に大きな歪みを生じてきたとい

うこともあるわけです。こういつた問題を克服す

るために，わが国はエネルギーの消費，節約，あ

るいは石油に代わるエネルギーの開発等に種々の
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努力をして参りましたけれども，原子力開発は石

炭と並んで，この中で最も大きな役割を担うに至

ったと一言ってよろしいと思いますし，このことは

今後も当分の間は続くものであると考えなければ

いけないと思うのです。

　原子力開発を進めるに当たりまして，わが国は

他のエネルギー資源ばかりではありませんで，ウ

ラン資源にも不足しているため，ウランをできる

だけ活用するということが当然考えられなければ

ならないわげです。かねてから，天然ウランだけ

ではな：くして原子炉の中でできてくるプルトニウ

ムも平和利用に活用していくという基本方針をもっ

ております。そのためには高速増殖炉を是非実用

化したいという目標があるわげですが，それが実

駕化するまでは，何とかして軽水炉で出てくるプ

ルトニウムを新型転換炉（ATR）とか，熱中性子

炉での利用（プル・サーマル）というような形で，

できるだけこれを利用する技術を実用化していく

ということが課題になっており，現在そのための

いろいろな努力をしているわけでございます。

　エネルギー供給産業は産業の根幹をなすものの

一つですから，できるだけ国としての自立体制を

確立することが望ましいわけで，ウラン資源は輸

入しなければならないにしても，いわゆる開発輸

入と呼ばれております探鉱の段階から日本が協力

することによって入手を確保していくという努力

もせねばなりません。一方，プルトニウムの利用

までを含めた，いわゆる燃料サイクルの国内での

完結の努力もこれからの大きな課題となっている

わげでございます。

　この方針はかねてから確立している基本方針で

ございますが，それに沿って開発を進めていくに

際しまして，我々が常に念頭に置いており，また

今後も置いていかなければならない三つの条件が

あると層、うのです。

　それは第一に，原子力利用の宿命として出てく

る放射能による被害を人類に一与えないようにする

という，これは一つの，当然でありますが，絶対

条件であります。これは施設の安全性から廃棄物

の再生処分までを含めて，全体としてこの点が第

一に守られなければならない条件なわけです。

　第こ二は有澤会長が力強くご指摘になりましたよ

うに，わが国としては原子力の利用は平和利用に

厳しく限定していく，この：方針は今後ともに守っ

ていかなければなりません。たんにそれだけでは

なく，国際的な問題として，国際原子力機関を中

心に努力されております核拡散防止の努力につき．

ましても，わが国は今までも全面的に協力してき

たわけですが，今後とも，この核拡散防止の努力

に協力し，平和利用と核拡散の防止とが共存する

道を，諸外国とともに確立していかなければなり

ません。これが第二の点でございます。

　第三は，’原子力が基幹産業の一つであると同時

に，非常に大規模な産i業として発展しつつありま

1すので，社会に対する影響と責任というものを常

に念頭に置いていかなければなりません。特に原

子力発電は立地の都合もあって，大規模な敷地と

申しますか，広大な土地が，必要とされっつある

わけです。そうなりますと，そういうものの置か

れる地域の発展との調和がいつも非常に大事になっ

てくるわけで，そればかりではなくて，社会に対

する影響と責任あるいは社会に及ぼす影響に対す

る責任を常に念頭に置きながら，進めていかなけ

ればならないのではないかと思うわけです。

　この意味で，原子力開発は国内の要求に応える

ためだけではなくて，人類の福祉のために，世界

に共通なエネルギー供給者としての発展が望まれ

るわげで，国内だけではなく，国際的な協力を今

まで以上に進めていくということが，やはり今後

の課題になってくると思うのでございます。

　人類は今やエネルギーの供給なしには生存し得

ないような状況になっておりますが，恐らく遠い

将来には，人類は太陽エネルギーを大量に活用す

ることで生存していく状況になろうと，私は思っ

ているわげです。しかし，それにはいろいろ難し

い問題があって時間がかかるわけで，我々の課題

は，石油時代から太陽時代への途中の時代を，エ

ネルギーの不足なしに円滑に移行させていくのに

はどうすればいいか，それに英知を絞って協力し

ていく必要がある，そういうものではないかと思っ

ているわけです。

　原子力もいろいろな課題を抱えておりまずけれ

ども，この間に重要な役割を果たす一つの分野と

しての責任があり，大きな期待がかけられていま

す。そのために大なる努力をしなければならない

のではないかと思っているのでございます。

　この大会での討論が，そういう原子力の長い将

来を睨んでの役割を果たしていく上に，有益な成

果を得て下さるように心から期待いたしまして，

私のご挨拶としたいと思います。
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　白澤議長　今や原子力開発の推進は，世界共通

の最重要課題です。先程有澤さんより，各国とも

原子力政策は自国のみに限らず他の国々にも影響

することを考慮し，国際協調の下に一貫した政策

を貫き通すことが肝要であることが強調されまし

たが，私も全く同感です。さらに今後の原子力研

究開発は，核燃料サイクル，高速増殖炉などの実

用化に向けて各国の実積を相互に尊：重しつつ民間

の立場からも産業レベルでの国際共同活動を積極

的に進める必要があること，さらに，わが国の原

子力開発は原子力基本法に定められている通り，

厳しく平和利用に限って行われてきており，日本

の原子力関係者はあくまでも平和利用に徹してい

くとともに，原子力の平和利用に携わる産業人と

して核兵器の廃絶を切実に希望していることにつ

いての明確なご意見を述べられました。私ども日

本の原子力産業界と致しましても一致してこの基

本姿勢に立って原子力平和利用の達成に努めてい

るものであります。

　また，向坊委員長代理の所感の中で，原子力開
発の推進は現在様々な困難な問題に直面してはい

るが，わが国としては，石油代替エネルギーの中

核として今後とも一層強力に原子力開発を進めて

いくとのご方針を承わり，我々原子力に携わるも

のとして，力強く感ずるとともに，その責任の重

大さを痛感する次第であります。

　また，核燃料サイクル，放射性廃棄物対策，さ

らには実用化の段階を迎えたプロジェクトの技術

移転，原子力における国際協力等の課題につきま

しても，産業界全体として，国との緊密な連携を

取りつつ積極的に対応して参りたいと存じますり

でよろしくお願い致します。
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セッション1「エネルギー確保と原子力開発戦略」

議　　　長　　松　谷　健一郎　氏　（中国電力㈱副社長）

・世界の原子力開発とIAEAの役割

　　　　　　　H。ブリックス　氏　（国際原子力機関事務総長）

・フランスの原子力開発戦略

　　　　　　　E。エ　ル　ベ　氏　（フランスエネルギー大臣）

。フランスの原子力開発戦略一新政策と技術開発

　　　　　　　M。ペクール　氏　（フランス原子力庁長官）

議　長　阪本　勇氏（住友電気工業㈱会長住友原子力工業㈱社長）

・アルゼンチンにおける原子力発電開発戦略

　　　　　　　C。カストロマデロ氏　（アルゼンチン原子力委員会委員長）

・日本における原子力開発の長期展望と課題

　　　　　　　向　坂　正　男　氏　（国際エネルギー政策フォーラム議長）

議　　　長　　山　下　　　勇　氏　（三井造船㈱会長）

・イギリスの原子力政策

　　　　　　　1．マンレ一理（イギリスエネルギー省次官）

・アメリカの新原子力政策と開発戦略

　　　　　　　A。トリベルピース氏　（アメリカエネルギー省皇宮補）

・ソ連における原子力開発の現状

　　　　　　　A．ペトロシャンツ氏　（ソ連原子力利用国家委員会）



世界の原子力開発とIAEAの役割

国際原子力機関
事務総長

　H．ブリックス

唱。序論一原子力に対する日

　本の利害

　IAEAの事務総長とし
ての公的資格では，日本で

のこの機会が初めての発言
の機会であり，これを一与え

られたことを深く感謝しま
す。

　日本は，IAEAにおいて極めて重要な役割
を果たしており，今年3度目のIAEA理事会
議長を務めています。いくつかの理由で，日本は

また，世界における原子力の役割およびIAE
Aの使命を論ずるのに特に適した場所と言えま
す。

　第一に，日本は，市民の非常に高い生活水準を

急速に達成しつつある社会の好例を提供していま

す。日本は，その印象的な自然保護上の成果にも

かかわらず，エネルギー源，特に電力生産を増加

することを必要としています。原子力は，数少な

い効果的な解決法の一つです。

　第二に，日本は，複雑で進歩的な科学技術にお

いて極めて高い水準に達しています。かくして，

日本の行政面や技術面における豊かな指導者層お

よびその広い裾野は，原子力の将来に向かって長

期的な段取りを踏んでいくのに心強い基礎となっ

ています。

　第三に，日本列島における人口密度の高さのた

めに，人々は，原子力発電所の安全運転および核

廃棄物の安全処分の問題を軽視することができな

いということがあります。

　第四に，この国は，世界で唯一の原子力軍事利

用の恐しさを経験した国であり，原子力の平和利

用に徹して核兵器の拡散を回避し，かつ核軍縮が

現実のものとなるよう行動することを，多くの人

々とともに熱望しています。

2。エネルギー問題全般

　まず私は，エネルギー開発の全般的な問題とつ

ながりを持つ世界の原子力開発の問題に目を向け

たいと思います。

　エネルギー問題と言えば，世界の平和および開

発途上国の進歩にとって極めて重要な問題であり，

これに勝る問題はあまりないということができましょ

う。最近まで，著増するエネルギー儒要の大部分を石

油の消費増大によって満たすというのが先進工業

国のやり方でした。このことが，中東を潜在的に

世界でもっとも物騒な地域にすることになりまし

たし，諸工業国が今もって充分に吸収することが

できず，しかも多くの開発途上国に破滅的な経済危

機をもたらした，あの石油価格の上昇を招いたの

です。

　決して無尽蔵ではない石油に対する世界の渇望

を弱めることおよび石油のより公正な配分を行う

ことは，他のエネルギー源が開発されてはじめて

成し遂げられます。多くの代替エネルギー源に関

する研究が強化されねばならないし，現に強化さ

れてもいますが，現時点では，石炭，原子力およ

び水力だけが重要な代替エネルギー源となってい

ます。これらはすべて利用されなければなりませ
ん。

3，原子力の選択

　原子力は世界のエネルギー生産の単なる一過性

の局面にすぎないと確信している人々がいます。

しかしながら，現在いくつかの国で原子力の選択

を消極的にしている要因（願わくばこれらが一時

的なものであることを望みますが）から，性急に

最終的結論を下すことのないよう気をつけなけれ

ばならないと思います。その、うちの主要な3要因

は次のようなものです。

a）エネルギー需要を全般的に落としている国際

　的な景気後退。各国政府の現在の経済政策の良

　し悪しについては，様々な相異なる見解があり

　ますが，世界経済はいずれ回復するで幽ろうこ
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　と，失業は減少するであろうこと，経済発展は

勢いを取り戻すであろうこと，また，工業化社

　会で依然存在する多くの社会的必要が生産の増

　大によって満たされるであろうことを期待する

　のは無理ではありません。これらはすべてより

　多くのエネルギーを必要とします。

b）石炭および石油によって生産されるエネルギ

　一と比較すれば，原子力では資本費は高いが燃

　料費は低くなっています。従って異常な高金利

　は，原子力に不利に作用します。しかし現在の

　高金利がいつまでも続くとは誰も信じていませ

　んo

c）原子力産業は若い産業と言えます。民間航空

　事業が同じようにまだ若い時期にあった頃，人

　々はこれを利用することにためらいを感じてい

　たであろうと思います。事実，人々は汽車や船

　を利用する方を選んだのでした。当時，民間航

　空規制およびその安全性問題対策のいずれも，

　継続的発達の一つの段階にあったのですが，こ

　れは，現在の原子力の規制および安全性問題の

　状況に似ていないでもありません。

　今日いくつかの国で見られる原子力に対する民

衆のためらいおよび原子力発電所建設に要するリ

ード・タイムの長さは，原子力に関する我々の比

較的短い経験の結果であるとも思われます。若さ

は年月によって克服されるといわれています。原

子力産業もまた，成年に向かっているのです。

4．各国の原子力プログラム

　しかしながら，これらは自己満足の議論でもな

ければ，原子力を選択する方向へ人々を引きつけ

る力が自動的に強くなると仮定するための議論で

もありません。原子力の役割を元に復するために

は献身的な努力が必要だと思われます。以下各国

の状況を簡単に見て行きましょう。それは決して

同じではありません。

a）現在最も沈滞した状況にある国は，原子力開

　発の先駆者であったアメリカです。1981年
　だけで8件の発電所建設発注が取消されました。

　長いリード・タイムが短縮される兆しはまだ現

　れておりません。金利は再び上昇しています。

　電力会社は，資金調達上の困難な問題に直面し

　ています。今後数年間，新規発注はない見通し

　です。

b）これと億とんど反対なのがフランスです。こ

　の国では，政権の交代があり，議会での論議が

　ありましたが，その後でも原子力に対する同国

　の政策は変わっていませんQ1982年および
　1983年の計画では，主として需要見通しの
　低下を反映して，若干の後退がありました。

　1990年までに同国では56ないし59の原
　子力発電所が稼働しているでしょう。

C）西欧のその他の諸国においては，状況はもつ

　と多様です。原子力の役割についての論議は続

　いています。地域の反対は，例えば西ドイソ，

　スペイン，スイスおよびイギリスの中央政府の

　積極的な政策を挫折させることが少なくありま

　せん。全般的な見通しとしては緩やかな成長が

　あり，その中でスイスが最も弱く，スペインが

　最も強いと言えましょう。

d）ソ連および東欧諸国は，原子力利用の速やか

　な発展を目指す政策を採り続けています。発展

　の障害となるものは，工業生産力の制約だけの

　ようです。

e）日本の状況をここで再説する必要はほとんど

　ありません。エネルギーの輸入依存度が高いた

　めに，この国では長い間原子力開発とエネルギ

　一図の多様化が最優先事項でした。今後この国

　にエネルギー上のある程度の自立性を．与えるも

　のとしてはっきりしている唯一の方法は，大部

　分国産のプルトニウムを燃料とする高速増殖炉

　です。こうしたこともあり，皆様方が商業再三

　理および遠心分離濃縮において成し遂げられた

　成果は満足すべきものと思われます。

f）開発途上諸国も同様に多様な状況を見せてい

　ます。アルゼンチンとブラジルでは，国際収支

　に問題があるためその計画は少し停滞気味です

　が，メキシコでは，大規模計画が策定されよう

　としています。ユーゴス．ラぜアでは，最初の

　原子力発電所が運転に入ったばかりですが，聞

　もなく第二の発電所建設のための入札が行われ

　ようとしています。エジプトは8基の原子炉建

　設計画を発表しましたが，そのうちの2基は現

　実のものとなろうとしています。アルジェリア，

　リビア，その他いくつかの地中海沿岸諸国およ

　びインドネシアにおいて原子力発電所建設の話

　が進められていますが，まだ具体化してはいま

　せん。インドの計画は，幾分緩やかに進められ

一12一



ています。恐らく最も一貫して成長を続ける計

画をもつ開発途上国は，韓国と台湾でしょう。

5．原子力の将来展望
　原子力が経験してきたこの浮き沈みにもかかわ

らず，聴衆の皆様は，私と同様，原子力の選択は

重要なものであることを確信しておられます。世

界の電力生産に占める原子力の割合は，1980

年にすでに8％に達していますし，これが1985

年には17％に，そして1990年には多分18
％になりましょう。これは国によって大きな差異

があります。1985年についていえば，それは

日本では19～20％，西ドイツでは20％，ア
メリカでは17％，ベルギーおよびスウェーデン

では50％以上，そしてフランスでは60％とな
ります。事実，すでに現在フランスでは，必ずし

も常時そうではありませんが，その電力の半分以

上が原子炉から来ております。

　今後の話になりますが，フランスとソ連は，高

速増殖炉の開発における世界のリーダーです。フ

ランスの最初の商業炉スーパー・フェニックスは，

来年には稼働に入ることになっています。イギリ

スの増殖炉計画は，よい成果を得ていますが，商

業化の見通しが立つには至っておりません。カル

カールの西ドイツ，オランダ，ベルギー3国共同

による増殖炉は，急上昇するコストのため融資に

関して深刻な問題が生じています。私が理解して

いるところでは，日本の「常陽」は，材料試験照

射炉に用途を転換されつつあり，高速増殖炉の原

型炉「もんじゅ」の建設計画が大きな進歩を見せ

ています。また重水炉「ふげん」の運転を通じて

貴重な経験が得られています。「もんじゅ」と「ふ

げん」は，それぞれ智慧と慈悲の菩薩の名をとっ

たものであり，炉の中の力強い核の力を支配する

ことを象徴しているのです。

　世紀の変わり目までにいくつかの工業国におい

て，多分フランスではそれより早く，高速増殖炉

が商業上の重要な役割を果たし始めると仮定する

ことは，大体において妥当なものと思われます。

　遠い将来の話では，ますます関係者の心を促え

て離さないものは，熱核融合であり，我々はイン

トール（INTOR）核融合計画に対する日本の
回持を評価するものです。この種の大きな共同事

業におげる国際協力は，巨額資本を動かし，本質

的に類似した計画の無駄な重複を回避し，科学技

術のあらゆる分野での推進力となる情報交換を促

進するなど，明らかに有益なものです。

　より短期的な展望の中に入ってくるものは，ま

すます多くの原子力発電所メーカーが20万kW

から40万姻くらいの比較的小型の熱中性子炉
の設計および販売に関心を示し始めていることで

す。それは，現在，化石燃料発電よりも経済的に

競争力がありますし，また今日の標準型炉を使っ

ても電力需要が小さすぎる開発途上国にとっては

より適当なものであるのかも知れません。しかし

ながら，意志決定に伴う諸問題，資源の確保およ

び計画から現実の発電所の完成に至るまでに要す

る時間を過小評価することはできません。また開

発途上国においては，人的資源および経済基礎構

造についても由りですげ

　スウェーデンの開発について述べますと，もっ

ぱら地域暖房のために熱を送り込む目的で作られ

る比較的小型の熱中性子炉（20万kW）の設計

があります。安全で環境を清浄に保つ都市原子炉

ということからSECUREの名で進められてい
るこのプロジェクトは，比較的低温低圧で運転さ

れる原子炉であり，そのために冷却材の重大な喪

失を伴う事故発生の可能性が取り除かれているた

めに，元来極めて安全であると言われているもの

です。ソ連は，これに似た，しかしより大型の同

・一 ﾚ的の原子炉の建設計画を進めています。

6，活気の圃復
　これら長期的展望は素晴しいものですが，原子

力産業は健全に経営されるべきであり，国によっ

ては存続するべきであるならば，原子炉建設発注

における現在の傾向は，覆されなければなりま

せん。私たちは何をすることができるのでしょう

か。IAEAの使命は何でしょうか。
　ここで個人的な心覚えに基づいて一言申し述べ

ることをお許し戴きたく思います。私は，一時的

な考え方がしばしば大衆を動かし政策を決定して

いることを知っていますが，他方宣伝によって考

え方を操作することに賛成するものではありませ

ん。利害関係から独立した行政事務の精神および

それが私心なく客観性に徹していることは，より

尊敬に価するものであるのみならず，操作を嫌悪

する大衆が我々に示してほしいと望んでいるもの

であると私は考えます。さらに私は，原子力産業

を巡る事実およびその非常に優れた記録が，結局
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大衆の考え方をも政治家の考え方をも形作る

であろうと信じるものです。私たちIAEA，各
国政府，および原子力産業界にできることは，一

部の人々の間に存在したし，今なお存在している

疑問がなくなっていくようにこの記録を維持する

ことに力を尽すことです。この疑問は，主として

次の3つの方面で起っています。

　一一運転上の安全

　一壷廃棄物の環境上安全な処理

　一核兵器およびその製造能力の拡散防止

7．安全運転
　日本人の聴衆の皆様に対し，一般大衆が何故コ

ントロールされない放射線の危険性に神経をとが

らせるかに注意を促す必要はほとんどありません。

原子力発電所自身の卓越した安全上の記録にもか

かわらず，多くの国の一般大衆は，まだそれに気

を休めてはおりません。

　スリーマイル島事故，昨年の敦賀事故およびギ

ネィ発電所での最近の事故は，改善の余地がある

ことを我々に教えています。しかもギネィ発電所

の場合は，スリーマイル島の場合と違って運転者

も安全装置も正常に機能していたのです。

　安全性を高めるための一つの必須条件は，安全

に関する情報のより自由な交換です。日本原子力

産業会議の専務理事が最近指摘しておられました

ように，安全に関する最も重要なデータが企業秘

密として他に漏れないようにされ，従ってこれを

入手することがほとんどできなくなる危険があり

ます。このような秘密主義は極めて近視眼的であ

ると言えます。これとは反対に，重要な異常運転

経験に関する情報を世界的規模で収集，分析，配

送する拠点として機能するために，昨年11月I

AEAが開始した事業に充分協力することが，各

電力会社および原子力機器産業界のために大いに

利益になることです。

　国際的に合意された安全基準は，パブリック・

アクセプタンスを得るためにも，また原子力発電

を導入しようとしている国々のためにも必要なも

う一つの重要な要素です。ほとんどの皆様が，原

子力安全基準プログラムとしてこの分野でIAEA

が行っている仕事を良くご存知のことと思います。

それは今や9年目に入っており，原子力発電所の

規制，立地，建設，安全運転および品質保証のす

べての面を網羅しています。

　スリーマイル島事故と敦賀事故は，範囲および

成り行きにおいて互いに非常に違ってはいました

が，いずれも運転者の訓練の：重要性を人々に印象

づけました。IAEAは・原子力発電所運転者資
格要件の水準の引き上げおよび標準化のために，

またこれが常に必要な高い水準で維持されること

を確保するために，指針を作成しております。

　日本原子力産業会議も指摘したように，我々は，

費用便益原則の妥当な適用に基づく国際的に合

意された明確な安全目標を必要としております。

原子力発電所のために決められた安全基準は，そ

の他の危険な物質を取り扱う各種工場のための安全

基準より高いものですが，投じられた費用に見合

う安全性の向上がなされなくてはなりません。

　最後に，IAEAは，次のようにして原子力に
関する非常事態の処理に当たるべき加盟国を助け

ています。それは，原子力発電所構内およびその

周辺における緊急時への準備体制を改善するため

に各国に対して行っている援助，緊急通報を受け

て安全専門家を派遣するための国際取り決めの促

進，国際相互1援助協定を目標とする準備作業およ

び緊急援助を手配する拠点としてのIAEAの効
率性の向上です。

露，放射性廃棄物の処理処分
　我々の第二の目標は，放射性廃棄物の安全処理

問題をわが物としたことを示すことでなければな

りません。あらゆる産業活動が環境に及ぼす影響

に対する懸念は，今日非常に強く，しかもそれは

正しいことです。我々は，産業廃棄物に取り巻か

れて生活しており，また廃ガスを徐々に大気中に

はき出しています。

　逆説的でありますが，我々は，原子力の方が他の現

在使用されているエネルギー源よりも環境に及ぼ

している害が少ないという事実を一般大衆に解ら

せることに失敗しています。技術的に言えば，数

十年間地表上に放射性廃棄物をおく場合，その放

射能は急速度に弱まるので，この方が好都合であ

るかも知れません。しかし，パブリック・アクセ

プタンスを得ようと思うなら1私たちは今私たち

が放射性廃棄物を処理する能力を持っていること

を示し，実際にそれがどのように実行されている

かを示さなければなりません。さらにまた私たち

はツケを次の世代に残してはいけません。廃棄物

処理および廃炉のコストは，現在の電気料金の中に
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含められなければならないのです。

　現在，放射性廃棄物管理の責任は，もっぱら各

国政府が負っています。このことは，この問題を

取り扱う最善の方法が，物理的にも社会的にも地

域の事情によって大いに変わるものであることか

ら理解されることです。しかしながら，私見です

が，我々は，施設設置場所総数を制限し，かつ最も

好ましい場所を選択することができるような地域

的または国際的解決法を求めて努力を続けなけれ

ばなりません。

　日本は，その人口密度，食糧源としての海への

依存および広範な国民の関心のために，特別の問

題を抱えています。いくつかの国の政府は，低レベ

ル放射性廃棄物の海洋投棄に代わる方法はないと

考えていますが，私たちはまた，世論はいまだ懐

疑的である事実をも直視しなければなりません。

従って，その他の廃棄物処理法および長期的な使

用済み燃料貯蔵に関する研究開発を強力に推し進

めることが賢明でしょう。

　IAEAの仕事の多くは，廃棄物の取り扱いに
関する研究および現場の経験，種々の方法の経済

的比較並びにこの問題に対する種々の規制の得失

についての充分な国際的情報交換を促進すること

です。これらの問題は，その他の問題とともに，

来年5月アメリカで行われるIAEA主催の放
射性廃棄物管理に関する国際会議で討論されるこ

とになっています。IAEAはまた，地下貯蔵所
の設置から原子力発電所の除染に至るまでの放射

性廃棄物管理に関する種々の側面を対象とする指

針を作成するための国際的合意を図る場ともなっ

ています。

9・核不拡散体制

　第三番目の問題として核不拡散の問題に移りま

す。もし私たちが，国際緊張の高まりや核の引き

金にかける指の数がふえる危険を避けようとする

のであれば，核兵器のこれ以上の拡散を防止する

ことが肝要です。多くの国においては，それは，

原子力平和利用計画および核物質の国際移転に対

するパブリック・アクセプタンスを得るためにも

必要であります。一般大衆は，比較的少量の濃縮

ウランやプルトユウムの巨大な破壊力をよく知っ

ています。一般大衆は，原子力平和利用計画が原

子爆弾の生産に道を開くことがないことの保証を

望んでいます。私たちは，この保証をどのように

して与えることができるでしょうか。

　核兵器を作るために必要な科学的知識および技

術的ノウハウがすでに核兵器を所持している国

以外の多くの国に存在していること，およびこの

ような技術的能力を所有する国の数が増え続けて

いることは，最初から認識されていなければなら

ないことです。今後10年または20年先にこの数

は非常に大きなものになっているように思われま
す。

　重要な結論がこの前提から引き出されます。まず

第・一に，核不拡散は主として核兵器製造能力を獲

得しないことが最も国益に適なうことだという政

府の確信によって保障されねばならないというこ

とです。世界の大多数の国の政府は，まさにその

通りの結論に至っています。日本，西ドイツ，イ

タリアのような大工業国がその中に含まれ，核不

拡散条約（NPT）に加盟していることは，極め
て重要であり，かつ喜ぶべきことです。これらの国

のNPTへの加盟およびその結果としての保障措
置の実施は，今日当たり前のことと思われている

のですが，他方私は，これらの国が国際緊張の緩

和のためにいかに大きく貢献し，また貢献しつつ

あるかを誰しも忘れてはならないと思うのです。

笥⑪．　lAEA保障措置

　いくつかの国がまだNPTに加盟していないと

いう事実から生ずる問題に転ずる前に，私はIA

EAの保障借置に少し立ち入ってみたいと思います。

これは，最近IAEAの保障措置が強い批判のマ
トになっているからでもあります。

　私は少し前，一般大衆は，原子力平和利用計画

が核兵器製造に向かう扉を開こうとしているので

はない保証を．与えられることを望んでいると申し

ました。国際社会もまた，この保証があることを

望んでいます。これはまさに，IAEAの査察プ

ログラムが果たすべきことです。IAEAの査察
プログラムは，国際協力における注目すべき新機

軸です。市民としての我々は，生まれてから死ぬ

まで政府によって監視されることに慣れています

が，主権国家として，私たちは，国際機関によっ

て監視されること，とりわけ自分たちの国土の上

での査察という手段で監視を受けることには慣れ

ていないのです。この新しい制度はまた，20年
の間議論されて何の成果も挙げていない軍縮の検

証の問題が，原則として，どうすることもできな
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いものではないとの希望を抱かせるものです。こ、

のような楽観的な見解を述べはしましたが，とり

あえずいくつかの条件および細目を挙げることに

します。

　第一に，IAEAは，各国政府が互いに働きか
ける機関です。IAEAを通じて各国政府は，自
国が核爆発物を製造するためにその原子力計画を

進めているのではないということを内外に示すた

めに，その原子力平和利用計画の査察を集団的に

受けているのです。このようにして，保障措置は，

関係国政府の個々の国益のために尽すものであり，

奉仕しているのです。IAEAは，その査察活動
を充分信頼できるものにせねばなりません。さも

なければ，それは何の役にも立たないのです。信

頼性のある査察活勤であってこそ，人に確信の念

を植えつけ，倒際緊張の圓避に役立ち，原子力の

分野における円滑な通商関係を促進し，その他も

ろもろの望ましい結果をもたらすのです。

　第二に，これはすでに述べたことの当然の帰結

でもありますが，IAEAは警察力を持つもので
∵はなぐ，糞た超国家的存在でもなく，ただ関係諸

国政府の求めによってその保障措置機能を果たす

機構にすぎません。IAEAは，制裁を課する力
をもつものではなく，またある政府が核物質を転

用するのを物理的に防止することもできません。

IAEAはただ，関係国がその核不拡散に関する

義血を守っているという，またはIAEAとして
1は義務の順守を確認できない，もしくは極端な場

合には，不順守があったという結論を正直に報告

することができるだけです。

　第三に，．IAEAは，その保障措置を受け入れ

た国の政府が将来どのような行動をとるかについ

ての保証を．与えることは全くできませんが，何ら

かの理由で保障借置の適用が中断されれば，それ

が・一．つの警報となって，いずれかの国の政府が，

このことが核拡散につながることのないように，

そρ彩響ヵを行使することになるでしょう。

　、第四嶋∬AEAの保障措置が最大限の信頼性
を勝ち得るために最大限の効率をもって運営され

ねばならないことは言うまでもありません。若干

の改善によってそれは可能です。原子力産業の成

長および保障措置協定数の増大のために，この保

障措置制度は極めて急速に拡大を続けていますが，

また困難な問題も多く出てきています。もう少し

多い人員，その活用の仕方の改善，装置数．の増大

や性能の改良および保障措置を受けている国の政

府の協力によって，その欠点を是正することは可

能であるに違いありません。

　私は，国際保障措置制度に何ができるかについ

ての説明を試みました。私はここで，これはまさ

に岡制度が日本で行っていることであることをつ

げ加えておきたいと思います。同制度に求められ

ている保証は潤本政府によって達成されており，

IAEAは日本と卓越した協力関係を樹立してい
るというのが私の見解です。

肇呈。　未完の仕事

　私は，IAEAがすべての非核兵器国でフルス
コープ保障警守を適用することを求められている

のではないことを明らかにしました。イスラエル，

インド，パキスタンおよび南アフリカのいくつ

かの施設には，保障措置が適用されていません。

IAEAがこれらの施設について何も言うことが

できないのは勿論のことです。その他のいくつか

の国（アルゼンチン，ブラジル，チリ，キュ「バ，

北朝鮮およびスペイン）で，IAEAは，　IAE
Aに知られているすべての現存する施設に保障措

置を適用していますが，これらの国の政府は，将

来の施設については何の約束をもしていません。

　このことでIAEA自体にできることはほとん

どありません。NPTおよびIAEA保障措置へ
の普遍的加盟は，自国の最：良の国益がその方向に

ありとする関係国政府の結論の結果としてのみ実

現することです。

　私はこの機会を利用して，この問題が関係国政

府によって最：も真剣に検討されることを希望するも

のである旨を明らかにしたいと思います。IAEA

は，どのようなことでも求められれば行う用意

があります。この点に関して，我々は相当に重要

な時期にいるのではないかという気がします。一

方において，核不拡散に向かっての力強い動きが

起こる可能性があるかも知れません。エジプトの

NPT加盟は，非常に勇気づけられるものでした

が，もっと多くの動きがなければならないことは

明らかです。核不拡散の問題は，これに深く係わ

っている国々により現在進行中の諸々の交渉にお

いて看過されてはならないものです。逆に，現に

あるいくつかの核不拡散の機会を逸するか，また

はもっと悪いことに，再びいわゆる平和核爆発が

起こるようなことがあれば，反対：方向への展開の
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引き金が引かれることがあり得るでしょう。

唱2。錘直拡散
　私は二つの点をつけ加えたいと思います。第一

の点は，いわゆる垂直拡散の問題です。核不
拡散条約第6条において，核兵器国は，核軍縮を

進展させることを約束しました。彼等は明らかに

このことでそれほど成功しているとは言えませんり

NPTが締結されたとき，彼等核兵器国は全部で

5，800個の核弾頭を持っていると見積もられま

した。これが1981年の数字では約16，000
個に増加しています。さらに困ったことに，小型

のものを含む新しいタイプの核兵器の開発製造

が絶え間なく行われ，配置されていることです。

垂直拡散がこのような憂慮すべき事態となってい

るからといって，核兵器の新たな国々への水平拡

散を抑止することがそれだけ重要でなくなるとい

うことにはなりませんが，この垂直拡散の事態は，

すべての国の安全保障に新たな脅威を与えるもの

であり，NPTに新たな汚点を加えるものです。

循3。　供給保証

　NPT第4条において可能な最大限のアクセス
が約束された平和目的原子力施設および技術の移

転に対し近年加えられた数々の制約もまた，NP

Tの趣旨への逆行です。従って現在このようなア

クセスを律する原則について検討を行っているI

AEAの供給保証委員会は，保障白磁および原子

力通商のためのより安定した国際体制の双方に関

して，重要な役割を持っています。

唱4．　第三世界における原子力科学技術

　開発途上国において原子力に関する科学技術を

促進するためにIAEAが行っている種々の仕事

に触れないでは，IAEAの現在の役割を述べ尽
くしたことにはなりません。　IAEAの最も重要

な遂行業務は，原子力発電所の安全利用および放

射性廃棄物の安全処分を進めるための国際協力を

調整することです。しかしながら，ほと．んどの開

発途上の加盟国にとって，来たるべき数年の間の原子

力技術の主な恩恵は，食糧農業，医療，工業および

水理学における同位体および放射線の利用からく

るものでしょう。現在日本が全面的に参加してい

るアジア地域協力プロジェクト（RCA）は，こ

れらの技術が地域内の先進国の積極的な参加を得

た開発途上国間の地域協力協定によっていかに推

進され得るかのよい見本です。私たちは，中南米

において類似のプロジェクトを発足させるために

努力を払っております。

筆5．結　　語
　私が現職に就きました隊，IAEAおよび世界
の原子力の前に横たわっていると私に思われた挑

戦および機会のいくつかに触れてまいりました。

以上述べた主要分野のいずれにおいても，日本は，

重要な，また時には先駆者的役割を果たしてきま

したし，これからも果たすことと思われます。そ

のエネルギー一資源事情のために，日本は原子力発

電に独特の関心を持っていますが，また特別の安

全および廃棄物処理上の問題をも抱えています。

日本は，IAEAの保障措置を世界で第一番目に
受け入れた国であり，現在国際保障措置の適用を

受けている施設の約30％は日本の施設であり，

また日本は，いくつかの最新の保障措置技術の試

験場所を提供しています。日本はまた，開発途上

国における原子力技術促進のための地域協定にお

いて重要な役割を演じている最初の工業国でもあ

ります。日本は，原子力が再び人類の破壊のため

に使用されないようにすることに，世界のどの国

にも増して関心を持っています。かくしてIAE
Aは，日本の原子力のあらゆる側面の将来に深い

係わりをもち，日本は，IAEAの事業の成功に
特別の利害関係をもっているのです。
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いくことが必要で，

後IAEAの果たす役割はますます重大になると思
います。ブリックス博士からご指摘がありました

　松谷議長　ブリック博士ど

うもありがとうございました。

長期的に，しかも安定的にエ

ネルギーを確保していくため

には，．現実的なエネルギーとし

て期待される原子力の開発を

今後さらに積極的に推進して

このような状況のもとで，今

原子力の安全性に関する国際的な情報の交換，安

全基準の確立を初め，放射性廃棄物問題の国際的

な解決への取り組みなどにつきまして，IAEA
のリーダー・シップが一層発揮されることを期待

しております。

　なお，核不拡散問題や保障措置あるいは開発途

上国に対する地域協力活動など，IAEAの諸活
動に対しましては，わが国も原子力先進国の一員

として，さらに積極的な協力を展開していかなけ

ればならないと思います。
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ツランスの原子力開発戦略

フランス　エネルギー大臣

　ε。エ　　ル　　ベ

　私は，この原産年次大会に

公式ダストとして招待戴きま

したことを大変光栄に存じま
す。

　その理由を二つ申し上げま
す。

　まず第一の理由は，本大会

およびその参加者の質が高いことにあります。大

会参加者の：方々は，日本の産業界の強力な推進力

となり，日本はユーラシア大陸の西端にとって，

しぼしば躍進的な経済力を誇る国とレて例に出さ

れているからです。

　第二の理由は，皆さんが私をエネルギー一の分野

において，エネルギー転換政策の採用や，原子力

発電への依存を特に明確にしている国，一言で言

えば天然資源の枯渇という難問を解決しようと

する政策や，開発途上国への責任をひるむことな

く担おうという願望を持っている国の代表として

私をご招待下さったということを良く存じている

からです。

　フランスのエネルギー関係の首脳にとっては，

東京は1979年6月のサミット会合の場所で，
そこで初めて，先進国の首脳陣が偉大な未来に向

けての第一歩であるエネルギーの目標値の設定を

行ったということが特に重要です。従って，私ど

もにとって，東京は，より強力な消費の抑制や代

替エネルギーの開発により地球上の石油資源の浪

費を阻止するためになされた最初の試みを象徴す

る場所です。

　この試みにより，まず日本とフランスは極めて

類似した状況にあることが判りました。つまり，

両国はエネルギーの国内生産が非常に限られてお

り，伝統的に発電は石炭火力と水力発電から成り，

石油および天然ガスを大量に輸入しています。一

方原子力発電の分野では，両国とも開発が進んで

いますが，その率は少し異なります。

　本分野で著名な方々がお集まりになっているの

で，私はこの差異を問題として取り上げてもよろ

しいかと存じます。疑いもなく，他のどの分野と

比べても原子力の問題は特殊な問題で，不利な心

理的背景を持っています。しかしこの問題は長期

にわたる世界のエネルギ・一均衡を維持しようとす

るなら，克服せねばならぬ問題です。

　昨年5月10日の重要な政治変革に続いて，フ
ランスでは，これらの問題について広範な議論を

開始しました。日本が今後の原子力政策を見直し

ている現在，私にとってこの分野でのフランスの

経験を述べることは意味があろうと思います。

　最近数ヵ月間の「フランスの経験」が他の国々

にとって何らかの意味を持つとすれば，その秘訣

は，民主主義の探求にあると私は確信しています。

これこそが，私共のエネルギー計画の源泉であり，

目標なのです。とりわけ民主主義は，私どもの国

家エネルギーに関する議論の実際の出発点であり，

これは1981年春の選挙戦から始まりました。

　この選挙戦以来，エネルギー問題，特にフラン

スのエネルギー収支における原子力発電，そして

もっと広い意味ではフランス社会における原子力

発電の位置づけが，政治論争の焦点となってきま

した。それまでになされてきた決定は，世論に不

安と誤解の種を撒いてきました。これらは消し去

らなげればなりませんでした。そういう状況から，

フランソワ・．ミッテラン候補は，この問題につい

て，選挙のすぐ後で広範な民主的討論の場を組織

しました。それ故共和国の新大統領が行った最初

の決定の一つは，政府がエネルギー自立計画を策

定し，議会に批准を求めるということでした。同

時に，討論の成り行きに影響を与えないように，

いくつかの発電所の建設を暫時停止し，これらの

原子炉の行く末は討論の結論に任されました。

　民主主義は，昨年の夏を通じてこの討論の準備

の仕方を特色づけました。労働組含の代表や専門

機関，生態学協会，エネルギー生産者および消費

者と幅広く協議した上で，専門家の報告書が，私
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の指揮の下に行政庁で整えられました。この際専

門家の名簿は公衆の代表には入手できるようにな

っていました。

　同時に，フランスの国民議会も，この問題を議

論しました。経済社会審議会のメンバーは，フラ

ンスの経済生活を代表する人たちで，その会合の

多くをエネルギー問題に充てました。さらに，国

民議会も各党の6人の議員から成る特別委員会を

設置しました。この委員会はヒアリングを続け，

議会に情報を用意しました。私自身も経済社会審

議会および国民議会の有力な委員会に報告しました。

　さらに民主主義についてですが，これらのヒア

リングの議事録が全て完成し，世に出されてから，

政府はエネルギーをフランスの自立，発展，開発

の駆動力の一つにすることを基本目的に定めたエ

ネルギー計画を議会の投票にかけました。

　この計画は，去る10月に議会で承認されまし

た。簡単にその主な指針類を説明致します。

　それらは次のように述べられています。

　主要目標は輸入エネルギーの割合を全エネルギ

ー消費との比較において，できる限り減らすこと

です。百分率で示すと，1973年25％，現在

35％そして1990年には50％の自立率に引
き上げられる予定です。

　明らかにこの傾向は大きな転換の努力を必要と

します。

　この成果を達成するための一一つの方法は，明ら

かに，私どもが採用している経済成長のパターン

においてエネルギー利用の効率を上げることです。

私共は従って，強力な省エネルギー政策を開始す

ることを決定しました。

　エネルギー消費は，年率5％の成長を仮定し，

1990年置石油換算で2億3，200万tという，現

在の1億8，900万t消費レベルをわずか20％上回

る量を目標に設定しました。

　これを達成するために，フランスは石油換算約

1億tを目標に省エネルギー努力をしなければな

らないのです。このため，私どもは全期間にわた

って年聞400億フランの投資を行う予定です。

　この努力による第二のメリットは，これら投資が

80年代の終わりまで〃（23万から33万件回の雇
用機会を創り出すことです。この計画を実行する

ために，私どもは主要な国家公共サービスの地方分

権化つまり「国立エネルギー効率管理庁」の創設

を決定しました。この機関は，既存の諸機関（省

エネルギー庁，太陽エネルギー委員会，熱委員会，

地熱委員会）を組み合わせ，研究，開発，応用の

全ての面で調整を行うものです。

　フランスのエネルギー対外依存度を減らすこと

は，同時に石油の過度な使用に対して代替エネル

ギーの導入を図ることを意味します。石油の割合

は48．5％から1990年にはおよそ32％に下
がると予想され，これはベネチア・サミットの40

％目標値を充分下回ります。

　このことは，他のあらゆる一次エネルギー資源

を大量に開発することを意味します。

　ガスについては，石油よりは比較的均一に分布

している資源ですが，我々の目標は，その利用比

率を13．2％から1990年には13．5～17％
の範囲に上げることです。

　新エネルギーと再生可能エネルギーについては

私どもは，バイオマス，太陽エネルギー，地熱の

使用を相当拡大するつもりです。水力の潜在能力

はかなり充分利用されています。再生可能エネル

ギーの全エネルギー収支における割合は，1990

年には7％は上昇するでしょう。新エネルギーと

再生可能エネルギーの開発は，研究の進展に密接

に依存しているので，1981～1985年の期
間の研究支出を3倍に致しました。

　石炭については，フランスの現状は，日本のそ

れに非常に似ています。日本と同じように，我々

は1960年には約6，000万tを生産し，現在約
2，000万tを生産しています。また6万人とい
う炭坑夫の数も，援助計画も非常に似かよってい
ます。

　将来は，石炭は，フランスのエネルギー収支上

重・要な役割を演じて行くでしょう。というのも

2000年までに，石炭は主要エネルギー源の一
つになるからです。石炭の使用を支援するような

政策を採用しないのは，戦略的な誤りといえるで
しょう。

　我々が決定したところは，’1990年の消費目

標を1年当たり5，300～6，000万tとし，国内生

産を増やして消費の50％を賄うことです。この

最新の目標は，達成が困難でしょう。しかし，私

どもはすでにこの目標を達成すべく，新たな探鉱

努力を開始するなど目標への第一歩を踏み出して

います。さらに，石炭利用の最新技術，特に石炭

のガス化が開発されるでしょう。この分野では，
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日本がすでに先導となる模範的努力をされている

ことを知っています。言い換えれば，石炭は確固

たる未来のエネルギーということです。

　この大会の目的に沿い，原子力に主眼を移しま

しょう。

　原子力は，比較的原料（ウラン）から独立した

エネルギー形態で，フランスは相当量のウラン備

蓄を持っています。さらには，フランスは原子力

技術のあらゆる分野で，習熟した技術を得ていま

す。このことは，フランスのエネルギー自立計画

の特に重要な要素となります。どのくらい原子力

を用いるべきでしょうか？これは，昨年春に一般

公衆のみならず多くの議員たちの間でもかなり議

論された問題でしたQ

　特に2つの問題点が，徹底的に討論されました。

それは，1982年と1983年に二六の原子炉
を建設すべきかということ，使用済み燃料は再処

理すべきかの2点です。

　最初の点に関しては，前政権は9基の建設を計

画していました。

　数人の社会党の代表者たちは，建設計画を4基

に縮小することを望みました。政府および議会は

最終的に6基に決定しました。

　再処理については，詳細な検討の結果継続する

との決定が下されました。

　以上について少し説明を加えます。一つは，採

択された計画は以前のものに比べ9基を6基に縮

小しています。この基数の減少は，ここ2年間の

経済成長のスローダウンにより，電力需要予測が

落ち込んだことと私どもの決定した省エネルギー

計画を反映したということが重要な点です。

　フランスの原子力計画の縮小は不信の反映とい

うのではなく，単純に消費を一層統制したことに

よる一般的な傾向として現れたものです。

　それでもフランスの原子力計画は非常に大規模

なままです。原子力の割合を1990年までの全
般的なバランスの中で，主要先進7力国のそれと

比較すると，フランスが最も高率でしょう。つま

り26～28％，石油換算で6，000万t以上に
相当します。

　現政府が決定した原子力計画は全原子力体系を

カバーしており，私どもは再処理活動についても

全面的に再開するよう決定したことは言うまでも

ありません。

　私どもは原子力発電を二つの点から高く評価し

ています。

　一現在，原子力発電コストは，石炭火力の場合

　　の半分，石油火力の場合の3分の1である。

　一世界中に存在する主要エネルギー源の中で，

　　最も沈金なエネルギー形態である。

　この点に関して，原子力固有のリスクは，事故

時の労働者に対するリスクという点で，石炭によ

るリスクの半分，そして，燃料サイクル中の職業

病に関しては10分の1位であるという事実に綿
密な考慮を払っています。どの国においても炭鉱

事故の悲劇は忘れられません。また，石炭の他の

犠牲者のことも忘れてはなりません。公表されて

いませんが，フランスだげでも毎年700人の珪
肺病患者が発生しているのです。

　原子力発電は，環境に対しても，より安全です。

世界で最も石油タンカーが頻繁に行き来する航路

の1つに沿った沿岸地域であり，また，過去10

年間に数十万tの：オイルが事故で流れ出したこ

とのある地域であるブルターニュ選出の議員とし

て，私は石油の自然環境に与える被害について良

く知っています。

　再処理問題については，皆さんの関心事だと存

じますが，私どもは，国際的取り決めの履行に特

別な注意を払い，それらを完全に継続することに

決定しました。

　従って，原子力開発を一時停止した後一これ

は当然で公平ですが一フランスのエネルギーと原

子力計画について国民的議論が巻き起こり，・一度

指針類が議会の投票で決まると，再び一これも全

く自然のなりゆきですが一暫時停止されていた活

動が行えるようになりました。フランス政府は，

この段階で前の段階と同じ決定を下したことを多

分ご存知でしょう。昨年の秋，ラ・アーグ港で日

本の使用済み燃料の荷おろしに必要な措置が講じ

られました。

　一度民主的な討論が方向性を与えたならば，こ

の種の決定をするのは全く正当なことです。

　それは正当であっても，難しいものです。こ

のことは，エネルギー問題，特に原子力の利用に

ついての最大限に幅の広い同意をとりつけるため

にどれだけのことがなされねばならないのかとい

うことを示してくれます。

　この合意は，永久の民主的精神を意味します。

　この目的を現実に転換するために，私どもは，
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公衆への情報伝達を改善し，公衆の信頼と責任感

を動員するために一連の対策を決定しました。

　現状の問題点は，情報と地方分権，協議と管理

です。

情　　報

　私どもは，信頼と責任感は相互の情報を意味す

ると思っています。この情報は，中央の独占物で

も制度の独占物ではありません。

　この情報は，制度の仕組みに則し，広く伝達さ

れなければなりません。

　従って，私どもは，以下のことを映定しました。

　一工業省の下にエネルギー監視センターを設置

　　し，大規模なデ…タバンクとして機能させる。

　一地域エネルギー機関を設置する。

　一個々のエネルギー・サイトについて，地方情

　　報委員会を設置する。これら委員会の目的は，

　　地方の段階で，協議と情報交換ができるよう

　　にすることで，これらの委員会は，各プ・ジ

　　ェクトの初期の段階で設置され，その運営は

　　多数決，対審方式で独立，連続した形で行う。

　　全国大会で地方情報委員会の委員長に会えば，

　　相互の経験を議論し，問題点を整理し，それ

　　から活動を改善する機会が得られねばなりま

　　せん。

情報と研究開発，そして動機づけの政策を含まな

ければなりません。

　一方，もしその地域が地域のニーズを包括して

表した地方分権計画を遂行してきているのである

なら，都市および地方自治体はこれら活動の全て

を展開する真に実際的で具体的なセンターとなり

ましょう。

　エネルギー消費のある種の局面が統制の下に置

かれた方がよいというのは，このようなレベルで

のことです。統制は，都市化や公共輸送，交通規

制，ネットワーク管理計画などにおいて行われま
す。

　新しい機構に関しては，それぞれの地方議会へ

の報告義務を有する地域エネルギー機関を設置す

ることが決定されています。

　地域集会に関連した政策の手段として，この協

議機関は，実質的には地方議会と地方自治体に地

域の訓練と情報と活気づけを含む勧告や技術的支

援という機能を果たすことになります。

　それは，まさに常設のエネルギー委員会で，地：方

議会のために機能し，その構成は代表権と資格の

2つの要件で支配されています。つまり，議員の

大多数，労働組合の代表，商工会議所，環境関連

団体，エネルギーに関係した大学，行政庁，民間’

組織を含まなければなりません。

地方分権

　強力な中央集権の伝統で特色づげられたフラン

スのような国では，エネルギー問題は地方分権の

機会を与えてくれます。

　地方分権とは，新しい能力の配分であり，新し

い手続きと新しい機構を意味します。

　新しい能力配分の一部門して，私どもは，新エ

ネルギーと再生可能エネルギーの国家エネルギー

収支における割合は，地方分権の実施機関がこの

分野へ動員されて始めて増えるものと感じていま

した。エネルギーの合理的な利用，省エネルギー一

と代替エネルギーのための政策を適用する上で当

局者の決意，力，手段が必要です。私どもは，彼

らが必要とするものを提供するよう努めるつもり
です。

　新しい手続きの一部として，個々の地域は，そ

の地域の人口動態と経済予測に基づき，省エネル

ギーと新エネルギー目標を含んだエネルギー計画

を策定するよう決定しました。これらの計画は，

協　　議

　エネルギー計画とこれに関連する決定を成功裡

に実施するためには，地方の人々と市当局が密接

に連携し，充分に情報交換がなされることが重要
です。

　地方住民への支援は，効率的という面℃基本的

な条件です。地方の情報委員会とエネルギー機関

は市，国家と地方の諸審議会と同じ方法で協議さ

れるべきものです。

　しかし，私どもは，主要なエネルギー施設の建

設に関連した公衆の問い合わせのような，ある種

の手続きのやり方を見直すことによって，相当な

前進が図れると感じました。

　ここで問題となるのは，提供された情報の改善

と，公平な討論を保証することです。

管　　理

　決定は，民主的になされたということだけでは

充分ではありません。その決定の実施は，厳密に
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監督されなければなりません。

　従って，私どもは，議会に特別の改善を求め，

また特別の行政的統制を行うよう決定しました。

　議会による統制をよりょくするため，技術評価

局と常設エネルギー議員代表団を設置することを

決定しました。

　安全確保をより一層確かにするために次のこと

が行われました。

　一原子力庁の役割が強化され，原子力防護・安

　　全協会の独立が保証された。

　一転施設の安全問題について充分な検討を保証

　　するため最高行政官が，EdF（フランス電
　　力率）の長官によって指命された。

　一ラ・アーグ施設の運転と，その拡張および再

　　処理技術一般を監督する責任をもつ，特別高

　　級科学委員会を設置した。

以上のようなエネルギー政策は，国民の意志と

手を取り合って進められます。

　議長ならびにご出席の皆様，つい最近まで，フ

ランスには国家エネルギー政策と世論の間に実際

上に溝がありました。その溝は，下した決定を正

当化するということを怠ったことにより，システ

マティ’ックに残されたものです。

　この溝は，特に原子力の特殊な分野で非常に当

たり前な理由により顕著だ・つたことは明らかです。

つまり原子力は最も複雑な生産サイクルを引き起

こすエネルギーであり，中央集権化の傾向が最も

強いのです。従って，原子力発電の究極的，包括

的な意志決定過程について公衆が否定的に見てい

るということは，理解できるのです。私どもとし

ては，この貴重な資源を円滑に活用するためには

もっと広範な同意を得ることが必要条件であると

ころがら，このような状況を放っておくわけには

いきません。この資源は私どもにとって特に貴重

なものです。フランス人や先進工業国の人々の立

場から見れば，原子力に関連した努力を続けるこ

とは，我々の大変：重要な科学的，技術的そして経

済的能力を大規模に利用できることになるのです。

　原子力はまた，世界のエネルギー均衡という観

点からも貴重です。フランスのような国では，開

発途上国への援助を行いながら一方で国内の原子

力の開発は行わないということは，不可能なので
す。

　皆様は私同様，開発途上国が世界中で使用でき

るエネルギーの20％以下しか消費していない一方，

先進国は80％以上を消費している、ことをご存知

でしょう。このようなパターンは長くは続きませ

ん。開発途上国が徐々に進歩を遂げていくことは

間違いなく，石油需要を含んだエネルギー需要の

相当な伸びをもたらします。

　事実，石油は開発途上国に多くの利点を提供し

ています。使い易いし，低廉に運搬され，精製さ

れます。これに加えて，私どもの省エネルギーや

代替エネルギーの開発のための努力は，開発途上、

国の資金能力の範囲をずっと上回る費用がかかる

ことも事実です。

　このことは，開発途上国の石油消費の伸びは不

可避的に我々の石油消費を減少させることを意味

するのです。現在種々の代替エネルギーの可能性

がありますが，我々は原子力を放棄することはで

きないのですQ

　従って，新しい，もっと均衡のとれた世界のエネ

ルギー分配を進めるために，我々のエネルギー自

立の度合を高める必要があり，原子力の一層強力

な利用が必要であると痛感するのです。
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フランスの原子力開発戦略一新政策と技術開発

フランス原子力庁

長　官

　M。ペクール

咽．序

　1981年には，世界中で石
油i喚算で1億8，500万tに相当

する電力が原子力によって発電

されました。これは，日本に

おける一次エネルギーの年間

消費量の半分以土です。また，

これは前年に比較すると16％増です。そして日

本とフランスを合計すると，世界の原子力発電量

の約4分の1となります。世界では約1億6，800

万kWの設備容量に相当する280基が稼働中です
カ㍉昨年はこれが世界発電量の10％を占めまし

た。1981年までの世界の累積原子力発電：量は，

石油換算で11億5，000万tであり，これは1981

年のOPECの石油生産量：に匹敵します。

　このような我々にとって励みとなる基本的な：事

実は，原子力の世界的な発展が，エネルギー供給

源多様化政策の一要素となり得ること，またなら

なければならないということを明らかにしていま

すdこれまでの経験からすると，原子力は一次エ

ネルギー源の一つであり，直ちに利用可能で，経

済的で，かつ化石燃料に対する依存度を減少させ

得る代替エネルギーです。

　近年，原子力発電所の新規建設は，世界的にス

ロー・ダウンが一般化していますが，フランスの

原子力計画の規模と伸びは，原子力に基づくエネ

ルギー自給を強力に推進していることを示してい

ます。このようなことは，他に例がありません。

只今，エネルギー大臣がフランスのエネルギー政

策のガイド・ラインを説明しました。議会を通過

したこのエネルギー自立計画は，エネルギー節約

と石油以外の一次エネルギーへの多様化を目指し

ています。原子力は，エネルギー多様化の一要素

であり，その枠内では，他のエネルギー源と比較

するとバランスのとれた発展をしています。1981

年には，原子力はフランスの一次エネルギー総消

費：量の11．8％を占めています。エネルギー大臣

が既に説明した通り，エネルギー計画中に占める

原子力の割合は1990年には26～28％に達す
る予定です（スうイド1）。

2．　フランスの原子・力計画

　フランスの原子力発電所は，発電電力量におい

て1981年に他の化石燃料や水力発電所を追い

越しました。1，000億kW時の電力が生麓されま

したが，これはフランスの総発電量の37．7％に
当たり，石油換算で2，200万tに相当します。また，

前年比70％増となっています（スライド2）。

この大幅な増加は，まず第一に計画の着実な進展

によるものです。1981年には，5つのサイトで

PWRの90万kW標準タイプ8基が送電を開始し
ました。1980年には，7i基が送電を開始して

います。1982年1月1日現在で30基，合計
2，200万kWに達しています。この中，90万kW

のPWR21基は，1，900万kWを占めています。
　1981年目おける原子力発電：量の大幅な増加

は，運転中の90万kWのPWHの高稼働率によ
るものです。現在，それは，70％に達していま

す。サイトには，多くの場合原子炉4基の建設が

計画されていますが，このサイトの地域分布につ

いては，原子力発電の割合が全国的に最適になる

ように配慮されています。ただし，現在は南東部

の方が多くなっています（スライド3）。

　本年1982年には，この成長率が大幅にスロ
ー・ダウンすると予想されています。それは，完

成予定のものが4基だけだからです。しかし，現

在90万kWのPWR12基と130万kWのPWR
13基，合計25基2，700万kWが建設中であり，

フランスの原子力発電設備容量は1986年まで
には現在の・2倍となる計画です。

　フランスの原子力計画成功の大きな要因として，

プラントの標準化政策を挙げることができます。

即ち，90万kWと130：万kWの2種類のプラント

だけが発注されているのです。最初の130万kW
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のプラントはパリュエルで1983年に運転開始
の予定です（スライド4）。この標準化政策は，

フランス電力庁（EdF）に引き継がれ，多くの

利点を生み出しています。

一研究開発（R＆D）および設計段階では，R
　　＆D計画，試験計画およびエンジニアリング

　　・チームの3者を集中させることを可能にし

　　ている。

一製作段階では，麓業界に大：量発注が行われる

　　ので，採用した製造設備の利用度が進み，ま

　　た品質保証問題を単純化している。

一直接再適用可能な経験が次第に増加し，設計，

　　建設，運転，保守および特に安全の面で非常

　　に役立っている。

一最後に，運転および保守チームの訓練が非常

　　に容易と．なる。

　これらの利点ζよって，信頼性，建設期間，経

済性が著しく改善しました。その結果，建設期間

が大幅に短縮されました。建設開始から営業運転

までの期聞は，最初のプラントで平均85ケ月で

したが，1981年には67ケ月に短縮され，さ
らに5年に近づいています。同様に，フランスに

おいては，原子力は他の電力源と比較して経済的

に非常に優位な状態にあります。フランスにおけ

る1981年の1kW時当たり発電コストは，石炭
が原子力の1．6倍，石油が2．5倍となっています。

フランスにおいては，核燃料サイクル全体の総投

資費用および運転費用を含めた原子力のkW時当

たりの総費用と，石炭の一次燃料としてのkW時当

たりの費用とが，既に同じ水準となっています。電

力の大消費者である産業界にとって，原子力のも』

たらす経済的利点は当然大きな定置となっていま
す。

　設計，建設，運転および安全の各段階で得られ

た経験を通じてフランスの産業界およびEdFは

PWRの技術を完全にマスター一しています。稼働

中および建設中の原子炉の数では，フラマトム社

は約6，000万kWに達し，今日世界で第2位です。

フラマトム社は，1981年3月以降，産業界，

EdFおよびフランス原子力庁（CEA）が行っ
たR＆Dおよび原子炉の運転から得られた経験に

基づき，ウエスチングハウス社との最初のライセ

ンス契約を解除し，現在は純国産技術を採用し，

輸出も行っています。この結果，アメリカとフラ

ンスの産：業界の技術協力協定は，平等な関係で更

新することが可能となっています。

　フランスのPWRの運転を改善するために，現

在フランスで実施されている総合的なR＆D計画

は，運転および保守チームが受ける放射線量の破

滅化，発電コストの引き下げ，信頼性の向上，運

転の融通性（フレキシビリティ）の増加を目的と

したものです。フラマトム社が現在開発中の新型

PWRは，このR＆D計画の成果を集約したもの
で，その性能は非常に魅力的なものとなるでしょ
う。

　政府および議会で決定された1982年と1983

年の新しい原子力発電所発注計画は，130万kW

のPWR　5基，90万kWのPWR　1基，合計730万
kWです。この決定によっ礼，今後の開発の継続が

保証されています。この結果，現在すでに発注さ

れているもののみを考えても，1990年末には，
フランスの原子力発電設備容量は約5，600万kW

となります。80年代末には，フランスの原子力

は毎年石油換算で約6，000万tの電力を生産する

ことが可能となります（スライド5）。

3．総合エネルギー計画
　エネルギ㎞・システムは，必然的にシステム全

体として取り扱う必要があるということが原子力

によって分るようになりました。事実，発電所は，

エネルギー全体からみれば，一つの構成要素にし

か過ぎません。燃料サイクル，即ち発電所の川上

部門（アンプ・ストり一ム），川下部門（ダウン

・ストリーム），発電所自体，さらにエネルギー

・システム全体が人類や自然環境に一与える影響，

経済的な側面，これから一つの切り離すことので
きない環を形成しています。原子力は，当初から

このような考え方に基づいて取り組まれています

が，その他のエネルギー・システム，即ち石油，

ガス，石炭，再生可能エネルギー等が原材料から

廃棄物まで全体的に取り扱われるようになったの

は，つい最近のことです。

　フランスは，原子力発電設備容：量に見合った核

燃料サイクル産業を総合的に確立しています。こ

の産業は，原子力のサイクル全体，即ち天然ウラ

ン，濃縮，燃料成型卯工，再処理，核廃棄物管理

のサイクル全体を総合的にカバーしています。

　化石燃料と比較して天然ウランの方が有利と見

られる理由としては，フランスには生産ゴストが
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1kg当たり130ドル以下のウランが世界の確
認埋蔵：量の約2％，即ちおよそ12万tが国内に

存在するということがあります。他方，フランス

の企業は，時には日本の企業と共同で，各種の海

外ウラン開発計画に参加しており，国内資源に匹

敵する量のウランを海外にも保有しています。1981

年には，ウラン調達の約40％が国産で賄われて

います。このように，フランスの原子力計画に対

するウランの供給は，国家の独立という面でも，

供給保証という面でも，満足すべき状態にありま
す。

　さらに，フランスは，海外からのウラン供給が

完全に中断された場合に備えて，合計5年間自給

できるウランの備蓄（ストック・パイル）を国内

に持っています。今日石油については3ケ月分し

かありません。ウランは，貯蔵が容易であり，ま

た原子力による1kW時当たりの費用に占めるウ

ラン価格が10～15％と低いので，原子力開発計

画の如何に関係なく，不当な財政的負担を被るこ

となく，このレベルの貯蔵量を維持することが可
能です。

　しかし，原子力開発計画のスロー・ダウンによ

り，世界市場におけるウラン価格は低水準にあり，

特に中期的なウラン供給に不安が生じています。

原子力計画は，今後10年間に必ず活発化すると

予想されますので，その需要を満たすためには，

現在の難しい状況の中でも，ウランの探鉱を継続

する必要があります。

　濃縮役務については，多国籍事業であるユーロ

ディフのトリカスタン・ガス拡散工場が，予定通

りの期間と予算で，10，800tSWUの能力に達
しました。世界の濃縮容量の25％に当たるフラ

ンスの濃縮能力は，今後10年間のフランスの原

子力計画の需要を満たすことができます。1980

年以来のユーロディフの顧客である日本の電力会

社がご承知の通り，ユーロディフの煙転は非常に

順調です（スライド6）。将来は，大規模向きの

ガス拡散法の他にフランス式化学濃縮法ケメソク

スも有望です。最近処理効率が向上しているため，

年間1，000tSWU程度の中規模濃縮工場でも，

ケメソクスの分離作業コストは，ガス拡散法およ

び遠心分離法に基づく大規模工場のそれよりも優
死位になっています。ケメックスは，モジュール方式

で建設可能であり，能力を容易に需要に合わせる

ことができます。

　PWR用燃料の成型加工は，ベルギーのデソセ

ルおよびフランスのロマンにあるフランス・ベル

ギー燃料成型加工会社（FBFC）の工場で行わ
れます。これら二つの工場の生産能力は，今年

中には合計で年1，000tに増加する予定です。コ

ジェマ社（フランス核燃料公社）およびフラマト
ム社『焉C　1984年生産開始を目標に年間200t

の生産能力を持つ新工場の建設に着手しました。

1986年には，年間500tまで生涯能力を上
げる計画です。同時に，フランス型PWR燃料の

性能改良のための大規模な研究開発も進んでいま

す。この新型燃料によって，燃焼度および信頼性

が大幅に向上し，エネルギー原料の節約が可能と

なるでしょう。

　原子炉からの核燃料サイクルを完成させる川下

部門は，フランスの原子力産業の価値ある部分の

一つです。フランスでは，使用済み燃料め再処理

は，燃料サイクルの中でも，：重要かつ不可欠な一

つの段階となっています。再処理を通して，核廃

棄物をその性格に従って分類することにより，廃

棄物を最善の状態にすることができ，それが最も

安全な方法です。また，再処理によって，いわゆ

る使用済み燃料中に含まれる有用なエネルギー物

質，即ち再使用可能な濃縮ウランとプルトニウム

を回収することができます。

　ラ・アーグ工場では，すでに使用済み軽水炉燃

料400t強を再処理しました。この数年間に，
運転中の小さな事故が何件かありましたが，現在

では工：業化プロセスの運転方法を充分に修得して

いることが実証されています。昨年（1981年）

秋のエネルギーに関する全国的討議を通して，フ

ランス政府および議会は，ラ・アーグ工場の能力

を年1，600tまで拡張することを承認しました

（スライド7）。こちらはマルクールのガラス固

化プラントです（スライド8）。

4．結　　論

　日本やフランスのように，エネルギー消費量が

多く，化石燃料資源に恵まれない国の場合は，大

規模な原子力計画を総合的に進める必要がありま

す。この数年間は，フランスの：方が設備容量の伸

びが大きくなっていますが，両国は原子力の開発

を平行して進めてきました。

　フランスと日本のエネルギー事情が類似してい

ること，および両国の原子力計画が平行して進めら
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れてきたことから，両国は科学および麗業の両分

野で広汎な原子力協力を行っています。日本とフ

ランスの原子力計画が予定通り進展し，それぞれ

の国で経験が蓄積されるに従って，両国はますま

す協力関係を推進し，それを新しい分野へ拡大す

る之とを求めるようになるでしょう。

　さらに，現在大規模な原子力計画が進められて

いる工業国で得られた経験は，原子力の開発を希

望する他の国に対して，その可能性を提供するた

めに利用される必要があります。

　世界のエネルギー収支の中で原子力の割合を大

きくすることにより，化石燃料に対する需要につ

いての制約を継続的に縮小することが可能となり，

これによってエネルギーの供給を主として輸入石

油と輸入ガスに依存している開発途上国の経済を

救うこ．とになるでしょう。

　最近，原子力開発計画が改善の方向に向かうと

いう兆候が各国で現れています。私は，この希望

が現実のものとなることを祈ります。フランスと

日本の原子力の開発は，均衡のとれたエネルギー

多様化政策において，原子力が重要な役割を担っ

ていることを証明する一つの例となっています。

　最後にスーパー・フェニソクス高速増殖炉と日

仏の原子力発電の比較を示しておきます（スライ

ド9，10）。

　松谷議長　フランスはこれまでに原子力の開発

・利用分野において，素晴らしい実績を残されて

おりますがまずもって，これに敬意を表したいと

思います。

　さて，見今のエルベ大臣，ペク心懸ル長官のご講

演にありましたように国民的な討議の下に開発を

進めるという同国の原子力政策は今後，積極的に

原子力を推進していくことが必要なわが国にとり

まして大いに学ぶべき点が多かったと思います。

　また，原子力発電の開発はもとより，核燃料サ

イクルの各分野で優れた実績を積み重ねつつある

フランスの現状について興味深く伺うことができ

ました。

　原子力開発におけるフランスと日本との協力は

これまでも大変緊密なものがありましたが，ご指

摘のありましたようにこうした国際的な協力関係

はいろいろな分野におきまして，今後～層拡大さ

れ，かつ深まっていくものと思います。
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アルゼンチンにおける原子力発電開発戦略

アルゼンチン原子力委員会

委員長
　C。カスト瓜マデロ

　　　　　　　　～1は，

年までですが，この時期に，

る全ての原子力活動の指揮を担当する組織である，

現在の「原子力委員会」（CNEA）を設立する決

定がなされました《スライド1，窯）。最初の研

究開発グループが組織され，職員は主に，海外の

最も進んだ施設で研修を受けました。物理学協会

「バルセイロ」の設立により，物理学者の定常的

研究体制が作られ（スライド3），またウラン資

源の試掘も始まり（スラ．イド4），燃料要素とと

もに，最初の実験炉である熱出力100kWの「ア

ルゴナント」が国内に建設されました（スうイド

5）。

　第2期は，1958年から1967年までです
が，この時期には，アルゼンチンで，5MWちの照

射ならびに研究用原子炉が設計・建設されました

（スライド6）。この原子曲用の燃料要素につい

ての冶金学的研究，開発，製造が実施されました。

アルゼンチン初の伝統的方式のウラン精錬工場

が，メンドサ州マランジェに設立され（スライ

ド7），ウラン鉱石のヒープ。り一チング工場が，

サルタ州ドソ・オットーに設立されました（スラ

イド8）。放射性同位元素の生産技術およびそれ

らを医療，生物学，工業，農業に利用する技術が

開発され（スライド9），さらに国内の専門家を

使って，CNEAは，アルゼンチン初の原子力発
電所設置のフィージビリティ・スタディ（可能性

調査）を実施しました。

　第3期は，1967年から1976年までです
が，この時期にアルゼンチンは原子力発電の分野

において活動を開始しました。先程述べたフィー

　アルゼンチンにおける原子

力開発は，1945年に広島，
長崎へ原爆が投下されてから

2～3年後に始まりました。

　この開発の歴受は，4つの

時期に区分できます。第1期

　　1950年から1958
　　　　アルゼンチンにおけ

ジビリティ・スタディの結果入札が実施され，最．終的

に西ドイツのシーメンス社との間に，ネット出力33

万kWの圧力容器型天然ウランー：重水原子力発電所

をアトゥ㎞チャに設置するターン。キー契約が結

ばれ，同発電所は，1974年6月より商業運転
を開始しました（スライド10，¶1）。　この2年

前に，第2番目に当たる60万kWの原子力発電所
の入札が行われました。これは，やはり』 V然ウラ
ンと重水を使用しますが，圧力管型のもので，建

設用地は，コルドバ州エンバルセでした。契約は，

1973年，カナダとイタリアの国際合弁企業で

あるAECL－ITが落札しg同プラントは，1974
年より建設が開始されました（スライド12）。

　同じ時期に，ウラン探査活動も拡張され，採算

のとれる部類に属するウラン備蓄量は，U308で

2万5，000tになり（スライド13），マランジェ

のウラン精錬工場の能力は3倍になりました（ス

ライド14）。チュプソト州ロス・アドベスにヒー

プ・リーチソグ工場がもう一基建設され（スライ

ド15），ウラン鉱石の精製プラントもコルドバ

州に設置されました（スライド16）。

　第4期は，1977年より始まりますが，原子
力発電の分野でアルゼンチンが得た知識と経験が

統合される時期です。燃料サイクルを完結させ，

国内で原子力発電所を設計・建設する力をつける

ことを目的に，全ての原子力活動が強化，拡充さ

れました。これを目標として，CNEAの予算だ
けでなく，全ての原子力に関連のある領域に従事

する有資格職員の数が，同年以来著しく増加して

います（スライド17，18）。

　1977年の政令3183は，国家の目的に適
う，自力による原子力計画の展開を目標とした，

原子力の分野における国家目的と政策を定義する

ものです（スライド19，20）。　これに：は，一方

では，水力と原子力資源を併用することにより，

年間推定増加率8～9％で増大すると考えられる

今後の電力需要を満たすと同時に，他方では，原
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子力の利用に際し，最大の自治を達成することが

含まれます。

　これからの目的を実現するため，政府は，1979

年の政令302により，それぞれ1987年，

1991年，1994～1995年にかけて，お
よび1997年から商業運転の開始が計画され
る4基の原子力発電所の追加建設，さらに重水生

五泊工業ナラント1基および核燃料サイクル全体

を完結させるのに必要な施設を設置することを骨

子とする「原子力計画」を承認しています（スラ

イド21）。

　この「原子力計画」の内容は，民間産業を刺激

して原子力関係の活動に従事させ，かつ必要な投

資を行うようにさせる上で欠くことのできない条

件である長期的見通しと活動の継続性を保証す

ることにより，アルゼンチンの技術および産業の

積極的参加を促す必要性に対応するものです。

　今世紀末頃には，主な水力発電資源は全て頭打

ちになり，そうなった場合，その後の発電能力の

拡大は，年間60万kWの率で原子力発電所の設置：

に依存するようになることが考えられるため，自

力で，原子力発電所の設計・建設だけでなく，そ

の主要な機器および部品等の製造もできるまでの

力をつけることが目標とされています。また，「原

子力計画」の実施により，国外の供給業者への依

存度は，極力少なくなると予想されます。これは，

特に近年の経過に示されるように，政治的条件を

課し，覇権を維持するのに利用されがちな情況に

対応するためです。

　これらの目的に従い，また「原子力計画」の第

一歩として，1980年3月14日，CNEAは，
スイスのサルツァー・ブラザース社と，工業用重

水生産プラントを建設するターン・キー契約を結び

ました。同プラントは，1984年稼働を開始し，

年間生産容量は250tの予定です。1980年
5月CNEAと西ドイツのクラフトベルク・ウニ
オソ社（㎜』 jは，1987年麟運輔始
する予定の約70万kWの，圧力容器型天然ラウソ

ー重水原子力発電所の機器輸入およびサービスに

関する契約を結びました。このプラントの国産機

器供給と国内サービスは，引き続きCNEAが担当

します。従ってアトゥーチャHは，アルゼンチン

で初めて，ターン・キーベースによらずに建設が

行われる原子力発電プロジェクトです。

　原子力の自力開発を達成する決定の結果，天然

ウラソー重水原子炉の路線が採用されるに至りま

した。これによりアルゼンチンにもたらされる利

点は，次の通りです。

1，．濃縮ウラン路線に比べて，アルゼンチンの科

学，技術および工業能力を基に国内で完全に燃料

サイクルを管理することができる。

2．発電kW時当たりのウラン消費量が，濃縮ウ

ラン炉の場合より少ないので，アルゼンチンの実

質的ウラン資：源をより合理的に利用することがで

きる。

3．特に圧力管型原子炉の設計の場合，ウラン

ー：重水原子炉の盛込㍉いろいろな構成部品を国内

の能力に頼って製造することが容易であるため，

国内の工業界の参加の可能性が大きくなる。

　将来の需要予想の見地から，国内のウラン資源

を評価すれば，天然ウラソー：重水原子炉を使用す

るとしても，備蓄量は，来世紀の最初の10年間

以降は不足することになります。このことは，次

のいずれか・一方の方法により，使用済み核燃料の

中に生成されたプルトニウムを用いて，今後この

ような備蓄量のエネルギー価値を高める必要があ

ることを示しています。

　　a）リサイクリング』これは，天然ウラン炉

　　　の場合，備蓄量が2倍になることを意味す

　　　る。

　　b）今後増殖炉を使用する。

　．ヒ記の理由により，CNEAは，現在，パイロ

ット規模での再処理プラントの建設を進めていま

すが，これにより，混合酸化物燃料の製造の技術

とノウ・ハウを確保するためすでに開始されてい

る作業を拡充することができるでしょう。アルゼ

ンチンは，核拡散というレソテルを貼られたこの

種の研究に取り組む全ての作業を中止するよう強

い外部からの圧力を受けてきました。特に機微な

分野で，原子力技術の移転に厳しい制限が課され

ていることおよび自力開発政策を首尾一貫して堅

持するという見地から，アルゼンチンの対応は，

独自にプルトニウムを得て，平和利用の目的にの

み望ましいと思う時期に望ましいと思う量だけ使

用する機会を，先進諸国の厚情に任すわけにはい

かないというものでした。

　他方，アルゼンチンは，原子力技術の輸出国を

目指していますが，燃料サイクルの非常に重要な
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段階を欠きながらますます激化していくような市

場競争に参入したいとは思っていません。

　こうした事実を考慮に入れ，確立された政策を

守って，下記の決定がなされました。

1．原子力発電所には，天然ウランー重水型炉を

採用する。

2．原子力発電計画に見合うウラン鉱石の生産を

行うため試掘，採掘，生産を行う（スライド212）。

現在，妥当な費用で確保されるU308は3万tの
埋蔵量が立証されており，1年につきU308180～

220七の割合で，ウラン鉱石が生産されています

（スライド23）。

3．　ウラン精錬およびUO2生産のためのプラント

を設置する《スライド黛魂）。

　このような設備については，CNEAは，2つ
のUO2生産ラインを採用します。いずれも年間生

産能力が150tあり，一つは，西ドイツから購
入したもので，今年の中頃から稼働開始の予定で

あり（スライド25），もう一つのラインは，国内

の技術をベースにしたものであり，やはり1982

年に完成が予定されています（スライド26）。

4　ジルカロィ燃料被覆管およびその他のジルコ

ニウム製品を含めた燃料要素製造技術を開発する。

　まず，パイロット・プラントの運転により（スラ

イド27），次いで商業規模で，原子力発電所への

燃料供給に必要な量を生産します（スライド28）。

　商業規模の燃料製造プラントは，アトゥーチャ

原子力発電所で現在使用されている240の燃料
要素を実験設備で製造し，全く正常な結果が得ら

れましたが，その時得られたノウ・ハウを用いて，

今年の3月から稼働する予定です。

　ジルカロィ被覆管およびその他のジルコニウム

製品に関しては，ジルカロイイソゴソトが製造さ

れ，被覆管製造工程の開発も完了しました。建設

が既に完成している工業プラントが1基あり，

1983年には運転開始が予想されています（ス

ライド29）。

5．照射後の燃料要素の分析や検査用の高圧およ

び低圧テスト・ル漏プやホット。セルといった，

燃料製造に必要な支持下部構造を確立する（スラ

イド3⑪，31）。

　テスト・ルーープの設置はすでに終了しており，

ホット・セルの建設については，予備設計が行わ

れました。

6，ジルコニウム・スポンジの生渥技術を開発す
る。

　商業規模での生産能力をつけるため，バリロチ

ェ原子力センターで，1978年以来，年間能力

1tのパイロット・プラントが稼働しています

（スライド32）。

7．アルゼンチンの重水生産能力を積極的に保証

し，ネウケソ州に現在建設されている商業プラン

トを補足することに：なると思われる今後のプラン

ト建設のベースとするために，パイロット・プラン

トの設計，建設および運転を通じて，重水の生産

技術を開発する（スライド33）。

　計測器を多数備えたこの実験プラントの建設は，

かなり進んだ段階にあり，：1983年に，年間生

産能力2tで稼働開始が一」・定されています（スラ

イド34）。　　　　　　，

8．再処理技術および混合酸化物燃料の生産技術

を開発する。

　相当するプラントの建設はかなり進んだ段階に

きており，コールド・ラソの運転開始は1983
年初めに，ホソト・ランでの運転開始は1984
年半ばに予定されています（スライド35）。

9．設計だけでなく建築技術も’備えた今後の原子

カプラントを請け負う主契約者としての役割を担

うエンジニアリング会社を設立することにより，

原子カプラソトの設計，計画管理，技術，調達，

建設，監督，組み立て，運転開始の能力を開発す
る。

　～二のエンジニアリング会社は，1980年10
月2日，ブエノスアイレスに設立され，現在，

アトゥーチャ皿の建設を担当しています（スライ

ド36，37）0
10．野間業界力㍉原子炉の主要機器製造能力の開

発を促進する。

　アルゼンチンの民間会社は，適当な原子力産業

推進制度の援助を受けて，アトゥーチャ∬用の蒸

気発生器2基，減速材冷却装置3基および加圧器
を製造しています。

11．必要な下部機構全部を供与するホセ。バルセ

イロ物理学協会において，正式な原子力工学の大

学課程を設立する（スライド38）。

　その一例として，1982年8月より稼働開始

が予定される500kWtの研究，教育用原子炉が
挙げられます。養成は1978年に始められ，最

初の学生は，1981年に卒業しました。
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12．核燃料再処理から生じた高レベル放射性廃棄

物の処分貯蔵所の適当な用地と設計の基本を決定

するのに必要な研究を実施する。

　必要とされる地質学的条件を示す地域を調査し

た後，200ヵ所の有望な候補地の中からチュブ
ト州の用地1ヵ所が選択され，さらに，その場所

力㍉核燃料サイクルから生ずる廃棄物の処分貯蔵

所に適するかどうかを確認するための研究が開始

されました。

13．「原子力計画」を支援する研究・開発活動を

強化する。

　それら活動のうちには，今年の中頃までに運転

開始が予定される20MeVの重イオン加速器があ

ります（スライド39）。

　今述べたうち，9番目の事柄について，もう少

し論評します。エンバルセ原子力発電所の建設の

機会に，CNEAは，1977年，カランドリア，
燃料チャンネル，反応機構および燃料移送システ

ムといった重要な構成部分やシステムの建設を担

当しました（スライド4⑪，41）。この際，CNEA

は，国内のエンジニアリング会社が原子力部門に

おいても従来の部門同様の役割を果たすよう，当

面残っている建設作業の責任を全うするだけの時

間を与えるために締切日の延長も認めました。同

様の目的から，また建設を加速する必要から，原

子力部門の建設については，CNEAがカナダ原

子力公社（AECL）の主力下請業者の役割を果
たしました（スライド42）。これにより，アルゼ

ンチンにとって以前には入手不可能であった，原

子力計画に適用できる非常に重要なノウ・ハウが

与えられました。

　天然ウラン原子炉の供給業老は，数が非常に少

ないので，アトゥーチャ1の優秀な運転経験を考

慮して，CNEAは，　KWUと合同で出力60万
kW以上の圧力容器型プラントのフィージビりテ

ィ・スタディを実施することにより，今後とも

KWUをこの市場に止めておくことにしました。

その調査から肯定的結果が得られたため，その後

他の供給会社との商業ベースでの競争が可能とな

り，これによって，アトゥーチャ丑については，

より競争的条件の下での選択が可能となりました。

　CNEAは，現在，これまでにアルゼンチンが
得た経験をその設計に生かすことができるような，

圧力管型原子炉のフィーージビリティ・スタディ

を実施することを計画しており，建設への国内企

業の参加は，格段に多くなるでしょう。

　このような発展と密接に歩調を合わせながら，ア

ルゼンチンにおける全ての原子力活動に関する規

制の機能も果たしているCNEAは，運転だけでな

く規制の面においても，放射線防護と安全に関す

る経験を積んできています。CNEAは，対応す
る国内安全規準を確立するとともに，国際放射線

防護委員会（ICRP）や国際原子力機関（IAEA）

（主にNUSS計画），基本勧告または原子力安
全規準，規約，振針を作成する種々の国際組織の

活動に積極的に参加しています。

　アルゼンチンの国際原子力政策は特筆に値しま

しょう。

　アルゼンチンは，いかなる国に対しても，いか

なる特権をも認めていません。特に，以前ある日

に核爆発物を製造したことがあるという根拠によ

るいかなる特権をも認めません。

　このような理由から，アルゼンチンは，そのよ

うな永久所有特権を維持することを主張した，あ

らゆる国家の法的平等の原則に影響を及ぼす核拡

散防止条約（NPT）の署名を拒否しました。ア

をゼソチソは，NPTを，その元の意味において

も，・との適用においても，差別的なものであると

考えています。

　アルゼンチンは，実際に，全世界が核兵器撤廃

に向けて努力することを支持し，垂直的にも水平

的にも核拡散を防止することを支持しますが，も

し，それがアルゼンチンの発展に寄与するなら，

平和目的にのみ使用するという保証つきで，核爆

発物を開発する可能性の権利を放棄するものでは

ありません。

　アルゼンチンは，核拡散を防止する最善の方法

は，原子力の平和利用のための技術を移転し，移

転されたものに対してはIAEAの保障措置を適
用することによる，差別的制限のない，国際協力

の・拡大であると唱えています。

　我々はIAEAの保障措置システムが，核拡散
防止を保証するのに適した方法であると確信して

います。保障措置の下で，技術および装置を移転

することにより，自然なやり方で，かつ摩擦を生

ずることなく，一一国の全ての原子力設備に関与し

てゆく保障措置管理網が作られます。

　特定の分野における技術の移転の制限といった

追加規定，またはいわゆる事前同意といった条件
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は，特にこれらが一方的に採用された場合，独断

と差別の要素を生じます。

　差別待遇をしながら，犠牲者が，そのような差

別から免れようとする努力をしないでこの状況に

甘んじることを期待するのは不可能なことです。

そのような核拡散防止を装った措置は，その意図

とは反対の効・果を生みます。

　我々は，核拡散防止の保証と供給の保証は相互

に結びついていると主張しています。

　対応する，供給国による全ての技術，装置およ

びサービスの移転の保証がないのに，：重要な原子

力計画を実施している開発途上国が，NPTある

いはフルスコープ保障措置に関し，白紙委任をす

ることは全く非現実的な話です。

　差別的な核拡散防止措置は，世界貿易を麻痺さ

せます。核拡散を防止する最善の方法は，すでに

述べましたように，まさに，IAEA保障措置と
関連させた国際交流を促進することです。

　開発途上国の原子力開発は，覇権を暗示するこ

となく，また実際にそのような開発の重要な段階

に水を差すことなく，有効な協力手段により促進

されなければなりません。この姿勢は，これらの

国々の生活水準の向⊥に寄与し，ある程度深刻な

エネルギー危機に直面している国々の調和的関係

の維持にも寄一与するでしょう。

　この哲学は，単なる演説ではありません。可能

な範囲内で，アルゼンチンは倶特別研究員や専門家，

科学者の訪問を通じて，要請のあった全てのラテ

ンアメリカの国々を支援し，これらの国々から

IAEAに提出されながら同機関から資金調達が
得られなかった援助プ・ジェクトのうちいくつか

に資金を調達することによってもその哲学を実施

してきました。

　この大規模な協力を適切に示す一つの例とし

て，ペルーの原子力協会と共同で，リマから3Q

kmのところに，原子力研究センターを建設した

ことが挙げられます（スライド43）。　この研究

センターは，10MWtの研究用ならびに照射用原子

炉，放射性同位元素生産プラント，物理，化学，

生物学研究所および国立放射線防護・原子力安全

センターにより構成されています。この共同プロ

ジェクトの経験は，他の諸国とも類似の契約をす

る突破口となりました。

　アルゼソテソの原子力開発は，平和利用に限ら

れています。このことは，常．に，アルゼンチンの

目的でありましたし，それは，アルゼンチンの行

動により証明されています。アルゼンチンは，そ

の将来の発展の基礎を原子力発電の開発に置き，

この決定において独立と自由を維持することを希

望しています。

　このような目的を認識し，アルゼンチンの国民

は，暖かく原子力計画を支持し，アルゼンチンの

全ての原子力活動を指揮する機関であるCNEA
を誇りに思っています（スライド44）。
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原子力開発の長期展望と課題

国際エネルギー政策フォーラム

議　長

　向　　坂　　正　　男

1　はじめに一石油代替エ
ネルギーの中で最優先順位に

置かれる原子力
　石油危機以来，わが国はエ

ネルギー供給における石油依

存度の引き下げを目標として，

省エネルギーと代替エネルギ

ーの開発に努めてきました。石油価格の再度にわ

たる高騰の効果もあって，この努力は，かなりの

成果を収めました。昭和48年に78％であった
石油依存度は，55年に66％に低下しました。

石油輸入量：（即ち消費量に等しい）は，第1次石

油危機後，3億k1内外の水準を続けた後，55，

56画面にわたって，17％滅少しました。

　石油以外のエネルギー供給量は48年の石油換

算9，200万k1から55年に1億4，300万k1に
増加し，その大部分を原子力，LNG，石炭が占

めています。政府は65年までに石油依存度を

50％以下に引き下げることを目標に，省エネ
ルギーと代替エネルギー開発を推進することと

していますが，代替エネルギー供給増加は，これ

までと同様，原子力，LNG，石炭によって担われ

ることになります。内外の資源事情から見て，政

府は来世紀を展望しつつ経済性と安全保障の観点

から，原子力開発を石油代替エネルギーとして最

優先順位に置いています。

　今，原子力委員会は，長期計画専門部会を設置

して「原子力研究開発利用長期計画」の改訂作業

を行っています。すでに主要な事項についての審

議を終わり，全体の取りまとめ作業に入っていま

す。それは今春までに終わる予定です。私は本日，

上述の専門部会の審議状況を参考にしながら，

私見を交えて，わが国における原子力開発の長期

展望と課題について報告したいと思います。長期

計画には，放射線利用，基礎研究，安全研究，原

子力船，核融合なども含まれているわけですが，

時間の制約もありますので，報告を原子力のエネ

ルギー利用に限定することをご了承戴きたいと存
じます。

　これからの原子力利用の推進に当たっては，次

の3点が重要です。

　第1に，原子力発電を一層強力に推進すること

です。立地難の打開を図ること，軽水炉の一層の

改良を進めること，核燃料サイクルの確立，放射

性廃棄物対策の推進など，原子力発電の基盤を整

備することが重要です。第2に研究開発の進展に

伴い実用化段階に近づきつつあるウラン濃縮，新

型炉（ATR，　FBR）および使用済み燃料再処
理などの大規模プロジェクトを官民の協力によっ

て効率的に進めていくことです。第3に，原子力

平和利用について国際的な協力を従来にも増して

積極的に進めていくことです。それには，核不拡

散体制を確実な効果を持つものにすること，FBR

核融合など巨額の資金を要するものの開発につい

て先進国間の協力を行うことおよび開発途．上国の

原子力利用に対して技術協力を行うこと，これら

3つの分野があります。

皿　原子力発電の推進一現状と展望

（D　開発の現状

　わが国では昭和31年にマグノックス型発電所

により初めて商業発電が行われ，45年に最初の

軽水炉型発電所が運転を開始しました。以来PWR，

BWR2つの炉型をもつ原子力発電所を建設して
きましたが，その間に安全性を中心とした社会的

問題の顕在化，アメリカにおけるカーター大統領

の核不拡散政策（52年）の提唱，スリーマイル

島事故の発生，わが国の日本原子力発電（株）敦

賀発電所における放射能漏れなど，幾多の問題に

直面し，原子力発電所の建設運開は，開発計画に

比べて相当に遅れています。しかし近年の西側の

多くの国における停滞ぶりに比べると，わが国は

フランスと並んで，比較的順調に原子力開発を進

めているといってよいでしょう。
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　昭和55年度における原子力発電の比重は，発

電量で16％でした。また56年末における原子
力発電開発状況を見ると，稼働中の原子炉が22

基，合計出力1，551。1万kWに達しアメリカ，フ

ランスに次ぐ容量です。他に建設中のものが11

基，1，011万kW，建設準備中のものが6基，

610。5万kWあり，これらを総計すると39基，

3，172．6万kWになります。つまり65年までに
これだけの原子力発電能力を持つことはほぼ確実

といえます。現在，政府の65年の運開目標は，

5，100万kWですが，これは立地の進捗状況から

見て実現不可能と思われ，かなり下方に修正せざ

るを得な：いでしょう。今述べた他に現在建設計画

が具体的に固まったものが6基523万kWあり
ます。65年の運開能力を，上記の数字を超えて

どれだけ増やすことができるかは，地元との立地

含意の促進，諸般の手続きの簡素化，安全審査期

間，建設工事期間の短縮などカ㍉　ここ2，3年内

にどれだけ実現できるかにかかっています。

（2）軽水炉の改良一「日本型」炉の開発へ

　軽水炉型発電所の設備利用率は各種故障の発生，

スリーマイル島事故に伴う点検などのために比較

的低い状態が続きましたが，53年頃より漸次向

上し，55，56年とも，ようやく年平均60％
を超えることができました。原子炉メーカーは内

外の多くの故障の経験から学び取った改良技術に

基づいて，既存炉を改造し，新しい炉の設計にそ

れを全面的に組み込んできましたが，ようやくそ

の成果が現われ始めたと言えましょう。

　軽水炉技術の信頼性の向上，被曝低減，検査の

効率化などを目的とした政府の2次にわたる改良

標準化計画は，原子力産業界および電力業界の積

極的参加によって，所期の成果を収め，55年度

に終了しました。この成果を基に，機器，システ

ムから炉心をも含む原子炉本体に至るまでの本格

的技術改良を目指す第3次改良標準化5力年計画

がすでに発足しています。

　一方，原子炉メーカーは，電力業界の支援を受

け，海外原子炉メーカー（ゼネラル・エレクトリ

ンク社，ウエスチングハウス社，クラフトベルク

ウニオン社，ベクテル社など）との技術提携の下

に，改良型炉（「APWRj，「ABWR」）の研究開
発に乗り出しました。P型，　H型ともに，安全性・

信頼性を向上させるとともに建設費の低減を図り，

炉心の改良，燃料の強化により運転期間の長期化，

燃焼度の向上，負荷追従性の改善を実現し，被曝

の低減を図るなど，画期的な改良を行おうとする

ものです。67年運開を目指して，研究開発を進

めることになっており，この改良型炉の開発計画

は，先程申しました第3次改良標準化計画と事実

⊥合体することになります。

　将来，FBRが新規導入炉のうちで支配的な地

位を占めるまでには，30～40年の歳月を必要
とするでしょうが，そうであるならば，今後導入

されるべき軽水炉は，相当多数（50～80基）
に上ると考えられます。従って上記の本格的な技

術改良は必ず成し遂げなければならない事業です。

また配本の安全基準やユーザーの要求を良く反映

させること，これまでどに違って日本の原子炉メ

ーカーの著しく向⊥した技術開発力を主体として，

海外メーカーの技術協力を得て，本格的な改良を

実現することなどから，「日本型」改良軽水炉と

呼ぶことができるでしょう。日本の素材産業や機

械工業の高度の技術水準を基盤に，原子力関係者

の高い科学および技術水準をもってすれば，必ず

やこの事業を成功させることができると信ずるも

のです。関係者の熱意と努力に期待したいと思い

ます。

（3）軽水炉燃料の確保

　原子力発電所建設の遅れを見込むと，長期契約

などによってすでにウラン精鉱196千米t（シ

・一ト・トソ）が手当て済みで，70年頃までの

所要量は確保されています。しかし探鉱から生産ま．

でには十数年のリード・タイムがあり，需給や価格

動向によって探鉱，開発への誘因は左右されます。

このため将来のウラン資源調達が不安定となる恐

れがあり，長期的観点からの調達努力が不可欠で

す。わが国の民間探鉱開発会社は情報収集，資金

調達，技術の点で欧米の会社に比べて劣っていま

す。政府はウラン資源の安定確保のために，新規

調達分の2分の1以上を開発輸入によることを目

安として，動燃事業団による調査，探鉱を進める

ほか，民間会社に対して成功払い融資など助成策

を講じています。

　濃縮ウランについては，アメりカ・エネルギー

省との契約によって，年6，000tSWU，発電能

力5，100万kW分相当の燃料が確保され，またユ

ーロディフとの契約によって，年1，000七SWU，
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900万kW相当の燃料10年分が確保されてい
ます。しかしこのような全面的な海外依存は，安

全保障上支障を生ずる可能性があります。すでに

動燃事業団の手で遠心分離法に：よるウラン濃縮パ

イロソト・プラント（能力約50tSWU／年）の
運転が順調に進められ，国産化の技術的基盤が整

ったと判断されます。そこで，まず原型プラント

（能力200～250tSWU／年）を建設し，その
建設・運転の過程でプラント・システムの合理化

と遠心分離機の量崖技術の開発を行う方針が決め

られました。現状では原型プラントの濃縮役務コ

ストは割高になることが予想され，今後遠心分離

機の生心ロストを引き下げる大きな努力がメーカ

ーの使命となっています。商業プラントの建設は，

65年頃を目途に運開し，今世紀末までに少なく

とも，年3，000tSWU程度の規模に段階的に拡
大していく計画です。欧米からの調達を続け，こ

の商業プラントも予定通り建設が進められるなら

ば，今世紀末においておよそ10，000tSWUの
濃縮ウラン，発電規模で8，000万kW程度の
核燃料が確保されることとなります。なお切論共

同ウラン濃縮については，民間ペースでの詳細な

フィージビリティ・スタディ（実証可能性研究）

を共同で行うことは望ましいのですが，国内工場

建設との関係に配慮すべきでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　覧撫　新型炉の開発プログラム

（1）　FBR一原子炉「もんじゅ」の着工と実証

炉以降の開発プログラム

　実験炉「常陽」は昭和52年4．月に臨界を達成

し，53年から熱出力5万kWに上昇して運転し，

55年2月から7万5，000kWに上昇して順調に
運転を続けています。

　原型炉「もんじゅ」は，出力28万kW，わが国

初めての発電炉であり，昭和55年12月設置許
可申請を行い，現在安全審査が行われています。

地元立地点（敦賀市）の最終的了解が得られれば，

動燃事業団の手によって，早急に建設着手の手筈

に：なっています。「もんじゅ」の臨界は，62年

を目標に置いています。

　原型炉に続いて，実証化の段階に入りますが，

FBRの技術的困難度，海外の経験からみて，実

証炉を含めて100万kW級の訴状基を建設し，運
転し，実用規模の発電プラント技術の実証，その

習熟と性能向上，さらに経済性の確立へと改良を

続けていく必要があり，それを通じて，初めて本

格的な実用化段階に到達するだろうと認識されて

います。

　これまで実証炉概念の検討が進められてきまし

たが，「常陽」「もんじゅ」の設計を通じて蓄積

した技術および関連するR＆Dの成果を踏まえて，

動燃事業団が昭和52年から大型設計研究を，ま

た電気事業者が53年から実証炉概念設計を始め

ました。両：者とも100万kW級のループ型ナト
リウム冷却炉を対象とし，エンジニアリング面で

の最：適化，信頼性，安全性の向上，稼働率の向上

など基本的な考え方を定めた上で，いくつかの候

補概念を設定して検討しています。

　しかし両者の間には，考え：方にいくらかの相違

があり汐動燃事業団は，曲面時期までに確立の見

通しのある技術的進歩を加味するという考えをも

ち，電気事業者は信頼性・運転および保守の容易

性を重視した考え方を採っています。なお電気事

業者では，ループ型炉を基本として検討していま

すが，海外の動向から見て，タンク型を選択する

可能性をも考慮し，タンク型についても耐震性試

験を中心とした検討を行っています。

　わが国としては，これまでの経験を充分に活用

し，さらに海外の技術開発の成果をも充分に勘案

して，炉型選択を含めて，種々の設計概念を早期

に整理し，実証炉の基本仕様を確立する必要があ

ります。

　FBRの本格的実用化時期は，今後の技術の成
熟度とともに各国原子力発電の開発テンポ，ウラ

ン需給・価格などによって影響を受けますが，21

世紀にかけてのわが国のエネルギー保障の確保と

FBR盛業の国際競争力の育成を考慮すると，21

世紀初め（2010年代）には本格的実用化に入り

得るような状況にもっていく必要があると考えら

れます。それから逆算すると実証炉の着工目標を

現時点で可能性のある最も早い時点の昭和65年

頃に置き，従ってここ1～2年内にはその開発体

制を固めることが必要になります。

（2）新型転換炉（ATR）一実証炉の建設へ

　原型炉「ふげん」（出力16万5，000kW）は，

昭和54年3月から本格的な運転を開始し，ほぼ

順調に運転を続けています。その成果を基に，原

子力委員会は新型転換炉実証炉評価検討専門部会

を設けて，実証炉の技術面および経済性を検討し
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ました。同専門部会は，すでに報告書を提出しま

したが，その中では次のことが述べられています。

ATRにはプルトニウムおよび減損ウランを有効

かつ容易に利用できること，FBR実用化に至る

までのプルトニウム蓄積量を減らす役割を担える

こと，負荷追従運転が制御上容易であることなど

の利点があり，商業炉の発電原価は，軽水炉より

割高（3割程度）と見込まれるが，実証炉（出力

60万kW）の建設に取りかかることが望ましい，
ということです。従って原子力委員会は，電力業

界の意見を聞いた上で，最終的方針を近く決める

ことになるでしょう。

　将来，ATRを原子力発電体系にどの程度組み

入れていくかは，FBRの実用化時期および軽水
炉へのプルトニウム利用の見通しとの兼ね合いで

決まることとなりましょうが，同時にATRの大

容：量化（100万kW級），設計システムの改良，

燃料の燃焼度向上などによってその経済性を軽水

炉でのプルトニウム利用にどれだけ近づけること

ができるかに，かかっていると考えられます。

（3）高温ガス炉（HTGR）一実験炉の建設へ
　HTGRの研究開発を続けてきた日本原子力研

究所では，現在，大型構造機器実証試験ループ

（B：ENDEL）の建設と実験炉の詳細設計を進め

ています。実験炉は当初炉出口温度1，000℃を目

標としていましたが，技術的困難性のため，当面

950。Cを狙うこととし，熱出力50MWの実験
炉をなるだけ早期に着工し，遅くとも1990年
代初頭に臨界に達することを目指すこととなりま

しょう。これと並行して実験炉に接続することが

考えられる利用系プラントの開発が進められる必

要があります。

W　核燃料サイクルの自立化に向けて

α）混合酸化物（MOX）燃料
　核燃料のうちウラン鉱およびウラン濃縮につい

ては前に述べました。ここではATR，軽水炉お

よびFBRに使用されるMOX燃料の製造技術の
開発について述べたいと思います。

　わが国では，原子炉の使用済み燃料を再処理し，

そこから抽出されるプルトニウムおよび滅損ウラ

ンを核燃料として再利用する方針で進んでおり，

究極的にはプルトニウムをFBRに投入し，自ら

増殖するプルトニウム燃料をもって，核燃料の自

立化を図る方向で開発を進めています。しかし今

後，軽水炉使用済み燃料の再処理から抽出される

プルトニウム量が増加し，FBRの本格的実用化

時期を2010年越と見るならば，それまでの間
に大量のプルトニウムが蓄積されることが予想さ

れます。従ってウラン資源の効率的利用および核

物質管理上の経済負担を軽減するために，このプ

ルトニウムを中間的に利用する方法を講ずる必要

があります。その方法として考えられているのが，

ATRおよび軽水炉におけるプルトニウム利用な』
のです。

　ATRについては前述しましたが，軽水炉への
プルトニウム利用については，わが国ではこれま

で若干の実験を行ったことはあるものの，近年中

止していました。最近になって電力業界で80年

代に3分の1炉心程度までの実証を終わる計画で，

実験を再び始めようとしております。

　軽水炉へのプルトニウム利用は，西ドイツでは

すでに実験済みでしたが，最近，再び実証試験を

多くの発電所で行うことが決定され，将来の商業

的利用を目指しています。ただアメり力議会には

核拡散防止の観点から，反対意見も根強くありま

す。わが国としては，核防体制をさらに確実なも

のにすることに協力するとともに，ATRと並ん
で軽水炉へのプルトニウム利用の道を開くことを

目指すべきです。

　MOX燃料製造については，すでに動燃事業団

がFBR実験法，ATR原型炉用のものを持って
おり，今後FBR，　ATRの開発計画の進展に合
おせて，その製造能力を増加していく予定です。

（2）再処理施設

　使用済み燃料の再処理については，すでに
4，600tUを海外工場（イギりス核燃料公社，フ

ランス・コジェマ社）に委託契約済みであり，こ

れに東海村施設（年140tu）を加えれば，原子

力発電運開計画の遅れもあって，1990年代前
半生までは充分見通しが立っています。

　原子力委員会としては，将来使用済み燃料を全

量国内で再処理する方針を持っており，1990
年代初めの運開を目標に，再処理能力1，200t／年

の民間工場を建設すべく，すでに日本原由サービ

ス株式会社が発足し，設計および立地選定などの

準備が進められています。この工場により，今世

紀中の再処理需要は賄えるものと考えられます。
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民間工場の建設に当たっては，東海村施設の経験

からみて，国際的技術連携の下に運転管理システ

ムの改良，国産機器の導入による設備改善，環境

への放射能排出の低減化などの技術改良が必要で

あり，また効率的に保障措置が行えるよう独自の

技術開発を進めなければなりません。

（3）放射性廃棄物の処理処分

　低レベル廃棄物については，海洋と陸地に処分

する方針です。海洋処分については，現実にあり

得ない厳しい条件下での安全性を確認し，多国間

協議監視制度に参加して～・ますが，南太平洋の海

溝における投棄について未だ国内水産界および太

平洋関係諸国の理解が得られていません。今後さ

らに説得の努力を続ける必要があります。陸地処

分については，金属鉱山で試験を行うとともに候

補地点の調査を進めています。

　高レベル放射性廃液については，ガラス固化に

よって安定した形態にし，一定期間貯蔵した後地

中処分する方針で，世界の主流となっているホウ

ケイ酸ガラスによる固化処理の技術開発を進めて

います。地層処分については長期的計画の下に地

層調査から現地試験的処分まで段階を追って進め

ることにしています。

　放射性廃棄物の安全な処理処分は，廃炉技術の

確立とともに，今後，原子力利用について国民の

合意を得ていく最も重要な課題となっており，そ

の解決に一層大きな努力を傾けるべきです。

V　原子力利用に共通する諸課題
（1）原子力施設の立地推進

　原子力発電所のほか，ウラン濃縮，再処理，廃

棄物処理処分など核燃料サイクル関連の諸施設の

ために今後も多くの立地点を見出さなくてはなり

ません。経済性およびエネルギー安全保障の観点

から，原子力利用の必要性についての国民の認識

は高まっているものの，原子力に対する不安感も

根強く，原子力施設の新規立地に対する地元の対

応は極めて慎重で，立地地域の合意形成期間は長

期化しています。

　立地促進のためには，原子力施設の安全確保対

策に万全を期し，技術改良によって施設の故障を

なくし，国民の信頼を勝ち得ていくことが最も基

本的な対策ですが，同時に国民の原子力に対する

理解を一層向上するという観点から，国，地方団

体，電気事業者および第三者機関が相互に連携を

とりつつ，適切な情報の伝達と広報活動を効果的

に行う必要があります。また原子力施設の立地が

地元福祉の向上や地域産業の発展につながること

を地域住民はますます強く期待するようになって

います。電源三法の運用の拡大と各種の地域振興

策の活用によって，総合的に地域振興を図ること

が必要であり，一部の地方自治体からは，そのた

めの特別立法の制定が望まれています。さらに地

下ないし海⊥など新立地方式の研究，また放射性

廃棄物の処理処分および恒久的運転停止後の廃炉

対策を着実に計画的に進めていくことも，原子力

発電立地促進に欠かせない点です。

（2）自主技術開発プロジェクトの実用化へ向けて

の体制

　新型炉，核燃料サイクル関連の大型研究関発プ

ロジェクトは長期的観点に立って総合的に開発す

べき技術であり，多額の資金と幅広い分野の人材

を長期にわたって動員する上に，開発リスクも大

きいことから，実用化の可能性の目途がつくまで

の間は，国が中心となって進めてきました。これ

らのプロジェクトのうち，ATR，　FBR，ウラ
ン濃縮，再処理などは，原型ないし実証プラント

建設にとりかかる開発段階に達しています。

　実用化への移行段階では，官民の役割が，以前

と変わってこなければなりません。まず民間の主

体制が極めて重要となります。国の研究開発の成

果を引き継ぐとともに，自らの努力によって技術

の一層の向上および経済性の向上を図ることが必

要です。

　民間の効率的な開発体制を考える上で，最も問

題の多いのは，FBRです。前に述べましたよう

に，FBRの実証化段階は，かなり長期（20年
以上）にわたり，その間3～4基の発注に止まる

と考えられます。この期間，効率的に開発を進め

るためには技術，ノウ・ハウを集中的に蓄積し得

る一貫した開発体制が必要です。それには，まず

事業主体を早期に決めることが重要です。メーカ

ー側の体制についてはFBRの技術開発を効率良
く進め，連続受注による技術の蓄積とリスクの軽

減を図るために，信頼性のある主契約者の育成が

不可欠と考えられます。現在のような幹事会社，

分割発注方式への依存を続けるべきではありませ

ん。
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　他方，動燃事業団は，蓄積した技術を事業主密

ないしメーカー側に円滑に移転すること，民間の

必要とする技術開発や試験，安全性，保障小忌な

どに関する研究を実施することによって民間の開

発努力を支援しなければなりません。政府はまた

移行段階における技術的，経済的リスクを補損す

るための財政，税制上の助成措置を講ずるほか，

実用化への社会的合意あるいは国際的理解を得る

上での外交問題へも適切に対処する必要がありま
す。

（3）国際協力

　今後も自主技術開発を積極的に進めていくこと

は当然ですが，国際協力により，わが国における

研究開発の効率化を図るとともに，原子力先進国

の一員として，国際的な：原子力平和利用の推進に

積極的に貢献すべきです。国際協力には3つの側

面が考えられます。

　第1は，原子力の平和利用と核不拡散とを両立

させる体制の形成に積極的に参加，貢献すること
です。

‘今後，中進国を中心に南の諸国が原子力開発を

進めることは必然の成り行きです。一方，西ドイ

ツ，日本は再処理，プルトニウム利用の路線を推

進しようとしています。核不拡散の体制を技術面，

政治面から，より確かなものにしていかなければ，

原子力利用に対する国際的，社会的な合意が得ら

れなくなる恐れがあります。保障措置について技

術的な改良とともに，国際的なシステムの整備が

必要です。国際プルトニウム貯蔵（IPS），国

際使用済み燃料管理（ISFM）および核燃料等

供給保証委員会（CAS）等の国際的制度の整備
に積極的姿勢で取り組む必要があります。

　第2は先進国との研究開発協力です。わが国の

研究開発水準が著しく向上し，先進工業国からの

評価も高まってきたこと，研究開発プロジェクト

の巨大化に伴い，資金の分担を求められるように

なったことなどが背景にあって，先進国との研究

開発協力には新たな進展が見られます。例えば非

公式ながらFBR開発についてアメりカおよびイ

ギリスからの呼びかけがあります。今後，わが国

のFBR開発の加速化に役立つ点からだけでなく，

原子力利用の国際的発展に貢献する上からも，こ

のような国際協力に積極的に取り組むべきです。

　第3は，開発途上国への技術協力です。すでに

IAEAの地域協力協定（RCA）に参加して東南
アジア諸国に対して，放射線，アイソトープ利用

の分野での協力が本格的に進められるようになり

ましたが，エネルギー関連技術の移転，資材の供

給に関するわが国への期待は，ますます高くなっ

ており，これに対して平和利用を前提とし，外交

関係にも配慮しつつ，近隣諸国に対して今後重点

的に協力すべきです。

（4）資金問題

　ウラン濃縮，ATR，　FBR再処理など大規模
研究開発プロジェクトが原型ないし実証プラント

の建設に入る上に，HTGRの実験炉，核融合炉
（JT－60）の開発が進められるので，今後10年

間に，原子力研究開発関係所要資金は急激に増大

します。科学技術庁（科技庁）の第1次試算によ

ると年間所要資金が57年度の約3，000億円に

対して10年後に6，000～7，000億円に増加す

る見込みです。もっともこのうち実証プラント建

設資金の大部分は，政府が金融，税制上の助成措

置を講じた土で訊問事業主体の手で調達されるこ

とになりますので，政府が調達すべき予算額は，

10年間で総額の7割弱に止まるでしょう。しか

しそれにしても，財政収入の伸びが低下する中で，

急増する研究開発予算を確保することは容易では

ありません。原子力利用の国民経済的利益を考え

るな：らば，一般会計のほか多様な財源確保の方法

を講ずる必要がありますが，開発プロジェクトの

調整ジ国際協力などによる資金利用の効率化，民

間負担の積極化などによって，原子力研究開発利

用を計画の線に沿って推進することが望まれます。

　最後に原子力委員会の今後の役割について触れ

たいと思います。いくつかの大規模開発プロジェ

クトが研究開発から逐次実用化へ移行する時期に

さしかかっています。実用化への移行期では，そ

れ以前と違って開発の主体は民聞の手に移ります。

従ってユーザーである電力業界のニーズ，経済性

の向上，国際競争力，実用化への効率的な手順な

どを重視することが必要となり，どのような開発

体制が望ましいか，国が開発した技術をどのよう

に雨間に移転するかなど，原子力委員会は，新し

い基準での判断が求められるでしょう。

　原子力委員会は，科技庁のスタッフ機能のみで

なく通産省のそれをも活用し，また産業界の意向

を充分把握することが必要です。原子力委員会が
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強化され，科技庁，通淫省，外務省など，関係各　　し，原子力開発路線の方向つげでより強力な指導

省の上に立って，実用化への移行を効率よく推進　　的役割を果たすことを期待して止みません。

　阪本議長　向坂さん，どう

も有難iうございました。

　只今向坂さんからは，的確

な内外のエネルギー情勢の分

析に立脚して，総合的，長期

的観点から，わが国の原子力

開発の位置づけを明確にされ

ました。確かに見るべきエネルギー資源の乏しい

わが国の経済社会のより一層の発展を図るために

は，低廉にしてかつ供給安定性の高いエネルギー

として，原子力発電を可能な限り拡大する必要が

あることは，わが国関係者が等しく痛感するとこ

ろです。

　向坂さんは，わが国の原子力開発につきまして

安全保障と経済性の視点から明快に分析され，実

用段階に達し国民生活に定着しつつある軽水型原

子力発電に関して，技術の信頼性に裏打ちされた

経済性の一層の向上のための努力や核燃料サイク

ルの自立化，さらには新型炉の開発等，全体を通

じての産：業化方策について述べられ，自主技術開発

を中心に効果的な国際協力を併せて推進し，わが

国の技術水準の向上のみならず，世界的な平和利

用の推進に貢献すべきであるとの見解を披歴され

ましたが，原子力産業に携わる一員として，全く

同感するものです。

　私が担当いたしました第1セッション牛後の部

前半におきましては，アルゼンチンめ力不トゆマ

デロさんとわが国の向坂さんより，両国の置かれ

た立場，原子力開発利用の課題をレビュー一してい

ただき，また，今後の展望についても，確固たる

信念を持って開発を進められている旨のご説明を

伺い，原子力に携わる者の一人として，その使命

の達成のための，なお一層の努力の必要性を感じ

た次第です。
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イギリスの原子力政策

イギリスエネルギー省

次　　官

　1　．マンレー

　　　　　　　　　　原子力は，イギリスのエネ

　　　　　　　　　ル野帰戦略上欠くことのでき

　　　　　　　　　ないものとなっています。イ

　　　　　　　　　ギリス政府のエネルギー戦略

　　　　　　　　　上の主要目標は，国家にとつ

　　　　　　　　　て最も安い実質的な価格で充

　　　　　　　　　罪なエネルギー供給を確保す

ることです。この目標を達成するため，われわれ

の石油や天然ガスの最有効利用に努めることです。

つまりこれらは，非常に貴重な資源であるが，どち

らも同じ化石燃料であるため，その量は有限です。

したがって，長期的に需要に見合う他のエネルギ

ー資源を開発しなければなりません。そこで，現

在，波力発電，風力発電，太陽エネルギーのよう

な新しいエネルギー資源を開発するとともに，省

エネルギー政策を強力に進めているところです。

しかし，将来のエネルギー事情を左右する要因が

原子力にあることははっきりしています。原子力

は，化石燃料への依存度を減らすだけではなく，

より安い電力供給をもたらすものです。本日私は，

イギリスの原子力に関するこれまでの実績を振り

返るとともに，これからの開発に対する取り組
み方についてお話しします。

　イギリスは，原子力の平和利用がもたらす効果

を最も早く認識した国の一つでした。

　1956年，世界で最初の原子力発電所がコール

ダーホールで運転を開始し，それが今日なお運転を

続げています。かように，われわれは四半世紀以上

にわたり平和目的での原子力利用の経験を積んで

きました。現在，イギリス中央電力庁は合計660

万kWの原子力発電容：量を有しており，電力需要

の約12％が原子力によって賄われています。

　最初の20万kWのコールダーホール原子力発電

所を建設して以来，われわれは，25万kW～30万

kWのマグノックス型の原子力発電所を建設して
きました。そのうち，9基の原子力発電所は，イギ

リスの電気事業者のためでした。以前に日本を訪

れた際，東海村に建設したマグノックス型原子力

発電所が順調に発電を続けていることを聞いて，

私は嬉しく思いました。このことは，われわれの原子

力発電所が高度の信頼性を有していることを証明

しています。イギリス申央電力庁としては，これ

らのマグノソクス型の原子力発電所が，その設計上

の寿命である25年半超えてもまだ運転を続ける

ことが技術的に可能であり，経済的にも問題がな

ければ，できるだけ長く運転を続けるつもりです。

　これらのマグノソクス型の発電所の後継発電炉

が，工30万kWの改良型ガス炉（AGR）です。
1970年代は原子力開発のテンポが多少遅くな

りました。それには多くの原因があると思われま

すが，殊に，AGRの最初の発電所を建設した当
時に比べて，その建設が困難になってきたことと，

コストが年々エスカレートしてきたことに起因し

ます。そのような状況の中でも，イギリスは，今

日まで300炉・年以上商業早発電炉を運転して

きた実績を有し，約4，750億kWhの電力を供給
してきました。

　さらに原子力発電所は，電力を安定供給する上

で，信頼性が要求されるベース。ロードとして，

電力を供給し続けています。しかもその電力は，

水力発電を別とすれぽ，他のいかなる発電による

電力よりも低コストです。イギリス中央電力庁は，

昨年の原子力発電原価をkWh当たり1，45～1．65

ペンスと見積もっています。因に最新の石炭火力に

よる昨年の平均発電コストは，1．85ペンス／kWh

であり，石油火力のそれは2．62ペンス／kWhです。

これらのコストは，発電に要するトータル・コス

トをもとに計算したものです。即ち，資本費，運

転費，利子，そして廃棄物の処理費も含めた完全

な燃料サイクル費，デコミソショニングに要する

費用から算定した年間の引当額，さらに研究費や訓

練費も含んでいます。イギリス中央電力庁の評価

によるこれらの数字は，今現在，新たな投資を決

定するに充分な根拠となるのみでなく，経済的な
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視点から見た場合，将来にわたって原子力発電所

の建設に対しての投資につながるものです。つま

り，原子力発電所が計画通りの期間と予算とで建

設されるなら，原子力発電が他の電源に比べて，

経済的に魅力あることは，ほとんど疑う余地がな

いように思われます。

　現在建設中の5基のAGR発電所は，これまで
以上に運転コストの引き下げに寄与するでしょう。

今年は，そのうち3基がまず運転開始します。5基

全部が運転を開始した場合には，新たに640万
kWの発電容量が追加されることになります。そ

して，それがフル稼働すれば，石炭火力発電所に

比べて，1基当たり年間約1億ポンドの節約とな

ることが見込まれます。

現　　状

　現在の世界的不況が，イギリスにおいても電力

需要の低迷をきたしており，この事が原子力開発

のテンポを遅らせています。しかしながらイギリ

スの電気事業者は，原子力発電が，将来，急速に

重要かつ不可欠な役割を担うことになるものと信

じています。そこで1977年，イギリス中央電
力庁は，独自の「原子力戦略」を作成しました。

この基本的な内容は，次のようなものです。

1．現在，建設中の段階にあるAGR原子力発電
　所の可及的速やかな完成。

2．　さらに新規AGR原子力発電所2基の発注（こ

　のうち1基は，南スコットランド電力庁所管）。

3．安全性の確認，および建設の計画に同意がな

　された上での，充分納得のいくPWRの設計の
　完成と，その発電所の発注。

　当時の政府は，このイギリス中央電力庁独自の

「戦略」に賛意を示しており，現政府もそれを確

認しています。

　AGRの安全性および経済性に取って代わるも

のとして，PWRの開発は，原子力戦略上，重要
な要素です。そこでイギリスの原子力産業界では，

ウエスチングハウス社の基本設計に基づくが，し

かしイギリスの国情に適したPWR原子力発電所
の設計の完成に全力を傾けているところです。イ

ギリス中央電力庁がサフォークのサイズウェルに

建設したいとしている最初のPWR原子力発電所
の概念設計に要求される条件を早急に取りまとめ

るため，ウォーター・マーシャル氏を議長とする

タスクフォースが組織されました。このタスクフ

ォースは，ナショナル・ニュークリア社，イギリ

ス中央電力庁それにイギリス原子力公社の協力を

求めたが，その結果，すばらしい成果を挙げるこ

とができました。ウエスチングハウス社およびベ

クテル社と協議しながら，タスクフォースは，顧

客であるイギリス中央電力庁が太鼓判を押すよう

な参照設計を終えたところです。この参照設計は，

ウエスチングハウス社の設計であるSNUPPS
にかなり似かよっているが，イギリスの現在の安

全基準に合致させるべく，何ヵ所か変更しました。

したがって第一一段階の大きなハードルは乗り越え

ました。次の段階の詳細設計に対する準備を現在

進めているところです。

　次の段階の大きなハードルというのは，サイズ

ウェル原子力発電所を建設するに当たり，イギリ

ス中央電力庁の要請で行われる「聴聞会」です。

これに関して政府は，産業界が今年末に完成を予

定している広範囲にわたる安全性に関する資料に

ついて，住民がそれを理解するに充分な時間を持

った上で，1983年1月に開始することを発表
しました。この．「聴聞会」で得られる意見，そし

てそれによってなされるサイズウェル原子力発電

所を建設するか否かの決定は，イギリスの将来の

原子力開発プログラムに大きな影響を与えるでし

ょう・。後刻，この「聴聞会」の詳細について説明

できるものと思われます。

　1979年，現政府は，イギリス中央電力庁の
「産業戦略」を支持すると発表したが，このプロ

グラムにおいては，西歴2000年に必要とされ

る原子力発電容量を1，500万kWと見込んでお
りました。初期の時代に建設された原子力発電所

の休止を考慮すると，この計画上の数字は，今世

紀末までに約2，200万kWの原子力発電容量の拡

大を意味します。しかし，新たに原子力発電所を

建設するには，それぞれの発電所のメリットにつ

いて検討されなければならず，かつ，そのような

プログラムも，経済成長によって支えられる必要

があると常に考えられてきました。エネルギー省

は現在，そのエネルギー計画を見直しているとこ

ろであり，その結果ないし見通しがその開発プロ

グラムに沿っているのか，それとも高めか，低めか

は間もなく報告されるものと思います。

核燃料サイクル

平和利用原子力開発を進める⊥で，イギリスは，
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核燃料サイクル全体を開発するに充分な技術的・

経済的な能力を有するとの見通しを得ました。イ

ギリスにおける原子力産業界の重要な「要」は，

イギリス核燃料公社（BNFL）です。　BNFL
は国内外の市場に対して，現在また将来にわたり，

濃縮，燃料加工および再処理サービスを提供しま
す。

　BNFLは現在，政府が全面的に支持している
計画に沿って事業を進めています。この計画は，

将来，拡大される市場に適うよう作成されている

が，たんに「将来の市場の拡大」を当てにしてい

るわけではなく，既に運転開始しているか，ある

いは現在建設中の原子力発電所のニーズに合わせ

ています。

　これからの10年間でジ核燃料サイクルの全分野

において，BNFLの施設は拡充されるでしょう。
その中で最も大きな投資がなされるのは，再処理

施設です。これからの10年間に，現在価格で6億

ポンド以上が，既存のマグノソクス型原子炉の使用

済み燃料用に建設されている再処理施設の改造に

費され，また，約9億ポンドが，イギリスのAG

Rおよび海外の軽水炉から発生する使用済み燃料

を再処理する新たな再処理施設の建設に投入され

る予定です。さらに約2億ポンドが高レベル放射

性廃液をガラス固化する施設に当てられます。（こ

の施設では，フランスで開発された「AVMガラ

ス固化法」を採用し，1980年代の半ば頃運転
開始する予定です。）また，燃料加工施設内の改

造には約2億3，000ポンドが当てられます。B

NFLは，サイズウェル原子力発電所の状況を見
た上で，今後のイギリス国内の．PWRに対しても，

将来然るべき時期から燃料を供給するつもりです。

また，この種の燃料の輸出市場にも進出すること

も計画しています。さらに，遠心分離法による濃

縮施設の建設に4億ポンド以上投資する予定です。

全体の投資計画によれば，現在価格で30億ポン

ドの全投資額のうち約9億ポンドが，放射性廃棄物

処理対策に注ぎ込まれる予定です。

　この投資額のうちの大部分は，実際には，BNF

Lの主な海外の顧客（特に再処理に関する顧客）

によって調達されます。BNFLの再処埋に関す

る主な海外の顧客のうちの一つは，セラフィール

ドの再処理施設に再処理量の枠を有する日本の電

力会社であることは，もちろんのことです。これ

らの契約は，日英原子力産業界の協力の重要分野

です。さらに，これらの契約により，他の利益も

もたらされます。例えば，BNFLと日本の電力
会社間での使用済み燃料の海上輸送および日本の

企業による使用済み燃料輸送用キャスクの製作で

す。またBNFLは，東海村にある日本のマグノ
ックス型の原子炉の燃料加工やその使用済み燃料

の再処理をも引き受けています。このマグノック

ス型の原子炉に係る再処理契約の延長手続きにつ

いては，ちょうど成功裡に終了したところです。

　遠心分離法のウラン濃縮プロジェクトは，多国

間事業であり，BNFLのパートナーは，オラン
ダと洒ドィッです。遠心分離法のパイオニアであ

るウレソコが，世界で唯一の商用プラントを運転

しています。世界中の原子力事業者にさまざまな

形で濃縮サービスを提供するために，このウレン

コが設立され，その運営も軌道に乗っています。

ウレンコの規模を拡大することは，濃縮事業の供

給力に比較して国際マーケットが小さいため，必

然的に抑制され始めてきましたが，それにもか

かわらずアルメロとカーペンハーストで運転され

ている二つの施設の生産規模の合計は，間もなく

1，000tSWUに達し，さらにその生産規模は拡
大されることになっています。その上ウレンコは，

最近西ドイツのグロナウに3番目の濃縮施設を建

設すべく，西ドイツ当局から許可を得ました。こ

の新施設は当面，400tSWUの生産規模を有し，

1986年に運転開始します。

放射性廃棄物の処理・処分
　放射性廃棄物の処理・処分は，原子力論争の際

のテーマにあげられる事項の一つです。しかし，
「原子力産業界が，』 ｻの問題に対して何の回答も

持っていない」という意見に対しては，強く異論

を唱えなければなりません。

　イギリス国内のあらゆる種類の放射性廃棄物を管

理・貯蔵することに関する安全管理技術は，既に

存在しています。極く少量の低レベル放射性物質

は，環境に放出されています。他の低レベル放射

性廃棄物は，公けに認められたサイトで特別なト

レZチに埋められたり，ドラム缶等に詰められ海

洋に投棄されます。このような作業はすべて，法

令上の許可を得ること，厳重な監視を受けること

が条件とされています。特に海洋に投棄する場合

は，国際的な管埋と監視の下に行われることが条

件となっています。
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　中・高レベル放射性廃棄物は，現在当分の間，

原子力施設のサイト内に保管されています。研究

の一つのテーマとして，発熱しない放射性廃棄物

の処分法の開発が挙げられ，現在約900万ポン

ドの予算が計上されています。（もっとも，この

ような放射性廃棄物が，さらに長い期間貯蔵され続

けるとしても，技術的には全く問題がないのです
が。）イギリス国内に貯蔵保管されている放射性

廃棄物の管理記録によれば，四半世紀以上にわた

り問題はありませんでした。確かに多少の漏洩はあ

りましたが，公衆に対して問題となるような放射

線被曝は何ら生じませんでした。貯蔵手段の安全

性は，常に原子力施設査察官および放射線化学査

察官により監視されています。

　発熱性の高レベル放射性廃棄物の場合は，セラ

フィールドにあるステンレス鋼製タンクに貯蔵さ

れています。液体であるこの廃棄物は，使用済み

燃料を再処理した後に残る核分裂生成物が主な構

成物です。核分裂生成物は，全体の液体の量のわ

ずか2％にすぎないが，そこに含まれる全放射能

の99％は核分裂生成物に起因しています。BN

FLは，フランスの再処理業者によって開発され

た高レベル放射性廃液をガラス固化するためのA

VM法固化プラントを備えた施設を，1980年
代末に完成するという計画を発表しました。固化

体にすれば，管理，貯蔵および輸送が容易になる

からです。これらのガラス固化体に対しても厳格

な国際基準が既にあります。現在の計画では，セ

ラフィーールドで行っているように，ガラス固化体

は貯蔵することにしています。

　政府は最近，高レベル放射性廃棄物の最終処分

に関する研究を見直し，1981年12，月発表し
ました。即ち，「貯蔵期間が長くなるにつれ，それ

だけ発熱が少なくなり，結果として，より安全に

埋めることができる」ということを重視し，イギ

リスの放射性廃棄物管理諮問委員会は，慎重な討

論の末，「50年間，またはそれ以上の期間，高

レベル放射性廃棄物を固体の形で地面で貯蔵する

のが望ましい」と勧告しました。この貯蔵期間の

終り頃には，その貯蔵をさらに続げるか，あるい

は現在研究中の三つの方法のどれかそ処分するか

決める必要があります。この三つの方法というの

は，①深海底に沈める，②海底に穴を掘って埋め

る，③地中に埋設する，です。

　地中埋設の方法については，他の国々での研究

の成果をも参考にしています。地中処分の可能性

は，今や基本的には確立されたとされており，そ

れが受け入れられないという理由は何もありませ

ん。イギリスの研究プログラムは，現在他の国で

行われている研究の中からイギリスに適するもの

を決めるという考え方で作られています。当面こ

の研究は，机」二の研究・研究室規模の試験，ある

いは既に得られているデータを用いた解析等によ

り行われています。したがって調査のためのボー

リングは必要とされず，イギリス国内に地中処分場

の実証施設を作るつもりもありません。そのかわ

りイギリスは，花樹岩を対象としたスウェーデン，

カナダおよびアメリカ，粘土を対象としたベルギ

ー，および岩塩鉱を対象としたアメリカおよび西

ドイツの地下施設で行われている研究をよくフォ

ローしていくつもりです。

核拡散問題

　イギリス政府は，核不拡散条約（NPT）に全
面的に委ねており，国際保障借置の強力な支持者

です。われわれは，原子力の分野における商取引

きが，安全と平和に対して何の心配もなく行われ

ながら発展拡大してきた過程で，国際的な信頼を

確固たるものとする必要性を感じています。昨年

の国際原子力機関（IAEA）の総会で私が話
したように，イギリス政府は，供給保証に関する

委員会での成果を評価し，かつまた実効的な保障

措置の下で，原子力の平和利用共同事業の信頼に

足る供給者として，さらに，お互いに信頼し合え

るパートナーとして，アメリカが原子力開発に関

し元の路線に戻るという考え方をアメリカ自らが

明言したことをも高く評価しています。

　世界のエネルギー需要を賄うべく，原子力がそ

の役割を充分に果：たすため，原子力関連物質が国

際的に取引きされる場合は，その取引きが安心で

きるものであり，率直なものであり，かつ信頼さ

れ得るものでなければなりません。つまり，平和

的に利用される原子力の開発が，供給の遅延や滞

りによって支障をきたすものであってはなりませ
ん。

　同様に，より自由な国際間の商取引きが核兵器

の拡散の危険性を助長しないものであることにつ

いて，供給国側および国際組織は充分に保証しな

げればなりません。したがって，われわれは，保

障借置のシステムを改良しようとするIAEAの
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政策を支持しているし，評価もしています。私は，

この機会に，日本が保障措置を極めて重要な事で

あると認識し，その効力の改善について．日本の

支持が得られるならば幸いです。

長期展望

　イギリス政府は，長期的にはFBRが発電にと

って重要な役割を演ずるものと認識しているが，

その導入時期は未定です。というのは，ご承知の

ように，これまでの予想より緊急性に欠けてきた

からです。イギリスは，ここ数年来，この分野で

の研究開発を強力に進めることを約束してきたし，

ド㎞ンレイのFB聡原型炉は，種々の有益な成果

を挙げ，F13Kの開発計画に自信を得ました。そ

のFBR原型炉から発生した使用済み燃料を再処

理するドーンレイの施設は，6週間にわたる第～

回目の運転において，全炉心の約4分の1に当た

る1t以上のウランとプルトニウムの燃料を再処

理しました。抽出されたプルト澱ウムは，FBR

の燃料として再び使用するため現在新しい燃料に

再加工されています。

　「F8鷺が必要とされた際に，いつでも使用で

きるよう実績を積んでおくには，今からどのよう

に対処しておくのが最も効率的か」というのが目

下の課題です。イギリス政府は現在，どのように

FBRの開発計画を展開していくか，特に実証段
階における国際協力による進め方について，見直

しを図っているところです。

　さらに長期的には，商業用核融合炉の開発を目

指しています。うまくいげば，国際的な研究開発

にイギリスもかなり貢献できることになります。

JET（Joint　Europ頒n　Torus）の建設（ヨ
ーロッパの参加国によりカラム研究所に建設され

ている核融合の研究開発のための大規模な実験装

置）は，順調に進められています。イギリス原子

力公社がJETプロジェクトのために建てた研究
所と管理棟はスケジュール通りでき上がり，また

他の建物のうちいくつかも既に完成し，使用に供

されています。JE？プロジェクトは国際共同研

究の良い例です。また，今はまだ何の決定もされ

ていないが，数年先には，このヨーロッパにおけ

るJETプロジェクトよりもっと広範囲な国際共

同研究が，INTORによ？て繰り広げられまし
ょう。

安金性　。言午薔忍買『

　この件に関しては，おのおのの事業所が誇りに

している無事故記録によ・って，すべてが語られて

います。イギリスの原子力発電所が商業運転を開

始して以来25年聞，公衆が被曝する恐れのある

ようなことにつながる事故は一一つもありませんで

した。

　当初からイギリスの政府および原子力産業界は，

安全性の重要性について認識していました。

もちろん，工学に「絶対の信頼性」といったもの

はありませんが，イギリスの原子力産業界は，至

るところで，できるだけ細心の注意を払い，安全

性の確立に努めてきました。これは，フェイル・

セーフの原則に基づく，非常に高度な設計の基準

によって確立されています。キー・ポイントとな

るプラントの複製，部品の加工・組立工程におけ

る最良の品質保証，重要な部品の耐用期間中の検

査・テスト，さらには熟練した技術者が確立され

た製造工程で作業すること等により，重大事故が

発生する危険度を無視できるレベルに減じてきま
．した。

　1965年の原子力施設法の下では，健康安全
行政を担当する原子力施設査察官による原子力施

設立地サイトの許認可なしでは，いかなる商業用原

子力施設も設計が許されないし，ましてや建設も

できません。この手続きは，設計段階での安全性

に対する評価を原子力施設査察官が行うところが

ら始まり，建設期間中，施設の引き渡し時，稼働

期間中と続き，デコミッショニング後のある段階

で，もはや永久に放射性物質による悪影響が考え

られなくなった時点で，はじめて終了します。も

し原子力施設査察官がその施設の安全性に100

％満足しなければ，その施設は，決して運転が許

されないことになりますG

　イギリスのシステムにおいては，この規制当局

の責任において，いかなる場合でも，事業者の責

任を軽んじることはしません。原子力施設の概念

設計から運転そしてデコミッショニングまでの安

全性に関する厳格な規則を作成し，そしてそれを

遵守することは許認可を発給された者の責任であ

る，ということが関連の法律に明記されています。

許認可を発給された者は，できる限り危険度を減

じる義務もあります。しかも，ただ単に規則やク

ラィテリアに適合するようにではなく，より安全

にするためにです。
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　許認可申請者の安全性の確実さおよび，許認可

発給の際あるいは最終的には運転の際に要求され

る施設の適合性を保証することは，原子力施設査

察宮の責任です。それでこの査察官は，これまで

自ら開発してきたクラィテリアや基準に沿って，

許認可申請者の安全性をチェックします。

　安全性に対する考え方が，当初から最も重大な

ことでした。「安全性の確認」に関する大きな目

的は，種々の事故の危険度を無視できるレベルに

まで引き下げることであったし，今でもそうです。

今日，どこへ行っても，原子力産業以上に厳格に

安全性を要求されている産業は他にないと言明で

きます。事実，原子力の安全性に対する一般の人

々の思い詰めた考え方は，原子力から得られる経

済的な利益を蝕んでしまうかもしれないほど不可

解で，場合によっては，どうしょうもないほど厳

しい基準に結びついてしまうかもしれません。

原子：力論争

　イギリスの至る所で，原子力に関する活発な論

争があります。完全には理解できない複雑な技術

に不安を抱く人もいます。この不安が，ある人達

（といっても少数に限られた人と私は信じますが）

を原子力開発に対して強く反対する立場に立たせ

ています。原子力施設のサイトを選定する際，し

ばしぽ地元住民が反対します。（もっとも，他の

懸とんどの産業に対しても，同様の反対は起こる

ものですが。）しかし，いずれにしても，これま

でのイギリス国内における反原子力の意見は，そ

れほど強くはありませんでした。

　しかし，原子力産業や他の特定の産業に関して，

住民の正当な不安に対する適切な答があることを

示すことは，政府の課題です。原子力論争に対す

るイギリスの取り組み方は，原子力施設の運転等

に関して，可能な限りの情報を明らかにすること

でした。原子力産業界は，膨大な量の情報を提供

するとともに，そのスタソフが種々のグループと

原子力に関して，話し合うよう努めてきました。

　イギリスにおいては，幸いなことに，新しい大

きな計画を実行する場合はすべて，その企業活動

を法律で規定しています。それが賛成であろうと

反対であろうと，すべての意見について，熟知し

た査察官により公式の場で詳しく検討され得るよ

うに，論争の的となりそうなプロジェクトについ

ては，公聴会を開催することを義務づけています。

セラフィールドの再処理施設では，公聴会が開か

れました。

　前にも触れたように，サイズウェルのPWR発
電所建設に関しても公聴会が要請されており，来

年1月に開始される予定です。これは，われわれ

のプラニング・システムを示す適切な例です。査

察官は，取り上げられる内容やスケジュールにつ

いて話し合うべく，打ち合せの会合をまもなく開

くでしょう。しかしながら，それはかなり広い分

野にわたり，発電所の設計，建設そして運転に関

連する安全性の前提条件を検討することになりま

す。例えば放射性廃棄物の管理の方法，地元の環

境や利害と開発計画との関係，農業者や漁業者の

ための地方の雇用問題，海岸保全，輸送手段，そ

の他関連する事項といっん内容でしょう。その打

ち合せの会合や公聴会は，出席したい者には誰に

でも公開されます。

　イギリス中央電力庁は，建設前の安全性報告書

を4月に完成し，公示しようと計画しています。

これに引き続いて，夏には，安全性に関する事項

を担当する原子力施設査察官によるレポートが公

示されます。関心を持っているグループは，公聴

会そのものが開始される前に，知りたいことにつ

いて勉強する充分な時間を与えられ，場合によっ

ては，書面による「仲裁付託」を用意するでしょ
う。

　その原子力施設査察官がすべての事実関係の調

査を終了し，それに関するレポートを具申した後

に初めて政府は，イギリス中央電力庁の申請を受

け入れるか否かを，あらゆる角度からみて判断し

ます。したがって，その決定は，いつでもなされ

るのではなくて，すべての関連ある事項に関して

完全に公開調査が終了した時点でなされます。こ

のことは，民主主義の社会における基本であり，

そのことを実行する唯一の方法が先に述べたこと

であると思います。

結　　語

　私は本日，イギリスの原子力平和利用に関して，

これまでの経験から得たことと今後の期待を話

しました。しかし，ここにどうにもならない不
確定なことがいくつかあります。

　まず，イギリスにおいて，また世界全般におい

て，経済の成長率の見通しが不明確なことです。

新しい原子力発電所の建設が発注されるのは，そ
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のことが経済的に引き合うようになってからであ

ることは，明らかです。

　この場合のキー・ポイントは，原子力発電が，

他の発電に比べて，安いコストの電力を継続的に

供給するということが明確にされることです。膨

大な費用を要する建設の遅延をせずに，原子力事

業者が原子力発電所を建設することができるか否

かということが，しぼしば，このことを決める要

因になります。したがって，われわれの目的の一

つは，そういった遅延なしで原子力発電所を建設

するために，原子力事業者の能力を高めるよう努

めることです。

　また，われわれが考えるように原子力が有益で

あるとしても，一般公衆の安全性への不信感は，

常に残っています。幸いなことに，もはや全世界

から孤立などできな：いこの時代において。この点

に関しては，イギリスは別でした。原子力に対す

る反対は，国際的な現象です。程度の差こそあれ，

すべての先進国において，その種の問題が存在し，

国際機関や国際会議によって取り決められた結果

が，重要な役割を担う風潮がある，そういった分

野です。一つの国の失敗は，即刻，他の国に現実

的な衝撃を与えます。それ故，原子力に関する現

在のアメリカ政府の確約をわれわれ多くの者が，

もろ手を挙げて歓迎したのです。もし，アメリカ

が，国内の原子力産業界の強い協力を得ても，原

子力開発を進めることができなければ，より大き・

な効果を期待することが難しくなります。

　私は，開発を進めていくことは可能であり，一

般公衆の意見を納得させることができるものと信

じています。ただし，そのためには，原子力は，

国家の利益に適うものであると信じる政府により，

強力にリーダーシップが発揮され，かつ産業界も

懸命に対処することが必要でしょう。
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アメリカの新原子力政策と開発戦略

アメリカ　エネルギー省

次官補
　A．トリベルピース

　本日は，ここに皆様方の前

で講演できることを光栄に存

じます。エネルギー省のエド

ワーズ長官が来日してお話し

したいと：希望していましたが，

あいにくワシントンから離れ

られない所用があり，出席す

ることができませんでしたQ皆様方には宜しくと

のことでございます。

　私は本日，レーガン政権のエネルギー政策全般

と，原子力発電を強化するために政権内で我々が

どのような努力を払っているかにつ・いてお話しし

たいと思います。我々は核分裂発電も核融合発電

もすばらしい未来があると信じています。

　今日，アメリカの全電力供給量の約12％が原

子力で賄われています。1990年には，アメリ
カでは2番目に大きな発電方式になると予想され

ています。

　即ち石炭火力に次ぐことになります。現在，76

基の原子力発電所が稼働中です。さらに68基の

原子力発電所が1990年までに運転される計画
で，その時，原子力発電の発電量に占める割合は

22～25％程度に増加するはずです。これは大
変な成果だと思います。

　我々は，原子力発電が我々の将来のエネルギー一

の安全保障に必要な以上の量を満たせるし，また

そのように利用すべきであると確信しています。

原子力発電を選択すれば，外国のエネルギー資源

に頼らずに商用電力を何百年分も供給できるので

す。そしてそのことは一方では化石燃料を他の方

面に利用するための節約にもなるのです。

　我々は，原子力発電がその持てる力と将来性を

充分発揮できるよう，必要な手段を講じています。

また我々は議会と協同で包括的な廃棄物処理
計画の策定に当たっています。と、いうのは長官に

とって，高レベル廃棄物法案の成立と最初の民間

パイロット地下貯蔵所の建設を開始することが，

短期的に見た最：優先課題に属するからです。我々

は商用再処理に関する禁止令を解除しました。ま

た我々は，原子力発電の規制や許認可に関する問

題を解決し，原子力発電の状況を改善すべく努力

しています。また我々は高速増殖炉の開発につい

ても，前向きに取り組み，そのことはクリンチ・

リバー高速増殖炉の完成についても同じです。原

子力の研究分野では，大規模でさらに高度な研究計

画のために資金を供給しています。また，原子力

発電についての国民の信頼を回復することに最大

限の努力を払っているところです。

　現政権は，原子力発電の将来について自信を持

っており，日本のような国々にとって，原子力発

電は絶対的に不可欠なものであることを認識して

います。我々は，共同の原子力開発計画において，

信頼できる，将来にわたるパートナーであること

を希望します。

　我々は，日本とアメリカは優れた協力者である

と信じています。両者間にはいくつかの相違があ

りましたが，多くの共同研究計画は首尾よくやっ

てきました。特に核分裂と核融合の研究分野にお

いてそうでした。我々は，一般論として，他の国々

と協力するという基本的なアプローチに同意し，

ともに時に出てくる食い違いは慎重な外交によっ

て解決できることを理解するに至っています。

　現政権は，エネルギー政策において連邦政府が

果たすべき役割について，新しい見解を持ってい

ます。1981年7．月に発表された新国家エネル

ギー政策計画は，エネルギーの研究開発活動に方

向付けを与える基本となっています。この中でア

メリカのエネルギー問題は，より大きな経済問題

の一部であり，従ってエネルギー問題の解決は，

もっと大きな経済問題の解決策のほんの一部分と

して実現するものであることを注記しています。

過・去にそうであったように，エネルギー問題のみ

を隔離して取り扱うのは不適当です。

　レーガン政権のエネルギー政策では，市場原理に
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大きな信頼が寄せられていて，生産者や消費者が

投資と経済活動に最善の選択をするよう市場が機

能することがポイントです。この市場重視の戦略

にはいくつかの意味があります。

。石油の統制解除。我々は昨年の1月に石油の価

　格と割り当てについての統制を取り払いました。

。過度，過：密な規制の可能な範囲内での解除。こ

　れによりすでに110万人時の事務量を減らし
　ています。

。補助金の廃止。概念設計段階を過ぎたプロジェ

　クトには補助金を与えないこととしました。

　エネルギーの研究開発に関して，現政権は規制の

枠をはめたり，政府支出その他の連邦政府として

の行動を起こそうとは考えていません。これらに

ついての判断は，個々の企業家や消費者こそが行

うべき事項です。

　しかしながら，この政策によってアメリカがエ

ネルギー研究開発に果たすべきリーダーシップを

放棄するということではありません。むしろ反対

に，現政権は，ある分野において，国民の血税を

もっと有効に使おうということです。ある分野と

はエネルギーの研究開発が最大限の利益を生み出

すために連邦政府の支援が相応わしい分野という

ことです。

　即ち，現政権は長期的に見て，リスクは高いが

このような潜在的な雇用創造性が大きく，多くの

人々に役立ち得るような研究開発に支援を行う考

えです。ここで長期といいますのは，応用範囲が

ゆきわたり，利益が上がるのは何十年も先のこと

で，長期かつ確実な投資計画によってのみ我々の

目標が達成できるということです。また，高いリ

スクと申しましたのは，研究というものが我々の

健康や完全に脅威を与えるというのではなく，技

術的または経済的にその構想がうまくいくかどう

か非常に不確実だということです。従って，単に

「リスクが高い」というだけでなく「潜在的に雇

用創造性が高い」ということ，そのことが大事な

のです。

　核融合の研究は，私が監督している計画の一つ

ですが，この好例と言えます。核融合は実質的に

無限なエネルギー供給ができるので，潜在的に高

い雇用性を持っているのは明らかで，問題点は，商

業用プラントは言うに及ばず，我々の試験設備にお

いても，未だ実用可能な量の核融合エネルギーを

取り出せるということを実証していないというこ

とです。核融合の研究開発には，複雑な物理学や

工学が絡んできます。核融合を商業ベースに乗せ

るために必要とされる費用と時間は，あまりに大

きく，また長く，私企業にこの種の研究に大規模

な投資をするよう期待するのは，非現実的です。

我々は，この歯数年内に，核融合が工学的に実現

可能な確証段階にまで進むことを期待しますが，

そのためには過去の経験に照らして，日本や他の

国々との国際共同研究が，さらに成功裡に進むこ

とを期待する次第です。

　現政権は，核分裂炉の研究についても，この政

策構想に則って支援を行う考えでいます。高速増

殖炉は，最終的に相当の利益を生み出す長期にわた

る開発計画の代表です。増殖炉は，21世紀まで

我々のエネルギー供給面で主要な影響は．与えない

ものと思われますが，一度実用べ一一スに乗れば，その

貢献度は重要になるでしょう。増殖炉は相当に膨

大な資金が必要なため，産業界が負担して開発す

るにはあまりにリスクが大きすぎるのです。我々

は，高レベル放射性廃棄物処理処分についても支

援を行っています。これは政府の責任において行

うものですが，1983年からは，廃棄物が出て
くるにつれ，それの処理処分に要する経費は電力

業界に負担してもらう考えでおります。

　我々は，エネルギー研究開発段階にある，ある

種の分野の実用化段階で，過去2年間，政府支出

を相当額滅らしてきました。大統領の経済復興計

画に必要な予算を稔出するために，いくつかの難

しい選択をしなければならなかったからです。産

業界に引き継ぐべき事業については援助をやめ，

いくつかの計画は多少繰り延べざるを嗜ません。

しかし我々は，1983会計年度の予算案は，連
邦政府が支出すべきであると我々が考える分野で，

活発な事業活動に役立つと確信しています。

　さて，次にレーガン政権の国内及び国際的原子

力政策と計画の現状に移りましょう。皆様ご承知

のように，大統領．は，．原子力発電を再び将来的に重

要性を持つエネルギー方式とするために，連邦政府

が採るべき政策手段を概括した政策声明を1981

年10月8日に発表し，またそれより前の7月16
日に，核不拡散政策についての声明を出しています。

　これらの声明に共通していえる論拠はアメリカ

と世界にとっての原子力発電の重要性です。

　今日では，原子力発電はアメリカの全電力量の

約12％を占めています。イリノイのようないく
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つかの州では，原子力発電所が供給区域の電力需

要の半分以上を賄っています。我々は1990年

代の早い時期に，アメリカの総発電電力量の

約25％を原子力発電で賄うことになると予想し
ています。

　原子力発電は他の多くの国々でもエネルギー構

成上重要な役割を演じています。原子力技術を有

し，それによって潤っている国々の数は増え続け

ています。経済協力開発機構（OECD）の加盟

国はすでに電力需要の10％以上を原子力発電か

ら得ていますし，1990年までに，この数字は

25％まで上がるでしょう。原子力発電は，これ

らの国々が将来のエネルギー需要を満たそうとす

れば，増強しなげればならないものです。

　アメリカでは，原子力発電の成長をスロー・ダ

ウンさせた諸問題を効果的かつ効率的に処理する

方策を見つけ出そうと，政府は産業界や議会と協

力して活動しています。しかしな：がら，これらは

一義的に技術的な問題というものでないことは銘

記されるべきです。

　レ…ガン大統領の10月8日付けの原子力政策

声明は，アメリカにおげる原子力発電の増強のた

めの状況改善に向かう最初のステップです。アメ

リカでは，安定レたそれ相当なエネルギーの供給

が経済成長を回復する上で極めて重要であり，ま

た原子力発電がアメリカのエネルギー需要を満た

す上で重要な役割を果たす必要のあることが認識

されています。現政権は，原子力発電を来たる10

年間の新規電力供給の最も有望なエネルギー源の

一つとして位置づけ，アメリカにおけるその役割

を拡大することを決定しています。

　アメリカにおける実用原子力発電所と燃料サイ

クル施設の辿ってきた歴史は，原子力技術は安全

で，経済的にも有効で，環境面から見ても受容で

きるエネルギー源であることを確証する例を与え

てきましたαアメリカの原子力産業の成長をスロ

ー・ダウンさせている問題点は，主に制度上，資

金上の困難さと言えます。

　例えば，アメリカでは今日，原子力発電所につ

いて計画段階から運転許可を得るまで，およそ10

～14年かかっています。他の国々ではこれが6

年置ら8年に過ぎません。原子力発電所を戦列に

投入するまでのリード・タイムがいかにも長過ぎ

ます。アメリカでは特に金利があまりに高いので
す。

　政府の規制の行き過ぎも相当な費用の追加と原

子力発電開発の不確実性の増大をもたらしました。

現政権は，産業界が従うべき規制体系を改善して，

これら問題点を解決しようとしています。勿論，

公衆の健康と安全を損なうことなくです。現政権

は過去の過剰規制をなくし，効率的なエネルギー

生産に適うもっと良好な状況をもたらすことを決

定し，原子力発電が他のエネルギー供給源と充分

に市場競争できるようにしています。この目標に

向けて，大統領は10月8日の政策声明において，

エドワーズ長官に，直ちに規制と許認可手続きを

改善するよう勧告するために重大な注意を払うこ

とを指示しました。この趣旨は，原子炉の開発を

進める上で不必要な障害となるものを取り除くと

いうことです。

　我々はこの目標を達成するために必要な手続き

を早急に進展させつつあります。同時に，原子力

発電所の安全運転の確保についても万全を期して

います。政府も産業界も将来のリスクを最少限に

するため，スリーマイル島の教訓を生かすようと

もに努力しています。

　大統領はまた，10月8日の声明で，クリンチ

・リバー増殖炉の完成を含め，高速増殖炉技術の

実証に進むことを訴えました。

　アメリカは，ウラン鉱については，今のま

ま軽水炉発電に使われるなら21世紀まで十二
分に間に合うだけの，相当な国内ウラン資源を持

っています。増殖炉技術は，これら資源の有効性

を60倍にも増大させ，容易にあと数世紀は大丈

夫にすることができるでしょう。我々の増殖炉計

画は，健全で組織立った開発計画に基づいた力強

いものだと信じています。この計画は，設計も，

建設も，運転もより大きな規模なものを開発する’

よう構成されています。ワシントン州リンチラン

ドにある熱出力40万kWの高速中性子束試験施

設（FFTF）は，いろいろな目的の中でも，特
に燃料と冷却材のテストを主目的とし，すでに集

中的に安全性のテストを遂行し，全出力運転に向

けてテスト燃料と冷却材の初装荷も完了していま

す。電気出力37万5，000kWのクリンチ・リ
バー増殖炉計画は前政権が遅らせていましたが，

現在は軌道に戻っています。我々の近々の目標は，

来年敷地の建設準備を開始することで，クリンチ

・リバー増殖炉は1980年代後半に完成する予

定です。我々は，大規模な100万kWの液体金
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属冷却高速増殖炉（LMFBR）についても概念設
計と計画を進めています。

　我々は，3月5日に，アメリカ原子力規制委員

会（NRC）の過半数の委員がクリンチ・リバー
増殖炉計画の敷地準備を今月開始するという要請

を却下する決定を下したことに失望しました。我

々は，NRCに対して，敷地準備を即刻スタート

することが同計画のスケジュールを1年から2年

短縮し，従ってアメリカの納税者の負担増を避け

られる旨を明瞭に説明できたと信じていました。

我々は，NKCがこれ以上の手続き上の遅れを避
けるよう好意的な判断を下してくれることを望ん

でいました。特に，我々の敷地準備のための要請

には安全問題は何も含まれていなかったのです。

我々は失望いたしましたが，依然できるだけ早期

にクリンチ・リバー・プロジェクトを完成させる

べく堅い決心をしています。我々はプラントの設

計を進めるし，主だ・つた機器類の調達も続けます。

またNRC当局と許認可の見直しを進めます。

　また10月8日の大統領声明は，アメリカにお
ける商用再処理について，前政権が課した無期限

禁止を解除致しました。我々は，民間がアメリカ

における商用再処理サービスの開発に必要な企業

化，資金手当に主導権を握るべきであると信じて

います。我々は長期にわたる安定した政策を築く

ために，私企業が軽水炉の使用済み燃料の再処理

を行えるように，充分な保障措置と物的防護を確

保しながら，不必要な規制を取り払う手段を講じ

ています。大統領は，エネルギー省に対して，市場原

理によってプルトニウムの経済的供給が確保でき

るかの可能性研究（フィージビリティ・スタディ）

を命じました。

　我々は，核燃料サイクルのバック。エンドを確

立しようという課題に直面しています。使用済み

燃料が貯まって行くのを防ぎ，効率的に高レベル

廃棄物を処理する方法を見つけ出すことが原子力

発電に対する公衆の信頼とアクセプタンスに密接

に関連している課題です。高レベル廃棄物や長期

間を経過した原子炉を完全に処分することについ

ては，何ら大きな技術上の障害はありません。技

術的に充分な処分方法が存在します。しかしなが

ら・アメリカには他の国々と同じく，ある程度の公

衆の心配があるのです。我々は，放射性廃棄物の

安全な処分は，人間や環境に対しては最小限のリ

スクで遂行できることを確信していますし，国民

一般に，廃棄物の処理に関連する問題は，適切に

かつ安全に解決できるということを早急に実証す

るつもりでいます。

　大統領は，エネルギー長官に，産業界および州

政府と緊密に連携しつつ，商業用高レベル放射性

廃棄物の貯蔵と処分の方法の開発を進めるよう指

示しました。我々は，今，少数の地下貯蔵が可能

な地点について，詳細かつ集中的な評価を進めて

います。我々は80年代末までに，核廃棄物を安

定した地質に地下貯蔵する終局的隔離を実証する

予定です。

　最後に，大統領は，10月8日の声明で，もし
電力業界が新規の原子力発電施設を建設するのに

必要な資金を集められなければ，どんな改善策一

規則上の問題を減らしたり取り払ったり，増殖炉

技術の実証を進めたり，商業用品処理活動を許可

したり，核燃料サイクルのづソク。エンドを完成

させたりする方策一も原子力発電を再び胎動させ

ることはないだろうということを認めました。高

いインフレ率や高い資本費はここ2～3年間に，

多くは石炭火力ですが，90以上の発電所の発注

取り消しや延期を引き起こして，原子力発電所へ

の投資に対する許容される収益率は，見込まれる

リスクの大きさに比例するということではもはや

なくな・っているのです。

　2月に，エネルギ㎞問題に関係する政府高官た

ちがブッシュ副大統領や産業界，電力業界の指導

者たちと会い，電力業界が資金問題を克服できる

ようにするために必要な方策について議論しまし

た。省庁間にまたがる作業部会がこの問題に焦点

を合わせ，解決策を勧告すべく設置されています。

　すでに述べたような計画を種々組み合わせ，ま

た産業界と繁密な連携を取ることによって，レー

ガン政権は，今日のアメリカにおける原子力発電

に活気を取り戻し，増殖炉のような高度技術を明

日のエネルギー需要のために使う堅固な基礎を創

出できると確信しております。

　1950年代に国際的な原子力協力が始まって
このかた，アメリカは原子力の平和利用について，

原子力技術，設備，資材の主な供給国として重要

な貢献をしてきました。我々は，近年のアメリカ

の原子力輸出政策がある種の心配を生み出したこ

とを認めます。しかしながら，レーガン大統領の

1981年7月の国際原子力協力と核不拡散に関
する声明が，現政権は充分な保障措置の下で他の
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国々との協力関係を強化し，将来にわたって信頼

できる原子力供給国としてのアメリカの地位を回

復することを決定していることを余すところなく
明確にしています。

　我々は，高度に依存し合った世界に生きており，

我々の原子力政策や原子力輸出に対するアプロー

チが他の国々のエネルギー計画に重要な影響を．与

えるのだということを充分に認識しています。

　我々は，原子力発電がエネルギーの安全保障を改

善し，多くの国々の経済開発に拍車をかける上で

本質的に重要であると考えているので，国際的な

原子力を巡る状況の中で，指導的役割を維持する

ことを決心し，また原子力平和利用における他の

国々との協力も，安定した，魅力のある方法で行

うことを決定しました。レーガン大統領は，この

目標を7月16日の政策声明の中で極めて明確に
示しました。

　我々は，我々が言葉よりも行動で判断されてい

るという事実を敏感に感じています。アメリカの

新政策のいろいろな細かい局面の具体的実施につ

いては，まだ見直しの最：中ですが，大統領はアメ

リカを信頼できる原子力通商の当事者として再登

場させるとともに，核兵器の拡散を妨げるために現

政権が取る具体的な手段をいくつか特定しました。

　大統領は，関係機関に対して，輸出の要請と許認

可の要請は，アメリカの所要の規定を満たしてい

る場合には迅速に手続きするよう，すでに指示を

出しています。

　大統領はさらに，7月の声明で，核不拡散の危

険性のない，高度の原子力計画を持っている国々

において，商用再処理や増殖炉研究開発を行うこ

とを禁止したり，妨げたりしないことも公表して

います。大統領の指示に従って，我々は，再処理

やプルトニウムの使用に関するアメリカの同意権

の行使について，その施策を練っているところで

す。この見直しはまだ完了しておりませんが，我

々は大規模な計画を持っている国々が供給の取り

扱いについて長期にわたる信頼性と予測可能性を

求めることを知っており，我々の協力相手が長期

にわたる計画作りを容易にできるような政策の策

定を意図しています。中間的には，法令上の要求

に従って，使用済み燃料のアメリカやフランスへ

の再移転の要請を速やかに認め，プルトニウムの

使用については，ケース・バイ・ケースを基本に

その要請を考慮することとなるでしょう。

　現政権は，国際的な原子力通商を容易にするよ

う具体的な配置を取っていますが，一方，核拡散

の危険性を減らし，国際的な核不拡散体制を強化

する努力にも注意を払っています。レーガン大統

領は7月の声明で，核兵器の拡散防止を基本的な

国家安全保障と外交政策の目標に掲げています。

　明らかに，新たな国々が，核爆発装置を手に入

れると，国際平和とすべての国々の安全保障にと

って，厳しく不利な結果をもたらすでしょう。こ

のことは，また，原子力の平和利用の面での国際

協力を脅かすことになるのです。

　アメリカは，核兵器の拡散を防止するため一連

の措置を講じています。核拡散は，国際政治と安

全保障の問題で，民間の核燃料サイクルの監視だ

けの話ではないことを認識し，我々は，地域的な，

また地球規模の信頼を改善し，また他の国々の正

当な安全保障に関する懸念への理解を深めること

により，核爆発装置を持とうとする動機を減じる

べく努力するつもりです。

　アメリカは，核兵器の不拡散に関する条約およ

びラテン・アメリカにおける核兵器の禁止に関す

る条約（トラテロルコ条約として知られる）により

多くの国々が参加するよう働きかけを続けるつも
りです。これらの条約は，国際的な核不拡散体制’

において，重要な要素を成しています。11月19

日にレーガン大統領は，トラテロルコ条約の議定

書1のアメリカ側批准文書に署名し，11月25
日にヘイグ国務長官がメキシコ市でメキシコ政府

に批准文書を個人的に寄託しました。この行為に

より，その前の追加議定書皿のアメリカの批准とあ

いまって，この重要な核不拡散の手段に，アメリ

カが全面的に忠誠を誓みたことになります。

　また，重要なことは，我々は可能な限り，保障

措置の広範な受け入れに努めていることです。ア

メリカは，どんな重要な新規の供給契約に対して

も，いわゆるフルスコープ保障措置を条件として

要求するよう供給国側に強く求め続けています。

　この講演を終える前に，1983会計年度の政
府予算案で述べられた，エネルギー省の再編成に

ついて，二，三述べさせて戴きます。

　現政権は，再編成によって，連邦政府はもっと

効率的に，四つの基本的で，エネルギーに独特の

責任を果たせるようになると信じています。つま

り，それらは主に戦略的な石油備蓄の維持計画に

よる，エネルギー供給の崩壊の防止，長期間を要
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し，リスクが高くまた雇用創造性も高い研究の支

援，文民統制による，核兵器の研究・開発・生産，

試験等国家防衛から必要な支援，そして，連邦資

源備蓄，電力需要調査，電力業界の法的規制とい

った業務の実施の四つです。もっと詳しい提案は，

目下検討中です。

　まとめて言えば，私はこれまでレーガン政権の

エネルギー研究開発のアプローチについて述べて

きました。つまり，市場原理と誘因に対しより多くの

信頼を寄せるべきこと，また長期間を要し，リス

クが高く，大きな雇用機会を作り出せるエネルギ

ーを政府主導の研究開発とすべきことです。

　大統領は，二つの重要な声明を出しています。

一つは，アメリカにおいて，原子力発電の役割を
強化するために講じられている措置を規定してお

り，もう一つは，原子力の平和利用における国際

協力を容易になし得るための政策を述べています。

　我々は，レーガン大統領が示している指導性が

原子力産業に新しい息吹きを与え，安全性と経済

性を満たしつつ，アメリカの将来の増大するエネ

ルギー需要を賄うために原子力発電は重要な役割

をi担えることを確信しています。我々は，アメリ

カが国際的な原子力をめぐる状況の中で，その役

割を強化し，安定的で信頼できる，将来にわたる貿易

当事国として，その地位を回復することに等しく

確信を抱いております。同時に，我々は，核兵

器の拡散を防ぐための我々の努力には絶えず注意

を払わなくてはなりません。私は，もし国際的な

原子力協力と核不拡散の両方に強力で広範な献身

が得られるならば，原子力発電は，それが果たさ

ねばならない地球規模のエネルギー需要に見合うだ

けの重要な貢献をするだろうし，また，そうあら

ねばならないという私の信念を皆さんがともに共

有することができることを希望する次第です。
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ソ連における原子力開発の現状

ソ連原子力利絹国家委員会

議　　長

　A．ペトロシャンツ

　親愛なる議長ならびにご同

席の皆さん。

　この1982年の3月とい
う月は核物理学にとって特別

の意味があります。中性子が

発見されて今年で50周年を
迎えるのです。

　丁度50年前の1932年にイギリスのラザフ
ォードの実験室で，彼の協力者であるジェイムズ

・チャドウィクが電荷を持たない素粒子を発見し

ました。この素粒子は電荷を持たず中性であるの

で中性子と名づけられました。

　中性子はウランやプルトニウムのような重い原

子核にも入り込む可能性を持っています。中性子

はウランの核分裂を呼び起こし，原子核内部のエ

ネルギーを引き出すのです。中性子は核エネルギ

ー学へのミクロの鍵です。中性子はまさに「黄金

の鍵」であって，それなしでは偉大な核エネルギ

ー学への扉を開くことはできなかったでしょう。

　自然状態での中性子の寿命はそれほど長くなく，

半減期は12分少々です。しかしこれはウランの

核分裂連鎖反応を起こすには充分な時間です。

　1932年は一般に核物理学にとって奇跡の年
と呼ばれています。この年には重水素が発見され，

陽電子，つまりプラスの電荷を持つ電子が発見さ

れました。電子はご承知のように負の電荷を持っ

ています。

　この年，墨932年には，また，ソ連の学者ドミ

トリー・イワネンコとドイツの学老ベルネル・ガ

イゼンベルグが，それぞれ別個に原子核の構造を

陽子・中性子の模型によって示しました。

　この年の3月，イギリスの学者コックロフトと

ウォルトンは，ケンブリッジでリチウム原子核を

世界で初めて分裂させました。またこの年の10

月，若きソビエト学者のK・シネリニコフ，A。

レイプンスキー，A・ワリテル，　G。ラティシェ

フらは，ハリコフ市で高電圧加速器の放電管の中

で加速された水素核（陽子）をリチウムに叩きつ

けて，それを崩壊させました。

　1982年3月のこの原産年次大会におきまし
て，私が50年前の過去を振りかえりましたのも，

今から丁度50年前に中性子が発見され，世界で

初めてリチウム原子核の分裂に成功したからです。

核エネルギーを我々の手盛近づけたこれらの科学

的業績を避けて話を進めることはできません。原

子力開発途上で数々の業績を残したイギリス，ン

連，日本その他世界の国々の研究者に対して深い

尊敬の念を持たざるを編ませんQ

　核エネルギーが原子爆弾という巨大な力となり，

広島，長崎を破壊し，数十万の温和な日本人を殺

潔したことはソ連の非ではないとは言え，我々の

深い悲しみです。

　このことに関連してソ連の科学者，アカデミー

会員のウラジミール・ベルナッキーが1922年
の昔に言った言葉を引用したいと思います。「我

々はこれまでの世代がかつて経験したことがない

ほどの人類史上の大転換期を迎えようとしている。

人類が自分の思うままに生活を営む事を可能にす

る力の源泉である原子力を手に入れるのはもうじ

きだ。　（中略）科学者は自分の研究成果や研究プ

ロセスがもたらすかもしれない事態に対して目を

つぶってはいけない。科学者は自分の発明，発見

のもたらす事態に責任を感じるべきである。科学

者は自分の研究を人類全体のためにより有効なも

のとするよう活動すべきである。」

　まるで野蛮人が手に棒きれを持って暴れるよう

に，原爆を振り回し，脅威を与えている先進数ケ

国の思い上った人々が存在する不安な現代にこそ，

60年前にソ連科学者が我々に伝えようとしたこ

の言葉の響きに対し，心を傾けようではありませ

んか。

　さて，前置きはこのくらいにしまして，ソ連の

原子力開発の現状について話を進めたいと思いま
す。

一69一



　ソビエト連邦の原子力開発は連邦内のヨーロッ

パ地区で特に進んでいます。この地区にはエネル

ギー消費の大部分が集中し，安価な化石燃料の不

足が増大しています。そしてこの不足は主にソ連

東部地域からの燃料輸送で補なわれています。

　1982年現在，ソ連邦の原子力発電所は，国

内燃料エネルギー収支において3，000万TUt

以上（1饗Uとはlk9当たり7，000Kca互の熱
量を出す標準燃料に換算することを表わす）のエ

ネルギーを作り出しておりますが，それはクズネ

ツク炭田やエキバストス炭田などの国内東部地域

からヨーロッパ地域に運ばれる天然燃料の約5DOO

万t分に相当します。

　原子力発電所や原子力電熱併忍所（アテツ）な

どは，近い将来もっと大：量に化石燃料に取って替

わるでしょう。国民経済において，技術的にも経

済的にも確立された核燃料の利用は新型機器によ

り，各経済地域に体系的に広がってきています。

　さて，電力および燃料全体における原子力の役

割を評価する際いくつかの原則的要素があります，

　まず第一に，核燃料を化石燃料の代わりに利用

することの主要な経済効果は，核燃料の高い発熱

量にあります。国民経済はただ直接的に原子力発

電所から電力を受け取るだけでな：く，有機燃料の

採掘・運搬の節約という点でも多くの寄与を受け

ます。こうした点から，核燃料の導入による効果

は各面業間にわたります。このことから，原子力

発電所はその燃料サイクルを含め，また火力発電

所もその燃料基盤（燃料採掘基地）を含めて両者

の経済諸問題を同時に検討していく必要性が生じ

てきます。

　二番目に，ソ連は現状において原子力発電所の

建設に火力発電所の1．5倍以上もの資本投資を行

っています。にもかかわらず原子力発電は経済的

に有利であることが示されています。と言うのは，

固体化石燃料の採掘能力の拡大および遠距離輸送

の技術的手段の開発や調査に対する資本投資に比

べて，核燃料サイクル関連企業への投資が低いた

めです。

　三番目に，原子力発電所の建設と熱および電力

供給への核燃料の広汎な利用は，固体燃料を遠距

離輸送して火力発電を行う際の労力と比較して，

エネルギー資源の利用やその採掘，転換の労働生

産性水準を決定的に高めることができます。この

状況は，直接には原子力発電所や火力発電所で作

られるエネルギーの価格構造には結びつきません

が，火力発電所用固体燃料の採掘，運搬のための

労力の急激な削減により，発電所並びに燃料供給

システム全般の労働生産性の必然的上昇に結びつ

きます。従ってエネルギー生産における労力を検

討する場合，ただ単に発電所だけでの効率を問題

にするのではなく，燃料・エネルギー関連支出全

体を考慮に入れるべきです。

　つまり，燃料・エネルギー資源の分布と消費の

特殊性および核燃料の熱密度の高さのため，ソ連

邦の原子力開発は，発展の必要性と経済的合目的

性とを併せ持っているのです。

　同一質量について計算すると核燃料は化石燃料

に比べて約200万倍高い発熱量があります。

　核燃料サイクルにおいて消費加工される核燃料

の容量は，有機燃料利用の際の採掘，運搬，燃焼

における燃料の容量の1万分の1となります。そ

れゆえ現実的に可能なテンポで，かつできる限り

大規模に原子力発電能力を増大していくとしても，

それに要する天然ウランは出力1kW当たり年間
0．3t程度です．。

　1億kWの原子力発電を開発しても年間高々3
万t程度の天然ウランが必要なのに対して，他の

化石燃料で同程度の出力を得るには，石炭換算で

年間約3億t必要となります。

　燃料エネルギー状況から考えてみると，燃料基

盤や輸送の拡大（立坑開削，試掘，貨車，引き込

み線など）のための支出は化石燃料によるエネル

ギー開発の場合，輸送距離の長さと相倹って火力

発電所自体の建設費を超過するのが特徴です。従

って国民経済全体としての支出は，新規に火力発

電出力を増大すると燃料基盤，運搬などのため極

めて大きくなります（スライド型）。

　ソ連ヨーロッパ地域での消費のために固体燃料

を採掘し，輸送するに要する投資額は1TUt当
たり40ルーーブル（約1万2千円）と予測されて

いますが将来には1TUt当たり80ルーブルに
なる見込みであるため，投資額は火力発電（1kW

につき300～350ルーブル）より高くつくも
のの，原子力発電の経済的競争力を失わせるほど

ではありません。分析によれば，長期的に見ても

この結論は変わることはありません。

　核燃料および燃料サイクル関連企業の技術は工

学的に見て化石燃料の採掘・運搬のそれとは比較

できな：いくらい複雑です。従って原子力発電所の
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建設，機器・資材産業，発電所の運転，燃料事業，

さらには技師，運転員等の技術的能力を一層高め

る必要があります。そうすることにより，原子力

発電所が多数建設される際，建設の適正規模の決

定や運転時の信頼性，安金性の確保がなされます。

　原子力開発を進めていくためには産業能力の向

上（廃棄物処分，使用済み燃料再処理を含む），

生産物の質の向上，高度な機械，機器製造業の発

展が不可欠です。

　このことはまた，原子力関連機器の信頼度の向

上や使用資材の質の向上への特別の要求と結びつ

いています。つまり原子力発電所では石炭火力発

電所と比較にならないほど多：量の鉄合金やステン

レス鋼が必要です。

　こうしたことから原子力開発の進展は使用資材，

製造・建設労働の質を向上させると同時に関連資

本投資量を増加させます。

　しかしこのことも化石燃料の採掘や運搬以上の

支出増大ということにはなりません。

　火力発電と比較して原子力発電が卓越している

点として初期投資だけではなく，前に述べたよう

に労働資源の飾約という点も重要です。ここで考

えなくてはならないのは，単にエネルギー産業で

の労働支出だげでなく，電気・燃料エネルギーと

いう最終生産物の供給に関連する国民経済諸部門

での労働支出全体です。

　火力発電所の労働者の賃金が電力費に占める割

合はそれほど大きなものではありません。ところ

が労働支出の大部分は化石燃料の採掘・配送に要

するもので，それが燃料費を通じて電力費に反映

されるのです。

　原子力発電において電力費に占める燃料費の割

合は火力発電のそれに比べて大変低いものですが，

労働生産性や労働者の質は高いのです。つまり原

子力発電所の運転における技術的要求水準がより

高いということを証明しているわけです。原子力

発電と火力発電の燃料基盤も含めた全体の電力エ

ネルギ・一生産における労費分析は，次のことを示

しています。電気出力の増大計画の規模通りにヨ

ーロッパ地域で石炭を燃料として使用するとした

ら今後10年間に燃料。エネルギー部門の労働者

数は著しく増大することになるでしょう。

　原子力における労働生産性は，化石燃料に比べ

て2～3倍高く，このことから原子力は化石燃料

の大量な節約となるばかりでなく，国民経済にお

いて生産・消費されるエネルギー1単位当たりの

必要労働力の観点からも最も高い労働生産性を上

げています（水力発電を除く）。化石燃料の価格

が上昇するにつれ，一層原子力発電の火力発電に

対する優越性は高まり，かつ関連労働資源の節約

ともなっていきます。

　ソ連の原子力開発はますますその規模を大きく

しています。

　1982年初頭の原子力発電所の総出力は1，600

万kWを超えました。原子力発電所の電力生産高

は全発電量の6％に達しました。

　核燃料は，原子力発電所建設の推進により国内

燃料エネルギー収支の第一線に加わってきました。

　現在，原子力発電所数は20以上に上っており，

ヨーロッパ地域の北東部，東部，中央部，南部で，

基幹発電である化石燃料による火力発電所に徐々

にとって代っており，カフカス，沿ボルガ河地域，

ウラルでも建設されています。

　原子力発電所の建設は主に，1990年までは
単機出力100万kWの黒鉛チャンネル型原子炉R

BMK：一1，000と加圧水型軽水炉VVER－1，000

によって行なわれます。最初のRBMK：一1，000

型炉は1973年にレニングラード原子力発電所
で運開しました。

　現在このタイプの原子炉はレニングラード，ク

ールスク，チェルノブイリの各原子力発電所で運

転経験を積んでおりジさらにこれらサイトに4～

6基まで建設する予定です（スライド2，3）。

　ヨーロッパ最大となるイグナリーナ原子力発電

所では，単機出力150万姻の原子炉が建設さ

れています。このイグナリーナ原発のRBMK－

1，500原子炉が稼働し始めるのは1985年の予
定で，将来コストロマとスモレンスクの各原子力

発電所でも建設されます。

　一方，1980年にはVVER－1，000原子炉
がノボボロネジ原子力発電所に建設されました。

　このタイプの原子炉は，シリーズとして今後

10年間に，南ウクライナ，ザポロジエ，カリー・ニ

ン，ニジネカムスク他の原子力発電所で建設され

ます（スライド4，5）。

　なお，1981年の主要原子力発電所の稼働状
況は次の通りです（スライド6）。原子力発電は
ご存知の通り基底負荷としそ利用した方が経済的

です。電力構成比に原子力の割合が高まるにつれ

て，尖端負荷時を乗り切るために負荷変動にも対
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応できる高い機動性を有することが要請されてき

ます。ソ連統一電力網では，このような機動性を

定格出力の20～25％としています。この目的
に最も適っているのは，低温であまり電圧の高く

ない制御しやすい，例えば一般水力発電や，揚水

発電です。

　ピーク時の需要を満たし，かつ底の部分を埋め

るべく，負荷変動時において要求される効果的な

出力の利用とともに，一般水力や揚水発電との結

合によって原子力発電のより確実で経済的な稼働

が確保されねばなりません。

　このような原子力と水力の結合を行う予定にあ

るのは，南ブーグ川沿岸の南ウクライナ原発およ

びボルガ沿岸のニジネカムスク原発などです。

　原発利用を促進する場合の基礎条件として，核

燃料からより高いエネルギー効率を得ること，投

資比率と労働力をより低減すること，放射能事故

の可能性に対するより一層の安全性などが挙げら

れます。

　原子力は，90年代に電源構成比においてその

役割を飛躍的に増大させます。すなわち，次のよ

うに見込まれています。

火　力　発　電

熱併給火力発電

水力，揚水発電

原子力発電

34～38％
20～23％
18～20％
20～25％

　原子力発電の安全性と信頼性が高いことはこれ

までの長年の使用経験が示す通りです。放射能の

放出は通常，規定の衛生規準で許容されている値

を2～3桁下回っています。

　このようにソ連および世界各国で積まれた経験

を考慮しますと，原子力開発の進展は経済的にも

生態学的にも根拠のあるものと言えるのです。

　原子力発電と火力発電の比較に戻ると，次のこ

とが言えます。有機資源の利用水準が⊥：がります

と，灰の放出や排気ガスによる環境汚染が増加し，

生態学的に危機状況となります。現在，240万

kWの国立区域発電所では，年間約500万tの
石炭を燃焼しています。この時に約50～100
万tの灰が出され，そのうち1～2％つまり1万
から2万tは大気中に放出されます。そしてこれ

が種々の悪い結果をもたらすのです。特に有害な

のは排気ガスです。

　燃料中の硫黄分は質量比で3％にもなります。

それゆえ前述の発電所出力において煙突から亜硫

酸ガスの形で放出される硫黄分は年間15万tに

なります。火力発電に20～30％投資を増やす
ことによって，硫黄分の除去にそれなりの効果を

上げることはできるかもしれません。しかしこれ

によって除去率が充分なまでに高まるとは言えな

いでしょう。石炭火力発電と違って原子力発電に

はこのような有害物質の放出はありませんが，他

の潜在的な危険があります。

　各原子力発電所では，運転員や周辺住民，環境

が放射線から充分に防護されるように，通常運転

時と事故時とに分けて，一連の必要な技術的防御

手段が講じられています。稼働中の原子力発電所

の増加に従い，これまで通りの方法で安全を確保

しようとすれば，明らかに好ましくない放射能漏

れ事故の確率も増大するでしょう。従って新しい

原発ができる度に，その安全システムや装置に対

して厳しい要求が出され，この技術的な制約の増

大が原発建設に対する投資の増大を引き起こしま

す。このように原発の安全性を高めるための支出

は必然的に上昇を続け，計画案や地域的条件にも

よりますが原発に対する総投資の15～30％を
占めるに至っています。しかし環境保全に必要な

要求を完全に満たしたとしても，それによって火

力発電に対して原子力発電が競争力を失うことは

ありません。

　大工業複合体は，現在国内東部地区に建設され

る傾向にありますが，ヨーロッパ地区においても

引き続き，工業地帯の育成に力を入れています。

これら地域では電力供給よりも熱供給の方が当面

の問題です。火力の場合はもとより，原子力にと

っても電熱併給血において熱と電気を同時に生産

することは技術的・経済的に優れています。

　研究によりますと，産業用および民生用熱供給

をASTと呼ばれる熱供給専用炉やアテツと呼ば

れる電熱併給相等によって満たすことは，核燃料

が燃料資源に対するエネルギー産業の総需要を抑

制するということが示されています。

　現在，オデッサでVVER－1，000型原子炉
と熱供給コンデンサー。タービンによるアテツの

建設が始められています。近い将来ミンスクとボ

ルゴグラードに同様のアテツの建設が予定されて

います。

　冷却材パラメーターを低め，安全性を高めたA

STの建設も始まっています。このASTは，放
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射能に対する安全性の高い点で・工業地帯や居住

区域のすぐ近くにも設置できるので・幹線輸送の

大口径管を使用する必要がほとんどなくなります。

近年中に・建設中のゴーリキ㎞とボロネジのAS

Tが運開します。

　熱供給用には原子力発電所の蒸気を制御するこ

となく取り出して利用できます。現在熱供給用に

原発から蒸気抽出を行っているのは・ベロヤルス

ク，クールスク，チェルノブイリ，ノボボロネジ，

コリ，アルメ嵩やの各原子力発電所です。ロスト

フ原子力発電所では生産性の良い回章設備パイロ

ット・プラントの建設が考えられています。核燃

料を用いて，辺境の電熱供給の問題を解決した良

い例として現在稼働中のチュコトカ半島のビリビ

ノにあるアテツを挙げることができます。ここで

は4基のチャンネル型ウラン黒鉛発電炉により，

合計で1時間当たり100Gcalの熱地給を行っ
ています。

　ソ連の燃料供給網や電気供給網は，核燃料を広

く導入することにより，自らの拡大再生産による

作業の活発化が促されます。化石燃料の火力発電

所に対して，今のところ競争能力を持つ原子力発

電所ではありますが，現在のようなテンポで原子・

力発電が成長していきますと，発電所で利用する
安価なウランの埋蔵量カミ数十年内に底をついてし

まうかもしれません。ウランを熱中性子炉に利用

するとしますと，その採掘可能埋蔵量は世界の原

油の可採鉱量と同等ですので，長期的なエネルギ

ー供給問題は何ら解決されません。高速増殖炉は

燃料サイクルにウラン238とウラン233を取
り入れることにより，何十倍も原子力の燃料とし

ての利用可能量を増大します。このことから1980

年にベロヤルスク原子力発電所の3号機として電

気出力60万kWのナトリウム冷却型高速中性子
炉，BN－600が運開したことはソ連のみならず，

世界の原子力界にとって重要な出来事でした（ス

スイド7）。高速炉が広範囲に導入され，核燃料

の増殖問題が解決されますと，原発のエネルギー

資源としての役割を数十倍も拡大し，原子力の価

格は，天然ウラン価格の上昇にほとんど関係しな

いくらいになります。

　ソ連政府によって採択された「1981～85年

および1990年までのソ連邦の経済的．，社会的

発展の基本方針」では科学・産業の発展，中でも

電気・エネルギー分野の発展が課題となっていま

す。即ち，次のようなことが述べられております。

　「燃料・エネルギー資源のより有効な利用。ボ

イラー用燃料としての石油および石油製品の消費

の削減とそれに優る原子力開発の加速。」

　「電力に関しては．1985年に1兆5，500億

～1兆6，000億kW時とし，そのうち原子力を
2，200～2，250億kW時とする。ソ連ヨー・
ソバ地域の電力生産の確保は主に原子力発電と

水力発電による。

　原子力発電設備容量を新たに2，400万～2。500

万kW導入する。高速増殖炉の研究開発，核燃料

の熱エネルギー生産への荊用を継続する。」

　「大都市向け熱供給用原子炉の最：初のジリーズ

を製造・設置する。8Q万～160万kWの高速増
殖炉を新たに建設する。

　スモレンクス，カリーニン，クールスク各原発

を始動させる。

　南ウクライナ，西ウクライナ，ザポロジェ，クリ

ミヤ，チェルノブイリ，ロブノ各原発とオデッサ

原子力電熱併出所を運開させる。」

　「イグナリ・一ナ原発1号機の運開を確保する。」

これらのことから原子力は現在の設備容量および

発電電力量における電源構成比を変えるだげでな

く，技術的，経済的，社会的に重要な結果を通し

て広く国民経済に浸透しています。

　原子力発電所の大：量の建設は，科学技術発展の

成果，そして最も意義深いものとしての国民経済

的効果に基づいて現代的技術で行われ，燃料・電

力供給網における労働生産性を一層高めることに

よって採掘や運搬も含めた燃料・電力供給網自体

の生産構造を根本的に変革することになります。

　原子力は，人的資源の利用に対する高経済性・

効率性と同時に，環境保護の改善，電力や燃料の

運搬のための労働の削減，エネルギーの生産拠点

と消費拠点の接近を成し遂げ，さらに「エネルギ

ー飢餓」の脅威を完全に払拭するための諸条件を

作り出すのです。
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　山下議長　ペトロシャンツ

さん，どうも有難うございま

した。

　只今はペトロシヤンソさん

から，ソ連の東部は豊かな化

石燃料資源に恵まれているの

に対し，西部のヨーロッパ地

域に消費が集中するため，原子力開発が推進され

ているという点について明快なご説明がありまし

た。

　また，ソ連は原子力の安全性，信頼性を高く評

価し，種々の目的に原子力を利用する考えであり，

中でも，地域暖房や給湯を目的として，原子力電

熱併給所および熱供給専用炉等の実績や今後の計

画等についてもご紹介がありました。これは今後

わが国にとっても極めて参考になるものとして興

味深く拝聴した次第です。

　私が担当いたしました第1セッツヨン午後の部

の後半におきましては，イギリスのマンレーさん，

アメリカのトリベルピースさん，そしてソ連のペ

トロシャンツさんより，原子力開発の今後の進め

方につきまして，責任ある立場よりご披歴いただ

きましたが，燃料サイクルの問題を初めとする国

際協力の必要性を強く感じた次第です。特にこの

国際協力は，一国のみならず多国間の協力を通じ

て，効果的に推進していく必要があるとの意を強

く致しましたQ．
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〔Aペトロシャンツ氏スライド〕
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心　　　　＿纒L
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器署纒騒野鷺畿書蟹謬。㎝

磐P融鵬翻◎鰐　　　　　　　　　25

撫◎r◎8

囎縄闘ε購買鷹a認◎聡慧◎鵬麗期1硲5

　　　　　　　　　　スライ　ド1

　　面
　　農◎

　　8◎

　　6◎

　魯◎

スライド1

　　火力発電所と原子力発電所建設時の投資額の比較

項 目 原子力 石炭火力

発　　電 所 100 60
送　　電 線 20 20
直接投資総謝 120 80
燃料供給（運搬を含む） 25 60

真の投資額 145 140

スライ　ド1
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〔A．ペトロシャンツ氏スライド〕
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〔A．ぺトロシヤンッ氏スライド〕

タービンへの蒸気

∴原子炉

餌蒸気発生器

罷主循環ポンプ
、・： iり弁

にコ原子炉からの冷却材［コタービンへの蒸気

［コ原子炉への冷却材　　口給水

スライ　ド5
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τa6撒塒晦硲

篇OKa§aτe期pa60職姻3a工φ8工r。

口◎罵愚3＆墾ε凝鷺 温Q8080CO幅・
　　　　　る
舷e勘CK．a鳳

王｛O轟工）CKa兄　王｛yPGκa兄 Ap麺冗HCKa窺　τ｛ep｝｛◎6麗調みの　」：e｝｛温まi・

　　　　　　　　OKa宛　　　　　　　rpa誕一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ka庭

，．

ｱ磐a垂｛◎8認e蘇｝1翻H　麗◎瓢皿

一鴻鷲鵬警（∂誠）

認レd6◎㌘Ka　3誠eKτPO㎝
heレr厩縄蟹内隠。懸磐．q

・鵡GJ1ゐ30Ba盈踊e　JCτa㈱
　sπe塊h◎蔽　麗。嵐xO㎝

　蔑9　隔

2らQ9

二5562

6蝋）○．

へ
）

、
／
』

、
ご

7
　
ム

」
ノ

、
「
曜

、
『
）

〔
『
・

　
’

べ
ρ
乙

ハ
r

　
！
一

（
’

O（
）

02

〔
0

5戸
O

▼
る

867
，
0

8工5

5ら99

67硲7

3◎oo

工3蒔39

65δ？x）

鉢QQ◎

2ら：OO

6ら9工

、

　へ

xノδe3　y聡騰 馨1）e雲berQ　O孤。亙ごg　L二）e減e鳳混Qro　澄　工98工　r。

　　　　　　　　　　　スライ　ド6

1981年の原発稼働状況

指 標 ノボボロネジ コ ー
フ クールスク アルメニヤ チエルノブイリ　レニングラード

設備容量〔MW6〕

発電電力量

〔100万kW時〕
稼働時間〔時〕

　2，409

15，562

　6，460

1，320

7，389
　　　　×）
7，272

2，000

1，353

6，738

　815

5，499

6，747

　3，000

13，439
6，587×）

　4，000

24，100

　6，491

×）1981年運開の3・号炉は除く

スライ　ド6
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〔A．ペトロシャンツ氏スライド〕

野こ
、／」－　」「

時｛ゼ

ヅ
ヤ　・

気

“、囁

、， @
、

舜
』

曜
こ
弼
族
」

㍉
畑
、
R
ミ

　
　
　
翫

、
メ
　
旧

「
㌧
　
将

P

懸・讐

　　　、」£贈川
■、」

　　≧～帖

　　完
　　　－■遣1

　　鼻、、い夷　　歎自高，b［

　　，、曽臨
＝　ジ
ニ・ゆr〆

　　ノ・く
詫∵、　ぐ、∂
・・’ご誘

ギ、

　　棉㌧ぎ

い乏ド、■　」ドθ

苓　　　、ド」ヒ
“

　3へき ・5
|

訳戸　

轡

　■」　£

丸，　、
7」　ア

㌦＼需・”　　　、「－

》　　　　－「も1ド
’ζ「”n

　　　r　ゴ≦5■「　■■「1「
纂、膿
一　　　　　　　ドさ

ナ
召g、、・

　　　ギ’・■ヒ
　　　■　　‘
　　　－「－鴎」■、

　　　』
。　ゴ　5

■ハ曽■」

《㌃、・、

　㍗ζ

ミ曜、　｝

　　　，ドア唱「ハ　　ド
・P　｝　，ヒメ
1k　ご　　　卿㌦ナ

棄
燃
無
“
婚
㌦
．
簿
　
隔

、
庵
嚇
し
ζ
ハ
穐

、

　・牝臥

｝溢
　燕

卜　‘

　甑ご
　c円

∵蝋
や2

ジ　　一
「　手

「

削　淵

擁咤

蒙

藪風畜
嚢

　　灘繍麟繍蹴夢

纏

蓬

　・、　　　　　々：
　　　　　胤ウ側　　　　　　　　　　「　輸
　　、　，‘

　　　　　染　　　　　　島

曳
が

璽
麹

　
p
藝

　
…
｛
詳

　
　
。
、
．
公
。
．
“
碑
硲

薯
曽
ぐ
．
、
㌧
、
凶

へ

一聯　　　　　　　　　　　　麟

　　　　　　　　　　　　鼠，
　　　　　　　　　　　繍・」

　　　　　　　　　　糠噸

　　　　　　　　　　爆角　　　　　　　　　　、馬．幹恩

婁
　
　
　
　
角
棚

～

㍉憎

　－驚・・’「ド、へ晒晒」［鼎

帆鞭榊　

　、櫛

範

　　　　　　　　　　　・藻

落髪黙黛
　　　　　　　　　　N

一
　』　」　1　　　　　　　励　　 降

隅灘灘鵜灘謙騨
　姻暇℃蝶轡蹴1’・葉
　　　　　　　　　　賦謡

・・＾、’即姻燗馴ツ碗「、〃…崩－1　■団

鑓饗謙離鰹

詳
＼

　
《
ト

、
戊
ド

涜
「
」

嚇

　　　　　　ヨ　　　　　　誌　　　択　　　 曽

　　　　　　寒
　　　　　ボ　　
　　　　　　き

　　　　　を・

　　　　　　頬

　　　．〉　　よ・

㎏ぺ　　　降
瓜　 1

　　　’へ⊇亀

　　　’み1’　・箕
　　　｛’．℃「　　・

　　　　、L＼
　　　く、鶏嘘

　　　し婁　一、

擁鍵

』

盟

ヤ
い
K

一83一



』
盗
や
幣
民

〔A．ペトロシャンツ氏スライド〕

∴
　
輪

ダ

鏑、

｣、．

o
屠
．
豊
9
州
紬
個
蚤
無

　
出
賑
矧
N
　
Q
。
噴
O
ゆ
、

イ
＼
b
一
議
“
騨
脚
継
田
岳
＼

　
　
　
　
　
　
　
、
門
～
、
　
、

　
　
　
　
　
　
　
叩

　
叢

　
　
　
　
　
　
　
　
取
機
縣
欝
欝
八
b
1
鰍
臼
］

（
く
心
三
三
）
鞄
薫
妊
鰻
農
欄
薫
磐
Q
廉
慈
N
口
、

　
　
　
　
　
（
く
心
へ
同
税
）
韓
購
建
直
鮨
剛
口
＝

（
く
心
妻
示
）
渥
嘱
妊
隆
隆
舶
嘉
事
題
略
属
加
泊
＝

一
総
総
濾
繕
　
　
　
　
継

監
獄
鞠
馨
鵬

三∫鰯蟹　　頬

礁轟轟
醤lr繍鑛鷺鞍

、
欝
、
η
、

夢

灘難難響烹

　　

@　

@　

A
戯
響

取
将
P
o
o
。
・
憩
藁
廉
出
羅
測

　　

@　
@　

?
響

区
餐
鎚
ト
ー
ミ
廉
難
N
、
廉
蔦
一
Q
O
O
ゆ
i
寓
ρ
Q

囎
毅
嚢

　
警
撒叢　詠漏晶鼻

一84一・



セッション2「活力ある原子力産業への課題

　　　　　一軽水炉の開発戦略を探る」

　　　　　　（パネル討論）

議　　　長　　堀　　　一

議長　イントロダクション

郎　氏　（東京電力㈱副社長）

〈パネリスト〉

青
飯
飯
浦
W
T
A
W
J

井　含予　一

田　孝　三

田　庸太郎

田　　　墨

シュトール

スタ　一　ン

ブ　レ　イ

リンガイス

レ　　　　　ニ．

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

（東京芝浦電気㈱常務取締役）

（関西電力㈱専務取締役）

（三菱重工業㈱常務取締役）

（㈱日立製作所専務取締役）

（西ドイソアルケム社社長）

（アメリカウェスチングハウスエレクトリソク社筆頭副社長）

（アメリカゼネラルエレクトリック社副社長）

（西ドイツライニッシュベストフェリシェス電力会社取締役）

（フランスフラマトム社社長）



一 活力ある原子：力産業への課題

一軽水炉の開発戦略を探る一
（議長イントロダクション）

ルトニウムの軽水炉利用はどうあるべきか，

いうものを含めまして論議し，原子力産業を活力

あるものとしていくための方策を考えてみたいと

思います。このセッションの進め方については，

最初に軽水炉開発の現状について，私から概況を

報告致します。その後，パネリストの皆様から順

次発表を戴きます。ユーザーの方々からは軽水炉

の改良に関する要請等について，またメーカーの

方々からは軽水炉の改良とその開発について，そ

れぞれの立場から核燃料サイクル上の問題も併せ

て，見解の発表をして戴きます。．そして，残りの

時間を討論に当てたいと考えます。

　それでは私から，イントロダクションを申し上

げます。まず最初に。軽水炉開発の現況と課題に

ついて申し上げたいと思います。

　脱石油対策としての原子力の位置づけでありま

すが，エネルギー問題は，世界的に解決しなけれ

ばならない重要な課題です。現在，その主流とな

っている石油については，1980年頃ら81年
にかけて，先進工業国の省エネルギーや石油代替

エネルギー対策等により，一時的には緩和の基調

となっています。

　しかしながら，国際エネルギー情勢は極めて流

動的であり，さらに中長期的には，OPEC諸国
の資源温存政策，新規石油資源の減少と，今後と

も石油需給の逼迫化傾向は避け得ないものと
考えています。1980年のベネチアサミットに

おいて，原子力の拡大利用等により，1990年
までに石油依存度を40％まで低下させる等が採

択され，続くオタワサミットにおいても，この方

　堀議長　このセッシ耀ンで
は：，安全’駐はもとより，より

信頼の高い軽水炉を開発，推

進していくには，どのような

開発戦略が求められるのか，

また付随する核燃料サイクル

⊥：の課題は何か，さらにはプ

　　　　　　　　　　　こう

針が再確認され，原子力発電は，エネルギーの最：

も確実な供給源として，位置づけられています。

　世界の原子力発電の増加率はユ968年から77

年の間，年平均25％と著しいものがありました

が，1978年以降，諸条件の悪化もあり，約10

％とやや鈍化しています。しかし，1985年で

の各国の原子力発電の規模は，1977年に比べ
て大体3～10倍程度と計画されており，9これを

見ても，原子力がエネルギー問題を解決する最も

重要な手段であることは明らかです。

　悪銀における原子力開発の状況を申し上げると，

1981年末現在の世界の原子力発電の規模は，

運転中259基，約1億6，000万kW，建設中お
よび計画中を含めると，合計704基，約6億kW
に達しており，すでに運転に入っている国は，世

界で22力率を数えています。世界第1位の原子
力発電規模を誇るアメリカでは，電力需要の伸び

悩み，建設資金の高騰，許認可業務の長期化等に

より，新規発注のないままにここ数年推移してい

ますが，これは各種エネルギー資源に恵まれた同

国の特殊事情とも思われます。しかし，レーガン

政権誕生後の積極的な原子力開発政策等から，今

後の原子力開発に明るい兆が見えてきたように思

います。

　欧州諸国について見ると，大規模な原子力発電

計画を遂行中のフランスでは，1980年末には
世界第2位の原子力発電国となっています。昨年

誕生したミッテラン政権も，前政権に引き続いて，

すでに発注した原子力発電所は継続して建設する

方針であり，新規の発電所についても，建設のペ

ースを多少緩めながらも開発を進めることになっ

ています。ソ連においても着実に原子力開発計画

を進めており，その規模はフランスと並んで注目

されています。また国内に豊富な右炭資源を有す

る酒ドイツは，ここ数年，国産資源依存のエネル

ギー政策，原子力発電所の反対訴訟による長期建

設中断，許認可手続きの複雑化，反対運動等によ
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り，原子力開発はやや遅延の傾向にあります。イ

ギリスでは，ガス炉を中心に進めてきましたが，

今後は軽水炉の導入を含めて，1982年以降毎

年1基ずつ，10年間で1，500万kWを開発す
ることになっています。またカナダにおいては，

豊富なウラン資源を背景に，独自の技術開発によ

る重水炉によって，原子力開発利用は順調に進展

しています。

　わが国は現在，世界第3位の原子力発電国です。

昨年，導電敦賀のトラブルがあり，原子力開発へ

の影響が懸念されましたが，その後関係諸機関の

努力により，影響はあまり大きなものとはならな

いで済みました。

　各国における軽水炉の経緯と技術改良について

申し上げます。このセッションの主要テーマであ

る「軽水炉」は，現在世界の原子炉の約81％と，

その大半を占めるに至っています。これらは最初，

商業用原子力発電所として，6万kW・PWRのシ

ソビング・ポート，・続いて60万kW・BWRのオ
イスター・クリークの完成により，アメリカで実

用化が図られました。アメリカにおいては，ゼネ
ラ・ル・エレクトリック社，ウエスチングハウス社が優i

れた技術力を有し，130万kW級の大容量化お
よび信頼性の向上，合理化等の要求に対応した標

準化を図る等，先進的役割を果たしてきています。

　ヨーロソバ諸閣についてみる・と，フランスにお

いては，当初ガス冷却炉を開発していましたが，

1969年軽水炉の開発に踏み切り，アメリカの
軽水炉技術の導入を行いました。その後，自国の

経験を生かし，フラマトム社を中心に1970年

以降は90万kW，1976年からは130万kW
の標準型プラントが建設されるに至りました。西

ドイツでは1956年から原子力の開発が進めら
れました。当初は，原子力開発の着手に遅れたた

め，実用炉についてはKWU社を中心に，アメリ

カの軽水炉技術の導入が図られましたが，1963

年から10年間にわたり，政府は約47億マルク
の研究開発費を投入し，軽水炉の西ドイツ化の努

力を図った結果，1976年には130万kWの
開発に成功しています。またスウェーデンのアセ

アアトム社は，BWRについてインターナルポン
プ微調整制御棒駆動機構等，特徴ある開発を進め

ています。このようにヨーロッパ諸国も，軽水炉

の開発，改善を進め，次第に定着化を図っていま
す。

　このような各国の努力により，軽水炉の設備利

用率は向上し，1981年においてアメ1／カ57．5
％，西ドイツ67，8％，　フランス66．2％，，スウ

ェー fン65．7％，日本61．2％で，全世界の平

均設備利用率は約61％になり，ようやく軽水炉

開発の率が上がってきています。

　わが国における軽水炉開発の経緯と定着化，改

良標準化の対策を簡単に申し上げます。わが国の

商用炉の第1号機は，イギリスからの技術導入に

よる・一ルダーホー・哩の東海発電所16、万6ρ⑳

kWですが，その後本格的に建設，運転されて～・

るのは，すべて軽水炉です。この軽水炉は，当初

アメリカからの技術導入によったもので，1970

年にBWR，　PWRとも35万kW級の1号炉が
運転を開始しました。その後順調に開癸が進み，1

現在運転中の軽水炉は，21基1，534万5，000

kW，また建設計画中のものを合わせると，合計

38基3，056万kWに達しています。炉型別で

は，BWR22基，　PWR16基となっており，
単基容量は最大のもので117万5，000kWに
達しています。この間の設備利用率は，初期故障

に伴い1977年度には40％台に落ちましたが，
しかしその後改善に最大の努力を払い，1980

年には60％を超え，将来は70％以上を目標に
努力をしています。

　これらの建設，運転経験および技術開発の実績

により，軽水炉技術は，ハードウェア面では，すで

に国産化率もほぼ100％に達しています。また

通産省は，1975年度から80年度にかけて，
自主技術により，軽水炉の作業性，稼働率の向上，

および被曝低減化を目指した格納容器の大型化，

機器システムの改良等による1次，2次の改良標

準化計画を推進しました。現在，引き続いて5力

年計画で，信頼性および運転性の向上によるわが

国に適した軽水炉の確立を目的とした第3次改良

標準化計画を進めています。

　次に軽水炉の今後の改良，開発について申し上

げます。改良標準化プログラム等の一貫として，

この度ユーザー主導の下に，日本型軽水炉の確立

を目指した開発が進められています。すなわちB

WR所有電力会社とGE，日立，東芝との共同に

よるA－BWRの開発，　PWR所有電力会社と三
菱重工，ウエスチングハウス社との協力によるA

－PWR計画が進められています。このAという

文字は「Advance」の略です。
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　従来わが国は，当初導入したアメリカ型炉を中

心に開発を進めてきましたが，最近電源設備の総

合信頼度の向上を図る上で，炉型の多様化の考え

方も出てきています。その一つとして，すでに西

ドィッにおいて良好な運転実績を持つKWU社P

WRのわが国への適合性について，　BWRを手掛

けてきた東芝と日立と，従来よりシ…メンス社と

関係のあります富士電機のメ…カー・グループに

より，調査，研究が進められており，その結果に

よっては，東京電力はその採用を検討することと

なっています。これらにより，欧州技術と，従来

アメリカ技術をベースとした国産技術のそれぞれ

の優れた点が結集され，長期的には業界に良い意

味の競争原理が導入され，技術，経済面からわが

国軽水炉の向上に寄．与すると考えられます。また，

わが国の炉型選択の方針と新しい方向性を見出す

点で，極めて意義のあるものと考えています。

　次に国際協力について申し上げます。軽水炉の

国際協力については，わが国としては，ただ今申

し⊥げましたA－BWR等の開発協力を初め，ア

メリカ電力研究所（EPRI）を中心として高燃
焼度燃料の評価プロジェクト，構造材料の開発，

あるいはマルビッケンでの安全性実証試験等への

参加等を通じて進めています。電気事業者におい

ても，アメリカを初めとする海外の電気事業者と

の間において，軽水炉の格納容器，蒸気発生器等

の運転経験と改良改善方策，許認可手続き上の問

題点，TMI事故関連等の技術情報交換を行う等，

軽水炉の建設，運転にその成果を反映しています。

このように，国際協力は電気事業者にとって安定

な原子力発電の確立だけでなく，資金，人材等の

面での効率的な経営を行う上でも極めて重要です。

　次に核燃料サイクルの現状と見通しについて簡

単に申し上げます。わが国の原子力発電規模とウ

ラン資源の需給見通し，将来の原子力発電規模に

ついては，1980年11月の閣議において，石
油代替エネルギーの供給目標として，1990年
度に原子力発電により原油換算で7，590万kl，

2，920億kWhを供給することが決定されまし
た。このために必要な設備容量は5，100～5，300

万kWと見込まれ，今後10年間に新たに2，000

万kW程度を開発することが必要です。なお，こ

の長期見通しについては，若干下方修正される予

想もあります。

　これに見合うわが国の天然ウランの需給見通し

ですが，1990年までに累積12万6，000シ
ョート・トンの需要が見込まれていますが，すで

に約19万3，000ショート。トンの天然ウランが

長期および短期契約により確保されており，1990

年代前半までの所要量は確保済みと言うことがで

きます。しかし，それ以後増加し続け，2000
年以降は世界の埋蔵量に対し，かなりの割合を占

めるに至ることが予想されます。これらの未確保

分については，今後長期にわたり安定確保するた

めの諸方策を講じることが必要です。またウラン

やプルトニウムのリサイクル利用等を積極的に推

進し，天然ウランおよび濃縮役務所要量を削減す

ることが課題です。

　核燃料サイクル上の問題としては，わが国はか

ねてから動燃事業団を中心に，濃縮，再処理等の

研究開発を進めてきましたが，今それが実用化の

段階に入ったところです。その実用化に当たって，

まずアップストリームに関する課題としては，ウ

ラン濃縮があります。わが国はアメリカ・エネル

ギー省，フランスのユーロディフ社との長期契約

により，濃縮役務を確保していますが，1990
年頃以降に供給不足を生じることが予想されます。

この不足分を補うための新規手当てについては，

供給源の多様化を図るとともに，国産濃縮工場を

建設し，これを優先的に利用することとしていま

す。このため，国産工場は1989年頃より操業

を開始し，10年程度で最終規模で3，000tSWU
／年の商業用ウラン濃縮工場を完成させる必要が

あります。これに先立ち，動燃事業団の200tSWU

／年の原型プラントが，1982年度より建設に
着手することになっています。

　国内での再処理については，すでに動燃事業団

の東海再処理工場が運転されており，引き続き，

商業用の再処理工場1，200t／年の建設を図る

ために，日本原燃サービスを中心に計画が推進さ

れています。放射性廃棄物の処分は，まず中・低

レベルのものについて海洋処分と陸地処分とを合

わせて行う方針ですが，できるだげ早い時期に，

具体化を図る必要があると思います。陸地処分に

対しても，基本方針をできるだけ早く確立するこ

とが望ましいと思います。高レベル廃棄物の処理

・処分に関しては，原研，動燃事業団等において，

ガラス固化等の研究が進められていますが，電力

会社も，海外再処理委託に伴う返還廃棄物の受け

入れ方策を検討中でして，官民一体となって，受
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け入れのための条件整備を図る必要があります。

原子力発電所の廃炉については，今後の原子力開

発を円滑に推進する上で重要です。このため，廃

炉技術の開発，実証，廃炉廃棄物対策の確立と廃

炉費用の財政措置が必要です。

　現在，わが国で軽水炉な中心として進めていま

すが，天然ウラン資源を節約し有効に活用するた

め，将来はFBRの開発，導入が必要です。FB
Rに関しては，現在運転中の実験炉「常陽」に続

き．原型炉「もんじゅ」の開発，さらに初期実証

炉の建設を経て，本格導入を図ることになります。

しかし，FBRの導入までの間，天然ウラン資源

の節約の観点から，可能な限り中間的なプルト載

ウム利用を図ることとしています。その利用方法

として，わが国の自主技術によりすでに原型炉「ふ

げん」の開発をみたATRによるものと，軽水炉

によるプルサーマルとがありますが，これらの具

体化については，官民協力して推進することとし

ています。

　さらにトータル・エネルギー・システムの観点

から，中小型原子炉の核熱利用による地域暖冷房

あるいは化学工業への熱供給システム等，今後発

電分野に加えて，さらに軽水炉を多目的に利用す

ることを一つの課題として考えています。
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バ　　ネ ル　討　論

　　　　　　　　　　飯田（孝）　私は軽水炉開発

　　　　　　　　　を着実に行うための条件，方

　　　　　　　　　：策として稼働率の向一L，被曝

　　　　　　　　　低減対策，発電所管理体制の

　　欝，　欝扇蓮1踏鰍撫ξ

　　　　　　　　　の期待と，軽水炉開発に欠か

すことのできない核燃料サイクルの問題について

も，若干述べさせて戴きます。

　最初の稼働率の向上については，安全性の確保

とともに，と肖れまで国の指導の下に電力会社の最

大の目標として取り組んできました。その結果，

先程のイントロダクシ蹴ンの通り，稼働率は初期

故障による低迷から次第に脱却し，1980年に
は60％を超え，軽水炉の定着化の兆が見えてき

ました。稼働率を向上させるための車要な方策は，

大きく分けると，事故や故障の発生を少なくする

こと，定検期間の短縮，運転期間の長期化すなわ

ち定検インターバルの延長の3つが考えられます。

　最初の事故・故障の現象については，PWRの

蒸気発生器や燃料の改良，BWRでは応力腐食割

れ（SCC）に強い材料の開発や溶接方法の改善
等に：見られるように，これまで発生した各種の事

故・故障を，その都度メーカーとともに原因を究

明し．建設中のプラントはもちろん，既設プラン

トにもできるだけ改良を加え，再発防止に努めて

きました。今後も設計，製作の段階から品質保証
を充分に行い，信頼性の高い機審開発に努め，事

故の未然防止を図っていく必要があります。また

亡のため国内外の事故・故障や不具合点の情報収

集を図ることが重要であり，この点に関しては，、

電力会社間の各種情報の連絡を密にするとともに，

特に海外情報については，TMI事故を契機とし

てアメリカで設立された原子力安全解析センター

（NSAC）を通じて，事故，故障ならびに運転，

保守技術に関する情報を迅速に入手するシステム

を整備して昨年から運用を始めましたが，大いに

その成果を期待しております。

　その他後に述べますように，発電所の管理体制

を高度化するとともに，運転員に迅速かつ判断の

しゃすい運転情報を伝えるCR孚（キャソドレイ

。チューブ）の導入を図る等，事故防止に最大の

努力を払っています。

　次に臨検期間の短縮については，これまでの実

態を見ると，定検中に不具合点等を発見し原因追

究とその対策，さらに同種不具合点の発生防止の

ために時間を費やしたため，定検に長い期間を要

しています。今後は初期故障的な不良ヵ所が除去

されることにより，この種の定検延長は相当に回

避されると思われます。基本的には定検のしゃす

い機器を設計，製作し，機器配置を良くすること

が大切であり，この点各メーカーで取り入れられ

た設計モデルは大いに役立つものと思っています。

また定検の対象範囲や頻度の適正化，中立検査機

関の新設による検査業務の充実と迅速化も進めら

れており，これらも定検の効率化に役立つものと

思われます。

　最後に定検インターバルの延長については，従

来は定検を毎年1度実施することとし，そのため

実質運転期間は年間9ガ月位となっていましたが，

今後は1年問隔とし，12ヵ月の連続運転ができ

るように燃料濃縮度の変更や各機器の信頼性の向

上を図りつつありますが，これらによって稼働率

が着実に向上するものと期待しています。

　次に被曝低減対策ですが，原子力発電ユニソト

が増加するにつれて，原子力発電所の中で放射線

下作業に携わる作業員の数ならびに総被曝線量が

増加しています。これまでも電力会社は，個人の

被曝線量を法令以下に守ることは勿論，可能な限

り被曝線量の低減に努めてきましたが，今後益々

被曝についての社会的な関心が高まるであろうこ

とを考えますと，電力・メーカーが一体となって，

より一層の対策を講じていく必要があると考えま

す。今後，被曝線量の低減を図るためには，基本

的には機器の信頼性の向上に努めることによって，

修理や保守点検の範囲・頻度を軽減することと，

遠隔自動保守点検装置，いわゆる原子力保守点検

用ロボットの開発を図っていく必要があります。

　機器の信頼性については，PWRにおげる蒸気

発生器対策，BWRにおける応力腐食割れ（SC
C）対策，クラッド低減対策，あるいはPWR，

BWR共通としての燃料改善対策等が着実に成果
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を上げつつあります。原子力保守点検用ロボット

については，PWRの蒸気発生器保守点検用装置，

BWRの制御棒取替え早耳等を開発してきました

が，日本の優れたロボット産業を基盤にして，さ

らに多くの性能の良いロボソトの開発が期待でき

るものと確信しています。この他定検の対象範囲

や頻度の適正化等も被曝低減に効果的であり，こ

れら被曝低減対策については，官民挙げての努力

を期待しています。

　第3の発電所管理体制の強化でありますが，こ

れまでも原子力発電の安全性の確保，信頼性の向

上を目指して管理体制の強化を図ってきましたが，

TMI事故，さらに最近では昨年の敦賀発電所で

の放射能漏れ事故等を反省して，より一一層管理体

制の強化に努めているところです。これらの事故

を契機として，電力会社では運転保守組織の見直

し，教育訓練の強化．品質管理，保安管理体制の

確立，ならびに国，地方自治体との連携のとれた

防災体制の強化等に努めてきました。また発電所

における事故等についての発電所員と～般社会と

の認識のズレがあったことを反省し，運転保守管

理の基本的ルールの見直しを行ってきています。

このように不幸にして発生した事故の教訓を最：大－

限に取り入れて，その様な事故の絶無を図ってい
ます。

　次に軽水炉産業への期待ですが，軽水炉につい

ては，国の指導の下に電力会社，メーカーが一体

となって信頼性向上，凹凹の効率化．被曝低減，

ならびに作業性の向上等を目的とした改良標準化

計画を1975年から実施し，1980年までに
第1次，第2次計画が終了しました。さらに昨年

から，5力年にわたる計画で第3次計画を進めて

います。この第1次，第2次の計画において，S

CC対策，蒸気発生器細管腐食対策を初めとして，

制御棒駆動機構の改良，圧力容器蓋…体吊上げ装

麗の開発，燃料ボーイング対策等が完了しました。

第3次計画では，インターナル。ポンプ・システ

ムの開発，CRTによる運転開始機能を高めたシ

ステムの開発等を行う計画としています。これら

の成果を，今後新設のプラントに取り入れるととも

に，原子力メーカーの高品質の製造技術と相まっ

て，高稼働率が期待できるものと考えております。

　また日本の軽水炉技術は，これまでの運転，建

設の経験を通じての技術蓄積により，かなりの程

度まで充実できる段階に達しており，ハード・ウ

エアの面ではすでに100％国産化されてきてい
ます。今後はより一層，基礎技術の向上に努め，

設計から製作全体にわたるソフト。ウェア，ハー

ド・ウェアの両面の実施技術確立が望まれるとこ

ろです。現在行われていますA－BWR，　A－P

WRの研究開発がまさにそれであり，日本のメー

カーが主体となって，各電力会社がこれに協力し，

自主技術により新しい構想の軽水炉の開発を行お

うとするものです。今後実証段階を経て，信頼性，

経済性の高い軽水炉が完成するものと期待してい
ます。

　最後に核燃料サイクルの確立ですが，わが国の

エネルギー。セキュリティを高めるために，核燃

料サイクルすべての面での自主技術の確立が必要

です。日本の現状については，先程の堀議長の話

にありましたので詳しくは触れませんが，濃縮技

術については，原型プラントの建設を通じて経済

性の追求が大きな課題です。次に再処理について

は，パイロットプラントを運転中ですが，再処理

技術は一般的に言って未だ充分確立しているとは

言い難く，今後とも研究，開発に相当の資金を投

じる計画であります。また原子力発電所のパブリ

ンク・アクセプタンスにも大切な廃棄物の処理，

処分については，今後の研究開発の方向性を決め

たところであり，今後精力的にこの研究開発計画

を推進することとしています。また，FBRの開
発が軌道に乗る前の過渡期には，軽水炉あるいは

ATRへのプルトニウム利用が考えられますが，

時間がありませんので，討論の際に話したいと思

います。

　リンガイス　西ドイツでは，

原子力発電は1981年に535

億kWhに達しました。これ
は前年に比べて22％増です。

全発電の17％を，現在，原

子力に頼っています。このよ

うな高い値は，既存の発電所

の稼働率が高まったことによって達成されおもの

です。原子力は，西ドイツの1次エネルギーの4．6

％を供給しています。

　このように非常に有望な数字が見られはしても，

現在経済的なベースロ・一ドを対象とすると，1，000

万kWの原子力設備容量が不足しています。その

分を高価な在来型火力発電で賄わなくてはなりま

せん。現在，1，000万kWの原子力設備が建設
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中であるにもかかわらず・非常に大規模な遅れが

出たために，今言ったような設備能力の不足に直

面しています。新しい発電所の建設許可が出され

た最後のケースは5年前で，過去3年間に120

万kWの発電所1基が運転を開始したにすぎませ

ん。次の建設は，1983年末までは予定されて
いません。

　このように非常に不満足な状況において，西ド

ィッの電力会社が最優先すべき問題は，新しい原

子力発電所の建設許認可を取得することと，建設

中の発電所をできるだけ早く完成するということ
です。

　これらの問題を解決するために，積極的な措置

が昨年1年間に取られました。連邦政府は，州政

府との合意に基づき，これまで遅れの主要な原因

になっていた原子力の許可手続きを促進すること

を目的として，包括的対策のリストを作成しまし

た。言うまでもないことですが，一般大衆の安全

と法的な保護を脅やかさずに，この許可手続き全

体を迅速化しようとしているわけです。

　メーカーとユーザーから，技術上必要な条件が

PWRを規格化するために出されました。このP
WRは近い将来製作されます。この最大の利点は，

計算図，仕様書，実験書類などの非常にお金のか

かるソフト・ウェアを1回忌け製作すればよいと

いう点です。さらに認可書類は，ほとんど同一の

ものでよいのです。このため様々な州の許認可当

局ならびに認可委員会は，特定領域だけに集中し

て審議を行い，その後彼らの中で討議をしてアク

セプトすれば良いということになります。このよ

うな手続きが有効に働けば，このテーマそのもの

も成功を収めることができることになります。わ

れわれは近い将来，3～4基の新規のPWRの発
電所を建設するための建設許可を得ることができ

ると期待していますが，これはまさに今説明した

ような形で作られることになっています。この場

合には，コンボイ・プラントと呼ばれる発電所に

なります。

　PWRの稼働率は1981年’に77％に達しま
した。これは史上最高のレベルです。さらに，わ

れわれはこの稼働率を80％以上にすべく，努力

を続けるつもりです。この分野における主な目標

は。以下のようなものになります。

　まず第1に非常に厳しい運転中断の問題です。

過去，われわれの発電所のいくつかは，故障の修

理をするために，あるいは当局が必要とする改造

を，特にBWRの場合にしなくてはならないとい

うことで，運転中断をしました。そこで3年前に，

KWU社ならびに許認可当局と協力して，基礎設
計晶質概念を導入しました。この内容は，極めて

保守的なルールに基づいて材料の選択を行ったり，

許容応力のレベルを決めたり，設計，製造手続き

を1次系以外の主要な部門，部品に関しても行う

ということです。すでに，この分野では特定のル

ールがありましたが，それを極めて保守的なもの

にしました。

　定検期間に必要な時間は，35日以下に抑える

ことはできないことが分りました。そこで，でき

る限り定座回数を減らそうとしました。現在は1

年に1回ですが，これを1年半に1回ないし2年
に1回にしょうとしています。このようなバッチ

運転概念を達成するためには，燃料の燃焼度と濃

縮度を高めなくてはな：りません。燃料要素試験は，

われわれのビブリス発電所で行われています。

　運転の柔軟性をより高め，PCI効果の危険を

減らすために，BWRの燃料要素概念を8×8か

ら9×9の配置に変え，コンボイPWRに関して

は，16×16を18×18に変更しました。そ
の結果として，燃料ピンの直径が小さくなり，ス

ペシフィック・ヒート・ロードを削減することも

できました。

　最も重要なのは，被曝量を減らすことです。原

子力発電所の数が増えても，熟練労働力は限られ

ています。この問題は稼働率の低下をもたらし，

入体の健康に影響する要因を削減しようというこ

とになります。昨年の被曝量は年間1発電所当た

り300～600人・レムでした。この分野での
改善をもたらすために，思い切った措置がすでに

取られておりますが，もちろんこれを最も効率的

に達成できるのは，新しい発電所の場合です。上

述の基本設計品質基準を使って，蒸気発生器の改

良，修理の削減，点検聞隔の拡大を行います。ま

た，自動遠隔操作点検機械の改良や接近を容易に

することなども，主な改善手段の一つです。

　さらに，われわれの活動の焦点となっているの

は，人間と機械め関係に関するものです。運転シ

ークエンスの徹底的な自動化｝一茜ドイツでは安全

指示運転手段は自動化しなければなりません一と，

コントロール室のレイアウトの改善，シミュレー

ションの実施を含む人員の訓練および運転人員の
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質を高めること，これらが主たるものです。

　最後に，まとめたいと思います。軽水炉技術に

対する寄与として，これから必要と考えられるの

は次のようなものです。まずプラントへの投資コ

ストの増加をストップさせなくてはなりません。

それから，建設期間を短縮することが必要ですし，

そのためには改良標準化が必要ですし，許認可手

続きの改善が必要です。それぞれの領域における

安全性を，危険低減率に対するコストを考慮して，

改善しなければなりません。

　計画停止時間を短縮することが必要ですし，そ

の回数を減らすことも必要です。また故障による

停止時間も，できるだげ技術的な措置，あるいは

組織的な措置を取ることによって縮少しなくては

なりません。

　政府ならびに電力会社が努力を傾けて，核燃料

サイクルを完結することが必要であり，最終的廃

棄物貯蔵問題の解決を図ることが必要です。こう

いつた目標を達成することにより，経済的な，し

かも安全性の高い原子力発電所の運転をすること

ができますし，これは一般国民に対する公共電力

供給の責務だと思います◎　　　　　　　　　㌦

　青井　石油代替エネルギー

の中核として期待されていま

す原子力発電の開発に，私ど

も原子力機器メーカーは過去

4分の1世紀にわたり，積極

的に取り組み，原子力産業の

基盤を確立してきました。私

はここで，原子力産業の現状とBWRの技術開発，

改良標準化，ならびに次期機種A－BWRの開発
推進について，メ㎞カー側の立場から話したいと

思います。

　まず初めに，原子力産業の現状と課題について

述べたいと思います。原子力産業の誕生は1950

年代の後半に遡ります。私どもメーーカーにおける

軽水炉の製作，建設の実務は，1960年代後半
の原子力発電株式会社敦賀1号機，関西電力株式

会社美浜1号機および東京電力株式会社福島第1

発電所1号機の建設からでした。爾来，わが国に

おける原子力開発の急速なテンポに合わせて，私

ども原子力機器メーカーは，国産化推進の体制を

確立してきました。

　現在，すでに私どもは，電力会社および関係先

の指導を得て，12基の軽水炉プラントを国産プ

ラントとして納入させて戴き，また12基を建設

中，さらに5基が設計段階です。私ども原子力機

器メーカーは，3社合計で年間600万kW以上
の生産体制を早くから整えていますが，立地問題

等による原子力発電所の建設計画の遅れもあり，

その生産能力をフルに活用するには至っていませ

ん。したがって私どもメーカーは，将来の拡大し

続ける原子力開発に充分対応できる体制を現在維

持しています。

　一方運転プラントの増加に伴い，メーカーとし

てアフターサービス体制を強化し，輸入機を含む

軽水炉プラントの定検，改造工事等への万全の対

応を進めてきているわけです。

　次に私どもで担当しておりますBWRの技術開

発と改良標準化に触れたいと思います。BWR技

術の早期修得のために，15年前の1967年に
アメリカメーカーのGE社から技術導入を図りま

したが，短期間で導入技術の消化・吸収を終え，

逸速くBWRプラントの国産化を推進し，現在で

はほぼ100％の国産化を達成しています。なお
現在，欧米諸国の軽水炉技術レベルと同等ないし，

それを凌ぐ水準に達していると自負し得る状況に
あります。’

　私どもメーカーは，敦賀1号機への建設参加以

来，多くの8WRプラントの設計，建設，保守へ
の経験，実績を蓄積してきました。その間，オー

ステナイト系ステンレス製配管の応力腐食割れくS

CC）問題等のトラブルに遭遇し，電力会社に対

して大変ご迷惑をおかけしましたが，その原因究

明と解決に自主技術をも駆使して，総力を挙げて

当たってきました。輸入プラントを中心とする初

期故障的トラブルは，自主技術による日本型軽水

炉確立の大きな動機となりました。

　先程の堀議長のお話にもありましたように，

1975年から官民一体で軽本炉改良標準化計画

がスタートしました。この計画は，議長の堀さん，

関西電力の飯田さんのお話にもありました通り，

信頼性向上，被曝低減，定検期間の短縮，稼働率

の向上を目指した改良を実施しました。日本の国

情に合った日本型軽水炉の標準化をまっとうしよ

うとするものです。すでに第1次，第2次の作業

を完了しています。

　BWRプラントの改良標準化のこれまでの成果
として，まずマーク1，およびマーク2型格納容

器の改良があげられます。これは格納容器内のス
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ペースを拡大して，保守点検性の向上，被曝低減

を目指したもので，すでに東京電力福島第2発電

所2号機以降のBWRプラントに採用されていま

す。また被曝低減のため，低コバルト材の採用，

原子炉水浄化系の容量増大，復水器への濾過脱塩

息遣の設置等，クラッド発生防止，除去対策を取

り入れています。

　さらに，定検期間短縮のために，自動化，遠隔

化を推進し，自動燃料取替え装置，遠隔自動制御

棒交換機等の開発，採用を完了してきました。

第2次改良標準化により，BWRプラントの稼働

率は80％に向上し，定期点検は70日に，また
従業員被曝は従来の30％に低減される予定です。

　これと並行して，政府資金による信頼性実証試

験が開始され，また電力共通研究による研究開発

も始められました。さらに1980年から通産省

の補助金による支援システムの開発が，1981
年には自動検査装置の開発がスタートしました。

この政府資金，電力資金による研究開発は，自主

技術向上の大きな原動力であり，今後とも引き続

き多大のご支援を戴きたいと存じます。

　昨年4月から新たに改良標準化の第3次計画が

5力年の予定で開始されました。この計画はこれ

までの目標に加えて，運転性向上ウとりわげ負荷

追従性の向上，大容量化を目指しており，日本型

軽水炉確立のための作業を，電力会社に協力して

現在実施申です。この計画において，在来のBW

Rについては，さらに一層の改良を進めるととも

に，新型・BW聡すな：わちA－BWRの開発，実用

化を図り，日本型標準BWRを確立するために，

私どもメーカーは努力を傾注しています。

　過去LO数年にわたる私ども日本メーカーの技

術蓄積と技術レベルの向．上に伴い，海外のBWR

メーカーとの技術交流が一段と有機的になり，世

界各国のBWRメーカー一間の国際協力によるBW

Rの改良，技術開発が強力に押し進められました。

この圏際協力の大きな結実が，1978年7，月よ
り開始された新機種開発チーム，いわゆるアドバ

ンスト・エンジユアリング。チーム（AET）に

よる次期機種BWRの開発です。
　これはアメリカのGE社，東芝，日立，スウェ

幅デンのアセァァトム社，イタリアのAMN社の

世界各国のBWRメーカーが，それぞれの豊富な

経験と優れた英知を結集して，次期機種として理

想的なBWKの実現を目指し，概念設計を実施し

たものです。このAETによる成果は，引き続き

わが幽において，A一一BWRの開発へと引き継が

れ，ただ今述べました第3次BWR改良標準化計
画の中核として，日本型標準BWRに汲み土げら
れようとしています。

　A－BWRの開発は，信頼性，安全性の向上，
被曝低減，運転性の向上，稼働率の向上，大容量

化，経済性の向上を目指したもので，優れた技術

的特徴を持つものです。すなわち130万kW級
への大容量化，改良炉，インターナルポンプの採

用，微動型電動制御棒の採用，4系統分離改良E

CCS，コンクリート製格納容器等の特徴を有し

ていますが，これらはすべて実績のある技術です。

　このA－BWRの開発は，東京電力を初めとす
るBWR電力会社のご指導とご協力を得て，　GE，

東芝，日立の協同開発体制で現在，設計ならびに

開発試験を鋭意実施しています。また政府通産省

のご支援を得て，昨年よりインターナルポンプの

確証試験計画が原子力．工学試験センターで開始さ

れました。私どもメーカーは，1990年代初め

のA－BWR1号機の完成を目途として，その開
発に努力を傾注し得るのです。

　私どもBWRメーか一は，長年にわたり，多く

の経験を蓄積し，自主技術を高め，将来のニーズ

を先取りして，A－BWRの開発と日本型標準B
WRの確立に，鋭意努力をしています。石油代替

エネルギーの本命としての原子力発電への期待に

応えようとしているわけです。

　スターン　ウエスチングハ

ウス社は，原子力世界に対し

てコミソトメントを持ってお

り，リソースを追加し，また

新しいサービス，あるいは製

品を開発して，この業界のニ

ーズを塗世界的に満たすこと

ができます。

　アメリカの現状においては，短期的な新しい発

電容量のニーズは見られまぜん。その理由として

は，いくつか挙げられます。まず，30％の供給

予備率を持っているということです。それから第

二の理由は，電力需要の伸びがその予測よりも鈍

化していることです。これは，国家の経済活動の

低迷とエネルギーの節約によるものです。第三は，

金利が非常に高いということです。これにより，

原子力発電所の建設にマイナスの影響を与えてい
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ます。

　にもかかわらず，アメリカ国内の原子力分野に

おいては，分析ならびに燃料サービス，それから

立地サービスに対する需要が高まってきています。

その理由としては，まず規制の変化が続いている

ことです。これは，部分的にスリーマイル島の事

故にもよるものですが，あくまでも部分的な原因

に限られています。それから，次の10年間にアメ

リカでは，現在運転中の原子力発電所数よりも2倍

の数の発電所が運開するということです。この結

果，設備容量が2倍となります。また，すべての

原子力発電所のグレードアップを行うということ

です。それから，先程のメーカーの方々の発言と

同じように，原子力発電所の稼働率を改善してい

くという点を強調したいと思います。

　このような点に関する要求，すなわち新しいニ

ーズということから，プロフェッショナルな専門

職のスタッフを過去2年間に1，100入増やす必
要がありました。また，国内のさまざまな変化に

対応するために，ウエスチングハウス社は各種の

活動を行っています。まず製造の能力をいくつか

統合しました。その第一のステップとして，昨年

タンパの工場の設備を閉鎖して，そこの製造ライ

ンをペンサコラの設備と合併しました。そのよう

な措置により，国内の原子炉製造能力を年間10

基から3～4基に削減しました。

　同時に，分析技術に対する要求，また燃料取扱

技術に対するニーズに対応するために，新しい施

設を設置しました。つまり訓練能力を増強すると

いう目的から，過去2年間，トレーニングセンタ

ーを増やしたわけです。

　スリーマイル島事故が繰り返されないように，

新しい製品を作成しました。つまり，業界の具体

的なニーズに対応するために，新製品を開発しま

した。たとえば，炉容器の各種の装置，計器，そ

して緊急応答用の設備，技術支援部品等です。次

に，エンジニアリング関係のサービスの拡張が行われ，

1次計画分析というユエークな能力を利用して，

構造工学の分野において，たとえば，われわれが

経験しているような耐震条件を満たすために，さ

まざまな開発を行っています。それから確率論的

なリスク評価という新しい方法も開発し，サービ

スを提供しています。これは，安全性に関する要

件，また安全性に関する分析を行う必要性を満た

すためであります。また燃料加工能力を40％増

加している最中です。

　新しい技術センターも設立しました。一一つはタ

ンパ，もう一・っはシカゴに設立されたもので，そ

こから工学的なサービスが，それらの地域にある

原子力設備に提供されるわけです。また，地域サ

ービスセンターも増やして，新しい設備がサウス

カロライナ州スパッテンバーグに開設されていま

す。そこから国内のプラントサービスの80％が

現場のサービスマネージャーによってカバーされ

ております。常勤のサービスマネージャーが，こ

の仕事に当たっています。また，稼働率を上げる

ために必要な方策を取るための専門の特別なグル

ープがあります。

　堀議長が言われたように，国際的な原子力に関

する環境は，アメリカ国内のそれと必ずしも一一致

していません。国際的なマーケットにおいては，

常に新しい石油代替エネルギーに対する継続的な

需要があります。その需要は，各国の開発状況，

特に原子力に関する開発状況によって違います。

開発途上国，中進国，先進国に分類した場合，そ

れぞれのユニークな原子力計画の下に，原子力発

電に対する需要があります。ウエスチングハウス社

は，それらの多様な需要に融通性のある対応をし

ています。　　・

　原子力の開発が進展したことによって全世界的

に軽水炉，特に加圧水型の軽水炉が受け入れられ

ています。西ドイツにはPWRプログラムがあり

ますし，フランスは1969年にPWR路線に転
換しています。それから1981年にはイギリス
とイタリア両国がウエスチングハウス社製のPW
Rを標準化しています。

　このような国際的な環境に対するわれわれの対

応としては，まずそれぞれの国の原子力計画を見

極めること，特に原子力産業の開発状況に見合

ったプログラムを見定めていくというところから

始めます。初めはターン・キー契約によるプラン

トを提供するということから始めました。最近で

も，ブラジル，フィリピン，ユーゴスラビア，メ

キ・シコでターン・キ・一契約によるプラントを建設

しました。点本においては，まずターン・キー契

約ベースで始めましたが，その後日本のメ…カー

と共同して，供給する形を取りました。そして，

最後には三菱重工がそれを全部引き継いだという

ことが言えると思います。日本とフランスがPW

Rの技術を最も進めた圏であり，三菱重工とフラ
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マトム社が最も成功した機器供給者だということ

を述べても，どなたも驚かないと思います。韓国

では，自国内の資材を使うこととなっていますが，

そのうちに日本のように韓国自身の技術でPWR

を製造できるという段階に達すると思います。

　強力なライセンス供与相手との関係を持つこと，

特にわれわれが三菱重工やフラマトム社との間で

持っているような関係を持つことの一つの利点と

しては，共同のプロジェクトを進めることができ

るということがあります。それは，メー・カー間だ

けではなく，フランス電力庁（EDF），関西電力，

日本原子力発電，九州電力のような電力会社との

共同プログラムを進めることもできます。このよ

うな共同事業，あるいは合弁事業を行うと，それ

ぞれの国におけるPWHの発展を図ることができ
ます。

　ウエスチングハウス社は，A－PWRの開発に
着手しました。これについては，飯田さんがさ

らに詳しく説明されると思いますが，われわれが

持っている’その目的を説明しますと，まず基本に

あるのがプラントコストと燃料サイクルコストの

両方の低減を図るということです。燃料サイク

ルの分野では，主としてウランの所要量を20％

減らすということによって，コストの低減が達成

されます。また，発電所の稼働率の向上も図るた

め，燃料取替えサイクルを18ヵ月にしたいと思
います。

　もう一・つの目的としては，作業員の；被曝を低減

させることで，われわれの目標値は年間100人

・レムです。特に蒸気発生器の設計を改善するこ

とにより，点検と保守が容易になり，作業員の被

曝低滅が達成されると思います。また運転員の過

失がたとえ起こったとしてもプラントにその影響

が出ないようにすることも考えています。また電

力会社の投資を保護することも考えています。つ

まり，予期していないさまざまな事態が生じた時

に迅速に対応して，運転再開を早めるようにした

いと思います。・

　プルトニウムのリサイクルは非常に重要であり，

LMFBRの導入も充分考えています。スリーマ
イル島の事故の教訓は活かしていきたいと思いま

す。特に人間と機械の接点におけるいろいろ学ん

だことは重要です。

　われわれは，通産省や三菱重工，それから関西

電力を初めとする他の電力会社の要請に合ったP

W貧の開発を進めていきたいと思います。また，

このような組織の協力，支援に対して感謝してい

ます。A－PWRは，大変重要な事業であると考
えています葛。

　最後に，われわれが行っているサ・一ビスの開発

に雷及したいと思います。蒸気発生器の細管保守

作業を自動化する必要があると思います。そして

積極的にその開発を行っています。問題のある蒸

気発生器の細管は停止させるζとになります。そ

の細管に盲嚢を施す場合には，雷声を施さない残

りの細管で運転を続行するという能力についても

開発を行っております。

　それから，燃料棒のコンソリデーシ習ンという

分野があります。すなわち，再処理を待つ間の貯

蔵能力を増やすということが目的で，そのような

サービスも行っています。最近，放射性廃棄物の

管理に関しても，乾式貯蔵の技術や高レベル廃棄

物の固化，そして使用済み燃料の輸送分野でも活

動を進めています。

　結論として，ウエスチングハウス社はライセン

ス供与相手とともに，PWRの全世界的な拡大が
進むことを期待しています。われわれの設備も拡

張し，世界的な需要に応えたいと思っています。

PWRプラントの開発を進めるとともに，その全
世界的な協力を進め，全世界的なサービス能力を

拡大することにより，このプラントの稼働を見守

っていきたいと思います。

入に頼っています。しかし，

年までには60％に低下するであろうと，昨日エ

ルベ大臣が申し上げました。フランスは，大規模

原子力開発計画を推進しており，ウランの最適利

用，プルトニウムの再利用というものを目指して

います。

　この開発計画においては，一連覇標準化PWR

プラントの建設が考えられていますし，FBRの

開発も考慮されています。現在，54基のPWR
が検討されており，23基はすでに運転を開始し

ています。この開発計画のために，燃料は6，200

　レニ　フランスはエネルギ

ー資源が限られております。

したがいまして，われわれは

長期需給というものを確保す

ることに関心を持っています。

フランスは1980年時点で
必要エネルギーの68％を輸

　　　　この数字は1990
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t程度必要となります。1981年には880億
kWhが発電されました。フランスのエネルギー政

策，これは大いなる決意をもってわれわれが進め

ているものですが，それは主に原子力の長期開発

プログラムです。そして，以下の分野で多大の努

力を要しています。

　まず第一に資本投資ですが，PWRのコンポー

ネントの製造のために，10億フラン以上が1974

年からフラマトム社と，その関連企業により投資

されました。われわれ：7ラマトム社では，90万

kWの発電所8基を製作する予定です。われわれは

すでに同規模の発電所6基を1980年に運転開始
し，1981年には10基が運開しました。フラマト

ム社のル。クルゾーとシャゆンの両立場では，主に

PWRコンポーネントを専用に製造しています。こ

の二つの工場では，39の原子炉容器，35の加圧
器，そして99の蒸気発生器を製造しました。1985

年までには60の原子炉容器，180の蒸気発生
器を製造：することになりましょう。

　また，PWRの燃料製造に対する大規模な設備
投資が行なわれています。これは関連企業によっ

て，フラマ・ロマ・一とデュッセル工場で，1981

年には合計800tの製造能力を持つに至りまし
た。また1982年目は，これらの生産能力は，

1，000もになる予定です。さらに第3プラント

が建設されますが，1986年には合計1，500
tの生産能力に達するであろうと予想されます。

　われわれは研究開発においても多大な努力をし

ています。1981年には500件以上の研究開発が

フラマトム社，CEA，　EDFの共同で行われま

した。フラマトム社単独では，およそ2億1，000

万フランを研究開発の分野で投資しました。1982

年初めに，150件の特許申請が研究開発の分野
でなされました。

　設計，建設，さらに設備の運転に関する品質管

理の総括的なシステム化が実施されました。これ

により，認可からプラントの運転開始までの時間

の大幅な短縮化が可能になります。つまり，以前

の7年2ヵ月から5年5ヵ月に，安全規制が厳し
くなったにもかかわらず期間が短縮されたわけで

す。完成品に関する改善も常時なされています。

次のように，顧客の要請により，これが行われて

いるわけです。まず，フェッセンハイムとトリカ

スタンの両発電所で運転調整が行われました。プ

ラントデザインの適用を用い，新規保障措置シス

テムと運転員補助コンピューターが組み込まれた

ほか，全般的なプラントのレイアウトも改善しま

した。われわれは保守技術改善も行い，補修時間

の短縮化，作業員の被曝低減を達成しました。

　われわれの経験により，被覆管のひび割れ等も

分析し，除去しました。燃料に関しても，中性子

の効率化改善によって向上が見られました。

　次にフランスの法規制についてですが，PWR
発電所のためのプロセス，機械装遣，電気装置，、

土木工事，燃料設計，建設規則が標準化されまし

た。また燃料効率に関しても，新設計の被覆管を

使用した新フラマトム燃料集合体によって改善し

ました。PWR発電所の運転性能も，以下の分野
で改善が見られています。まず稼働率ですが，こ，

れは70％に達しています。経済予測を計算する

際に使用される数字よりも，10％高くなってい

ます。また発電所の作業員の被曝線量を低下する

ための努力がなされていますし，また発電コスト

の低減も図られています。1990年に運転を開
始する発電所の発電コストは16．5サ・ンチーム／

kWhとなります。

　発電所の性能の向上のための努力もなされてい

ます。フラマトム社は，新しいPWR機器での世

界のトップメーカーとしての地位を確立するに至

りました。またプラント性能の向上努力は，EDF

との協力の下に行われています。出力率は若干増

加します。原子炉容器，燃料，冷却系ポンプ．，蒸気

発生器などの主要機器と炉制御システムが再

設計されます。瞬時の負荷追従運転も可能に
なります。

燃料品質試験も，CEA，　EDFにより，実際の
運転状況下で2年間にわたり実施されました。

　フラマトム社は，ウエスチングハウス社との初

期のライセンス契約をすでに終了し，以下の分野

で困際的な協力を推進しています。まずウエスチ

ングハウス社とは，高レベルの技術協力と共同研

究開発プログラムに関する協定を結んでいます。

また，他の多くの国々，たとえば韓国などとも協

力体制にあり，日本とも非公式に二国間の協力を

進めています。

　電気の需要が西側世界で若干下降しており，ま

た数多くの原子力プログラムが延期ないしは中止

されているこのような時期に，現在のこの努力を

さらに持続し，軽水炉を開発し，将来のFBR技

術を開発することが必要です。確実に進歩を遂げ
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るためには，弛まざる努力を続けることが不可欠
です。

　浦田　BWRの開発状況あ
るいは現状については，先程

東芝の青井さんが述べられま

したので，重複を避けるため

に，私は最：近話題になってい

る西ドイツのKWUからのP
WRの導入の問題，ならびに

国際協力の問題，さらに原子力輸出の問題につい

て話したいと思います。

　青井さんも述べられましたが，私達もBWRメ
ー一一 Jーとして自主研究の下に，GE社からの技術

導入，ならびに輸入した福島第1発電所1号機等

の建設経験に基づく技術の習得により，国産1号

炉の島根1号機を初め福島第1発電所や浜岡1，

2号機等の建設を担当いたしました。さらに110

万kWの輸入機である東海第2，ならびに福島第

1発電所の6号機の建設に参画することにより，

110万kW級の技術も習得し，現在，福島第2
発電所および柏崎発電所を建設中です。

　最近の5年間は，国，電力会社，原子炉メーカ

ーが一体となり，自主技術による軽水炉の改良標

準化を推進しました。その成果は，福島第2発電

所2号機以降の原子力発電所に採用されています。

さらに，BWRメーカーとしては，　GE社と協力

して，東京電力やその他電力会社の援助を得て，

より優れた新型BWR，すなわちA－BWKの実
現を目指して，鋭意開発を推進しているところで
す。’

　さて，KWU社のPWR導入に関する件ですが，

私どもは，このようにBWRの建設を進めている

過程において，他の外国メーカーの軽水炉技術に

も多大の関心を持ちいろいろと位置調査を実施し

たり，あるいは技術交流等を行いました。とりわ

けK．WU社は，　BWRもPWRも製作している会
社で，現在運転中のKWU社製の発電所はBWR

が4基，PWRが6基と最近はPWRに集中して
おり，PWRだけでも建設中，計画中を合わせて

20基，約1，760万kWの実績を持っている会
社です。いろいろ調べてみると，KWUのPWR
についてはアメリカ型軽水炉と違った技術的特徴，

たとえば低出力密度炉心の採用とか，あるいは安

全系の多重性，あるいは弓形の二重格納方式の採

用というような特徴を有しています。同時に，欧

州においては設備利用率が非常に高く，先程もリン

ガィスさんから，昨年77％達したというお話し

がありましたが，1976年から80年まで5年
間の設備利用率の平均が69％という実績を示し

ているわけです。また定期検査が非常に短い期間

で完了することに関心を持ったわけです。

　従来，わが国の電力会社は一つの炉型に限定し

て採用してきました。しかし，原子力発電の比率

の増大に伴い，電源の信頼性向上のために炉型の

多様化も将来はあり得ると考え，BWRメーカー

としてKWU社の呼び掛けにも応じて，同社のP

WRの導入の可能性があるかどうか，また，その

技術の良い点を取り入れ，これをわが国の条件に

合致するように改良して設置することができるか

どうかについて，フィージビリティ・スタディを

実施することを計画したわけです。このことにつ

いては東京電力に相談したところ，幸いにして，

ご理解戴きましたし，また関係当局のご了解も戴

きました。BWRメーカーの東芝と日立に加え，

従来よりKWU社の親会社である西ドイツのシー
メンス社と密平な関係にある富士電機にも参加し

て戴き，’4社でこのフィージビリティ・スタディ・

を実施することにしました。

　このフィージビリティ、・スタディは，電気出力

130万kWのKWU社のPWRをわが国へ導入
した場合に，わが国の基準あるいは慣行等への適

合性の件と特に耐震性問題，また，その適合のた

めに必要な設計変更が可能かどうか，また経済性

等を検討するものです。現在，各メーカーがそれ

ぞれ数名の技術者を西ドイツのエルランゲンのKl

WU社に派遣して，検討グループを結成し，約1

年間の予定でフィージビリティ・スタディを実施

しています。その検討の結果がわが国に適合する

と判断された場合には，電力会社に採用をお願い

するつもりです。

　以上が，KWU社のPWRに関するいきさつで
すが，しかし私共はBWRメーカーとして，今後

ともBWRの路線を進めることは従来通りでして，

GE社と協力関係を従来通り維持して，引き続き

BWRの推進，　A－BWRの実現のために努力す
る方針に変わりがないことを付け加えたいと思い
ます。

　次に，国際協力ですが，まず国家レベルの国際

協力に関しては，国際原子力機関（IAEA），

あるいは経済協力開発機構（OECD）の原子力
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機関（NEA）等の国際機関における協力が行わ
れています。また日米規制情報交換や安全研究協

力等の二国間協力も行われています。同時に，日

華，日仏等の二旧聞協力も行われていて，これら

の協力な通じて，技術情報の交換，研究者，技術

者の専門家会合等が行われています。

　一方民間では，原子力発電所の建設経験および

運転実績が次第に蓄積されるに伴い，世界各国の

原子力メーカーやエンジエァリング会社等の協力

体制を固めつつあります。GE社，ウエスチング

ハウス社は勿論ですが，最近，ベクテル社，KW

U社，スウ濫一一デンのアセアアトム社等と多方面

での技術提携および技術交換協定を結び，開発成

果：の相互交換ならびに共同研究開発等を積極的に

実施していきます。

　1978年には，世界のBWRメーカー5社が
国際共同設計チームAETを結成して，より高い
信頼性があり，しかも運転性，経済性の優れた次

世代のBWRの実現を目指し，1978年から79
年までフィージビリティ・スタディを実施しまし

‘た。その成果をもとにして，先程述べましたA－

BWRの開発推進が行われるようになった次第で
す。

　同時に，8WKメーカーとしては，日本原子力

研究所を介して，OECDの発電計画にも参加し
ており，発電炉における国産燃料試料の照射試験

を実施し，高性能燃料の開発を行っています。ま

た日本原子力産業会議としては，軽水炉の鼠際協

力として，ソ連原子力利用圏家委員会との間で結

ばれました原子力協力協定に基づき，技術交換セ

ミナーを定期的に実施中ですし，また中国，韓国

とも定期的な技術交流を行っています。アメリカ

において，エネルギ…省（DOE）あるいは電力

研究所（EPRI）を中心とした高燃焼度UO2燃
料に関する研究計画が進められていますが，これ

にも電力会社とともに参加しています。同様にE

PRIを中心としたブラック計画への参加，ある

いは軽水炉の格納容器，蒸気発生器に関するアメ

リカのオーナーズ・グループとの技術情報交換も

実施しています。

　国際協力に関して，軽水炉だけでなく高速増殖

炉あるいは核融合等の分野においても，ますます

技術情報交換等の協力の場が広がると考えていま

す。特に高速増殖炉の分野では，従来ジ動燃事業

団を中心に国家プロジェクトの一環として「常陽」

「もんじゅ」が国産技術で開発されてきました。

それと並行して，動燃事業園でも，日米高速炉協

力協定，呂独仏高速炉協力協定，日英高速炉協力

協定等を結び，海外技術の導入に努めております。

同時に，私共BWRメーカーとしても，GE，東
芝，日立，この3社で技術情報交換の協定を結ん

でおり，現在まで続いております。今後ともFB

Rについては，より幅広い国際協力の場ができる

ものと思います。

　最後に，輸出について申し上げたいと思います。

わが国における原子力輸出の現状は，日本の製品

が非常に高品質であるということが評価されてお

り，原子炉機器すなわちコンポーネント，あるい

は原子炉材料等が年々輸出されています。過去5

年間の統計を見ると，平均で年間130億円前後
の輸出実績を有しています。その中身は，原子炉

材料，配管，あるいは各種機種ですが，たとえば

タービン発電機，原子炉圧力容器，原子炉，格納

容器，炉内構造物，それから配管，冷却設備，燃

料取扱い設備などです。

　しかしながら，まことに残念ながら，このよう

なコンポーネント，材料の輸出は行っていても，

原子力発電プラントの輸出の経験が全然ありませ

ん。これがわれわれとしては非常に問題なところ

です。私ども原子力メーカ～は決して輸出競争力

がない，あるいは劣るというごとではないと，確

心しています。ただ輸出に当たっては，いろいろ

な外部要因，すなわち政府間の問題，資金の問題，

燃料取扱いの問題，国際的規制の問題等解決すべ

き問題がたくさんあるわげです。

　例をあげると，国際的にはロンドン・ガイドラ

イン，IAEAの保障措置，ココム規制，NPT
等の問題があります。アメリカとの間には，アメ

リカの原子力法である1978年核不拡散法，輸
出規制法等があります。日本では原子力関係法規

の解釈，燃料供給の問題もあります。このように

解決すべきいろいろな問題があるわけでして，私

どもはこの障害を乗り越え，大いに輸出に力を入

れていかなければなりません。

　西側の原子力メーカー各社も，最近国内の原子

力の需要が不振であることから，輸出を指向して

おり，当然原子力発電プラントの世界市場におげ

る競争ぽ，ますます激しくなると思っております。

これは，残念ながら，今の原子力市場は，それ程，

活況を呈していないという面があります。私どもと
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しては，原子力発電プラントの輸出促進は，世界

のエネルギー開発への協力という面から，またわ

が国原子力産業の基盤確保の面からも，今後ぜひ

これを実現したいと思っています。関係方面のご

理解とご援助をお願い申し上げる次第です。

　プレイ　日本のエネルギー

計画は非常に健全な状態にあ

り，ゼネラル・エレクトリッ

ク社は，その成長に果たす役

割を誇りに思っています。わ

れわれは日本で初めての商業

用軽水炉，日本原子力発電の

敦賀1号機を供給できたことを喜んでいます。こ

のすぐ後に，福島県に東京電力初の3WRが設麗

されました。GEとその提携企業である日立と東

芝が供給したこの6基のBWRによ・⊃て，世界で

最大の原子力発電所が稼働することになりました。

GEのBWRの開発戦略と開発計画はラBWRが
健全で，成功をもたらす原子力発電計画であり続

けるようにGEが保証しようとしていることを示
す屯のであると思います。

　商業用軽水型原子炉はすべて同じ祖先から生ま

れました。すなわち1950年代にアメリカ海軍
が潜水艦で使用するために開発した加圧水型原子

炉がそれです。GEは当初からこの開発に参加して

きました。原子炉容器，蒸気発生器，加圧器を持

づ初期のBWRは，この祖先を証明しています。

しかし，われわれに要求されたことは，この初期

のシステムを単純化することでした。なぜなら単

純な軽水炉は，最高度の安全性と信頼性および経

済性をもつ中央図テーション発電所としての可能

性を最も備えていると思われたからです。

　PWRの構成部分を完全に備えた初期のBWR
から，われわれは規則正しい簡易化計画を進めて

きました。1963年にKRBで内部汽水分離に
入った時点で，加圧器，すなわち蒸気ドラムを廃

止しました。　1965年には，オイスタークリー

ク発電所と敦賀発電所の蒸気発生器をやめ，さら

にドレスデン2号機と福島第一発電断に内部ジェッ

ト。ポンプを取り入れて，複雑な再循還ループを

廃止しました。こうして，沸騰水型軽水炉…水蒸

気を直接タービンに送る簡単なBWR一が完成し
たのです。

　BWRの歴史をざっと追った目的はGEのBW
R開発戦略におげる主な要素を説明するためです。

すなわち，設計の簡略化を続げること，変更をど

どんどん取り入れること，新しい部分の「使用前テ

スト」を完全にすることによって，企業の技術基

盤を維持することです。

　原子力発電システムを簡易化するプログラムの

次の段階は，当然A－BWRですが，これは現在
東京電力および東北電力，中部電力，北陸電力，

中国電力，日本原子力発電用に，GE，日立，東

芝が共同で開発しています。これは，充分アスト

済みの原子炉容器内用の再循環ポンプを使うこと

によって，外側の原子炉再循環ループを完全に廃

止しようというものです。

　この仕事は下記のいろいろな目的に合わせて，

世界中のBWR設計者の経験と協力に依存するこ

とになるでしょう。運転の余裕と柔軟性を増すこ

と，発電所で働く人間の放射線被曝を減らすこと，

信頼性と安全性を一層高めることなどがこの仕事

の目標です。使用前試験を充分行うという方針を

守って，新しい型のものが現在GE，日立，東芝

による総合テストを受けています。われわれはこ

れらの運転および安全性の特徴を充分実証するで

しょう。われわれ3社は電力会社とともに，日本

の次の世代の原子力発電所が最終的により簡素化

されたものとなるよう一これがわれわれの当初か

らの目標です一に努力しています。

　A－BWR計画はGE，日立，東芝のリーダー
シップの下に近い将来に完全なプロジェクトとな

ることが期待されています。1990年忌初頭に

は日本で初めてのA－BWRが稼働することにな

りましょう。A－BWRプロジェクトの初期の活
動では，A－BWR設計を日本の国外でも適用す
る方針を立てています。希望的な見方では，その

頃までにアメリカの原子力計画が活気を取り戻す

はずです。A－BWR設計の事前承認をアメリカ
の規制プログラムに沿って受げることができます。

われわれはA－BW獄の将来性に大きな期待を抱
いています。軽水炉の設計において，世界の技術

をリードするこの重要な仕事に参加できることは

非常な喜びです。

　炉心と燃料技術の分野にも同様に，原子力シス

テムの開発の特徴となっている段階的で，展開的

かつ「使用前試験」の方針を適用しています。

　1960年代の初めに，ジルカロイ被覆燃料棒
とジルカロィ・スペーサーを使用する燃料集合体

を取り入れ，200万本以上のジルカロイ被覆燃
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料棒を使用しました。この充分に開発された燃料

設計から現在優れた成績が生まれています。しか

し，今後も燃料技術への投資と一層の改良を行っ

ていくつもりです。

　1972年から，GEはペレットと被覆の相互
作用（PCI）が起こるメカエズムを理解し，そ
のための解決を図るためのプログラムを熱心に追

求してきました。試験炉での広範囲のパワーラン

プテストでは，ジルコニウムを合金にしてジルカロ

イ被覆管の内面に付着させる燃料設計がこの種の

現象に対して効果的な対策となることを示してい

ます。この障壁燃料棒はすでにテスト済みで，こ

れまでは障壁のない燃料棒は一つも健全でなかっ

たのに，この燃料棒は出力段階でも燃焼レベルで

も充分残りました。障壁燃料のリード試験集合体

は現在クォ㎞ドシティ㎞発電所1号機で第2サイク

ル運転に入っています。さらに，144体の障壁
燃料集合体が最近クォードシティー発電所2号機

で4年間にわたる実地検証に入りました。これは

障壁燃料の性能を統計的に確かめるものです。こ

の実地検証用の障壁燃料集合体の中に日本で製造

された被覆管が入っているとお伝えできる．のは喜

ばしいことです。この燃料棒の改善はGEと日立，

東芝が共同で燃料開発を行った仕事め一部です。

またGEは商業用の障壁燃料をアメリカで導入し

ています。われわれは日本の提携企業とともに，

日本でその燃料を適用させるための仕事を進めて

います。

　GEは，原子炉の運転と核燃料サイクルコスト

を一層改善するために評価し，実地検証するプロ

グラムも進めています。

　炉心運転は制御セル炉心の概念が導入されたこ

とによって簡単になりました。この結果制御棒の

連続した交換の必要がなくなりました。東京電力

の福島第一発電所2号機と日本原子力発電の敦

賀を含むBWR原子力発電所は，この炉心運転の

簡素化をすでに行っております。プルトユウムの

炉内生産と燃焼を改善するとともに，燃焼能力を

高め，燃料集合体の燃焼時間を長くするために，

長期計画を現在実施中です。

　もちろん，より良い原子力発電所と燃料を設計

し建設する仕事は緒についたばかりです。発電所

の運転を支える燃料交換，保守その他のサービス

の改良は，運転中の発電所の数が増えるにつれて

ますます重要になります。現在，GEと目立，東

芝はGE型BWRを53基稼働させており，今後
5年間には75基となるはずです。これは600万

kWFeの容量となります。このように，これらの

プラントの稼働率が向上すればするほど，新たな

BWKを運開することと同じになるわげです。わ
れわれは技術と資源を投資して，この稼働率の向

上を実現するために努力を続けています。その中

でも重要なものとしてはカリフォルニア州サンホ

セにある新しい保守訓練施設です。この23，00b

平方フィートの施設には実物大のBWR燃料交換
；場と模擬原子炉容器があり，燃料交換と保守活動

のあらゆる面で電力会社の職員を訓練しています。

われわれはまた，このユニークな施設で，逆設置

と修理の据付け女能性と保守可能性を開発し，試

験することもできます。

　最後に，国際協力と技術移転の継続的な進展と

成功について述べたいと思います。われわれの関

係が，特にこの臼本で発展しているのを見ること

は喜ばしいことです。日本におけるGEの関係は

単なる供給者ではありません。われわれは日本の

提携企業と燃料を加工し，ジルカロィ管を製造し，

装置を供給し，さらにUF6からUO2に転換する施
設の設計と運転を援助する協定を結んでいます。

日立，東芝を含むGEの提携企業は，8WRの開発
努力をより効果的に促進，調整するために，数年前

BWR開発委員会を作りました。昨年われわれは，

日立および東芝とのライセンス協定を，総合技術

協力を求めるより広範囲の協定に変更しました。

GEの協定は，協力を信頼して，提携企業に規制

を設けないという点で独特のものです。昨年7月

には，A一一BWHの共同開発に関する最終的な契

約を結びましたQこれらの事業はわれわれの関係

が発展していることを示すものです。

　BWRファミリーは，原子力によって世界のエ
ネルギー問題の解決に貢献する役割を果たしてい

ることを誇りにしています。GEと世界中のBW
Rファミリーは，原子力システムを単純化するう

えで，急速に最終目標に向かいつつあります。わ

れわれは稼働率の向上と運転コストの削減をもた

らす燃料とサービスの開発を進めています。

　しかも，BWRファミリーの中で達成された世
界的な技術協力は，原子力産業の存立の可能性を

保証するために不可欠のものです。この面でのわ

れわれの役割を私は誇りに思っています。
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　飯田（庸）　わが国の韓水炉

産業の現状ならびに課題等に

ついては，先程東芝：の青井さ

んからメーカ…を代給して説

明がありましたのでラ私はP

WRメ…カーとしての立場から，

その技術開発，改良幾年化，

さらにA一蔓）W鷺の開発について郭話しするとと

もに，核燃料サイクル産業，軽水炉の多目的利用

部よび至適！炉についても，若干触れたいと思いま

す。

　まずPWI《の導入ですが，第：i．号機は且967年

置殆11二し頁タ70年に完成した関画電力の美浜1

号機です。週夢£噺として～｛う，逐次原子力体制を

整備して，関西電力，悶国魂力，九州霜力に相継

いでPW鷺型の原rカプラントを納入してきまし

た。今では豊0暴の駐WRプラン．トが営業運転を

行ってい’ますが，～二のうち4基がアメリカのウエ

スチングハウス社の・供給によるもので，残りの6

基が三菱重工が供給したものです。また，ただ今

建設中のものとしてさらに蒔墓あるので，これを

合わせるど／全都で置6態　1，260万kWに達し，

わが国の源子力発電プラントの約半分が蛋）1WR塁塾1

ということになりまUず。

　次瞬）WR技術の国麓：化‘層fl移ですが，美浜1

号機の建設に携わ・って以降，私ども三菱重工とし

ては，設計，製作，煙設，運転等について，逐次，

貴：重な経験を積み董ね，PW賦技術の消化吸収に

努めました。その結果，今ではほぼ100％の国
渥化を達成するとともに，さらに，わが国の国情

に合った日本灘原・子炉を目指し，技術面の改良，

開発に全力を傾注しているところです。

　葺強’W．鷺の技術開発の動向ですカ㍉わが国の国情

に合致したPIWRプラントの開発目標としては，
何と、．‡っても信頼性が高く，稼働率の優れた，使

い易いプラントな．．唱も早く，完成することです。

すなわち信頼性向ヒ対策としては，蒸気発生器の

改良，燃料の改良を初め，過去項0年簡の釜）WR

の運転を通じて経験したイ1具合警　トラブルの完・全

一掃を目指しています。次に定検回章の短縮につ

いては，これまでの所要日数を実質的に半減する

ことを目指し，機器設備の構造，配．置の改良やロ

ボットの利用拡大畜を鋭意推進申です。

　さらに被曝低減対策として：，機・器構造の保守点

検性の見直し，遠隔操作機器等の開発を進めてお

りテ現在の年闇1プラント当たり，平均被曝量が

300人・レムを3分の］の100人・レムに引
き．一ドげるのが当面の目標です。さらに運転性の向

．上のためライソストラクション・システムの開発，

CRTの導入による運転員の負担軽減策，あるい
は人間工学を反映した新型中央制御盤の採用とと

もに，｝ヨ負荷追従運転をさらに容易にするための

新塑燃料の開発も行っています。現状において，

すでに実質的には100％負荷で連続13ヵ月の
運転に成功していますが，今後に日底荷変動を含

んだ長サイクル運転を可能とするよう，種々の対

策を取り進めています。

　ただ今，堀議長からの説明にもありましたよう

に，通産省の指導の下に，　1975年から1980
年にかけて自主技術によりわが国のPWR，　BWR

をそれぞれ改良する目的を持って，第】次，第2

次の改良標準化作業が実施されたわげです。そし

て，現在は第3次改良標準化計画を進めているとこ

ろです。この改良標準化の狙いは，作業性，信頼性

の向一しによる稼働率の向上，被曝低減化の諸対策

の実施等です。私どものpWRとしては，この改

良．標準化の成果：を九州電力の川内1，2号機，関

西電力の高浜3，4号機等に取り入れ，日本型P

WRプラントとして名実ともに恥ずかしくない立

派な建設を行いたいと考えています。

　次にA－P’WRの開発について，私どもの考え

方を説明します。⊥述のように，わが国における

PWRは一一応順調に開発が進んでいるわけですが，

さらに一一歩進んだ次世代，1990年代のPWR
型の決定盤を目指して，A－PWRの開発に着手

しました。このA…PWRの主な特徴として，第

一億出力130万kW級において，ただいまウエ
スチングハウス社のスタ…ソ副社．長の説明にもあ

りましたが，現在のpWRプラントに比べて20
％のウラン燃料の節約を狙った新型の炉心を採用

します。二番目として，蒸気発生器，燃料を初め

すべての構成機器，コンポーネントの構造を徹底

的に見直して，信頼性の人r幅改善を狙います。三

番囲は，燃料の長サイクル運転を考えており，ス

リ…バソチ，13ヵ月の連続運転を可能とするほ

か，将来，法律が改fEされた場合，日負荷追従運

転にてユ8ヵ月の連続運転・が口∫能になるように配

慮しています。四番目は，放射性廃棄物の大幅減

少，被曝低減の．一層の推進を図っています。

　これらの特徴を持ったA－PWRですが，次の
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世代の軽水炉として，現在PWRを採用している

電力5社の支援とウエスチングハウス社の協力を

得て開発を進めており，一日も早く実用化できる

よう最大の努力を払っています。A－PWRの大

よその開発スケジュールとしては，1985年に
設置許可申請ができるように諸般の開発作業を進

め，1990年代の初めには第1号機が営業運転
に入るこ、とを目指しています。

　以上述べましたように，輸入技術の国産化から

改良標準化を経て，日本型プラントの決定版とも

言うべきA－PWRの開発につながっていくわけ
ですが，政府ならびに電力会社の期待に沿うべく，

今後とも努力を続けていく所存です。

　次に核燃料サイクル産業に対するメーカーの期

待を話したいと思います。核燃料サイクルについ

て，わが国の基本方針は，先程堀議長より話があ

りましたが，核燃料サイクルの事業分野について

簡単に述べます。核燃料サイクルの産業分野とし

ては，原子力発電プラントほどの規模はなく，市

場規模としても限られたものである．hに，放射能

対策も必要である等，事業環境としてはまことに

厳しいものがあります。しかしながら，国家的見

地に立って，メーカーとしてもその持てる技術力

を最大限に投入して，国の方針に協力していきた

いと考えておりますので，国による基礎研究や開

発成果の民聞移転の問題，さらに補助金，助成金

等による財政的援助をお願いしたいと思います。

　次に軽水炉の多目的剰用について，若千触れさ

せて戴きます。エネルギー需要の3分の2以上を

占めている非電力分野への原子力利用の可能性
は，石油価格の高騰と軽水炉の定着化とともに，

ますます二・一ズが高まっています。しかしながら，

現実の問題として，熱の需要については，その規

模が比較的小さく1，発電と熱利用の併用を考える

としても，炉の出力としては現在実用化されてい

る発電炉よりもかなり小型の，いわゆる中小型炉

ということになると思われます。現在，この中小

型炉の開発については，政府が中心となり原子炉

メーカーが参画して作業を開始していますが，い

ずれにしてもエネルギー利用のトータル・システ

ムとして，まとめ上げねばならぬと思っています。

　最後に，新型炉について若干触れたいと思いま

す。わが国の原子力開発の基本路線は，軽水炉か

ら高速増殖炉へということがすでに決まっており，

メーカーとしてもそのような考え方に立って，国

の開発計画に積極的に参加，協力しています。具

体的には，これから建設の始まる「もんじゅ」お

よび，その後に建設が予定されている実証炉につ

いて，これらの円滑な推進を図るため，メーカ噛

4社は高速楽風ソジユアリング株式会社を設立し

対応していますが，メーカーが効率的に開発作業

を進めていくためには，国としての長期開発スケ

ジュールをできるだけ早期に明確化して戴きたい

と思う次第です。

その伸びが一時期制約されました。

してその基盤作りをしているわけです。

kWの軽：水炉が1年問に転換する核分裂性のプル

トエウムは，約250比gであり，1981年の
世界の転換量は約30tです。このプルトニウム

の最適利用法は，FBRでの利用であることは当

然ですが，その商業化，実用化は遅れています。

それは，ウランの調達状況が良いこと，高速増殖

炉の実証に時間がかかることがその理由です。

FBRの信頼性，経済性は，かな：りその燃料サイ

クルに依存しています。ですから，この燃料サイ

クルを確立し，実証することは，時間もかかりま

すし，かなりの強力な努力を要します。

　再処理から出る余響プルトニウムを既存の軽水

炉に再利用するということは，後でFBRがプル
トニウムを最も効率の良い形で利用するためにも，

経済的にプラスになるでしょう。この場合，いろ

いろな国で今その過渡期に直面しているわけで，

国により違いますが，10年から50年くらいか
かると考えられます。その国の経済によって，そ

の状況は変ってくると思います。我々は，再処理

が核分裂生成物質を最も最適な貯蔵形態に転換す

る方法だと考えています。高レベル放射性廃棄物

が耐久性のガラス・ブロックに封入される場合が

然りです。再処理によって抽出された核分裂性ウ

ランや，プルトニウムを使う場合に，天然ウラン

の所要量が30％節約できます。そして，各国が

核分裂性プルトニウムを軽水炉で使用すれば，そ

れだけ量を少なくすることになり，核拡散防止に

　シュトール　核燃料サイク

ルというのは，原子力産業に

とって，それを確立していく

ことが重要です。つまり，健

全な技術的なベースでそれを

確立していかなければなりま

せん。西ドイツにおいては，

　　　　　　　しかし，継続

　　　　　　　　　100万
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も一助となります。再処理の技術を確立すること

なくして，FBRを利用する段階に移行すること
はできません。

　さて，軽水炉におけるプルトニウムの利用形態

は，核燃料を燃焼することによって出てきたプル

トニウムを，同じ原子炉でリサイクルすることで，

この実証には成功しています。しかし，プルトニ

ウムを元の原子炉に入れるということにより，プ

ルトニウムの実質価格が0ドルから10ドル／9
と比較的安い価格となってしまいます。ですから，

ここでこのいろいろな単純化をし，そしてより大

きなバッチサイズを使い，各部分の標準化をし，そ

して生成と，それから充填を切り離すというような

ことが必要であります。そしてある特定の転換比を

定義することが必要であります。そして，先程，申

し上げましたように，生成と充填を切り離すことが

必要だと思います。さらにPW8の転換比の増加を，

もっと速い熱中性子のスペクトルの値を使うこと

によって，可能にしていかなければなりません。

軽水炉内のグリッドをより密にするということも

考えられます。そして，プルトニウムの濃度を上げ

るということも必要です。それによって燃焼率を

上げ，転換比を上げていくということも必要です。

またプルトニウムの分布の最適化に関しては，い

ろいろな研究がなされておりますが，グリッドや，

それから温度係数制御，その他，いろいろな安全

要素を取り入れた見直しがなされております。さ

て，輸送と処理に関してでありますが，これは最

も実際的な形で解決されました。すなわち非常に

厳しいライセンシング取り決めによって，解決さ

れました。さて，燃料の成型加工に関してですが，

最近西ドイツ政府は，特に硝酸溶液における溶解度

ウかなり高くしなければならないということを規

定しています。そして，UO2とモソクスを混合
するという場合には，これが必要です。追加の再
処理プロセスを確立することなく，既存のもので

やっていけるというわけです6今日の，既存の再

処理プラントは，プルトニウムとウランの混合

という形を取るのは，10～25％くらいの範囲
に止まるでありましょう。さて我々は，約12，000

本のプルトニウム燃料棒をリサイクル用に作りま

した。ということは，24tのリサイクル燃料で
あり，日本で動燃事業団が精製しているものの，

約2分の1であります。さて，プルトニウムの供
給量でありますが，私は特に日本の状態に言及し

たいと思います。私の計算が正しければ，日本は

昨年，iOtプルトニウム，つまり核分裂物質を

含むプルトニウムを作ったということで，これは

2，500万tの石炭に匹敵するものであり，これ

によって60万kWのATR1基を運転すること
ができるということで，3基の「もんじゅ」の最：

初の炉心に供給できるものです。我々としては，

最善の対処法に関して，日本とどのような共通性

があるかということですが，今日のプルトニウム

生成量は今日のFBRの所要量を上回るわけです
が，しかし今日リサイクル燃料成型プラントは，

経済的に操業する域にまで達していません。これ

は，日本でも，西ドイツでも言えることであります。

ですから，電力会社としてはモックス燃料の成型

加工を維持するということで，将来においても，

軽水炉をマイヤブルなオプションとして維持でき

るようにしなければな：りません。COGEMAの契

約により回収プルトニウムが供給され，そして将

来の再処理工場の操業が経済的にできるようにな

るまで，我々は，電力会社のR＆Dの過剰コスト

を分担してもらうように，政府に要請しなければ

なりません。我々は，30万kWの発電所に関する

経験を持っております。そして，軽水炉の運転は

現在でも続いております。そして，ペーパーで指

摘しておりますように，年産40tのリサイクル

の能力を，80年代の後半には達成しようと考
えております。これは政府と電力会社が共同でや

るわけです。ここではっきりしていることは，既

存の成型加工プラントに対して，スループットが

小さければ，それだけプルトニウムの所要量が少

なくて済むわけですが，我々としては，実証プラ

ントを政府と電力会社の協力の下で行おうとして

います。そして，この種の技術の採算性が合うま

で，やろうと思っております。つまり，40tの
プルトニウム含有使用済み燃料のリサイクルとい

うことが，一応採算が合うということであります。

ということは，約1，200kgのプルトニウムとい

うことになります。ここで，PWRの再処理とい

うのは，30～130万kWのプルトニウム価格は，
まだ0に近いわけですが，プルトニウム価格をさ

らに改善することが，それ以降は可能だと思いま

す。西ドイツの電力会社は，特にこのやり方が将

来に向けて採算の合うやり方であると考え，そし

て追加の加工コストの超過コストに関して，政府

がそれを分担し，そして年産40tを達成するま
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ではこのような支援をするというやり方を取って

います。追加の再処理コストは，モックス燃料に

関してもあるわけですが，最適化されたゼロ価格

でのプルト謀ウムの供給に関して，合意しており

ます。またプルトニウムの貯蔵体制に関しても，

合意しております。これによって，プルトニウム

を画一化していくため，様々な障害を最小限にし

ょうと思っております。5年で商業化を考えてい

るわけですが，その時点で，プルトニウムはあく

までも経済性という観点から採算が合う，、という

ことです。プルトニウム燃料加工においても，設・

計においても，それを最：適化するということで，

FBRや，それから，高い転換システムにおいて

も，採算：が合うようにしていかなければなりませ

ん。それは市場の状況にも依りまずけれども。で

すから，我々は過去12年，日本の友人と協力を

してきました。以上，日本と西ドイツの共通点を

簡単にお話しました。

　堀議長　次に討論に入りたいと思います。ただ

今のプレゼンテーションで，大変熱心に，また割

合に丁寧に各パネリストから発言戴きましたので，

問題を三つに絞ります。まず第一のテーマとして，

エネルギー対策における軽水炉の役割と推進：方策

で，その中には軽水炉の改善方策も含めます。第

二のテーマとしては，効率的な国際協力と輸出戦

略の問題，第三のテーマとしては，軽水炉を発展

させるための核燃料サイクルの確立というように

分けて，討論願おうと思います。それでは最初に，

日本側のパネリストから発言して戴き，その後自

由に発言を願おうと思います。

　それでは，第一のテーマについて，三菱重工の

飯田さんからお願いします。

　飯田（騰）　石油，石炭等，いわゆる化石燃料に

乏しいわが国のエネルギー一政三門，どうしても原子、

力依存度は，今後増々大きくなると考えています。

通産省の総合エネルギー調査会で策定したエネル、

ギー暫定目標によれば，1995年度末の原子力、

は，その比率が30％近いという想定が行われて

おり，この大部分は軽水炉によつで賄われること
になると思いし ﾜす。その意味からしても，軽水炉

の定着化がわが国の国民経済にとって不可欠の条

件ですが，現状においては，原子力開発が必ずし

も計画通り’円滑に進んでいるとは言えない状況に

あると思います。

　その主要原因としては，やはり原子力発電の必

要性についての社会的認識が充分国民に浸透して

いない面があるうえ，原子力発電の安全性につい

て，まだ国民に不安感，不信感が残っているとい

うことだと思います。私どもメーカーの立場とし

ては，これらの問題を解決するためには，何と言

っても原子カプラソトの安全性，信頼性を確立し，

安全運転の実績を積み：重ね，これについて広く国

民的認識を得ることが先決であると考えます。

　その具体策として，国や電力会社においては安

全審査体制，検査体制および技術基準あるいは運

転管理体制等の充実，強化が進められていますが，

ハー hウェアを担嵩ずるメーカ吋としては，国や

電力会社の指導の下，かねてより実施中の改．良標

準化をさらに推進し，設計，製作，建設面での品

質管理体制の整備，拡充等を行うとともに，真に

我国の実情に合ったA－BWRとか，　A－PWR
とかの軽水炉技術の確立を早期に完成する必要が
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あると：考えます。

　これらの諸対策と同時に，従来，国あるいは電

力会社にお願いしていました原子力発電プラント

のPRについても，今後はメーカーも，国，電力

会社に積極的に協力して，その必要性，安全性，

信頼性について，組織的，継続的にPRを行って

いきたいと考えています。

　浦田　私から，ただ今のお話しに追加して，わ

が国の軽水炉の改善，開発がどのようになってい

るかということについて，述べたいと思います。

　わが国の軽水炉の改善については，国，電力会

社，原子力メーカーが，官民協力して自主技術の

確立に努力してきたと言ってよろしいかと思いま

す。まず，国家としての施策ですが，先程から何

度も話しが出ていますように，通産省指導型の改

良標準化が進められており，1次，2次まで完成

し，3次が始まろうとしているところです。また

原子力工学試験センターでは，多度津に大型高性

能振動台を建設しており，その完成も目前です。

発電用熱機関協会においては，現在，原子炉用の

自動検査装置の開発に着手しているわけです。ま

た補助金により，運転支援システムの開発あるい

は原研のROSA計画による安全確認の試験等の施

策が，現在進められているわけです。

　これに対して民間側では，電力会社が自社研究

を独自でやっているほか，電力会社とメーカーに

よる共同研究が進められているわけです。たとえ

ば，JIS記号試験装置による炉心スプレー冷却

機能，あるいは制御棒駆動装置の地震対策等が進

められています。

　原子力メーカーとしては，最初，輪入炉あるい

は技術提携を通じて，製造，建設の技術の消化に

努めてきましたが，一貫目て自主技術の確立のため

のメーカー独自の研究開発も，実施してきました。

日本原子力産業会議の調査によると，昭和31年

以降55年までの原子力関係の研究支出の累積が

3，000億円を越しているわけでございます。私ど

もの会社においても，毎年，原子力関係の売上げ

の5～6％は，研究投資に費やしているわけです。

最近メーカーとしては，研究の対象を妥全性と経

済性の調和，あるいは稼働率向上や被曝低減化を

目指したロボットの開発，エレクトロニクス応用

による新制御方式の改善，廃棄物処理設備等に焦

点を当てています。

　このように，官民一一体で進められてきている改

善，開発は，結局はその目的がより信頼性，安全

性の高い原r力設備を開発するということ，なら

びに稼働率の向．上，被曝低減化，この三つに絞ら

れるかと思うわけですが，今後とも砿力会社なら

びに源子力メーカーの一一層緊密な孔携の下に，こ

のような面での開発を進めていきたいと考えてい

ますし，これに対する政府の指導をお願いしたい

と思っているわけです。

　プレイ　原子力の利用に関して，昨日，源．子力

産業会議の有澤会長が述べられたことは，非常に

葎要だったと思います。特に，…般大衆の信用を

獲得するということがまず第一に重要なわけであ

り，このためには原子力発電所力安全に産転を続

けることと，あ故を起こさないことだと思います。

というのは，いったん縁故が起こりますと，非常

に小さなす故でも，非常に大きな心理的な影綴が

人々の間に残るわけです。
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　2月19日，アメリカの原子力規制委員会と，

我々が会合を持ち，今後10年，従業員の被曝許

容量25レムに対して，1レムさえも被曝させては

ならないということを言い渡されました。そして，

我々は，この安価な原子炉を供給するということ

についても，そうした保護なくしてはできないと

いうわけです。我々業界，それから電力業界，規

制当局は，まず安全への関心を最も不可能な事故

に焦点を合わせるのではなく，現在の過渡期にど

うあるべきかということを考え，安全機器への充

分な保証をしなければなりません。つまり，非常

に巨額な原子力発電への投資には，それなりの保

護を必要とするわけです。そして，これはただた、

んなる一般大衆への保護だけでは，充分ではあり

ません。つまり，我々の巨額な投資も，充分保護

されなければならないということです。

　私も，飯田さんの発言に賛意を表したいと思い

ます。パブリック・アクセプタンスというのが，

軽水炉の役割を制約してしまいがちであるという

のは，その通りだと思います。これは，国際的な

問・題であり，どこかの国だけに限って起こってい

る問題点ではありません。ですから，我々の努力

を調整するということが有意義だと思います。最

近，アメリカでは非常に多くの論文等が書かれて

おり，その中で実際の事故率が定義されています。

その過程において，実際の化石燃料の発電所にお

ける事故率と，原子力発電所の事故率の比較がな

されています。このような論文を一般に周知せし

めることによって，この分野における我々の努力

を強調すべきだと思います。それと同時に，世界

的に協調的な努力を払うことにより，軽水炉がそ

の全面的な能力を発揮できるようにすべきだと思

います。

　堀議長　第二のテーマに移りたいと思います。

国際協力と輸出戦略に関して，コメントをお願い

致します。

　青井　国際協力と輸出戦略の問題については，

日立製作所の浦田さんから，先程かなり丹念な話

がありました。私どもとしても，基本的にはその

意見と同じですが，前に申したように，私どもは

1967年，アメ1／カのGE社とBWR技術に関
する技術導入契約を締結しました。その後，設計，

建設，技術改良の経験を積み重ね，現在では私ど

もの技術は欧米の技術レベルを凌ぐとも劣らぬ水

準に達したと自負しています。今後は，先程GE

社のプレイさんも言っていましたが，私どもとし

ても，イコール・パートナーとしての多様で，多

角的な国際協力を積極的に推進する所存です。こ

うした見地から，昨年の10月にはGE社との契
約を改定して，新しい形での技術協力契約，プレ

イさんの言葉によると，非常に熟した協力状態と

いうことですが，そういう技術協力契約を締結し

ました。

　A－BWHの開発については，先に述べたわが
国の改良標準化計画の核としての開発を進めるた

めに，私どもが積極的な役割を分担する形の協力

関係に入りましたことは，ただ今まで繰り返して

述べられたところです。一方，西ドイツのKWU
社とは，これまでも燃料交換装置や，排ガス処理

設備に関する技術導入契約がありましたが，昨年

10月には，先程話しのありましたKWU社の
PWRについて，日本の許認可条件への適合性の
フィージビリティ・スタディを実施する新しい協

力関係に入りました。このKWU社との協力関係
も，今後，わが国のニーズに合わせて，より緊密

な関係に発展するものと期待しています。

　このように私どもは，BWRの信頼性，運転性

の一層目向上のために，世界各国のBWRファミ

リー等との国際協力を強力に推し進めるとともに，

炉型の多様化への準備をも，国際協力を通じて着

々と進めている次第です。

　原子力発電所設備輸出の目標について日立の浦

田さんからいろいろ話がありましたが，私ども日

本のメーカ…は機器の単品輸出の実績があるだけ

で，本格的な輸出の経験はありません。日本のメ

ーカーはこれまで国産化を推進し，自主技術を確

立することに専ら専念してきました。国内のお客

様に対して，信頼性の高い，より良い原子力発

電プラントを納入することに傾注してきたわけで
す。

　しかしながら，原子力発電プラントの国際戦略

商品としての重要性に鑑み，長期的な視野から，

本格的な原子力発電所の輸出の準備を進めてきて

います。現状を直視して，真に石油代替エネルギ

ーとしての原子力発電開発に意欲を燃やす発展途

上国に対して，そのエネルギー開発への協力を惜

しむものではありません。原・子力の開発には，そ

の国状に合わせた対応が必要とされますが，私ど

も日本のメーカーは，これまでのわが国における

原子力開発の経験から，そうした問題を一番身近
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に体験してきていると思っています。

　その次の段階である原子力産業基盤の確立，原

子力技術者の育成，充実，資金的支援，あるいは

原子力協力協定の締結等は，一民間企業のみでは

達成し得ぬ課題を多く持っています。わが国の政

府を中心とする関係機関の指導，支援が不可欠で

あり，この関係方面の理解をお願いしたいと思い

ます。

　また原子力輸出に関しては，核燃料サイクルの

供給保証が必要とされることを考え合わせると，

当面の対応としては，海外メーカーとの国際分業

による原子力発電設備の輸出を積極的に推進すべ

きであると考えます。私ども日本のメーカーは，

日本の国内市場において，安全性診信頼性確保の

ため厳しい要求を克服してきており，日本メーカ

ーの原子力機器は極めて商品質，高性能の状況を

実現しています。今日，海外における日本製商品

の好評は，恐らく，この原子力発電機器において

も書えるものと自負しています。

　堀議長　それでは，レニさん，いかがでしょう

か。何かコメントございますか。

　レ黒　輸出に関しては，我々は，輸出市場に対

して，原子力製品のコントロールの仕方をいろい

ろ提案できる立場にあるのではないかと思います。

たとえば，建設期高等に関して正確にコントロー

ルするということもあります。一つの条件として，

我々フランスと共同して進めていくというような

状況を今後生み出すかどうかであります。しかし，

効率性は守って行かなくてはならないと思います。

　建設時期を厳密にコントロールすることによっ

て，そのコスト面でも改善が見られると思います。

フラマトム社としては，各種装置もしくは完全な発

電プラントを他の企業とともに，システムとして

提供することができると思います。またフラマト

ム社は，標準化された設計の下に，プラントを提

供できます。それはすでに述べたように2種類あ

り，一つが90万kWプラント，もう一つが130万

kWプラントです。もちろん，輸出に関して特に
強く強調したい点は，我々はまさに今や，非常に

バランスの取れた協力体制の下で進めなくてはい

けないということです。

　堀議長　第三のテーマに移ります。核燃料サイ

クルの確立に：関して，最初に関西電力の飯田さん

から発雷をお願いします。

　飯田（孝）　核燃料サイクルの問題は，濃縮，再処

理，廃棄物処理処分とも，いずれも大切な問題であ

り，解決すべき課題がたくさんあります。私からは，

最近の話題の中心になっている軽水炉へのプルト

ニウム・リサイクルの問題について，一一言コメン

トいたします。

　わが国のウラン資源は，その殆どを海外に依存

しておりますので，軽水炉の使用済み燃料を再処

理し，回収されるウランおよびプルトニウムをリ

サイクルして利用することにより，ウラン資源の

有効利用を図っていくことが大切です。このため，

長期的にはプルトニウムをFBRで利用していく
ことが，エネルギー資源の有効利用のため重要で

すが，FBRが実用化するまでの間は，プルトニ

ウムを熱中性子炉にリサイクルすることが，ウラ

ン資源の節約の⊥でも，プルトニウムの平和利用

にも，望ましいことと言えます。

　このうちATRについては，原型炉「ふげん」

が運転中であるものの，軽水炉へのリサイクルに

ついては，未経験です。早期に技術見通しを得る

ための研究を進めていく考えです。現在，日本原

子力発電が通産省からの委託を受け，100万kW
のプラントに3分の．1程度のプルトニウム燃料を

装荷する場合の評価研究を進めており，他の電力

会社も，PWR，　BWRそれぞれの自社プラント
で，プルトニウム燃料を装荷し，研究開発を実施

する計画を持っています。

　このように私どもは，軽水炉へのプルトニウム

・リサイクルについて，大変，熱意を持っていま

すが，自主開発の炉であるATRという重水炉で

プルトニウムを燃やすのも一案です。しかし，こ

れは経済性がまだ悪く，大型炉にも改造しにくい

という点があり，立地面に難点があるということ

で，電力会社には慎重論が多いのが現状です。一

方，軽水炉へのプルトニウム・リサイクルは，技

術的，経済的には欠点が少ないのですが，これを

認めると，各国が再処理を行い，プルトニウムが

抽出されるので，核拡散の問題に触れるのではな

いかという心配があります。これは，プルトニウ

ム利用という面で，匿界のエネルギー全体に関わ

る問題ですので，たんなる感情論とか，直ちに外

交⊥の問題であるといっ．た飛躍した議論ではなく，

先程のシュトールさんの話のように，純粋の技術

論，経済面としての意見交換を行い，国際問のコ

ンセンサスを得るよう努力をして欲しいと思いま
す。
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　いずれにしても，この両案を併記できるところま

で勉強して，その後，将来の財務情況等も考えて，

そのいずれを選択するか，あるいはそのいずれを

も採択するか，どうかということが，この問題の

今日的な課題であると，私は思います。

　リンガイス　燃料サイクルの完成，あるいは閉

鎖を左右する放射性廃棄物の管理に関して，述べ

たいと思います。西ドイツでは，こういつた問題

を短期的に解決していく必要があります。その技

術的な問題は安全性です。これは前からある問題

です。連邦政府は，このことに関して楽観的で，

第3次エネルギー政策を策定しており，早期に既

存の廃棄物処理の考え方を実現することにしてい

ます。連邦政府は再処理を支持しており，経済的

な意味からも環境的な意味からも，まだ未処理の

廃棄物を直接的に回収できる方法を考えておりま
す。

　どのような放射性廃棄物処理方法が選択される

かということが，問題となります。すなわち，そ

の最終的な：放射性廃棄物管理設備が完成するまで

の間，廃棄物は中間的に貯蔵される必要がありま

す。中間貯蔵は，コレブで現在建設中であり，さ

らにラーハウスでは建設許可を待っています。こ

れらは，1，500tの能力を持っております。

　次に，中間貯蔵施設と再：処理工場の立地に関し

ては，DWKという電力会社所有の会社によって，

推進されています。このような種類の活動は，電

力会社の担当ということに，西ドイツではなって

います。また放射性廃棄物の最：終的な貯蔵は，政

府の管轄となります。ですから，岩塩鉱が最終的
な「

剔?として適切であるか否か，特に高レベル放

射性廃棄物に関してはどのようであろうかという

ことの調査力㍉政府組織によって行われています。

現在この調査は，順調に進行しています。もちろ

ん初期には遅延がありましたが。

　堀議長　核燃料サイクルの問題について，もう

一度アルケム社のシュトールさんに，西ドイソを

中心としたお考えを述べて戴きたいと思うのです
が。

　シュトール　燃料サイクルの信頼性は，国民の

合意ということだけでなく，核不拡散の戦略とい

う面からも重要です。この核燃料サイクルのバン

クエンドでの信頼性を高めることは，最終的な燃

料要素の供給が経済的に行われなければならない

ということにつながっています。すな：わち，その

規模が充分に大きく，経済性が健全な技術によっ

て確立きれるということが重要です。さらに回収

されたウラン，プルトニウムが使われる場合の価

値が高くなければなりません。つまり，プルト漏

ウムの最初のビルダーにおける潜在的な価値に見

合ったものでなければなりません。再処理とそれ

による燃料のリサイクルが，最終的な燃料の貯蔵

に比べて経済性があることが確立されれば，核不

拡散の問題もこのようにして処理できるのではな

いでしょうか・

　西ドイツにおいても，アメリカに：澗いても，再

処理と燃料加工が，ただたんなるペーパーワーク

だけで証明されるのではなく，実際に適切な規膜

で確立されることが必要です。そして，最終的な

燃料貯蔵と競合性を持たなければなりません。こ

れを核不拡散とパブリック・・アクセプタンスが確

立された健全なベースで行わなければなりません。

我々は，現在中間的な段階にいるわけであり，移

行期にあるわけです。経済的なFBRを開発，推
進しようとしています。しかし，フランスは例外

として，現在はまだFBR計画は限られておりま

す。そして，それらの中間的な段階として給熱と

発電の二つの目的を持った多目的炉も考えており
ます。

　堀議長　時間になりましたので，この辺で締め

括りをさせて戴きたいと思います。本日のパネル

ディスカッションでは，パネリストの皆さんから

それぞれの立場からのお話しを戴き，非常に感銘が

深かったと存じます。今まで討議の中で，一致し

た点をこ．，三述べますと，やはり今後のエネルギ

ー対策の中心は原子力であるという：考えであり，

その中でも，当分の間はやはり軽水炉に重点を置

かなければならないという点は，一致していたか

と思います。このためには，国民のコンセンサス

を得ること，そのためには安全性，信頼性の向上

というごとが基本であり，この点について電力側，

メーカー側からいろいろと提案があったわけです。

　軽水炉の今後の改善については，どなたも自主

技術による今後の開発が非常に重要であるという

ことを言っておられましたが，特に最近の特徴と

して，国際的な協力体制がメーカー間においても，

電力会社間においても行われようとしている点が

指摘されました。A－BWR，　A－PWRという
のも，その一一つの現われかと思いますし，K－

PWRの開発も，それではないかと思われます。
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　最後の国際協力と輸出戦略の問題についてです

が，原子炉の輸出問題の実現は，各国とも相当隔

たりがあり，相違があるように認められました。

アメリカのメーカーの話のなかには，国内の需要

の減退を輸出によって補っていこうとする意欲が，

はっきり出ておりました。また日本のメーカーの

話のなかでは，従来から残念ながらプラントー括

の輸出の経験がないが，今後はそうであってはな

らないという将来に対する意欲が窺われました。

この輸出の問題は，原子力産業基盤の確立が第～

であると思われます。また受注の増大に伴う経済

性の改善とか，輸出構造の高度化等の面から長期

的に見ると，必要ではないかと思われます。その

ために一国だけでなく，国際的分業による輸出と

いうようなことも，一つの方策ではないかとの発

言があったかと思います。

　最後に，核燃料サイクルの問題についても，非

常に多角的な話がありました。特に，西ドイツの

アルケム社のシュトールさんの話により，現在日

本で大きな問題になっているプルトニウムの利用，

FBRに至る中間的なプルトニウムの活用につい
て，非常に良い示唆を戴いたように思います。
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午　餐　会

・通商産業大距所感

　　　　　　安　倍　晋太郎 氏（通商産業大臣）

L特別講演〕

・気象と文明

高　橋　浩一一一郎　氏　（元気象庁長官）



通商産業大臣所感

通商産業大臣

安　倍　晋太郎

　本日は原産年次大会にお招

きを戴き，内外の原子力関係

者と親しく懇談する機会を得

ましたことは私の大きな喜び

であり，また光栄とするもの

であります。ただ，ちょうど今，

国会開期中で参加をする充分

な時間が取れないことを大変残念に思っておりま
す。

　わが国はご案内のように主要先進国中エネルギ

ーの輸入石油への依存度が最も高いという非常に

脆弱なエネルギー一構造を持っているわけでありま

す。政府と致しましては，これを克服するため石

油の安定供給を図るべく輸入ソースの多角化，内

外でρ石油開発，備蓄の増強等に努める一方，省

エネルギーの推進と石油代替エネルギーの導入，

推進に努力を致しておりますことはご案内の通り

であります。この結果，わが国の石油依存度は55

年度におきまして，前年度の71％から66％と，11

年ぶりに7割を割っております。このようなわが

国を初めとする先進困での石油消費の減少，世界

経済の停滞等の要因により，最近世界的に石油の

需要は大きく緩和しております。しかし産油国の

資源温存策・中東への石油依存度の高さ等からし

ますれば，わが国としましては，このような時に

こそエネルギー構造の変革を一層推進すべきであ

ると考えております。そしてその中核となるのは

原子力であると存じておるわけでございます。こ

のような，エネルギー構造の変化の兆し等を踏ま

えて，現在，長期エネルギー需給見通しの見直し

を行っております。4月から5月には発表できる

と思っておりますが，供給の安定性，低廉性等の

特性を有する原子力は依然として石油代替エネル

ギーの中核となるものと考えているわけでござい
ます。

　わが国におきましては現在22基，1，551万kWの

原子力発電所が稼働中であります。全発電設備量

の約12％，電力供給：量の約16％を占める，圏民生

活に密着したエネルギー源となっております。通

産省としましては今後とも原子力開発に全力をあ

げて取り組む考えでございます。

　このための第一の課題は原子力発電所を初めと

する電源立地の推進であります。昨年1年間で新

たに4基，384．5万kWの原子力発電所の建設が電

源開発基本計画に組み入れられ，原子力開発は一

段と進展を致しました。しかしながら最近の原子

力発電等の電源立地を巡る情勢は一段と厳しい情

況にあります。電源立地の推進を行うために，安

全確保・環境保全が大前提であり，国民の理解と

協力が不可欠でございます。このため当省と致し

ましては発電用施設の周辺地域の振興と，立地の

円滑化を図るといういわゆる「電源三法交付金」

の拡充強化を図り，地元ニーズに合った地域振興

策を講ずるとともに，原子力に関する有識者等の

派遣制度等，PA対策の強化を図ることに致して

おります。またリード・タイムの短縮につきまし

ては，総合エネルギー対策閣僚会議における了解

に基づきまして，2年程度の短縮を目標として，

現在鋭意関係各省庁とその短縮化のための方策の

検討を行っている段階でございます。

　第二の課題は原子力発電所の安全対策でござい

ます。原子力開発推進を図っていくためには原子

力発電所の安全：確保に万全を期し国民の理解と協

力を得ることが最善の方策であります。このため

今後とも安全確保には万全を期する考えでありま
す。

　第三の課題は軽水炉技術の一層の充実でありま

す。わが国における商i業炉の開発はほぼ軽水炉に

より占められております。軽水炉をアメリカから

導入して以来，改良標準化等の推進によりまして

日本型軽水炉の確立に努めてきた結果，その定着

化が図られようとしております。今後ともこのよ

うな方向を目指しつつ商業炉にかかる内外の優れ

た技術を取り入れることについて，評価検討を進
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めていくことが必要であると考えております，，

　第四の課題は自主的核燃料サイクルの確立でご

ざいます。原子力発電推進のため，その基盤とな

る核燃料サイクルを自主的に確立することが不町

欠であります。これはわが国のエネルギー安全保

障を図っていく上で重要かつ喫緊の課題となって

おります。わが国の核燃料サイクルは，試験研究

の段階からようやく事業化の段階に達しつつあり

ます。通産省としては，ウラン濃縮の国産化，第

二再処理工場の建設推進，低レベル放射性廃棄物

の陸地処分の推進等，核燃料サイクルの事業化を

強力かつ積極的に推進していく所存であります。

　第五の課題は，中・長期的な原子力政策の展望

の確立でございます。わが国の原子力利用は再処

理政策の推進，これにより得られたプルトニウム

の高速増殖炉等での利用等により高度な段階に進

みつつあります。このような方向を踏まえ，今後

とも総合エネルギー戦略の一環として原子力政策

を中・長期的な視点に立って推進していくことが

必要であります。そのため高速増殖炉開発，プル

トニウム利用について具体的方策を確立すべく現

在鋭意検討を続けているわげでございます。

　第六の課題は，原子力を巡る国際環境への適切

な対応であります。わが国は，アメリカ，フラン

スに次ぐ世界第3の原子力発電国であり，また核

燃料サイクルの技術化が進むなど世界有数の原子

力先進国となっております。このため世界の原子

力開発を推進することにつき他の先進国と並び特

別の責務を有しておるとの認識を致しておるわけ

でございます。世界の原子力開発にインセンティ

ブ（誘因）を与えるにはIEAやサミット等の場

で，供給エネルギー戦略の中での原子力の位置づ

けを行うことが重要でございます。原子力開発利

用の国際的連帯が今や必要不可欠となっておるわ

けでございます。わが国は原子力基本法等に基づ

きまして，平和利用に徹して原子力開発を行って

きており，高度先進原子力国や新たな原子力利用

を進めようとしている国々との対外的協力も，こ

の精神に沿って行うことと致しております。わが

国はこの基本路線によりまして主体的に国際環境

への対応を図るとともに，世界の原子力開発に貢

献していきたいと考えております。

　ここで海外からご出席しておられます皆様方に
一言ご挨拶を申し．上げさせて戴きます。皆様から，

日頃のわが国の原子力開発利用に賜っているご埋

解とご協力に謝意を表すものでございます。エネ

ルギー問題の解決のためには，　国際的な理解と

協力の基に英知の結集が不可欠でございます。わ

が国としては持っている力を充分に発揮し，国際

社会に貢献していく所存でございます。

　最後になりましたが「原子力発電一経済社会へ

の定着をめざして∫という時宜に適つたテーマの

下に内外の原子力関係者を結集し，この年次大会

をかくも盛大に開催をされました日本原子力産業

会議の労を深く多とし，今後のご発展を心からお

祈り申し⊥げまして，私のご挨拶とさぜて戴きま
す。
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特別講演　気象と文明

元気象庁長官

高　橋　浩一郎

　私は元来は気象学が専門で，

天気予報の仕事をやっており

ました。大学を卒業しました

のは昭利11年です。気象庁

へ入るとすぐ天気予報の仕事

をするようになりました。初

めのうちは天気予報をいかに

的確に行うか，そういう方面を主に考えていたわ

けです。それが第2次大戦後になりますと，毎年

のように非常に強い暴風雨がまいりまして，大き

な風水害が起きたわけです。そういう風水害を防

ぐ問題になりますと，強い台風がいつ来るかとい

うことを正確に早い時期に報告することが大事で

すが，それだけでは災害は防げません。そこで私

は災害の方に関しても大きな関心を持つようにな

ってその方面を調べたこともございます。だんだ

ん歳を取ってきますと，自分が関心を持つ分野が

非常に変わってまいります。特に気象の仕事とい

うのは，ご承知のようにいろいろな方面に係わり

があるわけで，そうした関係からいろいろな方面

の方とお話しする機会もあったわけです。そして

20年前ぐらいになってまいりますと，もう少し

範囲が広くなりまして，エネルギー問題とか経済

問題にも関心を持つようになったわけです。そし

てそういう方面の本も書いたことがございます。

ごく最近，毎日新聞社から「生存の条件」という

本も出しましたが，そういった関係で今目，ここ

で話をすることになった次第です。

　それはそれとしまして，気象と文明との関係に

つきましては，随分古くから研究がございます。

例えばアメリカのハソチントソが「気候と文明」

という本を出しておりますように，こうした問題．

については昔から非常に関心が持たれているわけ

です。ここで今日の標題は「気象と文明」となっ

ておりますが，正確に申しますと，「気候と文明」

と言った方が適当だと思います。ご承知のように，

気象学と申しますと毎日毎口の天気現象を扱う学

問です。ところが長期間の計画を立てる問題にな

ってきますと，毎日毎日の天気もさることながら，

もう少し長い平均的な状態，つまり気象状態が問

題になってくるわけです。それが実は気候，つま

り気象の集合が気候と言っていいと思うのです。

こういつた気象が我々の生活に，いろいろな関係

があることは申すまでもないことです。

　それでこれをどのように表現するかということ

はいろいろな問題があるのですが，一番我々の生

活に大きな関係を持っていますのは，「気温」と

「降水量」です。

　「気温」と「降水量」というのは，圏によって

非常に違っており，それに伴ってその国の文化も

非常に違ってくると思います。その一つの資料と

しまして，「各国め気候と主要穀物」という図が

ございます（スライド1）。各国の平均気温と平

均降水量をとりまして，その国で主にどういう穀

物ができるか，ここでは「米・麦・とうもろとし」

の3種類をとりまして「どういう国でどういう種

類の穀物が主にとれるか」ということを書いたも

のです。これを見てみますと，いろいろとばらっ

いてはおりまずけれども，ある程度のまとまりが

見られます。米のようなものですと，非常に御壁

の高い，雨の多い所で産出します。それから麦は

温度の範囲は広いのですが，大体雨量が年雨量で

1，100mm三二の雨の多い所では作っておりませ

ん。それからとうもろこしは，その中間的な場所

です。この中に「P／E比」という線が書いてあ

ります。これは「降水量と蒸発量の比」です。実

はこの比が非常に問題になるわけです。蒸発量と

降水量がほとんど等しいといたしますと，あまり

水の状態には変わりがないのですが，蒸発：量が降

水量よりも多いと，とかくそういう所は乾くわけ

です。そして蒸発量というのは温度によって違っ

てきまずから，同じ降水量であっても温度が高い

所は乾いてまいりますし，そうでないと湿ってく

るということになるわけです。そして，各国の気
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候の状態を見てみますと，この「P／E比」と非

常に関連があるのです。1’P／E比」が1より大

きい所では，木が育ちます。それよりも小さくな

りますと乾く所が出てくるので，木は育ちにくく

なり，いわゆる「草地」になります。非常に蒸発

量が多くなってくると当然「砂漠」になってきま

す。こういうものとその辺の植物との関連を見て

みますと，大いに関連があるわけです。

　もちろんこれは年平均でして，各国の平均ですか

ら，多少，点はばらつきまずけれども，明らかに「気

候の型」というものと「穀物の種類」，あるいは

「いろいろな木が生えるか生えないか」など様々

な方面で関連が出てくるわけです。日本の場合で

「P／E比」が大体平均2くらいになりまして，非常

に雨が多い国です。そういう国ですととても良く

森林が育ちます。ところが同じ島国でも，例えば

イギリスを見ますと，伺か気候が似ているような

感じが致しますが，森林の面積を見てみますと，

イギリスの方は確か国土の7％位です。それに対

しまして日本ですと66％，非常に大きな差があ

るわけです。その差が何から来るかというのを見

てみますと，これは勿論「森林に対する国民性」

とでもいう考え方の違いもあるでしょうが，実は

気候が非常に利いていると思うのです。というの

は日本とイギリスの降水量を調べてみますと，イ

ギリスは日本の半分しか雨がないのです。そうす

るとこの「P／E比」で申しますというと，大体

1くらいで日本は2です。1よりも減りますと木
が育ちにくくなりますから，そういったような背

景があると思われます。

　実はこうしたことは各国の文明というものにも，

非常に関連があるわけでして，日本ですと木が良

く育ちますから，いわゆる「木の文化」が発達します。

ところが雨が少ない，例えば砂漠の多い所ですと

木が育たないわけですからいわゆる「石の文化」が発

達します。こういつたことが指摘されているわけ

です。そのような関係から「気候と文明」は非常

に関連があるわけでございます。「文明は気候の

良い所で発達する」ということが例のハソチソト

ソが数十年前に提出した説です。ただこれに関し

てはいろいろな意見がございます。歴史家に言わ

せますと「文明というものは人間が作るのであっ

て気候が作るものではない」ということを申しま

す。これもある面ではその通りだと思います。や

はり知識が蓄積していかないと文明は発達しない

わけです。そういう意味では人間の条件が非常に

大きいわけです。しかしそれだからといって「気

候が利かない」とは言い切れまぜん。やはり気候

が良い所ですと生産量が大きくなり，そうすると

文明が非常に発達しやすい環境ができるというこ

とだろうと思います。それは「文明」ということ

だけではなくて「人口問題」にも非常に関連があ

るのです。

　ご承知のように日本の江戸時代，つまり1600

年頃から1β60年頃の間は日本の人口は実は一
定だったのです。その時の「人口」と「年々の気

候1との関連を見てみますと，かなり関連がある

のです。その関係を示しましたのが，この「江戸

時代凶作と人口」というものです（スライド2）。

江戸時代には人口調査が何回か行われておりまし

て，かなり詳しく人口が判っております。それが

この人口の変化のグラフです。…方，「どういう

年に凶作がおきたか」という方はかなり記録があ

ります。ここでは10年間に起きました凶作の回

数をとり，その変化を書いたものが下のグラフで

す。凶作が増えてまいりますと食：糧が足りな：くな

りますから，場合によると餓死者が出て，人口が

減るということが起こるわけです。ただそういう

ふうに考えていきますと，凶作が多い時と人口の

変化というものが並行に変化してよさそうに思う

のです。ところが，これを見てみますと実は若干

の時間的なずれがございます。人口が約20年位

遅れるのです。しかしともかく，凶作の後20年

位遅れると人口が減るという現象が，かなりはっ

きりと出ているのです。ただ1850年以降にな：

りますと，産業革命に代表されますような生産の

増加がございますので，こういつたような「気候

が悪くなったために人口が減る現象。｝は見られな

いで，．一一方的に増加することになるわけです。で

すからこういつた問題は要するに「気候」の影響

があることは事実ですが，やはりそれに対する

「人間の対応」というものが大きく影響している

という点を頭に入れて問題を考えないと解決でき

ないのではないかと思うのです。

　この関係から「人口の増加と食糧の関連」の理

論を考えてみますと，一応，理論的にはこういう

関係があるということが分かるのです。もっとも

最近でも，人口そのものは減ってはおりませんか，

増加率で調べてまいりますと，凶作のあった年の

　2年後位になって，人口の増加率が多少減るとい
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う関係が出てきました。現在でもやはり気候が人

口にも影響していると言えるようです。

　そして「気候とエネルギー」の問題も非常に関

連があるわけです。ところで「文明の程度を伺で

表わすか」というのが問題になるかと思うのです。

皆様もよくご承知のことと思うのでございますが，

「エネルギーの消費．量」が一つの文明の程度を表

わす指標であると言われております。そこでこの

関係を調べましたがこの「エネルギー消費と文明

の程度」でございます（スライド3）。これの横

軸は各国の国民1人当たりのエネルギー消費量を

石炭に換算したものでkg／年で書いてあります。

次に各国の1人当たりの「国民所得，鋼（スティ

ール）の消費量，ラジオを持っている数，1人当

たりの蛋白質の摂取量」をとってプロットしてみ

ますと，点は多少ばらつきまずけれども，かなり

高い相関関係があって要するにエネルギー消費が

増えてくると国民所得も増えるし鋼の消費：量も増

えるしラジオの数も増えます。蛋白質の量も増加

します。蛋白質の量が増えると食糧の質が良くな

るので，言わばそれは1つの文明の程度を表わす

指標であると言うことができるかと思います。

　もちろんこれだけですべてが決まるわけではありま

せん。例えば国民所得と経済成長の関係，経済成

長に対するエネルギー増加量の弾性値ということ

などもあって，必ずしもエネルギー消費が文明の

程度を表わすわけではありません。しかし，これが

一つの良い目安になるということが言えるのです。

　次は，「エネルギー消費量と各国の平均寿命」

をグラフにしたものです（スライド4）。平均寿

命をとってみますと，やはりこれも点はばらつき

まずけれども，明らかにエネルギー消費の多い国

ほど寿命が長くなってくるという関係がはっきり

見えます。なおこの横軸はエネルギー消費の4乗

根でとってあります。ただここで注意すべきこと

は，石炭換算で2，000kg位までは非常にハソ
キリと寿命が増えてまいりますが，それ以降にな

ってくるとほとんど定常化してくるという関連が

見られるわげです。

　それからここの黒丸は日本について時代が進み

ますとエネルギー消費が増えて寿命も増えてくる

ことを書いたものです。要するにエネルギー消費

が増えますと文明が発達する，そうすると栄養も

良くなる，それから保健も良くなる，というよう

な関係が出てくるかと思うのです。ただここで注

意すべきは，大体2，000kg位から⊥になりますと

必ずしもエネルギー消費が増えても寿命は伸びま

せん。そうすると仮に日本の場合，現崔確か3，500

kg位を1年に使っておりますげれどもそれが半分

位になっても寿命という点では大きな変化はない

だろうということが言えるのではないかと思うの

です。

　それはそれくらいにしまして，その次は「エネ

ルギー問題と気象」との関連でございますが，こ

れにはいろいろな問題があるわけです。エネルギ

ー消費が増えてきますと，エネルギー消費という

よりは，むしろ産業活動一般によるわけなのです

けれども，汚染の問題が重要になってくるわけで

す。つまり生活程度を上げる，あるいは文明を発

達させるためにはエネルギ…消費を増やすことが

必要ですが，そうしますとそこで汚染物質を出す

という問題が起こってくるわけです6

　それには2種類ありまして，いわゆるSO2と
NOxのような化学物質，健康に悪い物質を出すと

いう汚染問題と，熱汚染があるわげです。エネル

ギーをたくさん使いますと温度が⊥がってくる，

そうするとそれが環境を変えていく，社会にいろ

いろな影響を与えるという問題です。ただ熱汚染

と申しますと，温度を上げることばかりが悪いよ

うに取られまずけれども，その辺は下節問題がご

ざいまして，場合によると温度を上げた方がいい，

場合もあるのです。

　例えば日本のような場合ですと米の生産は温度が

一上がった方がむしろ良いわけです。そういう意味

で申しますと，必ずしも温度を⊥げることは汚染

ではないという議論もありまずけれども，世界的

に見ますとそうは簡単にも言えないわけです。そ

の熱汚染も大別しますと2種類あると思います。

一つは「熱を出すので温度が土がる」という問題

です。大都会などは明らかに人口が増えて暖房な

どをたくさん使いますから温度が．上がってくると

いう問題がございます。

　もう一つの問題は「CO2（炭酸ガス）の増加」

の問題です。第2次大戦後，世界的に非常に科学

技術が発達して生産力が増えて文明が進んできた

わけです。それは喜ぶべきことだったのですが，

それとともに公害問題が非常に大きくなってきて

いるわけです。大体1960年代の後になりますと，

こういつた環境問題が世界的に大きく取り」二げら

れるようになったということは皆様ご承知の通り
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です。特に最近問題になっておりますのは2番欝

の炭酸ガスの増加の問題でございます。空気中の

炭酸ガスが増加しますと，炭酸ガスは太陽の光を

よく通しますが地球から出ていく熱を吸収する性

質がありますので地表付近の温度が上がっていく，

という問題です。そしてその炭酸ガスの量が明ら

かに増えているのです。ここに示しましたのはハ

ワイのマウナロアにおいて観測されました月平均

のCO2の濃度の変化をグラフにしたものです（ス

ライド5）。

　この波を打っておりますのは，炭酸ガスというのは

植物が光合成作用で酸素に戻すわけです。その働き

に季節変化があるので，こういつたふうに年変化が出

てくるのですが，しかし全般的な傾向としてはっ

きりと増加していることが確認されるわけです。「

数十年前ですと炭酸ガスの濃度が約290ppmか
ら300pprn位だったのですが，それがだんだん増

えていまして最近ですと334ppm位に増加して

います。引き続き1年でα4％位の割合で増加し

ているのです。この原因は何であるかというのは

非常に議論がございまずけれども，その中で一つ

の源因が化石燃料，つまり石炭とか石油をたくさ

ん使うためであるというのはほぼ確かです。化石

燃料の消費により発生する炭酸ガスの量の約半分

でこの増加が説明できるのです。そしてこのまま

増加が続いていきますと，次の世紀の終わりごろ

には炭酸ガスの濃度が現在の2倍程度になるだろ

うということが予想されるのです。

　炭酸ガスの濃度が倍になった場合に，どのようなこ

とが起こるのかを考えてみますと，炭酸ガスそのもの

は別に動物にも人間にも害になるものではございませ

ん。そういう点では別に心配する必要はないのですが，

炭．酸ガスが増加いたしますと大気の温度が⊥がりま

す。要するに温室作用をもたらします。⊥空は逆に

温度が下がるのですが地面付近は一hがります。ど

の程度上がるかというのはこれもいろいろと議論

がありますが，大体において摂氏2度から3度と

いう計算が最も信頼がおけると思います。もっと

も極地方に参りますともっとひどいのであって，

10慶近く⊥がるのではないかというのが理論的

な計算で言われています。そうするとどういうこ

とが起こるのかと考えますと，まず第一に極地方

の氷とか雪が解けてくるわけです。そうすると海

水が増えてきまずから海面が上がってきます。そ

うすると低い土地は海になるという問題がござい

ます。それから気温そのものがとがることは，日

本の場合は先程も申しましたように米の生産が上

がるということでその点ではよろしいのですが，

極地方と赤道の温度差が変わってきますと大気の

流れが変ってくるわけです。そうしますと，亜熱

帯には砂漠があり，高圧帯がありますが，その高

圧帯の位置が変わってくるわけです。そうすると

今まで雨が降っていたのに砂漠になる地域が出て

まいります。逆の面も出てまいりましょう。そう

いう面で見て，世界全体の平均ということを考え

てみますと，恐らく雨量が増加する地域と減少す

る地域とありまして，収支ではそう違わないかも

しれませんが，ある一一国に限定をしますと，今ま

で雨が降っていたところが降らなくなります。す

ると農作物ができなくなってしまいます。日本の

場合ですと農作物の出来高は主に温度によって左

右されるのですが，世界的に見てみますと，実は

「干害」が大問題なのです。過去の鼠界の大島鱒

を調べてみますと，もちろん低温によるものや雨

が多くて起こったものもございまずけれども，何

百万人という餓死者を出した例というのは，大体

干害によるものです。そういった意味での「水の

問題」は非常に大きいわけです。そうすると温度

が変わること自体はあまり大きな影響ではなくて

も，雨の降る地域が変わってまいりますというと，

国によって非常に大きな影響を受けるという問題

が起きてまいります。そうすると世界全体でうま

く融通すればいいのですけれども，食糧を運搬す

るのがなかなか大変で，場合によるとそれが元で
国際粉面が起こる可能性もあるということです。

　そうするとこういった問題を防ぐのにはどうし

たらよいでしょう。これは技術の問題ではなくて

非常に大きな経済・政治の問題になってくるだろ

うと思います。そしてもう一つ申し⊥げておきた

いことは，この問題の温度⊥昇問題ですけれども，

「エネルギーを出すために温度が上がる汚染」を

第一一種の汚染と言っていいと思うのですけれども，

そういう問題と「炭酸ガスが増えてその温室作用

で温度が上がる」というもう一つの問題がありま

す。そのうち鎗一種の方でございますと，温度

が2度も3度も⊥昇するということはよほどエ
ネルギーの消費を増やさないと起こらないわけで

す。ところが炭酸ガスの場合には，恐らく現在の

濃度が3倍から4倍位になってくると，こういつ

た問題が大きくなってきます。こうした事態は主
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に化石燃料資源を利用することから起こるわけで

すから，エネルギー源を変えれば問題は減ってく

るわけです。

　その一方法としまして，例えば原子力を使いま

すと炭酸ガスの増加の問題はないわげですから，

それによればもう少しエネルギーを増やせる可能

性が出てくるわげです。ソフト・エネルギー（太

陽エネルギーとか風力エネルギー）を使うのがも

っとも良い方法かとも思いますけれども，技術的

な問題がいろいろございまして，なかなか簡単で

はないと思います。

　ところで私自身，原子力の開発はいろいろ問題

がありまずけれども，やはり進めていかなければ

ならない重要課題であると思っているわけです。

ただその場合には放射能の問題がございますから，

やはり慎重さを欠いてはいけません。それを前提

に，長い目で見つつ，じっくりと着実に進めてい

く必要があると思っているわけです。

　もう一一つエネルギー問題で考えていかなければ

ならないことは，とかくエネルギー問題と申しま

すと，ハードの問題（効率を良くするとか，たく

さん使うということ）を考えるのでございますが，

もう…つの面は「エネルギーをいかにうまく利用

するか」ということ，別な言葉で言いますと「省

エネルギー」の問題があると思うのです。　「省エ

ネルギー」の問題にもいろいろな側面がございま

して，この問題になりますと「文明に対する価値

観」ということが非常に大きく出てくるわけです。

「エネルギー消費を増やすことが果たして人間の

幸福につながるかどうか」という問題が出てくる

のです。もちろんエネルギー消費を増やして，い

ろいろな方面に利用したほうが生活が便利になり

まずけれども，やはりそれも程度問題であって，

先程の寿命の問題で考えてみましてもある程度ま

でで限度があります。むしろそういった方面の

「ものの考え方」を変えていくことが，これから

一一一 w必要になってくるのではないかと思うのです。

これは例えば石油エネルギーでございますと「資

源の限界」の問題もござ～・ます。また「環境」の

問題もある，ということで現在はそういった方面

に対する問題をいろいろと考えていかなければな

らないように変わってきているのではないかと思

います。

　非常にお粗末な話で恐縮でございまずけれども，

大体時間が参ったようですのでこれで話を終えさ

せて戴きたいと思います。
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セッション3「原子：力国際協カー今何が必要か」

　　　　　　　（パネル討論）

議 長　　宇　川　秀　幸　氏　（外務省科学技術審議官）

〈キーノート〉

大　島　恵 氏　（東京大学名誉教授）

〈パネリスト〉

Cカストロマデロ氏

H．シェーバー　氏

W。一一J．

シュミソトキュスター氏

高　岡　敬　展　氏

H。ブリックス氏

」。マーカム氏

Y．　リ　　ム　氏

（アルゼンチン原子力委員会委員長）

（OECD原子力機関事務局長）

（西ドイツ研究技術省エネルギー研究技術局長）

（科学技術庁長官官房審議官）

（国際原子力機関事務総長）

（アメリカ大統領府科学技術政策局次長）

（韓国原子力委員会常任委員）



東京大学名・誉教授
キ‘一　ノ　一　　ト

大　島　恵　一

　宇川議長　本パネル討論で

はまず初めに大島さんに基調

演説をして戴き，続いてパネ

リスト各氏より10分から15

分ご発言願いたいと思います。

その後，自由な意見交換をし

たいと思います。

では，初めに，大島さんお願いいたします。

　大島　本日，私は，このパ

ネル討論「原子力国際協カー

今何が必要か」のキーノート

のスピーチを仰せつかったわ

けですが，具体的な問題より

も，現在の原子力におげる国

際協力問題を私がどう考えて

おり，また，どのような課題があるのかというこ

とを中心に，話したいと思います。r何をなすべ

きか」ということについては，パネリストの方々

が，それぞれの立場からお話し下さると思います。

　最初に，私は，この問題を与えられた時，原子

力の平和利用の歴史は国際協力で始まったことを

申し上げるべきだと思いました。

　ご承知のように，昭和28年にアメリカのアイ

ゼンハワー大統領が「アトムズ。フォー一。ピ㎞ス

（平和のための原子力）」宣言を国連総会で行った

わけですが，それを受けて30年に国連の第1回

原子力平和利用会議（ジュネーブ会議）が開かれ

ました。この項日本は原子力を始めたばかりで，

正確な歴史的事実は存じませんが，欧米原子力調

査団が派遣され，その一環としてジュネーブ会議

に出席したと記憶しております。

　また．33年の第2回のジュネーブ会議へは，本

日会場におられる方々の中の何人かが私も含めて

大変胸を轟かせて参加したことを記憶しています。

　実は，原子力が，原爆という非常に悲しむべき

軍事技術として開発が進められ，戦争が終わった

ときに，そのまま放っておけばソ連，イギリス，

フランス，中国などの各国がいわゆる軍事的な競

争を行うような事態になりかねなかったのです。

こうした時にこのジュネーブ会議は原子力を，人

類の破壊と闘争から，むしろ，画期的なエネルギ

ーとして人類の幸福と福祉のために利用するとい

う目的で開かれたと私どもは受け取っていたわけ

です。それは，いわば，原子力に携わる人々すべ

ての大きな悲願であったわけです。

　私は，昭和33年，ちょうどジュネーブ会議の後，

アメリカのマサチューセソツ工科大学原子力工学

科のホイントマソ教授を訪問致しました。ホイッ

トマン教授は，第1回のジュネーブ会議のアメリ

カの代表であったわけですが，このジュネーブ会

議を実現するのに，まず第一に同教授がしたことは

モスクワに交渉に行き，米・ソ両大国が原子力の

平和利用のために今までの技術を出す約束をし，

その了解を得て初めて第1回の国連会議を開催

したのだという話を伺いました。世界が新しい時

代を開くため，努力をされたわけです。

　その頃の発表論文を見ますと，原子力は，いわ

ば，バラ色の雲に包まれて，将来に大きな期待が

かげられたわけです。

　そして，その後の原子力の開発の歩みを見ます

と，平和利用の面では，安全性と経済性について

大変な努力がなされたわげですが，一方，平和利

用の保障として，国際協力によって，原子力の軍

事利用への転用を阻止するための体制の確立が，

原子力に携わる人々にとって非常に大きな課題で

あったわけです。

　そのため，昭和32年目IAEAが設立され，
国際機関を通じた各国の協力，あるいは・，各国政

府間の原子力協定，さらに，民間産業界の協力な

どが行われてきましたが，他の技術分野に比し，

一私は化学専攻であり，化学工業の分野などもか

なり国際的な協力はしておりますが一全く質の違

う国際協力の下に今日まで進められてきた，とい

うことが言えると思います。

　その意味では，これだけ世界の原子力の著名な

指導者がこの原産年次大会のパネル討論に出席し

ておられるという事実が，いかに山際的原子力の

連帯が基礎にあり，また大きな力を持つものであ

るかを示しています。

　さて，現在日本における原子力の発電コストは
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石油火力の半分です。また安定供給面から考えま

すと，石油は3ヵ月分の備蓄が大変だと言われて

いる時に，原子力の場合は数年の燃料備蓄が可能

です。経済的にも，また，安定供給の上でも，特

に最近の石油の価格の．上昇あるいは供給の不確定

さを考えますと，まさに，今日のために原子力を

用意してきたと思えるぐらい，原子力の役割は重

要になっているわけです。

　しかしそういった事実にもかかわらず，国内的

にはいわゆるパブリック・アクセプタンスと申し

ますか，安全性，廃棄物処理の問題などに関して

反対もあります。

　一方，国際的な：問題を見ますと，核不拡散，す

なわち軍事利用への転換を防ぐための政策と，原

・子力をどうしても主要なエネルギーとして早く開

発したいという国との間に，ある種の不協和音が

聞かれています。特に，各国にそれぞれの国内的

な事情，あるいは政治的な諸問題がありますので，

ジュネーブ会議で，バラ色の雲に包まれて皆が同

じ方向を向いて，胸を張って歩いていた時期に比

べまして，最近は，原子力そのものは確立され

ているにもかかわらず，国際協力の面で，いろい

ろな問題が発生してきている，ということが言え

ると思います。

　そういう意味で，私は，今日原子力の重要性が

経済的に高まってきた時に，このパネル討論で国

際協力の問題についてそれぞれの立場から考え，

新しい国際協力の態勢，理念を，あるいは方向づ

けを確立していくことの一助になることが大変重

要ではないかと思います。

　もちろん，国際協力と申しましても，これは常

に継続的な努力がなくてはできないことです。そ

の意味で，私は，本パネル討論の与えられた一つ

の課題は，もう一度，国際協力の態勢を確立し直

すことにあるのではな：いかと思います。

　その意味で，私は，目下直面する課題を二つ大

きく取り上げてみたいと思います。

　一つは，平和利用と核不拡散の問題です。

　只今，これまでの原子力の平和利用と核不拡散

の問題はIAEAを中心とする各国の協力の下に
進められてきたと申しましたが，…方，それは大

変微妙なバランスの上に立っていました。

　また，平和利用とIAEAによる査察には，い
ろいろな問題点があるわけです。それが，実は，

カーター大統領によって提起された問題であり，

国際核燃料サイクル評価（INFCE）によって
討議がされたわけです。すなわち，いよいよ原子

力が実用化する時期に，世界の原子力共同体は，

もう1度，今の核不拡散と平和利用の闘題を，根

本から充分に検討しなければならないという大き

なショソクを受けたわけです。

　もちろん核不拡散は極めて政治的な問題であっ

て，基本的には，核軍縮が行われれば，すなわち

世界から核兵器がなくなれば，我々はこの問題か

ら解放されるわけですが，現実はそれほど簡単で

はなく，この解決のためには絶えざる努力を必要

とするわけです。

　しかし，研究開発，あるいは産業における投資，

また国内における諸設備の建設，その他を考えま

すと，原子力の平和利用は大変長期的な，しかも

基本的な経済の問題です。

　こうした問題が，非常に変わりやすい世界の政

治的な情勢によって数年ごとに変化するというこ

とになれば，．これは大変に難しい問題で，結局，

平和利用は充分に進まないことになるわけです。

‘その意味では，原子力共同体としては今述べま

した政治的な問題を安定した枠組みの中の技術的

な聞題に転換し，それを基にして，安心して平和

利用の推進ができる体制を作る，あるいはそれを

考える，ということが与えられた課題ではないで

しょうか。

　その意味では，核燃料サイクルに対する国際的

な協力体制，保障措置制度への合意，地域的協力

体制というものを考える必要がありますが，これ

を，たんに核不拡散という視点からだけではなく

て，経済協力との整合という形で考えなくては

なりません。その意味で，．私は，アメリカのレ・一

ガン政権が，原子力の平和利用に対して非常に積

極的な政策を取っていることは，新しい体制を作

り土げていく上で大変重要なことだと思います。

　特にその場合，今の世界の情勢の中で，少数の

国が政治的な理由から，何らかの形で核爆発，あ

るいは，核の軍事的な利用への道を実際に進める

か，またはその方向を指向していると思われるよ
うな立場を取ることが，実は，エネルギーを求め，

原子力を求めている世界の非常に多くの国にとっ

て大きなマイナスあるいは制約になる，という事

実を私たちは充分に考える必要があると思いま
す。

　国際協力に関して，今，政治的問題を申し上げた
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わけですが，第．二は，原子力産業は，その性格か

ら国際的な協力を基礎にしなければならないとい

うか，必然的に国際協力が求められている産業で

あり，技術であると思います。

　私は化学者ですので化学エネルギーを例に取り

ますが，ご承知のように，化学エネルギーはeV

（エレクトロン・ボルト）という桁の話ですが，

原子力はMeV（メガ・エレクトロン・ボル
ト），すなわち100万倍のエネルギーが同じ物
質から出てくるわけです。

　ということは，それだけ，原子力産業は規模の

利益が非常に大きくなります。すなわち，言葉が

適当かどうか知りませんが，世界的にある種の寡

占的な状態が出てきます。古典的な経済学から申

しますと，寡占というのは，私の聞いております

ところでは，大変望ましくないことなのだという

ことで，どうしても競争を導入することになるわ

げですが，現実を考えます時に，原子力の持って

いる性格は，国際的な産業の上においても種々の

体制における’協力を強く要求している，というこ

とが言えると思います。

　また，もう一つの問題は，原子力は，原子炉だ

けではなく，核燃料サイクル全体が確立されるこ

とによって，産業体制ができるということがある

わけです。

　その意味で，今の原子力開発あるいは核燃料サ

イクルの問題，さらに，核燃料におけるサービス

という問題を考えますと，どうしても，国際的な

協力がなくてはならないわけです。

　さらに，原子炉の安全性の観点から述べると，

もし一つの国で何か事故が起こりますと，原子力

であるがゆえに世界中の国々の新聞のトップに載

るわけですから，その意味でも，安全な運転維持，

あるいは事故の処理上の問題，それに対応する社

会運動，あるいは社会に対するPRを含めて，こ

れらの問題に対する国際的な協力体制が必要です。

　具体的には，ある地域における地域協力，緊急

事態への対応の体制，あるいは，サービスの提供

等で，これらの協力がなくては原子力の経済性は

実現しないのではないかと思います。

　さらに一歩進めてもう一つの大きな問題は，原

子力は平和利用の立場で経済協力の一環として考

えるべきだ，と私は申しましたが，もしそうであ

るとするならぽ，先進工業国と発展途上国との間

におげる技術移転の問題，さらに，それによる協

力体制の問題，これと晶方における機微な技術と

いう形での原子力技術の移転に対する政治的な制

約との間で，どのように調和を取り，またどのよ

うに共通の利益を求めるかということが重要であ

ると思います。

　さらに，先進国間におきましても，あるいは，

これは何も先進国に限るわけではありませんが，

新型原子炉，高速炉，あるいは小型炉といった新

しい炉に対する協力という，いわゆる研究開発の

協力が大変重要になってくるわけです。

　実は．研究開発の協力は，原子力の歴史を振り

返ってみますと，スタートの時から国際的協力の

中心であったわけですが，今，各国政府の状況を

見ますと，二，三の国を除いては，政府が多額の

資金を原子力のために出す時代は，そろそろ終わ

りかけている，という印象が強いわけです。

　従って，この国際的な研究開発協力は，産業界

の協力というものと相野っていく必要があります。

この意味で，本大会で，軽水炉の問題に関しても，

A－PWR，　A－BWRについて，産業界が活発
な協力をしている話を伺いましたが，それは大変

心強い方向である，と考えます。

　このパネルにおいて，私は，先進国が技術を先

に持った国としての責任とその指導力を強く世界

に求められていることにいかに応えるか，さらに，

発展途上国と先進国との関係における原子力協力

が，真に経済協力の一環として進められ，一方，

政治的な問題に対しての調和をいかに保つか，さ

らに，IAEA，　OECD。NEA等の国際的問
題を扱う機関が，どのような役割を果たし得るか

が問題点ではないかと思います。

　最後に，私は，原子力の平和利用から全人類に

もたらされる非常に大きな利益を考える時に，我

々は，確固たる信念を持って核不拡散を初め，

パブリック。アクセプタンス，さらに国際協力と

いった問題を進めていく必要があり，それは，我

々の英知に対する大きな期待であると思います。

　字川議長　どうも有難うございました。

　大島さんから，このセッシ詔ンの基調講演をし

て戴きました。つまり，原子力に関する国際協力

に関して，我々は何をしなければならないかとい

うことですけれども，非常に良い叩き台を出して

下さいました。

　それでは，アルファベット領に，まずリムさん

に発言をお願い致します。
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バ　　ネ ル　討　論

　リム　原子力の平和利用が

始まったのは，わずか20年
前です。それ．以降，原子力産

業は国際的な関心事の一つと

なり，また，国際的な信頼お

よび協力を必要とする問題に

なりました。

　私は，ここで，まず，韓国の原子力計画に関し

て話したいと思います。

　1962年以降実施してきた韓国の経済発展計
画の成功により，韓国の経済は繁栄し，生活水

準も大幅に向上しました。それにより，当然，エ

ネルギー需要も増大しました。年間平均エネルギー需

要の伸びは，過去20年間10％で推移しています。

　韓国は，国内にほとんどエネルギー資源を持

たず，輸入エネルギーへの依存，特に輸入石油へ

の依存は，継続的に増大してきました。石油はす

べて輸入に依存しており，昨年の輸入量は，総エ

ネルギー供給量の60％強を占めています。

　このような状況から，原子力が経済的に優位で

あること，また，石油と比べ供給が停止した場合

の影響が少ないという点に着目し，大規模な原子

力発電計画を迅速に進める状況にな・つたのです。

　韓国は1960年代末に最初の原子力発電所を

建設することを決定し，78年以降，この発電所

は順調に運転しています。今年，さらに2基を送

電網に組み入れる予定です。

　これにより原子力の設備容量は，間もなく180

万kWに達します。現在建設中の8基を加えた13

基がさらに送電網に加えられれば一これは1991
年を目指した韓国政府の計画ですが一原子力がわ

が国の主要な電源になります。この原子力計画を

効＝果的に，かつ，成功裡に遂行するために資金の

確保，機器の国産化および長期の核燃料の供給保

証などの問題を解決しなければならないだけでなく，

技術者の訓練のための支援が，原子力の安全性を

保障していくためには必要です。これは，原子力

発電所を運転中，建設中，または計画段階のすべ

ての途上国に言えることであります。

　こうした原子力開発に付随している技術的，経

済的な問題は，発展途上国一国で解決していくに

はあまりにも困難であり，我々は，先進国の協力

の下に解決されるものと考えております。

　最近の国際協力に目を向けた時，原子力先進国

は，発展途君国に原子力技術を移転することを渋

っているように見えます。

　たとえば，商業用再処理を含むいわゆる機微な

技術は，その国が平和利用を目指し，保障措麗の

要件をすべて満たしていても，移転が許されてお

りまぜん。最も緊急かつ重要な課題は；国際協力

を通して，原子力が破壊目的に使われないように

すること，そして核拡散防止の目標を掲げて，原

子力の平和利用を調和裡に行う道を模索し，それ

を確立していくことだと思います。

　ただ，ここで常に留意しなければならないのは，

各国が平和利用を目的とした原子力開発政策を決

定する固有の権利を持ち，その国の技術，産業，

科学を振興するために必要な原子力技術を選ぶ主

権を等しく有している，ということです。

　発展途上国で，その国の原子力事業があくまで

も平和利用に限定されていることを例えばNPT

を批准することで示した国は，平和利用原子力開発

を推進するに必要な技術や関連施設を取得し，所

有し，また，その使用を許されて然るべきです。

　韓国は，1950年代の末に，IAEAに加盟
いたしました。そして，韓国は，IAEAの規約
に盛り込まれた精神を遵守してきました。NPTを

批准し。IAEAによるフルスコープ保障措置も
受け入れております。原子力の平和利用を推進す

るためのIAEAの地域協力協定活動（RCA）に
も参画しております。韓国としましては，この方

針をあくまでも堅持していくつもりです。

　韓国の原子力長期計画に関しては先程申し上げ

ましたけれども，これに則って1991年には年

間300t以上の使用済み燃料が13基の原子力発
電所から出ます。そして，それ以降原子炉を1基

から2基増やすことになれば，必然的にこの量が

伸びてまいります。この使用済み燃料の問題を効

果的に解決するために，我々は，われわれの地域再

処理センターの設置に関して，また，INFCE国際

プルトニウム貯蔵（IPS），　IAEA供給保証委員

会（CAS）などに活発に参加してきております。
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　原子力利用面で途上圏が直面する問題は，国際

協力の下に，そして，相互主義の精神，相互信頼

の精神をもって解決されるべきであると考えます。

　原子力産業の協力は，他の産業と比較して，よ

り慎重にしなければなりません。

　しかし，国際協力，特に原子力面での途上国と

先進国の協力は，さらに改善し，実際的に，かつ

充分に手応えのあるものにしていかなければなり

ません。まず，手始めとして，原子力供給国が協力

して，途上国の経済，技術，社会的な側面を検討

し，それを反映した核燃料サイクルに対する充分

な措置を提供し，そして。原子力機器の標準化を

行うための措置を取ることで，原子力の安全性を

上げ，途上国の技術レベルの向上に貢献すること

ができると思います。

　これに関して，特に日本の企業が最近実施して

いるプラントの信頼性向上および原子力機器の標

準化に関する作業に非常に関心を持っており，でき

れば，こうしたプロジェクトに我々もパ…トナー

として参加したいと考えています。

　原子力開発に関連して，すべての人が懸念を持

つのは，いかに開発をし，原子力を利用しながら，

環境を効果的に守っていけるかということです。

この懸念があるからこそ，使用済み燃料を含む放

射性廃棄物の最良の処分法が確立するまで，我々

は，なかなか行動を取り得ないのです。

　これに関して日韓両国は，人口過密で狭い国土

という条件がありますから，例えば低レベル廃棄

物の適切な投棄場の選択，それから地中に埋設す

る場合の技術的な基準の策定面で，相互協力が可

能だと思います。

　低レベル固体放射性廃棄物の海洋処分は，韓国

が三方を太平洋に囲まれた半島であることから，

非常に関心を持っていますが，具体的な措置をと

る前に。海洋処分に関しては近隣諸国と慎重に検

討すべきだと考えています。

　特に，環境保護と原子力の平和利用の促進に関

して，意見交換と研究協力を推進していくべきで

あると考えます。

　最後に，私は，国際協力について特に安全性向

上の関連で話したいと思います。

　原発の事故を防止し，起こり得る事故の影響を

最小限にくい止めていくために，次の点に留意し

なければならないと思います。

　韓国の場合，人口過密であり，原子力発電所も

多いわけですが，ここで認識しなければならない

のは，ある国の原子力の安全性の問題は，他の国

の安全性の問題と同じ真剣さで取り組んでいかな

ければならないということです。

　これに関して，原発事故に付随する相互支援，

また，原子力の安金性に関する国際的，地域的な

協力の強化は，安全性に関する情報交換や技術交

流，緊急時に関する共同研究の分野がまず最：優先

されるべき問題だと思いますげ

　私は，ここで次の提案をしたいと思います。

　それは，緊急時対応センターの設’置です。つま

り，原子力の安全性に効果的に対処するためのも

のです。これは，国際的なレベルでも地域的なレ

ベルでも良いと思います。

　そして，私は，2月にIAEAの理事会がやは
り同じような方針に則って採択した決議を支持し

たいと思います。

　宇川議長　韓国が現在直面している問題につい

てお触れ下さり，また，加えて，国際協力の対象

となり得るような領域についてお話し戴き，あり

がとうございました。

　それではマーカムさん，アメリカの立場から発

言願います。

　マ「カム，現在，世界は，

エネルギー：危1幾，いわゆる70

年代に我々を悩ませた石油供

給の中断ならびに市場の操

作から，一息ついていると
ころです。今日，世界的に，

省エネルギー対策が効果を発

揮したことにより，石油供給は再び，ある程度豊

富になってきているし，価格も下降傾向を辿って

きています。

　しかしながら，私どもは，自己満足に陥るわけ

にはまいりません。省エネルギー努力をしたとこ

ろで，エネルギー源を生み出すことができるもの

ではありません。そして，真のエネルギー危機は

将来にまだその可能性を残しております。これこ

そは，経済が回復し，発展途上国の工業化が進ん

でいる環境の中で，安全で妥当な価格のエネルギ

ーを充分に供給することを保証するための努力の

必要を与えるものです。

　我々が共通した経験から学んだ一つの明確な教

訓は，エネルギー供給は真に国際的な問題である

ということです。
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　我々の経済が相互に依存していて，その依存度が

高まっている，という事実を如実に物語っています。

　エネルギーの安全保障に対する鍵は，エネルギ

ー自立のために無駄な努力を払う点にあるのでは

なく，多様化，並びに，安定した長期的な国際協

力にこそあるわけです。

　本年1月，日本の国会での所信表明演説におき

まして，鈴木総理は，科学技術における協力を高

めることによって，国際社会の発展に寄与するこ

とを明確にされました。私どもアメリカにおきま

しても，このような目標を支援するものですし，

エネルギーこそ，このような協力の重要な対象分

野となると考えます。

　レーガン大統領は就任初年度目におきまして，

アメリカのエネルギー並びに核不拡散政策の抜本

的な変更を発表しました。これは国際協力にも重

要な意味を持つものです。

　エネルギーの研究開発分野において，アメリカ

政府は，太陽熱や合成燃料プロセスのような，よ

く知られている技術の実証には，もはや，資金を

出さないことにしました。このような分野で連邦

政府が果たすべき役割は，不必要な障壁を除くこ

とであり，安定的，合理的かつ経済効果を生むよ

うな規制政策を導入することによって，民間部門

が経済的に成り立っていく形で，開発に着手でき

るようにすることだと思います。

　大統領は，より長期のリスクの高い技術に対し

ては，連邦の強力な資金援助を続けると述べてい

ます。例えば，太陽電池であるとか増殖炉並びに

核融合など将来のエネルギー需要に有力な寄与が

できるような：ものです。これについては，予算上

の制約がある中でも，1983年度のアメリカの
研究開発支出で10％以上の伸びを示して，400

億ドルから440億ドルに：増えることでも明らか

にされておりますし，特に，物理，化学工学の分野

では，伸び率がより高くな：っていることでも分ります。

　原子力の分野におきまして，大統領は，廃棄物

処分や再処理並びに，規制の改正等に関していく

つかの積極的対応を取っております。より完全に

原子力を石炭とともに利用することによって，将

来のエネルギ・一需要を満たせるようにしょうと考

えているわけです。副大統領，その他政府の高官，

電力会社の経営者層，原子力機器メーカーならび

に銀行協会等による一連の会合を持つことにより，

さらにこの産業に影響を及ぼすような根底にある

問題に取り組むために，電力会社の組織並びに資

金問題等でイニシアチブを取ろうとしております6

　原子力は，現政権の見方では，最後の手段とし

てではなく，最：も有望なエネルギー源である，と見

なされております。そして，私どもは，この原子

力の寄与を高めるための健全な基盤を提供する決

意を持っております。

　また，大統領は，核不拡散政策を大幅に変更す

ることを発表しました。それによってより安定し

た原子力の国際的発展ができるようにするための

ものです。もちろん，基本的な不拡散の目標に向

けて全面的な努力を続けまずけれども，核拡散の

問題は，技術的な問題ではなく，むしろ，政治的，

軍事的な問題である，と認識しているわげです。

　その結果として。私どもは，核不拡散の目標を

強力に支持している原子力の先進諸国と全面的に

協力をするつもりです。また，経済並びにエネル

ギー安全保障上の理由から，これらの諸国力㍉ア

メリカよりも早く増殖炉や熱中性子炉によるリ

サイクルを開発しなければならない必要性がある

かもしれな：いとも考えてお．ります。

　同時に，私どもは問題のある国に対する機微な

原子力資材，および，技術の移転が行われないよ

うな特別の措置を追求し続けます。

　我々はIAEAを強力に支援致します。他の諸
国と協力して，保障措置制度を強化すべく努力を

続けるつもりです。また，メキシコ，エジプトの

ような：発展途．上国とう今後，原子力分野での協力を

深めることも期待していますが，これは核不拡散

に関し，信頼性の持てる第三世界の国々との協力

の模範となると考えられます。

　ここで，国際的な原子力開発を有意義に実行で

きるような潜在的な協力対象分野について，少し

述べます。

　第一に再処理です。大統領は，アメリカにおけ

る再処理の禁止を解除しました。そして適切な連

邦政府による優遇措置を導入することにより，サ

ウス・カロライナ州バーンウェルの再処理工場を

民聞で運転できるように。円滑化するつもりです。

これらのことは，政府が，新型炉に必要なプルト

ニウムを購入するということも意味していますし・

規制措置をさらに円滑化するとともに，西ドイソな

どの国々からの電力会社の参加を求めるつもりです・

　それから，このような再処理プラントから出て

くるプルトニウムのために保障借置の枠組みの中
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での核燃料貯蔵をも行うことになっており，他の

国々の参加を求めることにより，国際プルトニウ

ム貯威における重要な一歩を進めることができる

かもしれません。このアプローチに対して，アメ

リカでは，民間部門は特に強力な関心を持ってお

ります。私はこれが成功するだろうと考えており

ますし，原子力の発展を廃棄物処分ならびに核不

拡散という両方の利益を通して刺激することにな

るでしょう。

　廃棄物処分は極めて重要な分野です。高レベル

廃棄物処分設備の開発に向かって，急速に進展を

遂げております。議会とともに立法借受に関して

研究を続けることにより，財政上並びにプログラム

上の基礎を提供することになりましょう。これは

すべての国における原子力発電の開発にとって重

要な要因ですし，国際協力の対象としても格好の

分野だと思います。

　次はウランの濃縮です。これも重要です。ウラ

ン濃縮設備および技術に対する，信頼のおけるア

クセスは，先進国ならびに発展途．上国の原子力利

用を高める上でも，重要な前提条件になるもので

す。アメリカは，すでに大規模な濃縮プラントを

持っているので，この需要に対応するため協力す

ることができ，目下その設備能力を大幅に増強し

ている最中です。ここでは，改良されたガス遠心

分離技術が使われることになります。

　大統領は，ウラン濃縮こそが成熟したビジネス

であり，民間部門にそろそろ移転してもよいだろ

う，という結論を下しました。そこで，このよう

な移転を達成するためのさまざまなオプションを

検討中です。この活動に関して，他の国々の金融

面での参加の可能性も研究したいと考えています。

　次は原子力の安全性ですが，これについての協

力は不可欠です。どこで事故が起こっても，世界

中の原子力に対して打撃を及ぼすものです。従っ

て，TMIにおける事故を一つの端緒として，現
在ならびに将来の原子炉システムの安全性を高め

るべきだと考えます。安全性に関する研究開発面

での協力ならびに情報交換は明らかに重要です。

NRCは，このTMIに関する情報が他の国々に
もすぐに入手できるようにしょうとしています。

　次に，将来に目を向けてみますと，増殖炉が極

めて重要なエネルギ…源になります。私どもは，

この技術に対する資金支援を続けています。1983

年には5億ドル近くが支出されることになってい

ます。主要な目的は，クリンチリバー増殖炉を完

成することです。それからさらに，大規模な次の

世代の増殖炉の設計に着手すべき時でもあります。

これにより，クリンチリバー増殖炉ならびに他の

国々における増殖炉の経験を利用していくべきで

しょう。その規模の大きさ，および長期的性格か

ら，特に国際協力の対象として有望な領域だと思

います。アメリカ政府の予算のなかには，大規模

な協力プロジェクトのための資金が組み込まれて

いますので，将来進んでいく上で最善，可能な：ベ

ースを提供できるようにしょうとしております。

　次に核融合ですが，これはさらに将来になりま

す。そして，ここではさらに先進麟間の継続的な

幅広い協力が重要でありましょう。これは，人類

が行うことになる最も挑戦的な技術プ・ジェクト

だろうと思いますし，これから基礎的な研究をま

だまだ行っていかなくてはなりません。最近の成

果に基いた限りでは，この核融合エネルギーは，

来世紀の半ば以前に利用できる可能性はなさそう

ですが，この潜在能力は極めて大きいために，子

孫に対する投資として努力を続けるべきだと思い

ます。膨大な資金を投下することにより，次の世

代の核融合炉を開発しなくてはなりません。その

場合協力は不可欠です。これによって，無駄な重

複を避けるとともに，正しい道を見出だすべく，

充分な多様性を維持できるようにしなくてはなり

ません。

　次にエネルギー技術における国際協力を見てみ

ますと，相互の便益ならびに役割分担を考慮しつ

つ協力することが，重要です。予算ならびに資源

面での制約は常に重要であります。だからこそ限

界のところではなく，基本路線で協力するところ

に努力すべきでしょう。

　私は，さまざまな分野について述べましたが，

これらの領域はすべて協力の対象として可能性の

高いものだと思います。

　エネルギーならびに不拡散政策については，い

ま述べました。

　また，アメリカは技術面でのリーダーシップを

取っていくことになると思います。

　従って，アメリカは，より安定的なエネルギー

の将来を国際的に開拓するために，信頼のおける

パートナーとして協力を拡大していくことを楽し

みにしています。

　議長　マーカムさん，どうもありがとうござい
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ました。

　たいへん簡潔に，現在のアメリカにおける考え

方，政策の方向に関して話して戴きました。

　それでは，西ドイソのシュミソトキュスターさ

ん，お願いします。

　　　　　　　　　　シュミットキュスター　私

　　　　　　　　は，現在の西ドイツにおける

　　　　　　　　原子力の利用状況について，

　　　　　　　　　また，圏際協力に対してどの

　　　　　　　　　ように参加をしているかを申

　　　　　　　　　し上げたいと思います。すで

　　　　　　　　　に皆様方はわが国の現状につ

いてご存じだと思いますので，その点に関しては

簡潔に述べるだけにとどめたいと思います。

　現在，15基の原子力発電所，発電容量で1ρ40万kW

が稼働中です。そのうち，研究炉ならびに実証炉は4基

あります，，1981年に高い信頼性が実証され，平均稼

働時間が6，000時間にのぼり，それによって540億

kWh，つまり総発電量の17％が原子力発電によっ

て生産されたわけです。およそ1，000万kWの容量

を持つ9基の発電所が建設中であり，さ．らに10基

の発電所の計画が進展段階にあります。

　長期的な原子力利用に関しては，新型の原子炉

システムが重要であるとみています。ですから，

政府の助成は高速増殖炉とHTRの開発に集中し

ていますし，また，それぞれの型において，30

万kWの原型炉の建設に対して政府助成が行われ
ています。

　さて，原子力利用の一つの重要な前提条件とし

て，完結した燃料サイクルに関する一貫した＝考察

が必要です。これには，ウラン濃縮，燃料効果，

再処理，使用済み燃料の中間貯蔵，また放射性廃

棄物の最終管理も含まれています。これらは，西

ドイソにおいて技術的に開発されていますし，ま

た，実証の段階に入っているものもあります。

　西ドイツの原子力開発計画はヨーロッパにおい

て第2位です。それは，前述の二つの理由により

原子力発電容量は，現在これ以上急速に増加させ

る必要がなく，フランスなどに比べ拡大は緩やか

に行われているからです。エネルギー二二政策に

よって，我々はエネルギー需要を抑え，輸入石油

への依存度を低下させることができました。エネ

ルギー供給全体に占める石油の比率は，1972

年には55％でしたが，昨年は44．5％にとどま

りました。石炭，褐炭などが利用されていますの

で，この分野においては，海外に対する輸入依存

度が非常に低いわけです。また，輸入石油の依存

度も相対的に低く，全発電量の6％を占めるにす

ぎません。

　多くの工業国において少数派ではありますが，

熱心に原子力反対の運勤が行われていますし，ま

た，いろいろな社会組織でも反対の議論がありま

した。しかし西ドイツ政府は，原子力開発路線を

推進することを明言し，原子力の新しい計画を最

近発表しました。将来のエネルギー供給における

原子力の役割を高く評価する政策で，三つの党が

内閣を構成していますが，その会合においても，

先週これが合意されました。

　この方向に関し，過去数ヵ月間にいくつかの進

捗が見られましたので，ここで言及したいと思い
ます。

　連邦政府と各州政府の両者において，原子力発

電所の許認可手続きの簡素化に関する措置が取ら

れたこともあり，全設備容量380万kWの3基
のプラントから成る発電所が連邦政府によってゴ

ーサインを与えられました。また初の建設許可が，

イギリス，オランダとの三国協定の枠組みのなか

で，西ドイソの濃縮プラントに対して与えられま

した。これは1，000もSWU／年の能力を持っ
ています。

　また，AFRでの輸送容器に入れられた形での
中問貯蔵法が最近西ドイツで開発されていますが，

それに対して許可が与えられ，建設が数週間前に

開始されました。

　放射性廃棄物の最終貯蔵地として考えられてい

るゴルレーベン近くの岩塩坑の掘削試験が完了し

ました。現在，地下の探査が準備されており，

1990年代には最終的な貯蔵が行われることに
なっています。

　FBR原型炉の建設に関する資金問題ですが，

カルカールのSNR300の資金は電力会社によ
る自発的な負担分担により確保されており，10

憶マルクです。この民間による追加分は建設資金

全体の20％に相当します。運転開始は1985年
と考えられています。

　原子力開発の当初から，西ドイツにおいては国

際協力を大変重視しています。その理由として，

以下のことが申し」二げられます。

　エネルギー供給の確保は複雑な問題であり，あ

る国が孤立した状態では達成でき得ない問題です。
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特に，西ドイツのように自国の資源がほとんどな

い国では，まったくその通りに当てはまる問題で

す。

　西ドイツでは・経済が輸出指向型であり，原子

炉のような高度な技術の輸出が主要な役割を果た

しています。そのために，多くの重要な工業国と

の間だけでなく，発展途上国とも協力協定を締結

しています。原子力の協力に吉及する場合，たん

にプラントを売ることを考えているだげではあり

ません。売ってしまえばおしまいということでは

なく相互信頼，相互理解に基づく長期的なパート

ナーシップ，また知識，技術の貢献を促進するこ

とまで考慮しています。従って，そのような協力

においては，すべてのレベルが含まれます。科学

者，技術者だけではなく，メーカー，あるいは運

転側の企業，それから許認可関係の専門家も含ま

れています。西ドイツの研究センターにおいては，

他国のそれに対応するパートナー機関と包括的，

総合的な協力契約を締結していますし，また外国

の企業と西ドイツ企業との間の提携あるいは協力

協定も政府が支援しています。

　原子力発電所の建設のために，一西ドイツはター

ン・キーの原則を選択しています。私の個人的考

えですが，この原則により，プラントの高い水準

が維持され得ると考えていますし，ターン・キー

は必ずしも技術の移転を妨げるものではないと思

われます。これは，人員の派遣，あるいはそれぞ

れの困に合併企業を設立することで達成されます。

特に，アルゼンチンとブラジルが，この意味での

協力の良い例であると思いますので，もう少し詳

しく述べます。

　アルゼンチンは，：重水炉を建設しようと60年

代に考えました。それまで何年もの間，維持され

た科学技術協力関係に基づいて，原子力に関する協

力も，すぐに大学あるいは研究機関から建設，運

転，燃料要素の生産に至るまで，すべてのレベル

において準備されました。1974年に34万kW
のアトゥーチャ1号機の重水炉が運転を開始し，

この建設中あるいは稼働中に蓄積された経験によ

り，アルゼンチンは，さらにもう1基，74
万5，000kWのアトゥーチャ2号機を発注し，
現在建設中です。

　ブラジルとは研究開発の協定が1975年に締結
され，原子力の分野における協力が決定されまし

た。これは，原子炉の建設も含み，またその結果，

ブラジルの機器製造業者がさらに多くの貢献をす

ることになりました。これは大型機器に関する会

社の合併の基盤となり，また燃料サイクルに関す

る協力の基盤ともなりました。

　このブラジルとの協力は，我々が選んだ段階的

な協力のアプローチを示す一つの例であると思い

ます。最初の段階においては，両国政府は，この

合同研究開発に関する包据的，…般的な契約を締

結し，これが活動の基盤となったわけです。第2

段階においては，エネルギーに関して，大学，研

究所，許認可当局，専門家間の個別な契約となり

ました。そして最後の第3段階としては，技術の

移転が行われたわけです。

　このようなノウ・ハウの移転は，それぞれの国

のパートナー・企業同士の間で組織化される必要が

あります。ライセンス契約またはウラン探査，燃

料あるいは機器などの特定分野での合弁，原子力

計画，または原子炉の運転に関する主要なスタッ

フの訓練の調整なども行われ，それは外国のパー

トナーが原子力の利用方法を自分で独自に決めら

れるという意味でも大変役に立つも．のでした。

　アルゼンチンとブラジル以外に，スペイン，エ

ジプト，インドネシアなどが，パートナーとして

あげられます。

　こういつたすべての場合には，ある特定の原子炉

や機器に限られていたわけではなく，協力の形態

あるいはその目的としては，長期的なベースにお

いて，科学者，管理者，技術者あるいは知識，技

術を交換するという性質のものでした。それは原

子力分野に限られたものではなく，太陽エネルギ

ーなど他の分野にもわたっています。

　西ドイツの産業界あるいは企業は，小規模原子

力発電所の開発を進めています。多くの国，特に

開発途上国においては，既存のインフラストラク

チャーだけでは現在の大規模な発電所を導入する

ことができません。しかし具体的な応用，たとえ

ば地域暖房のシステムの導入などの具体的なニー

ズが，こういつた国にはあります。この場合には，

小型の完全なものとして総合された軽水炉が導入

されました。最も難しい条件下で，すなわち原子

力船オットーハーン号でテストされました。この

結果に基づいた陸上ベースの概念によって，20万

kWまで建設することができるようになりました。

これは，発電と蒸気発生の両方に使われるもので

す。この原子炉は大変高い可能性を持っています。
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つまり，第3世界にとっては有望な：原子炉である

と思います。西ドイツは，常に原子力の利用は先

進工業国だげに限られるものではなく，産業化が

開始された諸国においても有益であると強調して

おり，従ってこの活動を促進し，支持していく用

意があります。

　原子力は，もちろん平和利用に限られるべきで

あると認識しております。そのため，効率的な核

不拡散雪男を継続してきました。当初から西ドイ

ツはこの面で努力を続け，すでに1950年代の
半ばには，完全に，核兵器を放棄しています。す

べての原子力発電所は，ユーラトムまたはIAE

Aの規制に従っています。また国際協力について

も西ドイツは同じ態度を取っていますし，核兵器

の輸出に関しても同じです。常に国際的な核不拡

散の義務を果たしていくつもりです。我々は，こ

れまでも，そして将来も，信頼できるパートナー

であります。

　シェーバー　私は，本日こ

の場で就任後日本で初めて，

OECD・NEA事務局長と
してお話できることを非常に

うれしく思います。

　日本という国は，極めてダ

イナミックに，原．子力の安全

性に対して貢献してきました。

　本パネルには，著名な方々がパネリストとし

て参加していらっしゃいます。ブリックスさんが

そうです。ブリソクスさんは，まさに国際原子力

機関のトップでいらっしゃいますし，お互いに共

通の問題があるのではないかと思います。

　我々はみな，原子力が非常に手一近にある時代を

生きてきたわげです。そして，現在の原子力利用

を見てみますと，まさに，世界のエネルギー需要

に応えていくうえで重要なものだと思います。原

子力は非常に実際的なエネルギーであり，経済的

にも他の発電手段に比べてプラスの要素が多い，

ということを認識しております。また，健康，安

全性，環境に対する影響を考えますと，化石燃料

による発電よりも安全だということが分ります。

　OECD諸国の原子力発電の現在の開発状況を
見てみますと，さらに将来の成長の鈍化というこ

とを考えますと，世界的に見ても以前に考えられ

てきたような原子力利用のレベルが達成できない

ように思われます。つまり，発電全般に占める原

子力の伸びは・過去25年間・それほど大きくあ

りませんでした。現在，原子力の総発電量に占め

る割合は，OECD諸国で15％です。1990
年にこれが25％，2000年には32％になる
と考えられます。しかしながら，このような成長

路線は非常にわずかなものです。特に，過去の原

子力の伸びの予測と比べますと，わずかなもので
す。

　さて，2000年の見通しですが，5年ほど前
の私どもの予測の5分の1に満ちません。もちろ

ん，このような数字は各園の状況をよく反映して

いると思います。ブリックスさんもその点にお触

れになりました。我々がここで認識しなくてはい

けないのは，原子力への依存，さらにまた需給状

況は，国により異なるということです。もし，原

子力が我々の数年ほど前の予測のような急成長を

しないとすれば，その主な理由は次のようなとこ

ろがら出てきます。まず，技術的な抑制，規制，

もしくは他のエネルギー資源に比しての経済性の

ハンディキャップによるものです。他の原因とし

ては，経済の低成長，非技術的な側面，たとえば

政治的，社会的な側面なども，この原子力の伸び

を阻害1します。

　このような背景のFに，我々は，果たして充分
にこの原子力の潜在力を多国間協力によって開発

しているかどうか，ということを自問してみなく

てはなりません。我々が直面している問題の一つ

は，我々はどこまで国際協力を進めていくことが

できるか，という点です。まず第1に，原子力に

関して現実的な評価を与えなくてはなりません。

特に，全般的なエネルギーのなかの原子力の割合

を考えなくてはいけません。さらに，原子力計画

を最適化することを考えなくてはいけません。過

去の原子力成長見通しは非常に楽観的に行われま

した。したがって，何回も修正が施されたわけで
す。

　先．月，ハイレベルワークショソプで原子力が検

討されました。これはNEAが検討したもので，
各国の産業，インフラストラクチャー，また資源を

この部会で考えたわけです。そして，そのような

基盤は，今後，望ましい原子力発電を網羅するた

め，今世紀末まで充分なものであることがわかり

ました。つまり，現在の能力，資：源を原子力産業

で見てみますと，現在の我々の予測以上に大きく

伸びる可能性を持っているわけです。ですから，
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現在の原子力発電所の建設の遅延等が今後も続き，

我々の原子力産業の能力を阻害したり，我々の今

後の需要に応えることができないような状態にな

りますと，各国における総エネルギーに占める原

子力の割合も小さくなるでしょう。

　さて，この種の国際協力において，協力を推進

することによって，産業界，政府の企画立案者は今

後もより正確な原子力需要予測を行っていくこと

ができると思います。IAEAは，すでに技術的，

経済的評価に関してかなりの経験を現在の原子力

計画の下に積んできております。よく知られてい

るウラン資源問題のIAEAとの協力プロジェク

トについて申し上げたいと思います。最近，NE

Aは核燃料サイクルの今後50年の見通しをまと

めました。しかし，さらに多くの作業を行うこと

が可能です。たとえば，大きなデータベースを作

り，また各国の原子力計画を評価することもで

きます。さらに，我々先進工業諸国の産業の出方

を進めていくこともできますし，原子力がそれに

どのように影響を与えるかということも評価する

ことができます。

　さて，国際協力がもう…つ可能な分野は以下の

ものです。つまり，いろいろな不当な障害を取り

除き，原子力計画をさらに進展させていく，とい

うことです。たとえばNEAなどの監視機関にお

いても，安全目標などを設定して，放射性廃棄物

の管理技術を確立してきました。このような協力

は今後も進めていく価値があると思います。特に

長期的目標を設定して，それを行うことができま

す。共同研究開発プロジェクトなども，個々の運

転経験から情報交換することも重要だと思います。

そして，このような技術的な進展も非常に重要で

すが，さらに多くのことが可能です。たとえば，

これらの技術的な評価を行う場合，注意深く検討

し，そのような評価結果が各国の政府の政策決定

者が理解し得るようなかたちで提示すれば，もっ

と我々の努力も報いられると思います。我々は，

いろいろな機関の枠組みのなかで，原子力におけ

る’協力を進めてきました。したがって，今後もそ

れを進めていくことによって，より政策志向型の

討議も取り上げることが可能だと思います。そう

することによって，加盟国が各国国内で充分に政

策上対応しているかどうかを見ることもできます

し，また必要なエネルギー需要量を満たすような

政策があるかどうかも検討できる，と思います。

また技術的な政策討議も，国際会議で交渉できる
と層、いま’す。

　さて多くの発表者のかたがたが，ここで述べら

れたように，我々はみな，お互いに原子力計画で

は相互依存関係にあります。商業上，貿易上，ま

た安全保障上の問題などはさておきまして，この

原子力の問題，技術の問題は，非常に国際的な特

徴を持っています。いろいろな欠点や長所もあり

ますし，また政策も個々の国によって異ります。

また，大国はより大きなプロジェクトを用意して

いるわけですし，そのような大国の大規模プロジ

ェクトは他の国に影響を毎えるわけです。TMI

の事故は，実際にアメリカを超えて多くの国に影

響を与えました。また，立地に関して新しい各国

のイ諜シアチブが必要です。そして，そのような

立地に関するイニシアチブも，その国のみならず，

他の国にも波及するかもしれません。一一国が，研

究，安全面などすべてをカバーすることはできま

せん。

　研究開発というのは，お互いにプロジェクトを

協力して行うことによって，そ¢）プラス面が出て

くるわけです。たとえば，いろいろなレビューなど

に関しても，多．くの人々のプラスになるわけです。

原子炉の運転に関しても，知識を積み，他の国と

それを相互的に分かち合うことができます。原子

力というのは，お互いに意見を交換することによ

って進めていくことができるのです。また，それ

以上に個々の国が幅広いコンセンサスを形成する

ことが必要でありますし，それらの国が開発する

技術などに関してコンセンサスが必要です。また

放射性廃棄物の処理技術に関しても，安全である

ことが必要です。そのような国際協力を行うこと

によって，各国の努力にも大きく寄与することが

できると思います。

　次にNEAですが，我々の作業がより受容され
るかたちのものにしていきたいと思います。さら

に国際レベルにおける努力を進めていきたいと思

います。また，放射性廃棄物長期管理に関しても，

長期的な安全対策は可能であるということを検討

していきたいと思います。また健全な，科学的な，

技術的な要求に関しても，討議できると思います。

たとえば長期的な放射線防護の問題だとか，放射

性廃棄物の処分の問題などです。

　さて，締めくくりに以下のことを申し上げたい

と思います。
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　IAEA，ユーラトム，　NEAなどの国際諸機
関が設立されて20年ほどたちました。しかしな

がら，実際に欧州でウランが発見されてから，ま

だ40年目過ぎません。我々は，その間，国際協

力を進めてきて，そして成功裡に数多くのプロジ

ェクトをともにやってきました。特に，核燃料サ

イクルの多くの側面において，それを行ってきた

わけです。いくつかの面で成功を収めています。

まさに，その成功は協力ゆえに可能であったわけ

です。原子力の可能性は，まだ充分満たされてお

りません。しかしながら，効果的に国際協力を行

うことも，まだ充分に活用されていません。まだ

協力余地があります。そのような国際協力を通じ

て，いかに早く，また適切な原子力の潜在性を引

き出すことができるかということを，我々は考え

ていくことができます。

　高岡　まず第一に申し上げ

たいのは，核不拡散に関連し

ての問題です。いまさら申す

までもありませんが，保障措

置の制度，核物質の防護借置，

核物資あるいは核資材の国際

的な貿易の管理といったこと

が核不拡散のための方策ですし，原子力の分野で

国際協力を進める基盤です。

　1970年代の初めには，こういつた目的のた
め，供給国と多くの輸入国を含め，国際的な合意

が一応でき上がっていた，収まるところに収まっ

ていた，というように思います。しかし，　1974

年目，大変不幸なことですが，インドの核実験が

あったわげです。この事件以来，核不拡散につい

ての国際的な議論が非常に活発になり，従来の国

際的な核不拡散についての合意が，いくつかの大

事な点で不充分であることが認識されるようにな

ったわけです。たとえば，再処理についての事前

同意とか，濃縮ウランを20％以上に濃縮する場

合の事前同意とか，あるいはより高度なフィジカ

ル・プロテクション（核物質防護）制度の整備で

ありますとか，あるいは国際的な技術移転のコン

トロールをより厳しくするというような要請が出

てきたわけです。

　こういつた新しい要請に対する国際的に合意さ

れた対策とか，システムというのが，必ずしもま

だ充分にできていないというのが私の認識です。

わが国を含めて，こういつた面での一種の模索が，

二国闇で協定の見直しというような格好で進めら

れているのが現状です。一例を申し上げますと，

最近の供給国の要請としまして，自国から供給さ

れた核物質が，どういう所にどういう形であるか

という一種のトラッキングの要請があります。こ

ういつたことは，単一の供給国の場合にはさ憺ど

問題ではありませんが，日本のように非常に多く

の国から核物質を輸入しておるような状況ですと，

たんに原子炉のなかにあるだけではありません。

加工工場のなかにあるだけでもありません。また，

新しく出てくるプルトニウムの問題をどう扱うか，

非常に厄介な問題になるわけです。

　この種の問題は，新たな問題で，二園間，つま

り供給国と輸入圏の間の協議だげでは処理できな

い問題です。非常に技術的な問題ですが，多国労

の協議を経て，国際的に輸入国と供給国が合意で

きる一種のシステムを作る必要がある，と考えま
す。

　さて，先程もお話がありましたが，アメリカの

レーーガン政権の原子力政策が非常に積極的に進め

られておりまして，核不拡散政策の合理化に配慮，

努力していることは，我々としては非常に高く評

価しております。

　申し上げるまでもありませんが，核の不拡散と

いう問題と，平和利用を進め，両立させるという

のがIAEAの目的です。　IAEAに対する我々
の要望は，先程も申しましたような二国間の協定

の見直し，その他の動きに対応して，現在，IA

EAで進められているIPSとか，そのほかのい
ろいろな作業を集約して，保障措置制度の技術の

改善，あるいは先程申し上げたような国際的な共

通のシステムを，できるだけ早く作り上げること

に充分努力して戴きたいことです。そういった制

度の国際的な，普遍的な適用ということが極めて

大事ではないかと考えます。

　我々IAEAの加盟国には，核保有国も非核保

有国もあり，NPTに入っている国も入っていな
い国もあります。南北問題も抱えています。非常

に困難な問．題を抱えていることは充分承知してい

ますが，さきほど申しましたような国際協力を進

めるための基盤ですから，この点については充分

努力して戴きたいと思います。

　日本としても，この面でのIAEAの仕事に対
しては，従来に増して協力を惜しまない考えです。

　だいぶ時間も経過していますので簡単に申しま
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すが・国際協力の面では・先進国の協力問題とい

うのがまずあります。わが国の原子力の技術も非

常に向上してきまして，国際的な評価をされると

ころまできています。一方では，研究開発プロジ

ェクトの大型化にともない，資金問題やリスクを

軽減する必要性が増してきています。こういつた

面を考えると，研究者あるいは技術者の交流とい

ったことは当然ですが、研究開発実施の面で共同

研究を広範．囲に実施することが，今後ますます重

要になってくると考えます。

　それから，さきほどお話がありました放射性廃

棄物の問題についても，NEAを中心に，いろい

ろ作業が進んでいますが，わが国としても，この

面で協力しながら実効ある成果を挙げて戴きたい

と思っています。

　今後，日本の立場でさらに強化する必要がある

分野としては，原子炉の安全性の研究や，高温ガ

ス炉の問題などいろいろありますが，特に高速増

殖炉の開発，あるいは核融合の研究という面では，

国際的な協力が非常に大きなウェイトを占めてく

るであろうと考えます。

　もちろん，この面では日本独自の研究開発計画

を進めており，それとの整合性とか，あるいは高

速増殖炉の場合には，次の段階のプロジェクトと

しては，実証炉の開発計画が対象になるだろうと

思いますが，こういつた面では民間産業界のお考

えが非常に大きなウェイトを占めることになるも

のと思われます。

　最後に，開発途．上国との協力問題についてです

が，従来からIAEAの活動を中心に，この面で

も貢献をしてきています。特にRCAプロジェク

トについては，放射線利用分野で，わが国が中心

的な役割を果たしています。今後，こういつた面

でのわが国の努力を積極的に進めることはもちろ

んですが，RCAの枠内だけの問題ではなくて，
たとえば研究炉とか，場合によっては発電炉の運

転管理技術，安全管理といった面での地域協力，

あるいは近隣諸国のみでなく，より広い地域を対

象にした協力ということを検討する必要があるの

ではないかと考えています。こういつた開発途上

国との協力問題というのは，最初に私が申しまし

たようなNPT体制の維持，強化と不可分であり，

そういった協力を進めることが，不拡散体制の強

化につながるという認識で努力をすることが重要

ではないかと考えています。

に考えているか説明したいと思いますが，

え方は，わが国がNPTへの加盟国ではないので，

片寄っている点があるかもしれません。ただ，多

くの国々で原子力発電計画が実行されていますが，

ラジオアイソトー・プを利用している多くの国々も

我々と同じような意見を持っていることを，お伝

えしておきたいと思います。たとえば，さきほど

韓国の方からも，原子力協力，また原子力計画を

推進するうえで直面している諸問題について，ご

説明がありました。

　国際原子力協力は，原子力発電のために欠くべ

からざるものであり，これは先進国，開発途上園

を問いません。このような国際協力を実現するた

めに，相互の信頼感が，供給国と受入れ国との間

に存在しなくてはなりません6こういった信頼感

は，平和のための原子力計画が発表された時には

存在していたと思いますが，1974年にインド
が核爆発実験を行った時に損われてしまいました。

、その結果，ロンドン・クラブと呼ばれる原子力技

術の供給国間のカルテルが生まれ，保障措置の条

件が一方的に追加されました。これは，IAEA
が設置したものに事前同意であるとか，より厳し

い保障借馬等が付げ加えられたもので，国際通商

がある意味で麻痺してしまいました。原子力通商

が可能になった例もわずかにありましたが，これ

は供給を受けようとする国々の立場が充分に認識

されて初めて実現したものです。いろいろな非現

実的な条件が存在することにより，核不拡散のリ

スクが高まっていますが，INFCEではこのリ
スクを評価し，核不拡散の前置を強化するための

努力がなされました。

　しかし，その結果はご承知の通りです。まず第
一一 ﾉ，水平的な核拡散は，技術的な手段で予防で

きるものではありません。垂直拡散と同じように，

水平的な拡散も，やはり政治的な問題です。二番

目にノン・フユ一腰ル・サイクルというのも，他

の燃料サイクルと同じように拡散を続けています。

こういつたものは，すべて技術，設備等が非平和

　カストロマデロ　まず最初

に，このパネルに参加する機

会をお．与え下さり，特に非常

に著名なかたがたと同席でき

て，うれしく思います。

　私は，アルゼ，ンチンが，こ

の国際原子力協力をどのよう

　　　　　　　　　　この考
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的に使われるリスクを伴うものです。このリスク

をコントロールする唯一の方法は政治的な方法だ

と思います。三番目に，原子力発電計画の作成に

より，原子力技術や原子力設備が軍事的に転用さ

れる危険性が増えてくるわけです。

　IAEAを通しての保障措麗は，不拡散の保障
を与える充分な場だと思います。それから，技術

ならびに資材の移転等は，その規模も高まってお

り，全体的な供給量との関連におきましても，そ

のシェアが高まってきています。ですから，保障

措置のなかでもネソトワークを作ることが重要だ

と思います。差別的な条件のなかで，国際協力が

全く不可能になっています。差別を受けた側は，

あらゆる努力を払って，その差別から逃れようと

するものである，ということを認識することが重

要です。不拡散努力というのが，当初意図された

目標に逆らうものだと思います。不拡散の考え方

から生まれた一つの概念は，原子力の能力をリス

クとみなすというものですが，これは極めて危険

な概念だと思いますQ

　と申しますのは，これは水平的な拡散を回避す

るという考えに隠れて，あるいはその名の下に，

特定の国々に対しては原子力を平和利用しようと

する可能性そσものも奪ってしまうことになるが

らです。ですから，現在国際協力のなかで一番必

要とされているのは，相互の信頼感を取り戻すこ

とです。この問題は，先進国にとっても発展途上

国にとっても，同じような重要性を持つものです。

また，原子力通商の流れが鈍化している現在，そ

れを刺激する非常に良い方法だと思います。IA

EAは，いま申しましたような方向に向かう措置
を促進する適切な：場だと思います。

　原子力計画が必要とする技術あるいは設備は，

IAEAの保障措置の枠組みのなかで移転するこ
とによって，より広範な協力の可能性を生み出す

ことができると思います。それとともに，この方

法を通して，原子力が初めて真に平和目的のため

のみに使われるようにすることができると思います。

　ブリックス　私は，相互依

存という概念に基づき普遍的

な使命を持っているIAEA
を代表するものです。相互依

存の概念は，原子力の分野に

おいても見られるものです。

　このパネル討論では，原子

炉の安全運転ということが強調され・また原子力

の受容性についても言及されました。スリーマイ

ル島の事故は，僚子力の分野において，国と国が

どれだけ依存関係にあるかを示してくれました。

世界各園において，原子力の受容性はどうである

かという疑問を投げかけたわけです。安全に運転

することはわれわれにとって根本条件であり，こ

れは園際協力を通じて学んでいけることであると

思います。

　もう一つ，直接我々が依存している分野は，放

射性廃棄物です。高橋さんが昼食の講演でおっし

ゃいましたが，大量に化石燃料，すなわち石炭，

石油が燃やされて，空気中の：二酸化炭素が増加し

ているということです。二酸化炭素は，大気中で

全世界にすぐに広まりますから，お互い，それぞ

れの国が大きく影響し合っているわけです。原子

力を利用することは，石油，石炭への依存度が減

るわげですから，これに対する対応策の一つです。

　しかし，原子力開発を推進する場合，最終放射

性廃棄物投棄に，特に高レベルのものの分野にお

いても，お互いに依存している点を忘れてはいけ、

ません。ある一国が原子力利用に際し，この義務

に対して怠慢な態度を取ると，大きな影響を与え

ます。放射性廃棄物の投棄について，国際的な協

力体制を整えて，絶対的に安全な方法を確立して

いかなければなりません。

　それから，IAEAはそれ自体が一一つの力を持

っているという誤解があるかもしれませんが，ど

のような国際機関であれ，それは各国の政府が相

互に活動するところで係わり合うところです。そ

れぞれの国が情報を交換し，経験を交換し，そこ

から合意を得ていくという場なのです。また我々

は，事務局においてもう一つの役割を果たしてい

ます。それは，査察機関として公平に機能するこ

とであり，我々の査察を求めてくる国の政府が，

軍事利用に転用しないように査証，検証するとい

うことです。

　さて，相互依存は国際貿易においても見られま

す。園際通商貿易は相互依存の現れであり，そこ

から便益が得られます。効果的に労働力が分配さ

れ，最も効率的な生産者が，国際市場で競争をし

ていきます。それは，高子炉の販売にも，濃縮役

務供給にも，またウランの販売にも当てはまりま

す。ですから，我々すべてが便益を享受し，より

合理的に生産することができるわけです。そのか
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わりに自給自足はよりコストが高くつくものです。

ウランの生産は，ウランの国際市場での供給が充

分である，ということがあります。そして，各国

の政府は，充分にエネルギーの供給が保障される

ということを重視しています。石油危機は我々に

とってショックであり，我々が脆弱性を持ってい

る点を認識させました。そこからエネルギー供給

源の多様化を進めていく必要性が認識され，また

相互依存度が認識されたわけです。ただ，その考

え方は，世界の資源の効率的な，最も効果的な使

い方ということと矛盾しています。というのは，

それは国際通商と依存関係にあるからです。この

国際貿易の相互性は，はるか以前から確立された

考え方でした。

　ところが一方，核不拡散の問題があります。供

給者は売りたい，しかし同時に，この販売の結果，

核兵器が拡散されることを防ぎたいと考えます。

NPTはそれに対する解答として出されたわけで

す。しかし残念ながら，1974年に，いわゆる
平和的な核爆発が行われて，その結果核物質の取

引が制約されました。そこからロンドン・クラブ

が生まれました。

　またゴ心理学的な影響も出てきました。すなわ

ち，感情的な反応が南の国々，また他の国々にお

いても見られました。これらの諸園一南の国々が

先進諸国に対して依存度を持っていることに対す

る反感が，反植民地主義として表現されたわけで
す。

　信頼のおける保障措置，そして技術の移転とい

う問題もさらにあります。

　さて，これらの問題をIAEAのCASの場で
討議するメカニズムがあるわけです。つまり，核

兵器への利用，あるいは原爆への利用に向かうい

かなる一歩を取っても，それは我々自身の後退に

つながるといえましょう。レーガン政権の外交政

策は，原子力の分野においても，より摩擦の少な

い通商を提唱していますが，そういったすべての

努力が後退してしまうことになります。

　さて，自由な技術移転が制約なしに行われるな

らば，自給自足あるいは相互依存の欠如へとつな

がるかもしれません。また，技術の移転に関して

も，NPTのなかで一つの望みがありますし，ま
たそれぞれの国においても，その推進に向かって

努力がされていると思います。

　ここで，技術移転に関して，特に発展途上国へ

のそれに関して，若干，言及したいと思います。

西ドイツの方が「小型原子炉の建設に努める，特

に発展途二二では小型の原子炉が適している。大

規模なものでは適さない」と強調されました。こ

こで，技術の発展途上国への移転はテーラーメイ

ドでなければならないということを，認識しなく

てはなりません。発展の度合に応じて行われるべ

きです。発展途上国のなかには，発電用の原子炉

は適切なこともありますが，場合によっては，源

子力の導入が時期尚早である国もあります。しか

しまた，多くの原子力技術が便益をもたらすとい

う場合もあります。アイソトープが有効なことも

あれば，医学上のX線，レントゲン，植物の品種

改良，食品照射などに放射線が役に立つ国も多く

あるでしょう。

　このような分野において，主にIAEAは発展
途上国への技術移転あるいは技術援助を行ってい

ます。こういう分野は発展二二園にとっても，原

子力技術をよく知る，あるいはこういつた科学が

どういう意味で役に立つかを知るうえで，大いに

役に立つでしょう。これらの分野の理解は，後に

原子力の利用を話し合う場合の基盤となり，南北

関係改善の場が，この技術移転にあると思います。

それが二国間であれ，またIAEAを通じての多
国間であれ，技術援助は有益であると思います。

現在1年間に3，000万ドルというプログラムを

持ち，小幅の改善ではありますが，三分の一がス

ウェーデンからタンザニアに与えられています。

このプログラムをさらに拡大すれば，南北間の環

境が原子力分野においても改善されると思います。

アジアにはRCAが存在し，日本が多くの貢献を
しています。日本がさらに大きく貢献することが，

この南北間の関係改善に役立つものと期待してい

ます。もちろん，限定された分野と考えられると

思いますが，このパネルのテーマは状況を改善す

るためのイニシアチブということですが，これが

私が日本のかたがたに提示したい現実的な一つの
案です。

　高岡　韓国のリムさんが言及された再処理の地

域センターの問題ですが，この問題に対する日本

の政府の考えはまとまっておりませんので，私の

私見として申し上げます。再処理に関する日本の

現状は，非常に小さな規模の再処理パイロソトプ

ラントを東海村で運転しています。これだけでは

日本の使用済み燃料を扱うには不充分だというこ
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とで，目下イギリスとフランスに再処理の委託を

している状況です。一方，将来の商業規模の再処

理工場の建設計画を進めています。ですから，再

処理の地域協力センターという考えをかなり以前

から韓国が主張されていることは承知しています

けれども，目下の状況で日本がどういう役割を果

たすべきかについては，なかなか現段階で明確な

立場を取ることは難しい状況です。

　しかし一方では，INFCEの議論の結果，日
本は再処理を当面実施する圏として，認められて

おります。そういう立場ですから，適当な表現か

どうかわかりませんが，やや後発の周辺諸国に対

して，ある種の再処理サービスの提供という面で，

長期的には貢献しなければいけないという立場は，

充分，認識をしております。たとえば商業再処理

工場の計画を進めています。いまの段階では具体

的に申し上げかねる状況ですが，そういった商業

用プラントができた段階とカ㍉第二の商業用プラ

ントの計画を進める段階で，われわれの周辺諸国

に対する貢献というものが具体的に考えられるの

ではないかと＝考えます。

　宇川議長　どうもありがとうございました。　リ

ム博士，どうぞ。

　りム　本日のテーマは「圏際的協力」であると

理解しております。これは，今日，必要な実質的

な協力という点も理解しております。

　私はアルゼンチンと同様，原子力の発展途一上国

を代表しているわけで，他のパネルの方々は，ど

ちらかといいますと，原子力の分野でも先進国の

方々であると思います。ですから，この機会を利

用しまして，発展途上国として私の忌揮のない意

見を述べさせて戴きたいと思います。特に，韓国

のような国におきましては，強力なインセンチブ

に基づく原子力計画を持っておりまして，それが短

期間に推進さ、れてまいりました。この観点から，

政治的な意見ではなく，そういう国の一つとして，

発展途上国全体というよりも，むしろ韓国と同様

の状態にある国，つまり強力な原子力開発計画を

短期間のうちに推進してきた国の者として申し上げ

・たいわけです。

　いろいろな国があります。先進国は，発展途上

国に対して，確かに供給者としての役割を持ち，

いろいろなものを売り，また自国の技術を持って

おり，それを開発しています。原子炉を作るわけ

です。発展途上国に必要な原子炉については，私

の先程の発表でも申し上げましたが，我々は，た

んに生存したい，生きのびたい，そして原子力に

よって非常に安価に生産できる電力を充分に町回

たいと考えているわけです。しかし，高度な技術

を使わずにそれを実現できれば良いと考えていま
す。

　さて，国際脇力に関してこれまでの歴史を振り

返って見て，何が生産されてきたでしょうか。特

に，原子力の分野における予予協力ではどんなこ

とがなされてきたでしょうか。技術を持つ国があ

り，持たない国があり，その間においても協力を

維持していく必要があります。しかし，特に原子

力発電という問題になると，その協力は大変難し

くなります。たんに’言葉のうえの原理だけの協力

ではなく，現実的なものが必要です。

　アルゼンチン同様に韓国も，技術援助を必要と

しています。技術保有国はその扉を大きく開けて

戴きたいと思います。先進諸国と相互の関心を分

かち合うことが，お互いの利益であり，我々は，

先進技術の恩恵を享受したいと考えます。それほ

ど高度な技術ではなく，たとえば原子力関係では

アイソトープなどの分野において人材養成，訓練

を行うことは問題はないかもしれませんが，もっ

と高度な分野になると，先進国は訓練の場をなか

なか提供してくれません〇

　二国間，あるいは多国間の国際協力とよく言わ

れますが一，実際，どういうことがなされているの

でしょうか。技術協力のために大きく窓を開け，

機微な技術に関してではなく，安全性に関する情

報交換や協力など，より実際的な分野での協力を

実現していきたいと思います。たとえば，ある技

術に関する情報を先進諸国から得るのは大変難し

く，発電所の運転，補修上難しく，重要な技術で

あっても，なかなか移転して貰えません。私は

原子力分野にだけ限っており，そのほかの国際協

力の場合に当てはまるかどうかは知りませんが。

非常に機微な分野についてお願いしているのでは

なく，相互にとって重要な，限られた分野につい

てお願いしているわけです。

　原子炉の安全運転に関する分野もその一つです。

韓国では，原子炉の建設あるいは運転を集中的に

行っており，10年後には13基の原子炉を持つ
ようになるかもしれません。先進諸国と違って，

原子力の運転に関して短い経験しか持っておらず・

不充分な計算しかできませんが，トラブルなしに
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安全に運転をしていきたいと思うわけです。少な

くともこういつた相互に関心があり，相互に利益

をもたらすような分野においては，協力を実現し

ていきたいものです。一国で原子力発電所の事故

が起こると，近隣諸国に即座に影響が生じ，原子

力開発計画の将来に対しても影響を及ぼします。

　真の意味の協力とはどういうことなのでしょう

か。高度な国際協力ではなく，実際的な溶血協力

から始めていきたいと思います。このような関連

性の強いテーマが，この原産の年次大会で討議に

出されたことは，大変有意義なことです。

　放射性廃棄物の処理，管理はすでに’言及された

分野であり，いろいろ現実的なアプローチの仕方

が考えられますので，こういつた問題をお互いに

協力して解決していくために情報交換を行いたい

と思います。もし残念なことが起こったとすれば，

それはその当事国だげでなく，近隣諸国あるいは

世界全体に影響を．与えるでしょう。二国間と多国

間，あるいは地域的と国際的とを問わず，実際的

な．そして真の意味での協力は何かを考えねばな

りません。協力，協力と連発しまずけれども，号

令だけでは何も生まれません。先進諸国において

は，大変強い哲学的な基礎の上に，相互信頼，相

互協力という堅い信念を持っています。いわゆる

協力，地域相互協力とは何か，ということについ

て富豪のない意見を述べました。

　シュミットキュスター　二つの問題点が指摘さ

れましたが，それに関して述べたいと思います。

　まず第一点は，韓国の方に申し上げますが，先

程の私の発言のなかで，我々の協力についての理

解の仕方を説明しようとしましたが，ただいまの

韓国の方のこ発言は，私どもの概念のなかに必ず

包摂されなくてはならないと考えます。さもない

と，間違った方向に進んでしまいます。ですから，

従来私どもが追求している政策は，カストロマデ

ロ氏も同意して下されば幸いですが，協力を取り

つける場合には，必ずいまお二方がおっしゃった

ような問題点に取り組もうとしています。そして，

発電所の安全運転に関する情報を提供する適切な

アレンジメントというのが適切な時期に保証され

なくてはなりません。これからもこのようなやり方

で進んでいくつもりです。さもないと，真の意味

での将来の目標を達成することは，特に発展途上

国においては，不可能でしょう。

　発展途土国の場合には，何が起こっているかを

理解しなければ，原子力を利用し，原子力発電所

を運転することはできません。そういった問題に

ついて我々はよく理解でき，また真の問題点がそ

ういう点にあるのだということを充分承知してい

ます。しかし，インフラストラクチャーが整備さ

れていないような国に原子力発電所を導入しよう

とする場合には，いま申し上げた点が一番重要で
す。

　第二点は，再処理ならびに廃棄物処分に関して

です。この問題がこのパネル討論のなかに出てき

て非常に幸いだと思います。このテーマはすでに

かなりの期間をかけて取り上げられていますが，

過去5～6年を振り返ってみると，たいした進捗
も見られなかったという気がします。ただ，大規

模発電所の運転経験を持っていた二，三の国が例

外だというのは，これらの国は，当然，軍事的プ

ログラムを持っていたからです。西ドイツの場合

には，純粋に平和目的のためのみの原子力開発に

着手しましたが，この技術を導入するうえで，・’，

ブリックアクセプタンスという非常に深亥ljな問題

に直面しました。西ドイソの状況について見ると，

国内の廃棄物あるいは使用済み核燃料が海外に送

られて，そこで再処理されているということは，人

凌の同意を得ています。しかし，少なくとも今日，

たとえば近隣諸国からの使用済み燃料を西ドイソ

で再処理するなどというと，世論は爆発してしまう

でしょうb

　他方，この分野での協力が不可欠であるという

ことも確信しています。なぜなら，こうした国々

が，これから20年から25年のうちに2～3基
の発電所を建設し，核燃料サイクルのバックエン

ドを国内でやらなければならないということにな

ると，経済性も悪く，混乱が起こるかもしれない

からです。ですから，これから数年間のうちに，

この分野で何らかのアレンジメントを組織化する

必要があると思います。

　原子力発電計画を導入しようとしている国々は，

この間題について，あまりに早い時点から神経を

とがらせすぎないほうがいいと思います。と申し

ますのも，使用済み燃料をかなりの長期にわたっ

て貯蔵し，その間必要な設備を建設し，核燃料サ

イクルのバックエンドに対処することができると

いうことは，すでに充分確認されているからです。

西ドイツもこのような考え方を取っています。西ドイ

ツの場合には，国内的な討論を通し，充分に時間
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はあるのだという点を一般大衆ならびに政治家は

理解しており，あまり神経をとがらせなければこ

の問題は充分に対処できるので，時間をかけてき

ちんとした適切で健全なシステムを作ることが重

要だ，ということを認識させようとしています。

いくつかの主要な原子力発電国の周辺地域に住む

人々が，この発電所の運転に慣れ，それが一般的

な経験として蓄積され，そして，それがさらに広

がれば，そういった設備を一一層拡充して，まだ独

自の設備を作る段階に達していない国のためにも，

協力の手を差し延べることができるようになるだ

ろうと思われます。こういつた方向に進むのが最

も安全で着実だと思いますが，別の観点からの癸

吉を求める方がいらっしゃるかもしれません。こ

れは今後20～30年の間は極めて微妙で，しか
も原子力発電の開発において特に重要な難しい問

題だと思います。

　大島　私は，基調演説のなかで不充分にしか触

れることができなかった点があります。一一っ指摘

したかった点は，現在の状況を見ると，ある種の

国際協力のあり方に変化が必要だということです。

　まず第一に，明らかに，原子力発電というのは，

経済面，技術面から非常によく確立されており，

先進工業諸国のみならず，発展途上国に対しても

プラスになり得るという点です。

　第二に，社会的，政治的な問題が数多く存在し，

我々は，アプローチの仕方を変えなくてはいけな

いことです。これは当然ながら，私どもがこのよ

うな障壁を克服できるという意味ではありません。

原子力の分野における協力を，我々の経済産業協

力の一環としてとらえるべきだということです。

まさに，リムさんがそのことをご指摘なさったと

思います。核心に触れてみますと，たとえば太平

洋地域の日本を考えてみますと，各国の原子力計

画をどのように共同して進めていくことができる

か，ということです。現在，困難に直面しており

ます。彼らにとっての困難のみならず，それらの

困難が他国にどのような影響を波及するかという

ことです。遠い国，たとえばTMIなどの事故も，
我々に大きな影響を与えたわけです。したがって，

まさに隣国で何か問題が起これば，深刻なわけです。

また，日本の原子力計画にも影響するわけです。

全面的に停止してしまうことになるかもしれませ

ん。したがって，二国間でも，また他の国際協力

でも，協力を始めるに当たっては，各国が原子力

開発を考え，そしてそこからどういう問題がある

かをとらえ，その部分で協力するというようなア

プローチが良いと思います。原子力分野で私が申

し上げた「協力」は，まさにこういうようなもの

です。現在までずいぶん長い間，経済性に見合う

ために待っていたわけです。また，政治的，社会

的状況も安い石油の入手可能な時期に我々はいた

わけです。現在，石油は安くありません。石油価

格の高騰も見られますし，供給も不安定です。し

たがって，いまやまさにそういう協力を進める時

期だと思います。

　もちろん，核不拡散を無視して良いというわげ

ではありません。ブリックスさんがご指摘なさい

ましたように，もし環境が変わるならば，ただた

んに核不拡散だけで全体の原子力計画を推進を阻

止するようなことはしないと思います。私の意見

の核心にこれから触れていくわけなのですけれど。
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以上が私の申し上げたかった点です。

　カストロマデロ　地域センターというお話が出

ました。通常，非常に大規模な，しかも高度な産

業プラントというのは，多くの国々が共有して使

うべきである，というように考えます。

　しかしながら，私の知る限りでは，問題の核心

に触れ，より掘り下げて問題を考えれば考えるほ

ど，このような地域センターを核兵器国に設立せ

ざるを得ないような考え方に結びついてしまいま

す。そのような核兵器国に地域センターを設ける

ことに，私はどうしても賛成できません。再処理

は，そのうち経済的に行うことができるようにな

るでしょう。そうなれば，必ずしも発展途上国も

使用済み燃料を核兵器国に送って再処理をしても

らわなくても済むようになるかもしれません。も

しかすると，核兵器国もパブリック・アクセプタ

ンスということで問題に直面することがあるかも

しれません。

　ただ，逆の方向から考えてみますと，南米の発

展途上国は，現在，再処理の技術を開発しようと

しています。ブラジル，メキシコ，アルゼンチン

がその当事国です。ですから，どうして我々発展

途上国が中心になって地域センターを作ることが

できないのでしょうか。あるいは南米のどこかに

それを置いてはいかがでしょうか。我々独自の技

術をそれに使い，各国が持っている使用済み燃料

をそこに送って再処理をしてもらうことを考えて

はいかがでしょうか。

　マーカム　日本，西ドイツは再処理技術を開発

していますし，日本にも小型のプラントがあります。

したがって，このようなプラントも，充分に地域

センターの目的に沿うことができるのではないで

しょうか。

　ブリックス　ニ，三，申し上げたい点がありま

す。一つは廃棄物処理の問題でリムさんがお触れ

になった点です。また，シュミットキュスター一さ

んも先程お話になりました。次に原子力のパブリ

ック・アクセプタンスの問題，または廃棄物の処

分の問題でありますが，重要だと思います。まさ

に当然のことだと思います。

　誰でも注意深く廃棄物の処分を考えたいであり

ましょうし，特に高レベルの廃棄物の場合，長期

的に処分したいと思っています。ですから，我々

もこれに関しては見通しを立てなくてはいけませ

ん。また，他のエネルギー資源の環境に対する影

響，あるいは水力発電などに関しても考えなくて

はいけません。水力発電の場合にもダムなどの建

設にかなりの土地を利用します。有害だというわ

けではありませんけれど，かなりの部分の土地を

食いつぶします。石炭，石油などの場合にも海洋

汚染が見られます。その他，二酸化炭素，：重金属

が大気に放出されるという問題もあります。しか

し，私どもの原子力の分野では，廃棄物が完全に

安全な処分がされることを確保しなくてはいけま

せん。私の理解では，現在，最善の方法としては，

完全に信頼に足る安全な廃棄物処分の方法がある

ということです。

　一つ指摘したい点があります。それは経済性の

側薗です。廃棄物を長年，たとえば貯蔵池等に貯

蔵することができるというのも結構でしょうし，

廃棄物を処分することができるというのもよろし

いでしょうし，また地中処分を行うことができる
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というのもよろしいかもしれません。ガラス固化

などの方法もあります。しかしながら，原子力か

らのうま味というものを現在の我々だげが享受し

て，次の世代にすべての問題を押しつけてしまっ

てはならないと思います。ここが：重要なのです。

原子力を今日利用している国々は，その電力料金

のなかに，将来の廃棄物の処分費，また廃炉にか

かわる費用をいま上乗せして料金を設定していか

なければならないわけです。さもないと，我々の

世代だけがうま味を全部吸い取ってしまって，そ

の責任だけを次の世代に転嫁するということにな

ります。

　さて，国際協力ですが，流通の協力，またそれ

を分かち合うということも簡単な方法です。また，

核不拡散の問題に関しても対処できると思います。

シュミットキュスターさんのお話はもっと難iしか

ったと思います。これは他国からの廃棄物をいか

に受け入れるかということです。世論はあまりこ

ういうものを好まないと思います。また，それほ

ど深刻な問題ではないわけです。IA狸Aのほう

では，この分野で協力して作業を進めてきており

ます。ですから，より短期的な計画として，一国

からの廃棄物を他国にどうやって受け入れてもら

うか，たとえば一時的な廃棄物の処分などに関し

ても考えなくてはいけませんし，他国からの廃棄

物をどうやって処理するかということも，私ども

は検討を始めることができると思います。要する

に，こういうような問題を避けて通ってはいけな

いと思います。私の意図としても，今後，そうい
うような問題の検討を進めていきたいと思います。

　さて，パネルのテーマは，「原子力国際協カー

今何が必要か」ということであります。また，原

子力産業を安全に進めていくということを考えて

いるわけです。我々は研究を通じて国際的に安全

な運転を確保していこうと思っているわけですし，

安全借置も検討しております。IAEAは，この
作業分担のメカニズム，また知識をお互いに交換

し合うメカ轟ズムも持っております。新しいスキ

ームもあります。

　申し上げたいものの一つとしては，原子炉の異

常を報告するシステムです。そして，お互いにそ

のような報告を通じて，どのような不具合があっ

たかを学び合うこともできますし，どのような形

でそれを克服できるかも学ぶことができます。こ

れは，航空産業と若干似通っております。何か航

空上のフラ営ビングの問題があった場含に・他薗

にもこれを知らせ，そうすることによってその特

定の機材のみならず，他の似通った機材に関して

も改善を加えることができるわけです。まさにこ

のような分野で安全を向上することができるわげ
です。

　リムさんがコンポーネントの標準化について述

べられました。非常に興味深い考えだと思います。

さらにこれを一歩進めて，安全のための基準を考

えることができます。原子力のための安全基準で

す。さらに，何らかのより拘束力のある枠組みを

確立するか否かという・ことも検討できます。より強

力に標準化を世界に進めていくことも考えるわけ

です。法的に拘東力のある基準を作りたいという

国もありましょうし，そういうものに関心のない

国もあるかもしれません。国際的な基準は，共通

の考え方に基づいて設定しなげればならないわけで

すし，またそうすることによって，一般世論も安

心するわけです。一国，二国ではなくて，すべて

の国がこのような基準を守っていると考えれば，

世論も安心するのではないかと思いますが，この

問題も，将来，検討しなくてはいけないと思います。

　マーカム　極く手短かに申し上げたいと思いま

す。いま，ブリックスさんがおっしゃった廃棄物

処理の問題について，同意見であることを揖摘し

たいと思います。

　廃棄物処分の技術的な問題点は解決されており

ます。しかしながら，政治的，制度的な問題は，

まだまだ適切に対処されておりません。そのため

に，法律の形で高レベル廃棄物処分を進めること

が阻害されているわけです。将来，この分野での

円滑化を図るために，現在，意思決定をすること

によって，誰がどういう形で廃棄物処分をするか

を決めるべきでありましょう。将来にゆだねるべ

きではないと思います。

　再処理をするのが一番よい方法だと私は思いま

す。と申しますのも，残存燃料価値：を利用するこ

とができるからであります。それと同時に，高レ

ベル放射性廃棄物を管理し易い形で処分する能力

もあるということを明確に知らせる必要があると

思います。現在，先程もおっしゃいましたけれど

も，議会とともに立法化を図ることにより，政治

的あるいは制度的な問題の解決を図ろうとしてい
ます。

　また，すでにかなりの資金を投資しております
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が，たんに廃棄物を地中に貯蔵するところまでい

かず，たんに資金ばかり地中に投じているような

気もするくらいです。少々冗談めいて申し上げま

したが，これをもっと実のあるものにすべきだと

思います。

　シュミットキュスター　最後の発言という形で

一一 ｾ申し上げたいと思います。

　あたかも，核燃料サイクルのバックエンドにつ

いては触れないという印象を．与えたとしたら，そ

れは間違いです。私が先程言おうとしたのは，大

規模な計画を導入しており，緊急に何かしなくて

はならないような国こそ，まずこの間題に対処す

べきである，ということを申し上げたわけであり

ます。世界中で同じシステムをバラバラに作るこ

とは避けるべきだと申し⊥げたわげであります。

これから25年間に多くの原子炉が作られると
思います。そういったことに鑑みて，核燃料サイ

クルのバックエンドのために独自のシステムを作

ることは，もしかすると賢明ではないかもしれま

せん。より後の時点で世界で多くの人に知られて

いる技術を使って，最善のシステムを確立するこ

とはできるでありましょう。しかし，今の時点で

やるべきことは，一番必要としている国々が，そ

のための借置を取るということであります。

　ブリックス私も，全面的にそれに関して賛成

です。私はまさにそのことを申し土げたかったわ

けでして，一時的な貯蔵と再処理の組み合わせと

いうことで，その組み合わせば国によって違うで
しょう。

　シェーバー　今までの廃棄物に関するお話を伺

っておりまして，暗に一つの結論が引き出される

のではないかと思います。それは，パブリンク・

アクセプタンスの側面が非常に重要であること，

そして，これが勝ち取られてこそ，初めて廃棄物

の問題の解決が獲得できるというわけです。ただ

たんに技術的な面だけではダメです。ですから，

パブリンク・アクセプタンスを得ることが非常に

賢明なアプローチだと思います。

　大島　具体的に，確かにこうした小規模な計画

を展開している国々には，遅れをきたすというこ

とかもしれません。そして，より広範な枠組みのな

かでこうした問題を話し合っていかなければ，こ

うした国々は，現在の技術レベルへのアクセスが

まったく持てないわけでありまして，こうした努

力が過．去において欠けていたと思います。という

のは，我々はあまりにも内部の問題にかかわり合

ってきた。そしてまた，政治的な争い一争いとい

う言葉を使うことが正しいかどうかわかりません

が，政治的な協力に関しての駆引きにかかわって

きたと思います。

　宇川議長　パネリストの方々からさらにご発言

がなければ，この辺で討議を終わりにしたいと思

います。

　この討論は大変おもしろいものであり，取りま

とめをするのは暦越かと思います。ただ，特に三

つの問題を一つの所感として申し上げるべきかと

思います。特に私が関心を持ちましたのは，原子

力こそがその平和利用において協力が必要である

という点です。つまり，明らかに協力なくしては

なし得ないということで，これに関してはいくつ

かの可能なアプローチが言及されました。すでに

現在継続されている作業，また新たなイニシアチ

ブに関しても言及されました。いずれにしても，

現．在行われている作業をさらに進歩させていかな

ければなりません。特に国際的な機関の枠組みの

なかで前進を見なければならないということだと思

います。そしていくつかの新しいアイデアが出さ

れました。しかし，その背景にあるのは，はっき

りと指摘されたニーズだと思います。このニーズ

に対してはっきりとした解決策がすぐに見られる

とは思いません。

　そうしたなかで，われわれがやらなければなら

ないことは，このパネルに参加した者として，ま

た聴衆の皆さんとして，政策策定に当たっておら

れる方，また国際機関，民間企業の方々が何をし

なければならないかということだと思いますが，

面ここで言及された可能性，アイデアから端を発

して，もっと深い展望をこの問題に関して持つよ

うになることが必要だと思います。以上，非常に

多くの問題がありまずけれども，しかしわれわれ

の想像力を駆使して，どのような可能性があるの

か，やり易いことは何なのか，非常に困難な問題

は何であるか，といった問題の把握をしていくこ

とが必要かと思います。こうした認識，態度が現

在のような状況で必要なのではないかと思います。

　パネリストの一人がおっしゃったことで，非常

に適切だと私が考えたことは，特に終わりにおい

て非常に適切な発言だったと思うのですが，充分，

正確に思い出せるかどうかわかりませんが，本日

のパネルの一人がおっしゃったことを要約すれ

一141一



ば，「効果的な国際協力の機会は，まだ充分に利

用されて，それを活かし切ってはいない。ですか

ら，将来の達成し得る成功，つまり完：金に原子力

の持ち得る便益と平和利用をいかに迅速に実現で

きるかは，この協力関係がいかにうまくいくかに

かかっている。その実績の度合も，それからいか

に早く達成できるかも，協力に依っている」とい

うことだったと思います。

　本日のパネルに参加して下さいました皆さまに

感謝いたします。ここで，パネルは閉会とします。
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　　　　　　　　　　　セッション4「原子力発電の経済性」

議　　　長　　岸　本　泰　延　氏　（昭和電工㈱社長）

・原子力開発と国民経済

　　　　　　深　海　博　明　氏　　（慶応義塾大学教授）

・原子力発電原価と経済性

　　　　　　石　橋　周　一　氏　（九州電力㈱副社長）

・イギリスの原子力発電コストにおける核燃料サイクル費用

　　　　　　　J．ヒ　　　ル　卿　（イギリス核燃料公社会長）

・原子力発電の経済性に関する総合的評価

　　　　　　高　橋　　　宏　氏　（通商産業省資源エネルギー庁長官官房審議官）



　岸本議長　今回の原産年次

大会ではご高承の通り，基調

テーマを「原子力発電一経済

社会への定着をめざして」に

置いております。本州ソショ

ンは，この基調に沿って，安

定かつ低廉なエネルギー供給

を確保するため，現実的なエネルギーとして大き

な役割が期待されている原子力発電を経済的側面

から捉え，この掠子力発電が日本の経済社会にお

ける活動およびその発展に寄与している現状につ

いて，国民経済的な観点から評仙することに，そ

の目的があります。

　特に原子力発電の経済性については，過去にお

いてそれぞれの立場から全く異なった評価も出さ

れていることから，ここでは原子力発電コストを

他の発電方式による発電コストとも比較分析して，

その実態を詳らかにすることとしております。ま

た原子力発電の経済性を再確認する上でも，現時

点で不確定要因がまだあると言われる再処理，放

射性廃棄物管理等のバック・エンド対策費のあり

方にも焦点を当てることになっています。これら

核燃料サイクル費が発電コストに占める割合につ

いて言及し，イギリスの事例をも拝聴しながら，

その実績の評価を通じて原子力発電を経済社会に

定着させていく必要性があると存じます。この原

子力発電開発の必要性について国民からの理解を

一層深めていくためにも，本セッションの講演が

重みをもって，各界から受け止められるものと思

います。

原子力開発と国民経済

慶応義塾大学
教授
　深　　海　　博　　明

はじめに

　日本の原子力開発利用の基

本方針を打ち出した原子力基

本法が，昭和31年に施行さ

れて以来，すでに4分の1世
紀を経て，原子力発電ないし

原子力開発が，種々の紆余曲

折はありながらも，経済社会に定着化しつつある

ことを前提として，考慮ないし論議が進められる

ようになった歴史的事実に，まず着目する必要が

あるでしょう。

　原子力発電は，すでに22基，1，550万kWを

超える規模に達し，55年度の特発電量の約16
％，一次エネルギ…供給の5．1％を占めるまでに

なり，いわばロマンが現実化し，国民経済に対す

るその経済性を大いに評価できる段階にまで立ち

至っているわけです。

　しかし，反面，総合エネルギー調査会の「長期

エネルギー需給暫定見通し」を見ても，50年以

来52年，54年と改訂していますがその改訂ご

とに，原子力発電の目標は低下しており，現在で

は，60年度に2，600万kW，65年度に3，800
万kW程度とする見通しがむしろ有力となってい

ます。政府・電力会社を中心とする関係者の懸命

な努力や働きかけにもかかわらず，100％の安

全神話の要求や核アレルギー，さらには立地を巡

る反対運動も根強く存在しており，原子力開発の

進展は必ずしも円滑に行われているとは言い難い

状況です。

　原子力を巡って数多くの幻想や神話や誤解が厳

存しているだけではな：く，意図的にこれらを誇大

化して唱導している人々も存在しています。

　ここでは，こうしたむしろ憂うべき厳しい現実

を直視しながら，できるだけ冷静かつ客観的に，

しかも実態に即してこの原子力開発を国民経済と

いうマクロ的視点に立って，どのように位置づけ，

評価することが可能であるかについて考察したい
と、思います。

　本来なら，具体的な数値に裏付けられた厳密な

クース・スタディや実証分析を重視すべきですが，
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特に今後の展望ないし予測においては，不確定要

素が多数存在しており，それらをどう想定するか

によって，具体的な予測数値は大幅に変わって来

ざるを警ません。にもかかわらず，多くの仮定な

りシナリオを前提として導き出された数値だけが

前提から離れて歩き出している現実がありますた

め，ここでは質的な面に重点を置いて考えて行き

たいと思いますQ

　この報告ではまず第一に，現存する原子力開発

を巡る多くの幻想・神話を打破し，正しい理解と

認識に基づいて論議を進めていくことを目指し，

いくつかの神話や幻想を取り上げて説明してみた

いと思います。

　さらに第二に，国民経済にとって原子力開発の

もつ意義や役割，またはメリットやデメリットを

評価・判断するための基準や視点の設定・明確化

を試みたいと思います。

　第三に，こうした基準や野点の現実への適用を

行い，実際の源子力開発後に原子力発電の推進が，

国民経済に対してどれだけの意義や効果を現在も

っているのか，そして今後もつことになるのかを

検討してみたいと思います。この際，量的な評価

と数値の提示や計算をも行おうと当初は予定して

いたのですが，先程申しましたようにここで明示

した数値だけが…人歩きする危険性や，数多くの

仮定や前提を詳細に説明することに対する報告時

間上の制約等を考慮して，むしろ質的な検討ない

しその決定因の考察，およびごく大雑把な桁数の

提示やいくつかの事例の説明に中心を置くことに

致します。

　第四に，こうした個々の基準・視点に基づく検

討を総括して，最終的には国民経済としての全般

的な判断や評価を試みたいと思います。

考察の前提。条件。限定

　本報告では，少なくとも21世紀に至る期間に

おいて，経済社会および我々の価値観や基本目標

が抜本的に大転換し，経済成長や物的繁栄には全

く価値を見出さなくなり，むしろ，暗闇の思惟や

知的自由に専ら重点を置くといった事態が生ずる

可能性がないことを前提として考察していること

を申し⊥げておきます。

　さらに，エネルギーの有効利用や飾約，および

再生・更新型の新エネルギーの開発・・利用にも重

点を置いていくべきではありますが，A．ロビソ

ス氏の提唱しているソフト。エネルギー・パスゐ

1980年代ないし1990年代における実現は，
量的にも価格的にも困難であることを前提として

います。

　また，国民経済からの視角といっても，実は，

政治体制や社会体制と切り離し難く結びついてお

り，本来それらを含めての論議が必要なわけです

が，ここでは経済面に限って考察を行うし，日本

の国民経済の基本である平和国家，核不拡散，核

兵器廃絶といった視角からの論議も必要でしょう

が，すでに有澤会長が一昨日の会議の冒頭にこの

点を明示されているので，ここでは省略すること

と致します。

　なお，原子力開発というテーマを与えられてお

り，原子力発電以外の原子力の開発利用も広く論

議すべきでしょうが，現在実用化され，経済社会

に定着化しているのは，軽水型原子力発電ですの

で，主としてそれに集中して考察を行います。全

体としてこの問題を考察する枠組みなり基準の提

示を重視し，主として既存の研究に拠りながら問

題提起を行うこととします。

国民経済としての評価。判断の基準

（1）経済安全保障・エネルギー安全保障の基準・

視点

　「石油代替エネルギーのエ…スとしての原子力

開発」が，最も一般的なその開発の論拠として打

ち出されています。ここにも多くの神話，幻想並

びに錯覚が存在しています。

　一つには，当面原子力が石油に代替できるのは，

発電分野だけであり，石油に100％完全に代替

できると信ずるのは全くの神話・幻想でしょう。

勿論，将来の高温ガス炉等の多目的利用の可能性

を否定するものではありませんが，ともかく100

％の代替ということはないでしょう。二つには，

その発電所の建設や，ウラン燃料の採掘。転換・

濃縮・成型加工・輸送等に，石油を中心とするエ

ネルギーの投入が不可欠であるが故に，石油代替

エネルギーとはいえないとする主張も，同様に極

端であって神話・幻想と申せましょう。

　48年の第1次石油危機以来，日本ゐ極端に高

い一次エネルギー供給の対外依存度（48年度

89．9％，55年度85．3％），そして99．8％
を輸入に頼っている石油への圧倒的な高い依存度

（73年度77．6％，80年度65．8％）が大き

一144一



な：懸念の対象となってきたのです。このエネルギ

ー，特に石油の海外からの供給が完全に途絶した

り，大幅に削減された状況が長期間持続すれば，

日本経済の円滑な運営が阻害されるだけでなく，

日本人の生存すら危くされる結果を生むことにな

ります。堺屋太一著『油断』，これは石油が断た

れるという意味も含めた題名でしょうが，この本

が象徴的に明示しているように，第1次石油危機

当時，つまり48年に中東からの石油の輸送ルー

トが途絶し，石油輸入が正常時の3割になる事態

が200日間持続したとすれば，300万人の死
者と国民財産の7割の喪失という，信じ難い事態

が生じることになるのです。いわば，経済安全保

障，特にエネルギー安全保障が重要視されるように

なり，この視点から原子力発電の論拠なりメリソ

トなりが主張されるようになったわけです。

　このエネルギー安全保障の確保対策としては，

石油の備蓄の増大や供給先の多角化，あるいは危

機管理政策の二二な準備等も重．要ではありますが，

石油への依存をある程度減少させ，エネルギー供

給源の多様化を図ることも主要な対策の・一つです。

　石炭やLNG等も石油代替エネルギーの中心を
なすものの一つではありますが，その消費の増大

分は対外的に依存せざるを得ないのに対じ，原子

力発電については，ウラン燃料自体は海外からの

供給に依存しなければならないとしても，長期間

にわたり原子炉内で利用できる上，備蓄等も容易

であり，日本では準国産エネルギーとして位置づ

けられており，輸入エネルギー一には含まれており

ません。

　一般的には，安全保障の確保のためにはかなり

のコストを必要とし，経済効率や経済性とはむし

ろトレ「ド・オフの関係に立ち，両立しないと考

えられてきています。ところが，原子力発電の場

合には，エネルギーの供給源の多様化のみでなく，

ウラン燃料の供給先も先進国が中心で安定的であ

ると評価でき，さらに石油火力と比べて備蓄等が

容易かつ安価であるというメリソトも存在してい

ます。具体的には，関西電力（株）の小林社長は，

100万kW級原子力発電所1年分の濃縮ウラン所

要量は30tで，これは石油火力の120万tの
4万分の1の量であり，備蓄スペースでは5，000

分の1，資金ではユ9分の1，コストでは36分
の1で足りると指摘しています。

　しかも，次で考察するように，石油を中心とす

るエネルギー価格の高騰によって，最近は原子力

発電の経済性が充分に確保されるようになってい

る事実が重要です。従来は，たとえある程度高く

つき，経済性を犠牲にしても，エネルギー安全保

障の基準からみて，原子力開発を推進すべきであ

るとする論議が多々見られましたが，現段階では，

軽水型原子力発電においては，エネルギー安全保

障と経済性とが実はうまく両立するようになって

いるのです。

　なお，原子力発電が石油代替エネルギーである

ことは明らかですが，もはや石油の生焚きが行わ

れていないとすれば，原子力発電により代替され

るのは重油です。石油の需要，消費の軽質化が顕

著に生じ，最近は石油製品間の需給のアンバラン

スが深刻化し，中間溜分（灯油・軽油）の需要が

伸び，重油はむしろ産業部門（鉄鋼，セメント等）

のオイル・レス化の動きも作用し，余りすぎの状

況下にあるとすれば，重質油分解装置の設置によ

る対応等が適切に行なわれなければ，真に有意な

石油代替が進んでいるかどうかにも，大きな問題

が残されていることになるでしょう。日本エネル

ギー経済研究所は昭和65年時点で2，420万kl
の重油余剰が生ずるとの見通しを出していますQ

（2）経済性の基準。視点

　国民経済としての評価・判断においては，この

経済性の基準・視点が最も重要です。それも単な

る発電コス．トということだけでなく，環境コスト，

外部不経済というような側面も含めて考える必要

があるでしょう。

　原子力発竃の経済性については，後程石橋さん

から詳しい説明がなされるはずですので，それに

譲りますが，現時点においても，将来においても，

原子力発電が最も安く，次いで石炭火力，LNG

火力，石油火力となっています。一般的に，原子

力は固定費の比率が大きく，燃料費の比率が小さ

いため燃料費のある程度の上昇か生じても発電コ

ストへの影響は小さいのです。

　もちろん，種々の不確定要素か存在しており，

そうした要素の今後の動向如何によっては，こう

した評価・判断が逆転する可能性がないとは言え

ず，問題は残されてはおりますが，現在および将

来にわたって落子力発電は経済性を持ち続けるこ

とはまず確実でしょう。

　しかし，例えば，1980年代にOPECが崩壊
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して石油価格が大幅に低下する場合，置処埋およ

び放射性廃棄物管理費や廃炉費用が極端に大きく

なる場合，または設備利用率が極端に低い場合等

々では，原子力発電の経済性は必ずしも確実であ

るとは雷えないでしょう。また，石油製品間の需

給のアンバランスによって，軽質分の価格が大幅

に引き⊥げられ，逆に重油の価格の引き下げが行

なわれ，重油だけがむしろ世界的に余るといった

状況が生じた場合なども考えられるクースです。

　こうした可能性の存在を否定はできませんが，

多くの予想が提示しているように，中・長期に石

油，石炭の値上りが続けば，将来にわたって原子

力発電の経済的優位性は一層大きくなるでしょう。

ある試算によれば，火力発電だけの場合に比べ原

子力導入によるコスト減は，今後10年間にほぼ

25兆円にも達するとされています。こうした試

算は，火力発電と原子力発電とのコスト差に，原

子力発電により代替された発電量を掛けるごとに

よってなされています。『

　今後の電力需要の伸びと発電コストの差等をよ

り緻密に検討し，こうした国民経済的な利益を計

算してみることも興味ある重要な作業となるでし
ょう。

　さらに，コスト差は主として固定費のマイナス

を補ってなお余りある燃料費における優位性に起

因しています。原子力発電の推進は，発電用燃料

費の外貨支払いの負担の軽減にも大いに貢献して

います。具体的には，100万kWの発電所が，年

間60億kW時（稼働率約70％）の発電を行った
場合，石油火力よりも原子力発電は3億ドルに近

い外貨の節約となるのです。

　この外貨負担の軽減は，日本の経常収支，貿易

収支が黒字を持続している時には，国民経済全体

として，それ程重要とは考えられないでしょうが，

しかしすでに大幅な輸入超過となっているOPEC

との赤字をそれだけ減少させ，むしろ日本の圧倒

的な出超となり，片貿易の是正を要求されている

欧米諸国からの輸入の増大に結びつくとすれば，

その効果は大と言えましょう。外貨支払の減少分

だけ購買力の海外流出が減少し，国内での購買力

の増大へと結びつけば，国内景気に対しても有効

に作用するでしょう。

　また，原子力発電の建設費が，他の火力発電と

比べて圧倒的に大きいとすれば，現在のように新

規の設備投資が伸び悩み，景気の圓復の遅れや内

需不振に苦悩している日本経済にとって，景気回

復や有効需要の増大といった点で，その投資のも

つ意味も再認識すべきでしょう。

　さらに，電力コストの軽減ないし上昇の抑制に

原子力発電が貢献するとすれば，国民経済全体と

して産業の競争力を強化する方向にある程度作用

するでしょう。しかし，日本の電力料金は世界の

中で最も高く，たとえ今後原子力発電が順調に進

展していったとしても，構造的不振にあえぐアル

ミ精錬が，そこから脱することができる程に電力

料金が国際的レベルまで安くなるといった期待を

持つことは，これまた神話・幻想でしょう。

　しかも，原子力開発のうちで，現在および近い

将来において経済性を確立しているのは，軽水炉

の発電だけであり，高速増殖炉，新型転換炉，多

目的高温ガス品等は，なお…層の研究開発や経済

性確保の努力がな：されていかねばなりませんし，

また核燃料サイクルのバンク・エンドや廃炉等の

コストや技術的可能性の一層の詰めや研究が必要

でしょう。

　さらに原一子・力発電所の運転開始までのリード・

タイムが，ますます長期化しつつある事実を認識

することが重要でしょう。それには，電力の供給

見込みを遅らせるだけではなくして，建設中の金

利負担の増大や，インフレによる建設費のエスカ

レーションを生じさせ，コストの引き上げとなり

ましょう。具体的には，6年程度の建設期間なら

ばこれらは建設費の30％程度で済みますが，8

年口なれば約37％に，10年になれば52％に
及ぶといったアメリカにおける計算もございます。

コストの引き下げのためには，こうしたリード。

タイムの短縮化の努力も重視すべきでしょう。

　もう一一つの原子力発電の経済性を巡る国民経済

としての評価・分析は，いわゆるエネルギー収支

分析ないしエネルギー・アナリシスによるものが

挙げられます。特にエネルギー経済，エネルギー

問題という祝角からは，この分析は最も重要とな

りましょう。

　詳細な：分析の：方法や内容は省略して，要するに，

原子力発電のために投入されるエネルギー：量と原

子力発電により産出され，有効に利用できるエネ

ルギー量とを算出，比較して，産出量が投入量：を

上圓る，つまりエネルギー収支がプラスであるか

どうかを検討し，それがプラスの場合に，原子力

発電がエネルギー生産面での有効性。経済性を持
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っことになります。さらにもう一つは，電力を同

一量生産する場合に，原子力発電と石油火力発電

とでの投入エネルギーを導出・比較して原子力発

電が優位にあるかどうかの検討がございます。

　例えば，アメリカのエネルギー研究開発庁（E

RDA）が，昭和51年に発表した研究によると，

100万kWの加圧水型軽水炉（PWR）を対象に，
エネルギー収支はプラス3．81であり，石油火力

と比べ原子力発電は13分の1程度の投入に」．しま

ると結論し，原子力発電の経済性を指摘していま
す。

　これに対し，室田武氏は，「原子力の経済性』

（1981年）で，その前提を変更して（耐用年

数30年を15年，平均設備利用率61％を30
％，建設後の維持管理用投入エネルギーは建設用

投入エネルギーと同程度というのを前者は後者の3倍，

揚水発電所等の付属施設・維持用のエネルギー無

視を改め，廃炉処分のため㊧所要エネルギーは建

設用と同じとし，放射性廃棄物の保管期間30年

忌核分裂生成物200年，プルトニウム2万4，000

年を24万年とする）計算し，マイナス2（78．3

兆kcal対26．1兆kca1）ないし，マイナス18．6

（510．3兆kc副対26．1兆kca1）としていま
す。

　このように仮定を変更すれば，どんな任意の数

値も導出可能です。専門家が徹底した厳しい態度

で論議・検討を：重ね，伺が正しいのか，どこまで

が許容できる範囲内にあるかを明確化し，全く恣

意的かつ誇張された数値の一人歩きを排除すべき

ではないでしょうか。

　ごく概略の論議をここに展開するとすれば，す

でに明示したコスト比較を中心とする経済性の検

討とエネルギー収支分析は，ほぼパラレルの関係

に立つと考えられます。従って，前者がある程度

正しく考察されていれば，後者の結果も前者と同

じようになるはずだと思われます。

（3）外部不経済・社会的識スト

　次に狭義のコストやエネルギー収支による経済

性の分析だけではなく，より広くエネルギーの消

費・利用が環境や気象等に与える効果や影響に着

目して，原子力開発のもつメリソトを指摘してお

きたいと思いますQ一つには，エネルギー利用。

消費に伴う廃熱に関しては原子力と化石燃料との

間で大きな差異は存在していません。

　しかし二つには，石油や石炭のような化石燃料

消費の増大に伴う，大気中の炭酸ガス濃度の増大

による気温の上昇が深刻に懸念されています。そ

の影響は，極寒地帯に大きく現われると考えられて

おり，南極大陸の氷が溶けて世界の主要都市が水

没する危険性や，降雨量と降雨地帯の変化に対し

て人類が適切に対応することができないと，食糧

危機が深刻化する可能性等です。しかし，気象が

どう変化するかについては，まだ明確な合意が存

在していませんが，石炭への転換は，単位熱量当

たりの炭酸ガスの発生量が最も大きいエネルギー

であるため，問題を…層重大化させていく可能性

があります。

　再生エネルギーの活用としての薪の利用の増大，

あるいは石油価格高騰による非商業ベースのエネ

ルギーの利用増大は問題を二重に深刻化させるで

しょう。この点で原子力は，放射性廃棄物等によ

る環境への影響について真剣に対処してきました

．が，炭酸ガス問題では明確な問題評価が行なわれ

ていないことが，むしろこの20～30年のうち

に大きな問題を引き起すかもしれないのです。こ

の点で，炭酸ガスを発生しない原子力のメリソト

を重要視すべきでしょう。

　三つには，化石燃料，特に石炭消費の増大に伴

うSOx，　NOxの排出，酸性雨問題も重大視され

ています。．この酸性雨の影響は，充分に解明され

ていませんが，すでに湖，森，土壌，作物，窒素

固定植物および建築材料に被害を与えています。

こうした点でも原子力のメリットは注目されるで

しょう。

　いわばこうした面をも含めて，経済社会に対し

て持つエネルギー消費それ自体および各エネルギ

ー源の影響だけに偏向することなく，総合的に評

価。判断し，正しい選択を行っていく必要がある

でしょう。

　反面，原子力開発に対しては，発電所の立地一

つをとってみても，多くの反対運動が展開され，

対立や摩擦といった社会的コストも大きく，こう

した反対への対応やパブリンク・アクセプタンス

の確立のために多額のコストがかかっています。

こうしたコストを軽減していく努力が不可欠であ

るとともに，逆にこうしたコストがある程度不可

避的であることを前提としての，総合的な評価・

判断がなされていくべきでしょう。
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（4）技術・知識集約化の基準・視点

　原子力開発は技術・知識集約型の典型であるこ

とは改めて指摘するまでもありません。政府およ

び政府関係機関によって原子力開発に関する基礎

的研究開発が進められてきましたし，民間の原子

力三業もまた技術先端産業，技術複合産業，知識

・技術集約型産業ということができましょう。原

子力産業は，原子力機器産業，核燃料サイクル産

業，アイソトープ・放射線機器産業に分けられま

すが，現在までのところ核燃料サイクル産業は充

分には確立しておらず破行的に発展していること

に問題があるでしょう。

　100万kW原子炉の部品数は1，500～1，800万

点にも⊥り，アポロ宇宙船の660～700万点を
遙かに凌ぎ，しかもトン当たりの価格は約500万

円（タンカーでは二十数万円）であり，典型的な

高付加価値型システム産業という位置づけが与え

られており，研究開発投資の割合も他産業と比べ

て高くなっています。いわぽ，今後日本経済が目

指すべき基本方向とされている，新しい技術革新

の導入や促進，産業構造，技術・知識集約化に果

たす原子力開発の役割と意義とに注目すべきでし

ょう。

　しかし，この原子力産業は，54年度を見ても，

七二高は5，700億円で鉱工業生産の0．5％を占め

るに過ぎず，160億円の赤字であり，原子力発

電機器産業の製造能力年間600万kWに応ずる現
実の需要が着実に生ずるかどうかも明確ではなく，

輸出実績や輸出比率もなおわずかです。

　しかも，国が中心となって進めてきた新型転換

炉や高速増殖炉等の研究開発も，実用化移行段階

に到達しつつありますが，しかしなお彪大な資金

の分担や，その経済性の確立並びに向上や事業主

体等を巡って，なお多くの問題が存在しています。

かつて軽水炉の開発がそうであったように，やが

ては経済性が確立され，国民経済にとっても真に

意味あるものとなっていくであろう可能性と期待

は大きいものですが，なおそれらが現実化するま

でには，かなりの時間と資金と努力とが不可欠で

しょう⊃また自主開発された技術が必ず実用化，

産業化されねばならないかどうかも問われるべき

でしょう。なおもう一つの基準。祝点として，地

域振興や地域的格差是正等に果たす原子力発電の

役割についても，言及する予定でしたが時間の関

係で省略させて戴きます。

今後の展望と総合的評価

　まさに原子力開発の経済社会への定着化は，そ

の第1段階を終了しようとしており，より困難で

はあるが，より大きな意味や効果が期待できる第

2段階に歩を進めようとしているのではないでし

ょうかQ現段階で特に必要とされているのは，ま

ず第一に，大きな転機に立つ世界経済や日本経済

の現状の充分な理解・認識を前提として，中・長

期的にどのような基本目標なり発展方向を選択し

ていくのかを国民的な論議の⊥での合意に基づい

て明確化していくことでしょう。

　第こ二に，そうした基本目標なり発展方向とエネ

ルギー問題との係わり合いなり相互関連性を考慮

し，その上での原子力開発の位置づけや意味を改

めて突っ込んで検討すべきでしょう。

　第三にエネルギー問題，特に原子力問題にまつ

わる多くの幻想や神話を打破し，その実情なり現

実の正しい理解・認識を確立していく必要があり

ます。むしろ絶対反対，絶対賛成といった不毛な

議論ではなく，ここで指摘してきたような，国民

経済的な意義や効果ないしエネルギー収支等につ

いて，現実に即しての実りある対話や客観的な検

討を進めていく必要がありましょう。

　第四に，何よりも世界で，特に日本において原

子力開発が経済社会にこれだけ定着化してきたと

いう事実が重要ではないでしょうか。国民経済的に

見ても，多くの意義や効果を持つようになり，今

後も持ち続けることは間違いな：いでしょう。

　…層の定着化のための国や経済界の果たす役割

は非常に大きく，従来にも増して努力の傾注が必

須ではありますが，国民全体ないし消費者の側も，

その担い手の一員であることを自覚して，積極的

な対応なり支援を行っていくべきでしょう。

一148一



原子力発電原価と経済性
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はじめに

　わが国の国民総生産は，昭

和45年目ら55年までにU9
兆円から190兆円へと60％，
年平均で4．8％も増加し，経

済力とともに我々の生活レベ

ルも，また国際社会における

地位も一段と向上してきました。こうした経済の

成長は，国民の勤勉もさることながら，これまで

エネルギー資源を初めとする主要資源の比較的安

定かつ低廉な調達が得られたからこそ達成できた

ものです。

　しかしながら，この十年来，世界のエネルギー

情勢は大きく変化しました。石油資源の市場性に

は限界があり，現在一時的に需給が緩んでいるよ

うに見えても1990年代には絶対的不足が来ると

の予測があります。

　わが国が今後も経済的発展を維持しながら，エ

ネルギー多消費国であることの自省に立ち・世界の

エネルギー資源の需給改善に大きく貢献し，併

せて平和の確保に寄与していくためには，豊富で

経済的なエネルギーの自給比率を高めることが国

家の急務であることはすでに多く論じられている

ところです。

　このような現状の中で，原子力はわが国の今後

のエネルギーの安全保障に最：も適した中核的存在

として。その必要性がますます広く認められつつ

あると思われます。

　ところで，原子力が現在直面している開発上の

諸問題は，多角的で相互に関連し合っていますが，

中でも，安全性と経済性の問題については多くの

意見があり，しばしば議論の材料にされています、

　しかしながら，わが国においては事業用原子力

発電の技術的，経済的経験はもはや約140炉年
の蓄積があるわけで，主力である軽水炉だけにつ

いて考えても，昭和45年に敦賀・美浜の輸入炉が

運転開始して以来すでに21基のユニットが稼働

しています。現在日本の原子力総発電設備容量：約

1，500万kWは，批界の原子力の約10％を占め，

昭和55年度の原子力発電電力：量約820億kW時

は国内の事業用総電力量の約16％に達しています。

　軽水炉導入後のこの11年闘に事業用総電力量

はGNPに追随して約90％の増となりましたが，
この需要の増加に応じて開発した電源のうち原子

力の占める発電量の割合は，年々増加の一路を辿

っていて，55年度では34％に達し，供給安定
にますます貢献しつつあります（スライ図）。

この実績は，そのまま電気事業における原子力発

電の現在の経済的特質を反映していると考えられ，

各電力それぞれの条件での原価の試算と実算の結

果が，原子力の開発を優先的に採択させてきてい

るのだといえます。

　本日の私のお話は，「原子力発電に対する社会的

理解を促進するためにも，現在の日本の軽水炉路

線の経済的経験を報告し，併せて当面将来の他電

源に対する優位性を予想しようとするものですが，

原子力の経済性について語る場合には，安全性が

大前提となるべきは当然で，経済性検討が安全性

を損ねるかのような議論に対しては，電気事業者

としてのはっきりした見解をもっていることを強

調しておきたいと思います。

　原子力設備の信頼度の確保は設置者として第一

の責務であり，安全，保守に対する国の規制もさ

ることながら，異常発生時の社会に与える影響の、

大きさを考えましても充分なる安全を確信し，社

会的要請に充分応え得る設備を準備，維持できる

のでなければ，その経済的検討の基盤もないのは

当然です。

　スリーマイル島のような事故が起これば電力経

営にとって破局です。この意味において，わが国

の軽水炉開発の歴史は，技術の国産化と規制・基

準の整備に並行して，設置者の側においては自ら

の経済性を保証するための多大の設備改善投資と

要員養成の投資の歴史でもあったと思います。
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　つまり，経済性が長期的に実証され続けるため

には現在の事故，故障確率の低滅努力が最も重要

であり，このことのみが原子力発電に対する社会

的賛同を増す唯一一の道でもあります。また，この

努力の成果は近年における設備利用率，事故停止

率の改善となって現われつつあると思います。

経済性の実績

　原子力発電の技術が市場性を獲得するまでの発

展段階として，産業的可能性が認められたのは

1950年代半ばと考えられますが，軽水炉技術
が初めてエコノミック・アクセプタビリティ（経済

的な許容性）を世に問うたのは，昭和48年のオ

イスター・クリークBWR計画の発表です。

　当時この発電所は他のいかなる発電設備よりも

安い発電が可能になるであろうと説明され，世界

においてエネルギー問題の未来に対する最も明る

いニュースとして迎えられた訳です。日本におき

ましても，研究準備を進めていた先発電力会社を

中心に，原子力開発に本格的拍車がかかったのは

その直後からだと記憶しています。

　その後，経済面や資源供給の安定面で優れてい

るという理由から，アメリカの実績をモデルに積

極的冗原子力を電源開発計画に選択するケースが

増加し。45年3月の敦賀1号以来21基のBW
R，PWRが実際に運転を開始しています。さら

に17基が建設または建設準備中です。この間に

機器の設備の殆んどは国産化されました。

　昭和41年3月，日本原子力産業会議の開発計
画委員会が，2年間にわたる研究試算の結果とし

て，「昭和45年以降，遅くとも50年の時点で，

原子力と火力の経済性は，国産による原子力が重

油火力と充分に競争できるか，あるいはこれに優

るものになると予想する。」と原子力の経済性に

ついての考え方を発表していますが，現在振り返

ってこの予想は金く正しかったといえます。

　しかし，昭和45年ごろから今日までの社会的，

経済的条件の変化は大きく，原子力について当初

期待を抱かれたような大容量化や出力密度向上等

の技術革新による建設単価，発電原価の低減は実

現しませんでした。実際には建設単価は現在まで

毎年上昇する傾向にあります（スライド2）。石

油危機の一時期を除いて年約5％の上昇率に包絡

されています。

　例えば，私の会社の50年運開ユニットでは9．8

万円／kWでしたが，56年運開ユニットでは22
万円／kWと上昇し，さらに59年運開予定のユこ’

ットでは33万円／kWにもなっています。この原
因は，エスカレーション，特に第1次石油危機後

の材料費の値上がり，安全や環境に関する規制の

強化，技術基準の整備強化，立地費用の増大，建

設工期長期化による建設中の利子の増加，スリー

マイル島事故の教訓による安全強化等です。

　また，設備利用率につきましても，当初期待の

70％を越えたのは45年目みで，最近60％を
越えるところにきておりますが，残念な：がら全般

的に力量を出しきれず，諸外国の実績に比較して

も低位に推移してきました（スライド3）。

　この理由もいくつか考えられます。まずわが国

では電気事業法に基づき毎年1回の厳しい多項目

にわたる定期検査が義務づけられており，独自の

運用がされている点があります。また，運転経験

から分ってきた，初期の設計技術の不備に基づく

停止や改修があります。大きな例がBW8の応力

腐蝕割れ問題，PWRの蒸気発生器細管の損傷問
題です。その上設備に充分な信頼度があるにもか

かわらず常に控え目に判断して保修管理し，混晶

責務を果たそうとする事業者の慎重な運用態度が

あります。

　建設費，設備利用率のこのような不利な条件に

重ねて，将来の再処理に伴う廃棄物の処理処分，

廃炉費用等のバック・エンド費用の不明確さ等か

ら，ある時期一部に原子力の経済性についての懸

念がもたれると思いますが，これに答えるには発

電原価の実績値を示すのが最も適当と考えます。

また，バック・エンド費用も近年検討が進み，か

なり把握されてきております。

　次のスライドは，9電力の各年度の全火力，全

原子力の平均発電原価の傾向を，55年度の原子

力発電原価を100％として示したものです（ス

ライド4）。軽水炉胴部初期の信頼性，安全性の

実証時代の後，48年の石油危機を迎え，原価の

7～8割を燃料費で占める石油やLNG火力に対
し，燃料費2．5割程度の原子力の有利さは一挙に

明瞭なものになり，その後ますます差を生じてお

ります。55年度では，火力の平均原価は原子力

の220％に達しております。

　途中52年度に差が擾近しているのは原子力の

設備利用率が9電力平均で40％以下になったた

めであり，全般的に原子力の方が為替レート，石
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油シ嶽ック等の影響を受けることが少なく推移を

していると言えます。

　次のスライドは，私の会社の実績例を示したも

のです（スライド5）。昭和50年代初期に運転

を開始した50万kW級の火力と原子力の発電所

1号機の51年と55年の運転実績点をベースに，

設備利用率を変えて感度分析したものです。

　この図から，発電原価は相互に上昇しているこ

と，原子力が年々有利になっていること，設備利

用率が40％以上なら原子力の方が安い電源であ

ることが分ります。例えば55年時点で設備利用

率70％の時の発電原価は火力が16円／kW時，

原．子力が10円／kW時程度です。ただし，これは

バック。エンド費用を含めておりません。これを

入れますと恐らく45％以上の設備利用率の維持

を必要とするでしょうが，前の設備利用率実績の

スライドから見ましても生涯45％以上の設備利
用率の達成は容易です。

　以上日本の軽水炉状況についてお話ししている

わけですが，アメリカ原子力産業会議（AIF）

の55年の経済問題報告書によりましても，アメ

リカ国内の電力会社44社の55年実績に基づく

回答から集約して，世界で最も安い石炭を使って

いる石炭火力と比較しても原子力発電コストの方

が10％安かったとされております。日本の場合

は海外炭の輸送量が嵩み，石炭単価はアメリカの

場合に比べて約2倍相当となることも考慮しなく

てはならないと思います。この報告を行った電力

の3分の2はバック・エンド費用の準備金を入れ

て評価しております。

今後の見通し

　石油に代わるエネルギーについては様々な開発

努力がなされていますが，大規模エネルギーとい

うことになりますと当面原子力，石炭，天然ガス

が中心的役割を占めると考えられています。特に

石炭火力の増大には期待がかけられていますが，

これに対して将来に不確定要因はあるものの原子

力の経済性はどうでしょうか。

　これは，石油火力，LNG火力，石炭火力およ

び原子力の将来の発電原価についての研究報告の

一例です（スライド6）。　ここではユ00万kW

級複数基の軽水炉発電所をモデルとし，56年と

60年運転開始の場合の初年度送電端原価で表し

ています。その中の固定費については電力施設計

画の建設費を参考に，各燃料費については建設費

と同程度のエスカレーション（6％）を見込み，

設備利用率は70％として算定しています。研究

結果は，原子力，石炭，LNG，石油の順に割安

になっており，56年原価で原子力11．1円／kW

時，石炭14．8円／kW時，　L　NG17．6円／kW

時，石油19。8円／岬時，60年原価でそれぞ

れ14．5円／kW時，19．0円／kW時，22．0円
／kW時，25．4円／齪時となっております。こ

の研究結果では設備利用率が40％に下がるまで

原子力が優位ですので，将来原子力の日負荷追従

運転を100％から50％の出力範囲で行ったと
しても最も安価なエネルギーです。

　将来の建設費に影響する諸要因を考えますと，

今後とも現在程度の上昇があるものと予想せざる

を得ません。

　しかし，火力建設費の上昇傾向も似たようなも

のですし，石炭の場合，今後排煙処理，灰捨てな

どの設備負担は大きくなると考えます。図の試算

値で見ますと，このうち建設費および関連固定費

のみ原子力，火力ともに56年から同じエスカレ

ーション率でま：がつたとすると，固定費割合の大

きい原子力は年約20％のエスカレーション率な

ら5年後の61年忌，年約10％なら10年後の
60年に石炭と同原価となる勘定ですが，実際の

エスカレーションに伴う燃料費の上昇も当然考え

られます。燃料費が上昇すれば原子力の有利さを

取り戻すことを考えねばなりません。燃料費が建

設費と同程度に上昇するなら図の相対関係は変わ

りません。

　燃料費はウラン精鉱，濃縮，使用済み燃料の輸

送・前処理等，国際情勢に敏感で不確定な面があ

りますが，近年の経験では石油の値土り率の方が

大きく，比較的安定していた石炭価格も急激な需

要拡大とともに上昇しつつあります。また，イン

フレーションは比較的労働集約型の石炭には不利

に働くと考えられます。燃料全般に予想以⊥の価

格アップがあった場合，核燃料ではウラン精鉱の

調達から炉内装荷されるまでのリード・タイムが

2～3年ありますので，その影響が火力より遅く

現れ，それだけ有利です。原子力は燃料費割合が

小さいので，燃料費だけの上昇では相対的に有利

ですし，核燃料費の不確定さから，たとえ核燃料

費上昇の方が大きくなっても直ちにその競争力を

損うほどにはならないと考えます。
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　次にバック・エンド費用の問題ですが，発電所

内で発生する低レベル放射性廃棄物の処分費，使

用済み燃料の再処理費およびそれに伴う高レベル

放射性廃棄物の処理処分費，廃炉費がバンク・エ

ンド費用の項目です。

　これらの費用算定は現在ようやく緒についたば

かりですが，関連機関の諸研究によりますと，現

在の発電原価に対して再処理費を除いて1円／kW

時程度の増加が見込まれています。この程度の原

価の上昇であるならば，原子力の経済性における

優位は依然として確保されています。

　放射性廃棄物の処理，処分対策ならびに廃炉対

策は，原子力利用を進める各国共通の問題であり，

パブリンク・アクセプタンスを確保する上でも国

内における研究開発のみならず国際協力を進めて

いくことが重要であると思われます。

　また，これらの研究開発とともにバック・エン

ド費用が原子力の経済性に負担とならぬための技

術開発を進めることも今後の大きな課題といえま
す。

　設備利用率の過去の平均実績は概ね60％以下

で推移していますが，定期検査の効率化，不具合

を起こした設備の設計改善や保守管理技術の向上

がなされており，サイクル運転時間の長期化も検

討されていますので，今後は段々と改善され，当

初期待していた70％は実現してくるものと考え
ます。

結論と課題

　これまでの話から原・子力の経済性については次

のようにまとめられます。

（1）少なくとも，現時点までで考える限り，原子

　力発電は火力よりも経済的に有利であったし，

　より有利になる傾向を示している。このことは

　電力会社の過去のデータから確実に言える。

（2）現在程度の建設費の上昇である限り，呼処理

　に伴う廃棄物処理処分，廃炉等の費用を考慮に

　入れても今後ともに原子力は優位であり，設備

　利用率の向上で一層有利となる可能性がある。

（3）原子力発電原価は今後とも上昇するが，エネ

　ルギー原価の上昇は全資源的問題として社会的

　に対処すべき問題である。

　　原価に占める固定費の割合が大きい原子力発

　電は，例えば建設工期が著しく長期化したり，・

　過大なインフレ率や高金利の経済条件下になる

と，新規投資の場合の火力に対する相対的経済

性は低下することになる。

　従って原子力の優れた特質であるところの安定

豊富で公害が少ないエネルギー，しかも地域的制

約が少なくて，貴：重な化石燃料を消費しないです

むという利点を有効に活用していくためには，こ

れまでの技術経験を基礎に安全性の向上を図りな

がらも，その経済性をより優れたものにすること

も，1980年代の重要な課題です。
　そのための方策としては，まず第一に建設費上

昇の抑制が必要で，項目としては次のような事項

が考えられます（スライド7）。

①建設工期短縮・設置許可取得までの手続の
　　　　　　　　　　合理化

　　　　　　　　　Q工期関連の設計改善

②設計の標準化。改良標準化計画の推進
③複数ユエット同時建設

④建設工法合理化
　　　　　　　　　。建設工法の改善

　　　　　　　　　。モジュール化，パッケージ

　　　　　　　　　　化

⑤　大容量機採用

　次に設備利用率向上については・次のような努

力項目があります。

①定期検査期間短縮
　　　　　　　　　。検査内容の効率化

　　　　　　　　　・機械化増強による作業工程

　　　　　　　　　　短縮

②設備信頼性向上
　　　　　　　　　。設備の設計改善

　　　　　　　　　。品質管理，保修管理の技術

　　　　　　　　　　体制強化

③長サイクル運転実施
　　　　　　　　　。燃料運用技術および炉心管

　　　　　　　　　　理技術の改善

　　　　　　　　　。高燃焼度燃料の開発

④運転員訓練の強化

　またウラン利用率も向上させねばなりません。

①プルサーマル開発

②軽水炉転換率向上
③未燃焼燃料の低減

　　　　　　　　　。燃料損傷の低減
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　最後に，燃料サイクルのフロント，バック・エ

ンド方式の選択も深く経済性に係わっており，官

民協力のもとに検討すべき問題でしょう。

．以上，原子力発電の企業原価の面からのみ経済

性を考えて来ましたが，産業として考えた場合，

原子力産業は典型的な高度技術集約型の巨大シス

テム産業であるので，将来の原子力発電の拡大は，

より高慶な産業構造を構築する中核的な役目を果

たしながらわが国の産業経済の発展に著しい貢献

をなしていくと思われます。

　また，原子力開発により安価なエネルギーを獲

得することは，わが国の海外から購入する化石燃

料資源の確保条件を有利に導くはずであり，同時

に発展途上国の石油その他のエネルギー確保に良

い効果をもたらすものと思われます。このように

産業経済，エネルギー確保全般への寄与までを考

慮に入れると原子力発電の広義の経済性は極めて

大きいものと考えるものです。
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〔石橋氏スライド〕

　　　　　　　　図燗、 狛7⑪葎代の聚聡躍力量の増加鍵綴
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〔：石橋氏スライド〕

図4．金火力・原子力の平均灘電原価

Average　Generating　（）Ost　of　All　Thermal　and　Nuclξ∋ar　Plants
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〔石橋氏スライド〕

図5、設備利潮率と髭躍原価

Generating　Cost　vs．　Capacity　Fごactor

（岡出力クラス，同時期運開のプラントの例）

25

○
　
　
　
　
　
　
　
　

に
）

つ
乙
　
　
　
　
　
　
　
　
－

送
電
端
発
電
原
価

（円／kWh）

10

5

○

注q）　（）1980（釧網禾055）年度実績
（
2
）
㊧
1

1976（昭和4で）年度実績

＼

唾 ㍍漕契ヵ

＼　命 ’80年度

＼
＼
　
＼ 亀

＼

＼
＼ 釦

㍉ ＼

鋤

、

’76年度

嚇 、

軸
、

陶

’

30 40 50　　　60　　70

設　備　利　用　率

スライド5

80　（兜）

一158一一



〔石橋氏スライド〕

図6、将来の晃電原価の暗晦

Future　FOrecast　Of　Generatlng　Oost

　　（電気事業閑，設備利閑率70％）
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〔：石橋氏スライド〕

図7。経済性向上の育策

／．建設費の低減策

　　○工期短縮
　　○設計の標準化

　　○複数ユニット同時建設

　　○建設工法合理化

　　○大容量機採閑

2．設備利用率の向上

　　○定期検董期間の短縮

　　○設備儲頼度向上

　　○長サイクル運転

　　○運転員訓練の強化

3．ウラン利用率の向上

4．核燃料サイクルの確立

スライド7
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イギリスの原子力発電コストにおける核燃料サイクル費用

イギリス核燃料公社

会　長
　」　。　ヒニノレ蓼師

　1981年3月31日まで
の年度において，イングラン

ドとウェールズの両地域を主

管している中央電力庁の送電

システムでは，原子力発電所

が金発電電力の11％を発電し

ました。一方，石炭火力は80

％，石油火力は9％でした。同期間にスコットラン

ドの電力のほぼ30％近くが原子力によって供給

されました。イギりス全体では，発電量のほぼ

14％が原子力でした。

　さらに，各々2コ口原子炉を持つ三つの発電所

が現在運転開始直前の段階にあり，来年本格運転

に入れば，イギリスにおける原子力発電の比率は

20％に⊥昇するでしょう。

　世界的に原子力産業に生じている多くの困難の
中で，イギりスの原子力計画の開発ほ着実に進展

しています。⊥回した原子力発電所に加えて，さ

らに2ヵ所に2基の原子炉を備えた発電所（一つ

はイングランド，もう一つはスコソトランド）が

約2年上前から建設を始めま1した。その作業は計

画どおりに進行しています。イギリス核燃料公社

が提供する核燃料サービスはイギリス原子力計画

のすべての要求を満たしているうえ，世界市場に

おける核燃料サイクルサービスを賄うために拡張

されつつあります。

　中央電力庁の最新の年報では，1980～81
年度において原子力発電が最も安価であったこと

を確認しています。もし，イギリスの原子力発電

所のすべてが運転を停止し，石炭および石油火力

発電所からの電力で置き換えたとすれば，全発電

コストは年当たり3～4億ポンド⊥昇することに

なります。

　フランスにおいては大規模に原．子力開発が推進

されているので，他のより遅い速度で開発を進め

ている諸国と比べて，原子力発電所のシリーズ建

設と標準化の効果：が大きいのです。それゆえ，フ

ランスにおいては在来燃料を用いるよりも原子力

発電を用いることの経済的利点は，他の国々にお

けるものよりも大きくなっています。フランス電

力庁の予想によれば，1990年には石炭火力の

36．4サンチーム／kWh，石油火力の58．3サン

チーム／kWhに比較して，原子力発電による発

電コストは16．5サンチーム／kWhとなってい
ます。これらの値は1981年価格に基づくもの
です。

　これらの特徴的な数値や，諸外国の電力会社に

よるこの分析の本質的な正しさにもかかわらず，

原子力発電の経済性については公衆の間に疑問が

残されています。

　例えば，イギリスの新聞にはこの分析に疑問を

投げかける論説や論文が掲載されています。それ

らは，核燃料サイクルのある段階は独自に軍事目

的のために建設された工場において行われている

事実を取り⊥げ，その価格が公正であるかどうか

二三を投げかけているのです。しかし，もっと重

要なことは，核燃料サイクルにおける廃棄物処理

に関したある部分はまだ完成されていないために，

正確にコスト評価ができないということを指摘し

ていることです。彼らは，そのコストは非常に高

く，そして原子力は本当は経済的ではないと暗に

言わんとしているのです。

　それゆえ，核燃料サイクルにおける技術三二の

現状，各々の段階における実績と核燃料サイクル

のコスト評価に対する信頼度に関して，改めて考

察することが適切であると思います。

　ウランは，イエローケーキとして，多くの国々

で数多くの生産者により，かなり統一的な仕様に

よって生産されています。これらは高品位の鉱石

や低品位の鉱石から生産されます。金，銅，燐鉱

石の副産物として生産されるものもあり，鉱山は

地中深くのものや広大な露天採堀場などがありま

す。ウランの生産と供給は，政治に対して敏感で

あるにもかかわらず，本質的に自由競争市場であ
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り，国際価格は需要と供給に応じて変動し，時々

他の金属市場と同じように非常に激しく上下しま
す。

　ウランのスポット価格は1982年初頭にはU3

08がポンド当たり23ドルの低値で，3年前は
ほぼこの価格の2倍でした。しかしながら，ウラ

ンの大半は契約時点において合意した価格メカニ

ズムによる長期契約によって購入されるので，電

力会社ごとのウランの実際の価格は，ウラン供給

契約の時期と詳細な条項によって決まります。

　イエローケーキの六フソ化ウランへの転換段階

は，イギリスではイギリス核燃料公社（BNFL）

のスプリングフィールドウラン工場で行われてい

ます。近代的なキルソと流動層の組み合せからな

るプラントであり，高い転換効率で排出物を最少

限にとどめ，また試薬の効率的利用を可能として

います○実質⊥，軍事目的の大型施設の運転を停

止した後に建設されたプラントがほとんどなので

す。イギリス核燃料公社の工場は世界の六フッ化

ウラン需要量の約15％を供給しています。

　イエローケーキの供給と同じように，世界の数

力国においてかなりの数の転換プラントが運転さ

れているので，転一換サービスに対して実効的な国

際価格が決められるべきでしょう。しかしながら，

この価格は需要と供給の影響を受けます。転換過

程で使用される化学物質の価格によるためですが，

イエローケーキ市場ほどの影響は憎げません。イ

エローケーキの六フッ化ウランへの転換コストは

現在設備過剰のために下降線をたどっており，約

7ドル／kgUです。
　濃縮ウランの供給は，最近までアメリカの特に

軍事目的のために建設された巨大な拡散工場で占

められていました。これらの工場はイギリスやフ

ランスのずっと小さい拡散工場よりも，事実上低

コストで濃縮サービスを提供することができまし

た。さらに，これらの小さい工場は，世界の需要
のかな1 閧ﾌ部分を満たすほどの能力はありません

でした。原子力発電所を発注する電力会社は，こ

のような状況下では，長期供給契約をすることが

投資の継続運用を確保するために不可欠であると

考えていましたQ

　今日では，その状況は大変異なってきています。

アメリカは依然として最大の供給者ですが，かつ

ては恐れられた生産能力の不足が，過剰に置き換

わってしまっています。濃縮は，いまや核燃料サ

イクルの全部門に適用される保障措置の対象とな

っていますが，アメリカ，ソ連，フランス中心

のユーロディフ，さらに西ドイツ，オランダ，イ

ギリス3国によるウレソコの遠心分離会社から
通常取引によって購入できます。

　遠心分離法の方が進んだ技術ですが，現在，世：

界の濃縮事業はガス拡散法によって主に賄われて

います。価格は，理論的には需要と供給の問題で

すが実際には拡散工場は非常に大量の電力を必：要

とするために，コストと価格は電力料金によって

決められており，生藍は契約に従って行われてい
ます。

　遠心分離工場は疑いもなく，拡散工場によるコ

ストを切り下げる可能性があります。しかしなが

ら現在の状況は，新規の発電所がほとんど発注

されないし，運転中または建設中の憾とんどは大

きな拡散工場からの濃縮サ…ビス供給を長期契約

で確保しています。それゆえ，遠心分離工場は需

要の側から拡大することに制限が加えられており，

その能力を発揮することができずにいるのが現状
です。

　それゆえ，ここ当分の間，濃縮コストは大規模

’拡散工場のコストによって決められ，また，アメ

リカにおける電力コストに大いに依存し，またし

ばしば指摘されているように，濃縮コストは上昇

し続けるでしょう。今後，『市場が再び拡大し始め

るときには，遠心分離工場を拡張することによっ

て，コストの上昇を防ぐことになるでしょう。

　1982年初頭における供給者の分離作業コス

トは，実質的には国際価格の約130ドル／SWU
に一致していました。しかし，いまやアメリカの

価格は，今年8月には139ドル／SWUに上昇する

でしょう。ある電力会社は実際，原子力発電所

の認可，建設や運転開始などでの予期せぬ遅延の

結果として，濃縮ウランを過剰に購入しています。

いくつかの旧契約によるものは，在庫を減らすた

めに，割引き価格でアメリカの電力会社相互の間
で取引きされています。（スライド1，2，3，4，5）

　燃料加工プロセスは非常によく知られており，

競争原理に基づいて取引きが行われています。価

格は生産量に強く依存しています。それは，高度

な加工プロセスは高価な機器を多く利用すること

によってのみ妥当なものとなるからです。最適規

模の工場が多くの国で操業中で，国際価格に関し

ては良い指標を与えています。しかしながら，市
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阿原環に対する制約が，加工のみならず，含まれ

ているウランに対する関税が，場合によっては関税

障壁の外にある供給者を効果的に排除することに

もなる関税障壁によってもたらされることになり

ます。原子力開発計画に重点を置いているほとん

どの国々は，地域に燃料加工会社を持つことが必

要であると決めています。市場が小さいところで

は，大きな生産者の効率やコストに対抗すること

は不可能だからです。

　イギリスでは，BNFLは幸運にも核燃料の唯一

の供給者となっているので，大規模な原子力開発

計画によってもたらされる規模の利益を受けるこ

とになっています。しかしながら，この利点のあ

る程度は，マグノックス燃料と酸化物燃料の加工

に必要なプロセスが大いに異なっているために失

われています。そこで，BNFLは大規模な
軍事研究の時代に導入されて以来の酸化物燃

料を使う原子炉のためのペレソトの製造に用

いることのできる，濃縮UF6を酸化物四半
に転換する効率の良い一一貫プロセスを開発し

ました。このプロセスについては，すでに2
ヵ国にライセンスを与えており，その他にも

数回国から引き含いがあります。（スライド
6，7，8，9）

　燃料加工コストのkWh当たりのコストへの影
響は，もちろん，加工された燃料のトン当たりの

価格と，燃料の発熱量に相当する原子炉内での燃

料の燃焼度とによって決まります。核燃料は，現

在では非常に高品質のものが製造されているので，

原子炉内において，その原子炉がもはや全出力で

の運転ができなくなるところまで，核分裂性成分

は燃焼し尽くしてしまいます。

　核燃料の濃縮と燃焼度は，燃料の交換，点検，

保守を含む原子炉の運転サイクルに合わせて決め

られます。この領域においては，不確実性は存在

しません。

　再処理は，核燃料サイクルの他の部分に比較で

きるほどには経済性が明らかになっていません。

その理由は，経験に乏しいとか，再処理技術に関

する理解が進んでいないとかいったことではあり

ません。ウィソズケール（セラフィールド）では，

1952年からほぼ30年近くにもわたって，再
処理の操業を続けています。再処理プロセスの

化学反応は確立しており，充分に理解されていま

す。この分野での不確実性は，近年，原子力産業

に対して課されてきた，基準と規制の変更による

ものです。条件と規制とが変化することは，原子

力産業界のあらゆるところに影響を与えているが，

とりわけ高レベル放射性物質を照射状態で取り扱

う再処理，および廃棄物管理の問題が最も影響を

受けています。

　現在，再処理工場に対して要求されている基準

は，高度のものであるために，ウィソズケールの

工場のかなりの部分は，より高度の環境・操業基

準を保つようにするとの工場側への公衆の要求の

ために，建設し直したり，置き換えたりせざるを

得なくなっています。これらの高度の基準は，ウ

ィソズケールで，AGRおよび軽水炉の酸化物燃
料の再処理を行うための拡張を政府に申請する以

前に要求されたものです。したがって，政策上の

変更があったわけではなく，また公聴会の時点に

おいて意図していたものと比較して，工場に対す

る外部からの要求項目に重大な変更があったわけ

ではありません。

　当然予想されることですが，これらの工場の詳

細な工学設計によれば，概念設計の段階．で予想さ

れたよりも，ある部分はより高価となり，あるものは

より安価となります。建設の順序やバランス・オ

ブ・プラント（BOP）の変更は，経済性と効率

性の観点から行われています。例えば，今日，非

常に高い水準が要求される高放射性物質貯蔵タン

クのコストは，従来経験してきたものよりもはる

かに高価であることと，初期に廃棄物をガラス固

化することによって，余分の貯蔵タンクを建設す

る必要がないということは，改めて最適化を行う

ことの良い実例です。

　新しい操業ならびに環境基準に合った再処理工

場や付帯工場建設のコストを知ることによって，

既知の技術と工学水準のプラントの詳細設計の良

く知られた工学コストの精度で，プラントの建設

コストを評価することが可能になります。

　ウィソズケールとラ。アーグの再処理工場の新

工場は，契約目的のために，償却に10年以．ヒか

かるでしょう。それらは実際上より長い寿命を持

つことがほぼ確実であるし，おそらく一新するの

にいくらか余分の出費がいるでしょう。この場合，

現在の顧客が適切な料金によって追加分の処理能

力を利用することになるでしょう。（スライド

10，11，¶2，13，14）

　ただ一つの数値で再処理のコストを代表させる
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ことは難しいことです、，というのは，支払いの一部

分は，資金部門のための前払いになっており，一

部分は工場が運転を開始してから，例えば8～18

年の期間にわたり運転しているとき支払われるか

らです。もし，また将来における支払いをインフ

レーション率正：年年5％で試算すると，今日の価

格で軽水炉燃料再処理の効率的コストは，約650

ドル／kgとなります。　AGR燃料の再処理コスト

は，おもにその燃料要素の取りはずしが含まれる

こととなるので，いくらか高くつくでしょう。

　結論は，今や再処理のコストの不確実性は，8

年という建設期間後に生産に入る他の基幹産業の

プラントにおける生麗コストの不確実性と比較し

て，大きくはないのです。不確実性は，いずれか

特定の電力会社にとって，そのコストを繰り入れ

る際に選択した方法に依存するものの方が大きい

でしょう。そのコストの一部分ばかなり初期に支

払わねばならず，また再処理工場建設資金として

支払われます。一部分は燃料が最初に再処理され

たときに支払われ，そしてあるものは長期にわた

り，最後の負担は，原子力発電所のデコミソショ

ニング（廃止措置）に際して支払われます。

　通常の工学的コスト評価の精度を超えた，未だ

不確実な核燃料サイクルの一分野は，廃棄物処理

です。すべてのタイプの廃棄物をどのようなプロ

セスで処理すべきかについては，未だ最終決定は

なされていません。しかし，廃棄物の処分や，処

分に先立って各種のものが望ましいと考えられて

いる，貯蔵のための処理プラントを開発しなくて

はならないという設計の諸概念は，充分に明らか

になっています。

　核分裂生成物の集まった高レベル放射性廃棄物

は高放射性貯蔵タンクの建設を最：小限度に抑える

ために，できるだけ早い時期にガラス固化するこ

とになりましょうQ

　イギリス政府は最近，これら廃棄物の地層処分

を原則的には受け入れる条件が満たされていると

発表しています。しかし，核分裂生成物の崩壊熱

を取り扱いの容易な水準にまで下げることができ

るので，最終処分の前に数十年間貯蔵しておくこ

との方が望ましいのです。したがって政府は，ガラス

固化した廃棄物を地表の工学施設において，長期に

わたって貯蔵するように決定しています。この期

間は例えば50年程度でしょうが，その後に最終

的な地層処分の立地の検討が必要となります。ガ

ラス固化過程と，その後に続く貯蔵のためのコス

トは，主としてフランスの仕事によって，十二分

に理解されるようになっており，政府の決定をイ

ギリス核燃料公社は全面的に支持するものである

が，これは将来の世代にその時点で最終処分を行

うか，あるいはさらに冷却のための期間貯蔵を継

続するか（そのための仕事は無視してよい程度で

ある）の選択の余地を残しておこうという意味な

のです。これら最終処分のコストは，処分に当た

ってのルートが決定されていないために，現在で

は確定していません。しかしながら，このコスト

は遠い将来において発生するものであり，また他

のコストとの関連でみると小さいものとなりまし

ょう。　（ス『ライド15，16，17）

　極低レベルの放射性廃棄物は，量は多いが，地

中処分によって賄うことができます。これらのコ

ストは非常にわずかなものです。

　プルトニウムに汚染された低レベル廃棄物は海

底に処分されています。処分することができる放

射能レベルは低いが，しかしそれでも非常に価値

ある方法です。というのは，汚染物質の量が多い

し，科学的研究によれば，この方法による処分は

環境に対する重大な危険性を伴うことなく，拡大

できることが示されているからです。

　被覆材，沈澱装置からのスラッジ，イオン交換

樹脂等の中レベル放射性廃棄物はまだ決まってい

ない分野です。早急な決断が求められているのは，

これらの物質についてです。これらの決定は，再

処理工場の設計者や運転者にとって必要とされて

いますが，その結果が再処理コストに及ぼす影響

は比較的小さいと思われます。

　結　　論

　核燃料サイクルのほとんどの分野は，今や原子

力技術を持つ諸国の多くの事業体によって，競争

原理に基づいて，産業ベースで賄われています。

そのコストは，どのような：時点においても充分に

知ることができますが，需給関係および為替相場

の変動のために，しばしば非常に大きく変動しま

す。電気事業者としては，燃料サイクル中の同一

の部分に対しても，契約締結時点によって一定の

蠣の範囲内での支払いを行っていることと思いま
す。

　再処理においては新しい世代のプラントが現在

建設中ですが，ここでも技術と工学設計は充分に
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確立しており，残された問題は工学コストの見積

りの精度だけであると言っても良いほどです。廃

棄物処分に関するその他の不確実性は，政策の観

点からすれば重要であるが，コスト全体に対して

は重大なインパクトを与えることはありません。

　PWRの稼働期間にわたって，平均化した燃料

サイクルの種々の段階での，現在の典型的なコス

トはアメリカ・ドルに換算すると下表（スライド

18）のようになるが，これらの数値は計画立案

に際して参考になりましょう。
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原子力発電の経済性に関する総合的評価

通商産業省資源エネルギー庁

長官官房審議官

　高　　橋　　　　宏

　　　　　　　　　1，はじめに

　　　　　　　　　（1）原子力発電の位置づけ

　　　　　　　　　　わが国のエネルギー供給構

　　　　　　　　　造は，最近石油依存度が滅っ

　　　　　　　　　てきているとはいえ，昭和55

　　　　　　　　　年度で，石油に66％を依存

　　　　　　　　　しており，主要先進国の中で

は最も高い水準にあります（スライド1）。また，

わが国はエネルギー供給の86％を海外に依存し

ており，これも主要先進国中では，最も高い率に

なっています。

　このような脆弱なエネルギー事情を背景にわが

国がエネルギー供給の安定確保を図っていくため

には，石油代替エネルギーの開発導入を積極的に

推進していくことが不可欠です。

　石油代替エネルギーにおける原子力の優れた特

性について3人の発表者からお話がありましたが，

私は，経済的セキュリティー（安全）や産業・社

会への経済的インパクト（影響）を含む広義の経

済性について，総合的に評価をとりまとめたいと

思います。原子力のもつ第一の特性は，供給の安定

性です。原子力発電用の核燃料は石油と同様海外

に依存せざるを得ない状況にありますが，その供

給国は政情の安定した先進国であること，また長

期購入契約等によってこれを確保していること等

から石油に比して供給の安定性が高いと考えられ

ます。また，原子力は火力発電に比べ極めて少量

の燃料で同等の発電を行うことができるという特

性から，輸送や貯蔵が容易であるという利点も有

しています。加えて原子力発電では，一度燃料を

原子炉の中に入れると，少なくとも1年間は燃料

を取り替えずに発電ができ，これは一種の備蓄効

果となっています。

　さらに長期的に見た場合，使用済み燃料の再処

理，新型炉の開発利用等，自主的核燃料サイクル

の確立により，原子力は準国産エネルギーとして

の性格を有するようになります。FBRが開発さ

れれば，ウラン資源の利用可能性が飛躍的に増大

します。このように資源的に見て，原子力は長期

的かつ安定的なエネルギー源として位置つげられ
ます。

　次に，原子力発電の第二の特性として，他の電

源に比し，その発電原価がかなり低廉であるとい

うことが挙げられます。いわゆる狭義の経済性で
す。

　原子力の平和利用は極めて高度の技術を要する

ものであり，安全性の確保を大前提としています。

従って種々の技術的要請を満たし，安全性を確保

するため充分な対策と．それに係わるコストを要し

ますが，このコストを折り込んでも，他のエネル

ギー源と比較して相当低廉に供給ができるという

ことです、，これについては後程詳しく説明します。

　第三に，産業経済の発展への貢献です。原子力

発電関連機器，核燃料サイクル関連事業等からな

る原子力産業は，高度技術集約型システム産業の

典型であり，わが国産業構造高度化の中核産業と

して産業の発展に貢献するところが大きいものと

期待されます。

　第四に，原子力発電所の立地地域の社会経済に

与える波及効果です。発電所の建設は，人口を初

め，雇用，商業，財政な：ど幅広い分野に影響をも

たらして，多くの立地市町村で活気に溢れた気づ

くりが行われています。

　わが国の原子力発電は，昭和41年に最初の商
業用原子力発電所が運転を開始して以来着実に拡

大してきており，現在商業用の原子力発電所は22

基1，551万kWが運転中であり，55年度の原子
力発電の発電電力：量は，820億kW時であり，電

力供給の約16％を占めるなど，すでに国民生活

の中で確固たる地位を占めるに至っています（ス

ライド2）。

　さらに将来へ向かって，拡大と高度化が期待さ

れる原子力の開発について，総合的な経済性を評

価し，その意義を再確認することは極めて重要な
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ことと思います。

（2）　日本における原子力の経済性

　さて，臼本にとって対外貿易摩擦の是正問題が

トピックになっている昨今ですが，現在の日本の

電気料金水準ぱ，世界主要国との比較において相

当高く，そのため日本の産業，特に基礎素材産業

を初めとする電力多消費産業の動向に大きな影響

を及ぼし，問題を提起しています。もちろん，日

本としては，今後，エネルギー高価格時代に適応

させるべく産業構造を変化させていくことが必要

ですが，将来に向けて電気料金を初めとしてエネ

ルギー・コストの⊥昇を極力抑えていくことも重

要課題です。

　因みに，世界主要国の電気料金水準を比較する

と，このようになります（スライド3）。

　もちろん，これらの比較に際しては，各国間の

電気料金制度の相違，各通貨の為替相場の変動等

を考慮しなければなりませんが，それでも，概ね

日本の電気料金水準はトップ・クラスに位置する

ものと考えられます。

　このような電気料金水準の格差は，電力供給構

造の差異からきているものであり，アメリカ，イ

ギリス等はその電力供給の半分，あるいはそれ以

上を石炭火力発電に依存しています。またカナダ

等はかな：りの部分を水力発電に依存しているので

あって，これらの国においては，豊富，低廉な国

内資源の活用が電気料金水準の低さに大きく寄．与

していることが改めて認識されます（スライド4）。

　これに対して，国内エネルギー資源のほとんど

ない日本にとっては，短・中期的な主たる石油代替

電源は，原子力を除けば，石炭，LNG等であり，
依然として海外の化石燃料資源に依存するという

状況に変化はないものと予想されます。つまり，

LNG，石炭等の輸入価格が，石油価格に引っ張

られる形で今後とも上昇するかもしれない不安を

考えあわせれば，特に日本では原子力発電が電気

料金水準の安定化に資するところが，先の諸外国

における以上に，大きいものと評価されます。

2．原子力発電調スト

⑯　電源別発電コストと原子力発電コスト

　このような原子力発電の経済性をより定：量的に

捉えるために，資源エネルギー庁のモデル試算値

により電源別に発電価格を比較すると，56年度

運開ベースの初年度送電端発電三二で，原子力が

i1～12円／kW時，石炭火力が14～15／kW時，

LNG火力が17～18円／kW時，一般水力が18
～19円／kW時，石油火力が19～20円／kW時と
なり，原イーカは石油火力に対してはもちろん，他

の石油代替電源に対しても経済性においてかなり

優れているものと認められます（スライド5）。

　すなわち，このように，諸外国における試算が

示していると同様に，日本においても原子力発電

の経済性が示されるわけですが（スライド6，7），

特に第二次石油危機後，その傾向が顕著に現われ

てきています。即ち，第二次石油危機により石油

の単位熱量当たりの価格が2年間で2倍以」二に上

昇し，それに引っ張られる形で石炭，LNG価格
も上昇傾向を示すようになりましたが，この結果，

原子力の発電コストが比較的安定して推移してい

るのに対し，燃料費の占めるウエイトが大きい石

油を初めとする各種火力では，その発電コストの

上昇が原子力に比して大きくなっていることが認

められます（スライド8）。

　さらに，この結果として，これら各種火力の発

電コストに占める燃料費のウエイトはますます増

大しており，先の試算において，原子力の場合が

25％程度であるのに対して，石油火力で80％

程度，LNG火力で75％程度，石炭火力で55
％程度となっています。

　このことは，燃料費の値上がりに対する発電原

価上昇の割合が原子力発電は相対的に非常に小さ

いζとを意味するもので，一次エネルギーをほと

んど海外に依存している日本にとって特に魅力的

です（スうイド9）。

　ところが逆に，資本費の高騰は，発電コストに

占める資本費比率が著しく高い原子力発電にとっ

て不利な影響を及ぼします。

　資本費の高騰につながる要因としては，発電所

の建設費の高騰と運転稼働率の低下が挙げられま

すが，前者について，一つには建設期間の長期化

に伴って建中利息が膨らむことが考えられます。

即ち，今日，日本では，例外もありますが概ね原

子力発電所の建設に6年程度もかかっており，3

年程度で済む火力発電所に比べ，建中利息が資本

費に及ぼす影響は大きいのです。従って，機器の

標準化や，工法の改善等により建設期間の短縮の

ための努力が重要です。

　次に，原子力発電所の場合，建設費のかなりの
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部分を占める機械装置等の費用によるものが考え

られますが，これに対しては，安全性，信頼性を

確保しつつ，プラントの標準化を進めてコスト。

ダウンに努めることも重要です（スライド10）。

一方，稼働率の低下については，こうしたモデル

を応用することによって，設備利用率が50％の

原子力発電であっても，石炭火力発電所が70％

で稼働する場合に比べ，その発電コストは安く，

LNG，石油火力発電所（設備利用率70％）に
対しては，さらに設備利用率の低い原子力発電所

であっても，経済的に有利であると試算されます

（スライド11）。　日本において最近の原子力発

電所の設備利用率が全国平均で60％を超えてい

る（55年，56年では，各々6L2％，61．3％と

いずれも60％を超えている）ことを考え併せま

すと，このような過去の実績稼働率を前提として

も原子力発電の経済性が示されるものと考えられ

ます。因みに，原子力発電所の設備利用率は，今

後，炉型の標準化・経験の蓄積による学習効果等

により70％に近づいていくものと予想されます。

（2）バック・エンド費用と原子力発電調スト

　原子力発電に係わる経済性に関連して，近年原

子力バンク・エンド費用に関心が高まっており，

これをすべて折り込んでも原子力発電は経済的で

あるかどうかについて論議があります。

　原子力パック・エンド費用とは，原子力発電所

から排出される使用済み燃料の輸送費用および再

処理費用，耐用年数を経過した原子力発電所の廃

炉費用ならびに低レベル・高レベルの放射性廃棄

物の処理処分費用が挙げられます。

　バック・エンド費用のうち，再処理費用につい

ては，動燃事業団東海再処理施設の運転，イギリ

ス，フランスへの再処理委託によりかなりの実績

が積み重ねられ，その費用は，適正に評価し得る

ものとなっています。この再処理費用は，原子力

発電所から取り出された使用済み燃料の再処理］二

場への輸送費用，再処理費用および再処理により

排出された高レベル放射性廃液のガラス固化処理

費用が含まれていますが，そのコストは先に述べ

た原子力発電コストにすでに折り込まれて駕り，

送電端発電原価で，概ね1円／kW時と試算され
ます。

　また，原子力発電所から排出される低レベル放

射性廃棄物の処理費用についても，運転管理費用

としてすでに原子力発電コストに折り込まれてい
ます。

　さて，これら以外の原子力バンク・エンド費用，

すなわち，低レベル放射性廃棄物処分費用，高レ

ベル放射性廃棄物の貯蔵・処分費用および廃炉費

用については，現在のところ正確な見積もりは困

難な状況にあります。

　低レベル放射性廃棄物は，現在，発電所敷地内

の貯蔵施設に安全に保管しており，相当長期間に

わたり継続することが可能ですが，将来，処分と

して原子力委員会が定めた基本方針に従い，海洋

処分と陸地処分を併せて行うことにしています。

　低レベル放射性廃棄物の処分費用を今後正確に

見積もるためには，．海に処分する廃棄物と陸に処

分する廃棄物との振り分け，陸地処分の施設規模

などその詳細を明らかにする必要があり，今後の

準備作業の進展に従い，明らかになっていくもの

と考えます。

　高レベル放射性廃棄物の貯蔵・・処分費用の見積

もりは，低レベルのそれと比べてより困難な状況

にあると言えましょう。

　再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物は，

ガラスに固化処理した後に，熱の除去，放射能レ

ベルを減衰させるための数十年の貯蔵が必要であ

り，最終的には，地下1，000m程度の地層に処分

することが計画されています。

　このうち，ガラス固化処理費用については正確

な評価が可能となって上り，前述のようにすでに

再処理費用の中に含まれていますが，貯蔵・処分

については，現在，長期的な視点に立って，動燃

事業団，原研などが鋭意研究開発を進めており，

その具体的方策については，今後なお時間を要す

るものと考えています。

　このため，ここでは放射性廃棄物の処分費用の

目安として，国際核燃料サイクル評価，いわゆる

INFCEの第アワーキング・グループで行われた
廃棄物コストの試算例があるので，それを紹介し
ます。

　この試算例は，核燃料サイクルの各段階で発生

する放射性廃棄物のそれぞれのコストを試算し，

核燃料サイクル全体の放射性廃棄物管理コストや

処分コストを求め，単位出力当たりのコストを試

算したケース・スタディです。ただし，このコス

トは，原子力発電所から発生する低レベル放射性

廃棄物および再処理に伴い発生する低レベル，高
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レベルの放射性廃棄物を硬質岩に処分するケース

について算定しており，わが国の放射性廃棄物処

分計画と必ずしも一致するものではありません。

しかし具体的なコスト試算例としては，数少ない

ものの一つと考えています。

　報告によりますと，源子力発電所から発生する

低レベル放射性廃棄物の処分コストおよび再処理

に伴い発生する放射性廃棄物の処分コストを併せ

た放射性廃棄物処分コストは，概ね25～30銭／

kW時になるものと考えられます。

　前述したように，これを直接わが国の場合にそ

のまま当てはめることは無理もありましょうが，

放射性廃棄物の処分コストの原子力発電コストに

占める割合が，わずかなものであることは，理解

できましょう。

　次に，原子炉のデコミッショニソグ（廃炉）に

ついて取り上げることとします。

　わが国の原子力発電所は古いものでも運転を開

始して以来まだ10年余しか経ておちず，そのデ

コミソショニソグは，当面，具体的問題となって

いません。しかしながら，原子力発電を推進する

に当たっては，使用を恒久的に廃止した原子力発

電所の最終的な処理・処分，いわゆるデコミソシ

ョニソグを安全かつ経済的に実施することが重要

であり，最近において各方面で廃炉対策について

関心が高まっています。

　デコミッショニングの方式としては，（a）密閉管

理方式，㈲遮蔽隔離方式，（c解体撤去方式，の3

種類およびその組み合せに分類されます。こグ）廃

炉については，これまでに原子力先進各国におい

て，小規模なものではありますが多数の実績があ

り，これに関する技術もかなり蓄積されています。

　すなわち，アメリカでは発電用原子炉6基，実

証炉4基，実験炉6基，研究炉50基の多きに達
しておりますし，イギリス，西ドィッ，スウェー

デン等においても廃炉の実施例があります。わが

国においても，研究炉の廃炉の経験があり，これ

らの技術の多くは大容量の発電用原子炉の廃炉に

も適用できるものと考えられます。

　このように，原子力発電所の廃炉は，基本的に

は現在の技術で対応可能であると考えられますが，

廃炉に関し，より一層の安全性と経済性を向⊥さ

せるため，またそのサイトを続き原子力発電発電

所として有効に利用することが重要であるとの認

識の下に，わが国の実情に適した廃炉技術の開発

を進め，所要の調査，検討を行っているところで
す。

　原子力発電所の廃炉コストについても，このよ

うな廃炉方式，廃炉技術のレベル，施設の再利用

の程度等各種の前提条件によってかなり幅のある

ものになりますが，海外の例を中心としたこれま

での計算例では，即時解体撤去方式の場合，建設

費の数％から20％程度となっています。

　このようなことから，廃炉コストはその方法や

それに伴う技術的評価等難しい問題があり，確定

的に評価するのは現在では困難ですが，諸外国の

評価等を参考に考えれば，発電原価の1割程度あ

るいはそれ以下と試算されます。このようなコス

トが原子力発電のコストを大幅に上昇させること

になるとは考えられません。

3，原子力開発の経済効果等

ω、原子力発電開発に伴う地域二月への影響

　美しく豊かな自然環境に恵まれながら，地域振

興のための基盤整備が遅れがちな町や村に対して，

発電所の立地がどのような経済効果を及ぼしてい

るでしょうか。

　勿論，原子力発電所の立地に際しては安全の確

保，環境保全が第一ですが地元の経済社会の発展

に様々な効果を与えているのは事実です。わが国

において，原子力発電所の立地が，その地域の財

政，雇用，商業など帳広い分野にどのような効果

を与えているか，その実例を紹介します。

1）地元自治体財政への寄与

　地元自治体財政への効果としては，まず電源三

法による電源立地促進対策交付金が着工の年度か

ら完成年度の5年後までの間に立地．市町村に交付

され，57年度からは，工業団地，工業用水道な

ど産業振興施設整備にも供される予定です。この

電源立地促進対策交付金は，例えば100万kWの

原子力発電所を設置する場合，立地する市町村に

総額31億5，000万円，隣接の市町村に同額，合計

63億円が交付されます。

　また，着工とともに人口や関連企業の事業所が

増加することに伴う市町村民税等の増加による地

尤財政の収入増加も無視することができません。

　次に発電所が完成すると，発電所から入る固定

資産税が地元町村の大きな財源となるため，財政

規模が拡大し，財政の自主財源化が進みます。
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　固定資産税につきましては，発電所の建設費を

3，000億円とすると，初年度40億円程度，10
力帯平均で20億円程度の地元．市町村の収入とな

ると試算されます。

　ここに代表的な原子力発電所立地市町村の財政

収入の伸びを紹介しますが，これらの立地市町村

において財政力指数（財政需要に対する平均的な

税収入の比）が発電所の着工，運開とともに急⊥：

下しています（スライド穏）。

li）雇用効果

　原子力発電所の建設には普通6年前後かかりま
す。

　この間工事に必要な作業員数は，発電所の規模

や工事の過程によっても異なりますが，平均する

と1ユニット当たり2，000～3，000人程度です。

福島第二発電所のように一度に4基建設されるよ

うな場合には多い時で1万人近くの人々が働くこ

とになります。また，建設工事に関連した資機材

調達，工事に従事する人々の消費生活による影響

等地元の町村が活発化し，雇用機会が増えるのが

通例です。営業運転に入ってからは，発電所運営

のための恒常的な雇用の他，毎年行われる定期検

査や補修時における臨時的な雇用など多くの人が

これに従事します。特に1サイトに二丁が運転し

ているところでは，定期検査が交互に行われます。

定期検査による雇用は恒常的なものとなることが

多いものです。

　また，これらの効果とは別に国の定めた制度と

して，昭和56年度から電源三法の制度の中に電

源立地特別交付金制度を雪げ，地元の雇用促進事

業に当てることとしました。この制度の一つとし

て，電力の移出県に対し，電力の移出量に応じて

5，000万～4億円が交付されますが，57年度に

おいては電源地域に立地する企業に対し，長期か

つ低利な設備投資資金を融資するための資金制度

に用いられる場合には，交付金額を1，5倍に引き

上げることとなっています。

　ここに主な原子力発電所立地市町村の就業者総

数の伸びを示しましたが，これを見ると，原子力

発電所の立地が雇用の拡大に大きく寄与している

ことが分ります（スライド13）。

in）商業の活発化

　発電所の建設が始まると，地元や周辺市町村に

建設作業員や発電所関係者が集まってくるため，

これらの人々の消費生活に必要な物資の流通が活

発化するほか，発電所建設用の資機材の地元調達

に伴う購入額の増大等がきっかけとなって，直接，

間接の経済効果：が地元商業の拡大，発展に寄与す

ることになります。

　これは原子力発電所所在市町村の商業販売額の

推移を示したものですが，商業販売額の伸び率は

県の平均を上回っており，原子力発電所立地町村

の商業が発展していることが窺えます（スライド

14）。

iv）過疎化現象への歯止め

　原子力発電所の多くは，豊かな自然に恵まれた

地域に建設されていますが，これらの町村は入口

流出による過疎に悩んでいるところが少なくなく，

労働力の都市集中化，地場産業の育成や企業誘致

などによる地域産業の振興等多くの課題を抱えて

いる例が少なくありません。

　しかし，すでに述べたように原子力発電所の立

地に伴って地方財政が潤い，また，商業の発展，

雇用機会の増大等が達成されることにより過疎化

現象に歯止めがかかり，人口が増加してきている

例が多く見られます。

　これはある原子力発電所所在町村の人口の推移

を示したものですが，ほとんどの県において町村

人口の合計は減ってきているのに対し，原子力発

電所所在町村は増加の勢いを示していることが分

ります（スライド15）。

　このように，従来から原子力発電所の立地は地

域振興に大きな効果を与えると言われ，また，国

においても電源三法の制定，税制面からの配慮等

地域振興のための諸施策を講じてきたところです

が，このような統計データなどにより，原子力発

電所の立地は地域経済社会に様々な面で貢献して

いることが分ります。

⑦　原子力開発の産業経済の発展への貢献
　原子力発電を推進していく上では，その基盤と

なる原子力産業の振興が重要であり，かつ不可欠

です。原子力産業とは，具体的には，ω原子力発

電機器の製造業，（ロ〉濃縮，加工，再処理等の核燃

料サイクル関連事業およびこれらにおいて使用さ

れる機器等の製造業があり，これらはスライドに：

見られるように殆ど全ての産業分野と密接な関係

一175一



を有する高度の技術複合産業として捉えられます

（スライドで6，望7）。

　したがって原子力開発は，わが国産業構造の高

度化を担う中核産業として，また研究開発投資，

設備投資を通じて，わが国経済の牽引車としてそ

の役割を果たすことが今後大きく期待されるもの

です。

　そのためには，まず原子力機器産業が過去の累

積赤字を解消し，その経営基盤の安定を図ること

が第一です。日本原子力産業会議の調査によれば，

昭和54年度売り⊥げ実績は約5，700億円と言
われていますが，今後その増加を期待します。

　第二に原子力発電機器について，その生産能力

は年間約600万kWのレベルにあり，また，その国

産化率は90％以．上に達していますが，今後は自

主技術に基づき，安全性の向上はもとより高信頼

度化，高稼働率化の一層の推進が課題です。

　第三に，核燃料サイクルの分野については，現

在…部を除いて海外に依存していますが，国内に

おける研究開発の成果も着々と実り，その実用化，

商業化の段階に移ろうとしており，自主的核燃料

サイクルの確立の観点からも今後原子力産業界の

果たすべき役割は大きいものがあります。

　次に民間の原子力産業を特徴づける指標として，

原子力研究投資率（売⊥高に対する研究投資の比）

があります。研究投資率は鉱工業の研究活動状況

を示す指標となりますが，日本原子力産業会議の

調査によれば，昭和55年度の原子力研究投資率

は6．4％とな：っています。これは，一般産業の研

究投資率1．6％に比べて，極めて高い水準になっ

ています（字宙産業は，54年度で3，3％）。こ

のような高い研究投資率は，当面の収支の一ヒであ

まり収益を⊥げていない要因ともなっていますが，

この反面，先に述べた今後の発展への基盤が形成

されつつあるものと考えられます。

　また，わが国原子力産業の技術力の一層の向上，

体制の整備等により，将来は機器部晶の輸出から発

電プラントの輸出へと発展が期待されます。これ

により，石油代替エネルギーの開発導入の世界的

進展に寄与するとともに，特にエネルギーの安定

的供給がとりわけ必要とされている非産油発展途

上国に対する広義の経済援助ともなり得るでしょ
う。

　しかしながら，原子力発電プラントの輸出は，

核不拡散上の配慮，高度な技術の取り扱い等々，他

のプラント輸出と異った原子力特有の問題点を有

していることに留意すべきであることは当然です。

　岸本議長　原子力発電の経済性を巡る評価につ

いては，これまでにも原子力発電開発に賛成ある

いは反対のそれぞれの立場から，論争が交わされ

てきました。

　しかし，本日のご講演を承りまして，これらの

論争に終止符が打たれ，すでに四半世紀を経過し

た原子力発電開発の実績が経済社会に定着しつつ

あるとの現実を私個人として，改めて再認識致し

ました。その裏付けとして，わが国の電気事業が

軽水炉第1号を45年3月に運転開始して以来，12
年間にわたる運転実績を踏まえて，それから得ら

れたデータに基づく経済的経験に則った力強い自

信があることも，拝聴致しました。

　まず，深海さんから，わが国における原子力発

電がすでに国民生活の中に浸透，根強く定着し，

またより一層その果たすべき役割が重要視されつ

つある状況が報告されました。わが国におけるエ

ネルギー・コストが，石油の度重なる値⊥げとも

相倹って，ますます高価格になっているため，発

電コストに占める燃料費の割合が少ない原子力発

電にとって，その経済的な優位性がさらに高まっ

た，とのご指摘でございます。国民経済の観点か

ら，原子力についての問題提起として，有意義な

ご講演の内容であったと存じます。

　さて，原子力発電コストが，他の発電方式と比

べて割安なのかどうか，それに対する回答を本セッ

ションで得ることが，目的の一つでした。

　これについては，電気事業者を代表して石橋さ

んから，51年度と55年度の運転実績点をベースに，

55年度時点で1kW時当たり原子力発電原価が10円程

度，火力発電原価が16円程度との実績数値が示さ

れました。これは設備利用率70％での値ですが，

設備利用率が40％を超えれば，現在の原子力，火

力の発電コスト比較では，原子力発電コストの方

が割安である，との実績に基づいた回答であった

と思います。

　石橋さんがご講演の中で，41年3月の日本原子

力産業会議・開発計画委員会の報告を引用されま
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したが，今から16年前の当時，　「電力需要と原子

力発電の長期見通し」を当原産会議が行った中で，

50年時点で園産による原子力発電の経済性が，重

油火力と充分に競合するか，これに優るものにな

る，と予測致しました。石橋さんは，この原産の

予測が的中し，正しかったことを改めて確認され

たわけです。

　しかし，原子力発電が現状では火力発電と比べ

安くても，将来は一体どうなるかとの懸念も書われ

ておりますが，これについては，高橋さんから，

資源エネルギー庁のモデル試算値が示されました。

　56年度運開ベースの初年度送電端発電原価で，

］kW時当たり原子力発電が11～12円であるのに

対し，他の電源による発電原価は割高で，中でも

石油火力は19～20円になる，としておりました。

60年度には，原子力14～15円，石油火力25～26円

となる見通しです。

　これらの将来発電原価に，使用済み核燃料の輸

送費，再処理費，放射性廃棄物の処理処分費，あ

るいはデコミッショニング費等のバック・エンド

費用がどの程度影響を及ぼしていくのか，との問

題についても，現時点での考え方が明らかにされ

ました。

　高橋さんから，再処理費用はすでに原子力発電

コストに折り込まれており，そのコストは1kW時

当たり約1円程度で済むとの試算が，紹介されま

した。再処理費が適正に評価できるほどに，すで

に実績が積まれている証左だと思います。

　この点では，核燃料サイクル・サ　ビス部門で

よりすぐれた経験を持つイギリスのヒル卿の講

演の中でも，確認された結果となって指摘されま

した。イギリスでも，核燃料サイクルの各段階に

おけるコスト試算：が公正でないのではないか，と

の疑問を呈せられるとこ発言がありましたが，やは

りイギリスでも原子力発電の経済性を巡る公衆論

争は尽きないように拝聴致しました。

　ヒル卿は，　「．再処理技術についてはすでにイギ

リスで20年間の経験を有し，その技術プロセスは

充分に確立，理解され，今日ある不確定要因は，

原子力産業に近年，課せられている基準と規則の

変更によるものである」と言われました。また不

確実さが最も高いといわれる放射性廃棄物処分に

ついて，中でも高レベルの地層処分は，それを受

げ入れることが満たされている状況にあり，当面

50年間は核分裂生成物の崩壊熱除去のため，ガラ

ス固化体で工学的貯蔵をする，と申されておられ

ますように，自信のほどを示されました。それを

確認される上でも，PWRの耐用年数にわたる均
等化コストの典型的な例として，再処理費が1kg

ウラン当たり650ドル，高レベル廃棄物のガラス

固化が1kgウラン当たり110ドルで，それぞれ核

燃料サービス費の24％，および4％を占める，と

の数値を具体的に示されました。

　わが国におきましても，放射性廃棄物処分費の

あり方に関心が高まっているわけですが，高橋さ

んも指摘されましたように，INFCE時の試算で，

放射性廃棄物処分費が1kW時当たり25～30銭程度

で，また原子力発電所のデコミッショニング費も，

海外の試算例ですが，建設費の数％～20％程度で

済む，とされております。これらは今後，発電原

価の1割程度を占めるぐらいで，原子力発電コス

トを大幅に引き上げることは考えられない，という

のが結論であると思います。

　ともあれ，原子力発電の安全性確保の追求なし

には，経済性の確保もあり得ないわけでして，そ

の点，設備利用率の向上，その安定した実績が，

今後とも原子力発電の経済性確保に欠くべからざ

る要素となりましょう。
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〔高橋　宏氏スライド〕

1－3図　主要国の電気料金雲績総合単価（1980年）

Fig．1－3　　置lectridty　険ates　in　Major　Counもries　（｝n　1980）
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〔高橋　宏氏スライド〕

2－1図　電源別発電原価について（1981年度三下ベース）

Fig．2－1　巳lectricity　Generating　Costs　by　P◎wer　Source＄
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〔高橋　宏氏スライド〕

2－3図

Fig．2－3
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〔高橋　宏氏スライド〕
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　　　　　　　　　　　　Fig．2－5

各種電源における燃料費の上昇と発電原価の関係

　　　　　（1985年運開ベース）
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〔高橋　宏氏スライド〕

2－7図　各種電源における設備利用率と発電原価の関係（1981年運開プラント）

Fig．2－7　Cap繊city　Factors　and　Electricity　Generating　Co＄ts　by　Power

　　　　　＄ource＄（◎perable　in　1981）
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〔高橋　宏氏スライド〕

3－3図　商業販売額の推移
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セッション5「原子力発電と含意形成」

　　　　　　（パネル討論）

議 長　三枝佐枝子氏（商晶科学研究所所長）

〈パネリスト〉

小　牧

猿　橋

須　江

高　橋

田　中

正二郎

勝　子

　　誠

康　隆

靖　政

氏
氏
氏
氏
氏

（東京電力㈱取締役・原子力開発本部副本部長）

（地球化学研究協会専務理事
坙{学術会議会員）

（日本放送協会教養科学部チーフディレクター）

（新潟県エネルギー懇談会連絡協議会事務局長）

（学習院大学教授）

＜コメンテーター＞

　　　　　　　S．ク　ッ　ク　氏 （アメリカ女性原子力の会全闘委員会代表幹事）



パ　ネ　ル　討　論

　三枝議長　本セッションの

パネルには「原子力発電と合

意形成」という大変に難しい

課題が．与えられています。こ

の司会役を命ぜられた私自身，

実は原子力問題についてはま

ったくの素人と言って良いの

ではないかと思いますが，その私がこういう難し

い役割を止むを得ず引き受けたのは，私自身，一

市民の立場から原子力開発の問題に対してずっと

関心を持ち続げてきたからだと思います。私はこ

れまで，個人の立場から原子力発電所を見学した

り，また建設予定地にも伺いまして，いろいろお

話を伺った経験があります。そういう場合に，設

立する側と，そこに住む人々また一般市民の方々

との間の合意形成と申しますか，相互の理解，信

頼関係が非常に難しいということを各地で感じた

わけです。今日は，そういう問題について，皆様

方とこ一一緒に考えていきたいと思います。

　まず最初にひと通りパネリストの皆様方にお話

を戴きまして，その中からいろいろな問題が出て

くると思いますので，約5分間位ずつ意見交換し

て戴きたいと思います。それでは最初に須江さん

からどうぞ。

　須江私どもNHK：では，

NHK：特集という番組帯を

月曜と金曜，夜の8時から

50分ずつ持っていますが，
昨年の夏4回にわたり，「秘

められた巨大技術一原子力」

というシリーズを放送しま

した。この中にもご覧戴い

た方々や，取材，撮影にご協力戴いた方々もお

られるかと思いますが，一回忌に考えまして，

非常に固い，難しい番組に属するのにもかか

わらず，祝聴率は大変に高く，予期以上の

15％を超えるという反響を戴きました。こ
の番組について，いろいろご意見もあるかと存じ

ますが，幸いにして，世にいわゆる反対派，推進

派のいずれからも好評を戴きました。さらに一般

視聴者の方々からも次々に放送中にも電話やお手

紙を戴きまして，知らなかったことをだいぶ分る

様にしてくれたという言葉をたくさん頂戴しまし

た。ここにお集りになっておられる方々や原子力

専門の方々には愚だり前のようなことでも，しか

も原子力をめぐる本など書店にかなり並んでいる

様ですが，実際に分り易い，しかも一般の目に触

れ易い情報は少なかったという事を，私どもの番

組の視聴率は示しているのではないかと思います。

しかも，こういう情報の必要性は潜在的に非常に

大きかったということを示しているのだと思いま
す。

　さて，私どもがこの原子力シり一ズを制作する

のに，こうした一般の立場とか素人の立場に立っ

て知りたいと思うことをきっちり取材することが，

最も大切だと思います。いわゆる推進，反対だと

かいった論争は新聞や雑誌にもよく登場しますが，

この論争の当事者の方々は，長年この道に携わっ

ている専門家の方々が多く，余り素人の立場を考

えず，難しい言葉で議論を続けられている場合が

非常に多いようです。これを見たり読んだりして

も，私などでも何が何だか分らないということが

大変多いわけです。しかし，難しいとか，分らな

いと思っているうちに原子力発電所の数はどんど

ん増えていきます。発電量も非常に大きくなって

きます。そうなりますと，原子力発電所という所

はどんな所なのか，何をどのようにやっているの

か知っておきたい，知っておかなければならない

のではないか，という気持が広がってくるのは当

然のことだと思います。そこでテレビを仕事とし

ております私どもとしても，今のうちに何かやっ

ておく必要があると考えて，仕事をスタートした

わけです。

　専門家とのギャップをどう埋めるのか，そして

考える材料をどのように提供していくかが，こう

した厄介な仕事の間中，私どものテーマであった

わけです。

　さて，このような仕事の準備を進めている間に，

一般の方々がどのように原子力発電を受け止めて

おられるのかを考える手掛りとして，NHKには

世論調査所という所がありますが，そこの力を借り

て意向調査を東京と原子力発電県である福井で始
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めました。これをまず紹介しますと，お手元に資

料が届いていると思いますので，ざっとこれに触

れておきたいと思います。第1の項目では，全体

として源子力開発は必要かということですが，原

子力開発は必要と答えられた方が70％を超えて

いることが分ります。それは，他の調査でも大体

この様な数字が出ている様で，エネルギー不足に

ついての不安といったものが世間に定着している

ことを示しているものと思います。ここで目につ

きますのは，原子力発電所を多く抱えた福井県で，

原子力開発は要らないと答えた方が比較的多いこ

と，特に女性の方に多いことです。この辺につき

ましては，実際に地域でいろいろ調査なさってお

られる田中さんからもお話があると思いますが，

さらに原子力開発の必要性を認めていても，安全

性について信頼性が少ないという結果が，次の項

目からも読み取れるわけです。どちらかと言えば

危険，あるいは危険と答えた方が東京で59．3％，

福井で60．9％あります。そして，そのように答

えた方々に，危険と思う理由を伺うと，それは次

の項目になります。この項目の質問には一人で何

項目も答えて良いことにたっておりますので，必

ずしも合計として100％になりませんが，敦賀

発電所の放射能漏れ事故隠しのような事件が去年

ありましたが，その後での調査ですので，その記

憶の影響が第3の項目の管理体制，安全対策の不

安，といったあたりが大きく膨れ⊥がってくると

ころに影響しているかと思います。

　大体この1～4までの項目については，必ずし

も充分納得できていない方が多い，ということが

分るわけです。福井県だげの調査というところを

ご覧戴きますと，原発の数をこれ以上増やして良

いかという問に対して，大半の方々が増やしてほ

しくないという答を出しておられます。特に原子

力発電所に抱えた嶺南地区では，減らしてほしい

という答がかなりの数に上っていると見るごとが

できます。東京で行った調査では，ちょうど昨年

都議会議員選挙が行われたので，先程の原子力に

対する都民の考え方を支持政党の意向との関連で

見ることができたわけです。ここで，私どもが見

て興味深いのは，支持政党にかかわらず，必要性

を認める人々が大体70％を超えていることです。

自民党支持者，民社党支持者，社民連の支持者な

どに必要と言われる方が多いのですが，その他の

例えば社会党，共産党支持者の方々も，70％は

原子力開発は必要であると答えておられます。と

ころが安全性に関しては，安全と考える側に立つ

方よりも，危険と考える側の方が，例えば自民党

支持者の中にも多いということが分ります。危険

という考え方の内訳は，その次のページの通りで

す。基本的な政治的考え方にかかわらず，いわゆ

るエネルギー負担が心理的に定着した中で，原子

力開発を続ける必要性は認識されるようになって

いると，しかし原子力発雷所の安全性については，

これまたどの政党を支持するかにかかわらず，信

頼が薄い，ということが読み取れると思います。

　こういつた調査には限界がありまして，突っ込

み不足ということがっきまとうわけですが，原子

力発電についてのフィーりソグは，ある程度伝え

ているように思います。要するに，’エネルギーと

しての原子力に対する期待感はあるが，実際の原

子力発電所については今一つ安心できないというと

ころが共通したところではないかと思います。今

年1月に発表された総理府の省エネルギーに関す

る調査でも，原子力についての見方において同じ

様な結果が大体いつも出るというところに，大変

大きな意味を持つというか，問題があるのではな
、・カ〉と思、、・ます。

　さて，私どもは一一昨年から昨年にかげて原子力関

係の取材を行いましたが，これに関連して，今の

世論調査に加えて，私どもが取材しました原子力

業界というものの印象について，できるだけ率直

に話してみたいと思います。

　私どもの番組では，大きく三つに分けて取材を

スタートしました。第1は原子力発電の仕組みは

一体どうなっているのか，ウラン鉱山の採掘現場

から濃縮燃料ペレソトの加工といった流れを追い

まして，これが軽水炉原子力発電所でどのように

使われてエネルギーになるかといった仕組み，こ

ういう過程でどの位の放射性物質が，例えば100

万kW軽水炉発電所に内蔵されているか，それを

どういう方法で閉じ込めているか，といった内容

です。

　第2の番組はスリーマイル島の事故調査をベー

スとして，軽水炉の安全性が各国でどのように考え

られているのか，第3はいったん発電が行われた

後に生ずる問題，つまり廃棄物処理，使用済み燃

料の再処理，プルトニウム利用の問題，それにま

つわる国際看視のシステムといった内容，それか

らさらに4回目を付け加えて，視聴者の反響が非

…190…



常に大きかったものですから，そういった反響の

いくつかについて，大阪大学の久米半四郎さんと

日本原子力産業会議の森さんに出演戴き，それぞ

れのお考えを伺ったと，そういう構成で番組を製

作しました。そういった取材をするためには，当

然業界とか，研究者の方々，それから原子力関係

のお役所にお勤めの方々にお話を伺ったり，施設

に立入って撮影させて貰う必要が出てぎました。

　番組の準備を始めたのは，放送の一年半以上も

前になります。その頃お会いしたその道の先達と

いいますか，その一人は，原子力関係者の世界を

表現して，原子力村という言葉を使いました。こ

れは大変私どもには印象に残ったわけですが，こ

の意味は，原子力に携わってこられた人々は，：全：

体の傾向として極めて専門家意識の強い方が多い

わけです。やや閉鎖的なところが多く，自分達だ

けが分るような難しい言葉を使って，外部の者に

は分らないような話もします。つまり外部の者を

寄せ付けたがらない傾向があります。しかも，何

かトラブルがあるたびにいろいろ叩かれているの

で，警戒心が非常に強くなります。したがって，

どうしても弧志しがちです。こういつたものが，

原子力村意識というものを形作っているのです。

この原子力村意識を打ち破らないと，原子力関係

者と一般市民とのギャップは開くばかりだとその

方は言われて，大変印象に残ったわけです。つま

りその方は，われわれに，取材とか撮影というの

は大変ですよ，と注意して下さったのだと思いま

す。その後われわれは，いろいろな方とお会いし

ましたが，日本国内でも原子力産業界の拡大が非

常にありまして，いろいろな方がこの仕事に携わ

るようになってきています。初めから原子カー一
筋という心構えの：方もいらっしゃれば，役所や会

社に入ったら原子力の方に回されてしまったとい

う方もいらっしゃる。初期の頃と違って，いろい

ろな方がいらっしゃるんだなあ，という印象を受

けました。専門家の中にも，安全問題や廃棄物問

題について極めて厳しく考えている方も当然いら

っしゃるわけですし，業界のあり方に一言ある方

も当然おられるわけです。一人一人の方々が私ど

もの予一期したよりかなりフランクに，いろいろな

ことを話して下さるということが多いわけです。

しかし残念ながら，私どもの商売はテレビですの

で，面白い話を伺うだけではなかなか仕事になり

ませんで，しかるべき施設に入れて戴いて撮影を

しなければなりません。ところが，いよいよ撮影

をお願いする段になると，私どもが見てなかなか

柔軟だと思う方の中にも先程の原子力村意識が頭

をもたげてくるような感じがすることがあります。

それが，私どもを原子力関係者から隔てる垣根と

なって現れてくるように見えるわけです。原子力

発電所には当然放射性物質が相当量あるのが当た

り前のことですが，これに関していろいろなレベ

ルで，その施設そのものを撮影したり，施設に入

る人間にいろいろなチェソクをしたり，それから

着替えをしたり，いろいろな方策が講じられてい

るわけですが，そういった実際当たり前ではない

かと思うことを撮影させてくれ，と言うのにも大

変警戒なさる方がいらっしゃいます。そういった

ことをさせるということで，原子力発電所は恐ろ

しい所だ，と思われるという考え方が業界の方々

に，かなり根強くあるような気がします。しかも，

そういったことでいったん自分の所で撮影を許し

ますと，他の同業者から一体何と言われるかと，

余計なことをしやがつた，ということを言われる

のではないかと心配をなさる方もいらっしゃるわ

けです。さらに，こういつたことは専門家に任せ

ておいてくれ，ほっといてくれという，いわば昔

風に言えば「寄らしむべし，知らしむべからず」

といったような意識の方も中にはわずかながらい

らっしゃいます。こういつた中で，初めて何べん

もいろいろな方にお会いしてお願いした後，初め

て取材を許して戴いたわげですが，最初に取材を

OKして下さった方々はかなり勇気を持って許し

て下さったのではないかと思って，今でも敬服し

ている次第です。業界の中にも，いわゆる村意識

を打破しなければいかんと思う方も最近は多いよ

うな気がしますが，実際にOKを出すことは，な

かなか大変なことだったのではないかと思います。

実際の撮影作業もなかなか大変で，取材チームの

被曝管理，持ち込んで持ち帰らなければならない

カメラ，ビデオテープ機械，テープ類，コード類，

そういった物の被爆の管理もなかなか大変手間の

かかることです。こういつた作業も，受け入れて

下さる施設の労力はかなりさいて戴かなければな

らないため，大変厄介だったことと思います。し

かし最初のOKと言った施設があったお蔭で，そ

れをきっかけとして，次々にいろいろな施設の撮

影ができるようになりましたが，それぞれ交渉か

ら撮影に持ち込むまでにはかなりの時間がかかり，
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原子力に関するいわゆる公開の原則というものの

実現は，なかなか難しい，必ずしも容易ではない

ということを非常に強く感じた次第です。こうし

た国内での取材と並行して，イギリスのウィソズ

ケール，西ドイツのカールスルーエ，フランスの

ス｝パ　。フェニックス，アメリカのスリーマイ

ル・アイランド，ハソフォード，アイダホフォー

ルズ，オークリソジ，カナダのウラン鉱LLIなどで，

いろいろと海外取材活動を行いました。外国の

場合，当然のことながら，軍事利用と密接に関連

している濃縮，再処理とかいった部分では，大変

にセンシティブに取材をチェックします。ところ

が発電炉を中心とした平和利用に限った場合には，

各国とも非常に簡単に1～2回の交渉でOKが参
りました。しかも，いったんOKした場所につい

ては，かなり徹．底的に撮影させてくれます。いっ

たんここに入って宜しいとなると，翻本の場合撮

影しながらもそこはちょっと困りますということ

がよくあるのですが，そういったことは殆どあり

ません。例えば，スリーマイル島の事故のありま

した2号炉などについても，コントロール・ルー

ムその他でも，非常に自由な撮影ができました。

原子力をめぐる体制そのものも，公開させるよう

にできているのかも知れません。スリーマイルな

どの場合，いったんトラブルがあると，さまざま

な機関によって徹底的に調査が行われています。

それが手直しされ，その他を通じて完全に公開さ

れるというのはご承知のとおりです。

　イギリスでも，ウィソズクールの再処理施設の

漏洩問題でも長期間の公聴会（パブりック・ビア

リング）が行われ，その間あらゆる議論はすべて

新聞，報告書で公けにされました。またアメリカ

などでは，発電所の建設，立地では，それぞれの

電力会社，連邦や州の政府機関，住民団体，出資

する銀行などが，それぞれの違った立場から，厳

しい議論を行うプロセスが取られています。そ

ういった中では，関係者がかばい合って物事を隠

し合うといった村意識は成り立ちにくいのではな

いか，特にその原子力発電所といった原子力施設

だけが，何かトラブルが起こったりした場合に，

隠すといった態度は取りにくい，かえって大変大

きなマイナスになるという考えが強くなってきて

いるように感じて帰って参りました。

　スリーマイル島の補修責任者のギホートさんと

いう方が，「極くわずかの放射能漏れがあっても，

直ちに政府に報告して公けにする。後で分るとい

うことは，補修の仕事とか，再び発電を行うとい

った場合に，かえってマイナスになる。」と言づ

ておられました。

　こうした取材を終わりまして，日本に帰国しま

した時にちょうど敦賀の事故隠し問題が起こりま

したが，皮肉にもアメりカとの違いを強く感じさ

せられたわけです。こういつた事故，その他原子

力関係の情報を隠すといったことのマイナスについ

て，もっと専門家の中で意識されるべきだと私ど

もは考えております。実際に原子力村というのが

あるとすれば，そういった垣根を打ち破って共通

のものにしていくという鍵を握っているのは，原

子力関係者だけだと私は思います。

　私どもは初めに申し上げました通り，素人の立

場で番組を作りました。当然取材しきれな：い，し

かも当然勉強しきれないところもたくさん残して

いるわけですし，番組の基本的な狙い，基本的な

情報に限ったところもありまして，やり残した，

これからも続けなければならない仕事もたくさん

あります。

　安全問題の研究にしても，専門家の中ではかな

り複雑な討議や研究が続けられていくと思います

し，廃棄物問題もまだこれからいろいろなテーマ

になっていくだろうし，再処理，濃縮といったな

かなかセンシティブなフィールドと書いますか，

これはとの年次大会で有澤会長が軍事利用は絶対

やらないと言われたということで，大変心強く思

っております。こういつたテーマに：ついても，や

はり目を放すことはできないと思っています。私

どもは，これからも原子力関係者の方々と接触を

保ち，正確な情報というものを伝えるように努力

していきたいと思っておりますが，正確な情報を

きっと出して下さることを，情報をお持ちの専門

家の方々に強くお願いしておきたいと思います。

　それで先程申し上げた世論調査でみても，一般

の方々の原子力についての印象は，漠然と必要だ

と思っている，しかも漠然と不安だと思っている，

そういうレベルがなかなか打ち破れないで続いて

いるという様に思われますが，それを変えていく

のも，専門家の方々の正しい情報の提供以外に鍵

になるものはないのではないかと思っている次第

です。
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　田中　私は社会科学を専門

にしていますが，原子力発電

に関しては素人です。ただし

合意形成ということになりま

すと，私が今まで扱ってきま

したことと若千関係がありま

すので，社会心理学者として，

このような問題を一体どう考えるのか，考えるこ

とがあるのか，ということを若干ご披露できれば

幸いだと思っております。

　ただ今も合意形成という言葉を使いましたが，

日本語というのはとかく言葉が一入歩きをすると

いう悪い傾向があるように思われます。合意形成

などというのは，その最も良い例であり，合意を

形成するということは，何らかの合意を形成する，

あるいはその合意をどのように形成するかという

道順とか，方法とか，そういうことがきちんと頭

の中で整理されるようになって初めて，合意形成

と言われると何かそのイメージが浮んでくるとい

うことになるのですが，現在のところ，合意形成

はそもそも何かということに関する合意が形成さ

れていない状態が現実だろうと思います。

　合意が形成さ．れていないにもかかわらず，合意

形成という言葉だけが，NHK，新聞，あるいは

日本原子力産業会議の年次大会でも，うろうろと

お化けのように歩いているゴ私は大変好ましくな

い状態ではないかと思う次第です。

　もう少し言葉というのをなぜ大事に使わなけれ

ばいけないかということは，後程もうちょっと触

れさせて戴きたいと思うのですが，この合意形成

という言葉の本当の意味は，実は歴史的な経緯が

あり，確か1970年代の半ば頃だったと思いま

すが，主としてアメリカで始まった新しい形式の

反原子力運動に歴史的なルートを持っているのだ

ろうと思います。その当時のアメリカでは，ご記

憶の：方が多いと思いますが，いわゆるイニシアチ

ブ，つまり一つの州で州民の投票によって，原子

力導入の可否を決するという新しい原子力運動の

形態が生まれて参りました。アメリカでは，この

時期に一つの概念が生まれています。「パブリッ

ク・アクセプタンス」というのがその概念で，公

衆の決めるところに従って，公衆によって原子力

が受け入れられるか否かの審判を受けるのだ，と

いう考え方であります。

　日本には1975～76年にかけて，パブリック

・アクセプタンスという言葉が入って参りまして，

当時の新聞，マスコミ，研究者，それから原子力

関係者の間では社会的需要という言葉がはやり，

そして現在までも続いているような現状だと思い

ます。

　ここで合意の形成というのは，何に対する合意

の形成かというと，いろいろな取り方があります

が，反対側の方では合意は形成されており，固い

わけです。むしろ一ここで問題にしている合意の

形成というのは，推進派がいかに反対派の固い結

束を打ち破るか，あるいはいわゆる公衆，～般市

民，一一般国民というものに，原子力についてやや

好意的になってほしい，ということが本音なのだ

ということを，むしろ言葉にこだわらずに，はっ

きりと認めた方が，私はこれからの世論と原子力

の関係をきちんと整理する為には必要ではないか

と思っています。この点をまず最初に申し上げた

いと思います。

　原子力がなぜ大衆にそう簡単に受け入れられな

いのでしょうか。もし大衆がそれほど簡単に原子

力を受け入れるならば，合意の形成ということを

敢えて取り立てる必要もないし，あるいはそのた

めに大きな努力や知恵をそれほど絞る必要もない

のかもしれません。しかし実際は，な：かなか

原子力というものを大衆はすんなりと受け入
れてくれません。一つの原因は，原子力に内在す

ると考えられている危険の存在です。そして，そ

の危険を非常に多くの一般市民，一般大衆力㍉不

安に思うからです。ところで私はふと，かつてア

メリカの心理学者ジョン・ワトソン氏が言った言

葉を思い出しました。ジ・ソ・ワトソン氏は，ご

承知のように，近代的な心理学の創立者であって，

心理学者なら即知っている名前でありまずけれど

も，ジョン。ワトソン氏が以下のように言った

ことがあります。「人間には生まれつき恐いなど

というものは無い」ということです。つまり彼が

言いたかったのは，「恐いと感ずるのは，その恐

さというものを社会的に自分の経験を通じて，あ

るいはさまざまなコミュニケーションによって，

恐さというものを学習したからに他ならない」，

ですから今，原子力について恐いと感ずる人たち

がいるとすれば，その恐いということは，自然に

恐いと感じる様に：なったのではなくて，その恐い

と感じている人達が経験した様々な社会的経験，

それからコミュニケーションの効果，そういうもの
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によって恐いと感じているんだと，この辺を一番

最初のとっかかりにして，パブリック・アクセプ

タンスあるいはここで言うところの合意形成とい

うものを考えることがまず必要ではないかと私は

考えるわけです。

　そこでいろいろな問題が出てきます。どうして

その学習は行われたのだろうか，それですでに学

習されてしまっている，その恐さというものを，

どうやって恐くないものにしていけば良いだろう

か。心理学的に考えると，パブリンク・アクセプ

タンスの問題は，そういう絵解きの一つであると

いうことが言えましょう。社会的な需要，あるい

は合意の形成と呼んでも良いのですが，その主体

というのが，パブリンク，すなわち一般市民であ

ることに間違いありません。ですから，こういう

問題について，それでは一般．市民というのは，ど

のように関わり合いがあるのだろうか，あるいは

どのような意味を持つのだろうか，この辺を一つ

ずつ考えていくということも，現在の社会的需要

を考えた面でも，大変に大事なことです。

　一つの見方として，イギリスの科学哲学者のC．

P．スノー氏が提起した人間の分け方というの
があります。この入間の分け方というのは，．ホモ

サピエンスというのは二つに分かれる，もともと

自然科学的な一文化の中で育ち自然科学的文化を持

っている人達と，もともとく交科学的文化の中で

育ち，そしてその中に溶けこんでいる人達，この

二つの文化のことを，C．P．スノーは，：二つの

文化（ツーカルチャーズ）という言葉で呼びます。

彼によると，この二つの文化の問の闘争関係とい

うのが，先進諸国において，その社会の文化的地

帯，あるいは文明の破壊というものを作りつつあ

る，かもし出しつつある，おそらく．文化というも

のが，進歩というものが，二つの違った文化の対

立によって非常にマイナスを受けることになるだ

ろう，という一つの考え方があります。なぜ私が

この問題をこんなところに持ち出したかといいま

すと，原子力というのはもともと，非常に巨大な

科学技術の体系であります。ですから原子力とい

うのは，そもそもC．P．スノー的な図式によれ

ば，自然科学的文化の産物であり，そして自然科

学的文化の担い手によって作られたものですから，

問題はそういう原子力が片方の端にあるところの

入交的文化の中で，どのように溶け込んでいくの

か，あるいは人文的な一文化の中の人々にどうやっ

て受け取られていくのか，そのような大きな文明

史的な意味があるのではないかと，私は思ってい

ます。別な見方をしますと，この二つの文化とい

うのは，それぞれ違った，対立した価値感，ある

いは人生観，肚界観，利害関係を持っている。原

子力の危険ということを，たったその一つのこと

を考えてみても，この二つの文化の原子力の危険

というものに対する扱い方が，どのように違うか

ということは一目瞭然だろうと思います。自然科

学的文化の人達は原子力の危険というのを，どち

らかというと確率論的な頭で考え，そしてその確

率論的な原子力の危険が分らないものは，どうし

て分らないのか分らない，というような顔をしま

す。良いか悪いかを別にして，入交的文化の人達

から言えば自然科学的な文化の言葉そのものが，

まったくチンプンカンプンで外国語三山に始末が

悪いものです。ですから危険に対しても，確率論

的な危険などというものはピソときません。人文

的文化の中に住んでいる人にとっては，自分の卒

直な気持，自分の卒直に感じる心配，不安，危険

感，こういうものこそ存在する唯一のものであっ

て，確率論的な危険などというものは，作られた

もの，つまり縁遠い，どちらかのそれこそアウタ

ー・スペースのそういうものである，というよう

に感じるかも知れません。この辺に第一危険とい

うものに関しても，二つの文化の差というものが

あります。この事実を無視できないわけでありま

す。それから多数というもの，一般大衆というも

のを考えた場合に，人間がホモサピエンスが男と

女の二つに分かれる，あるいはホモサピエンスと

いうのは元来，男と女が半分ずつ作り上げている

という生物学的事実，これを忘れてはならないの

ではないでしょうか。

　最近はようやくこの原子力問題についても，女

性の重要性というものが認識され始めました。日

本においては，ことに大変結構なことであると思

います。生物としての人間が，男女両性から成っ

ている，そもそも半分ずつであることから考えれ

ば，原子力問題について，－女性というものを考え

ないで今までやってきたのは，どちらかと言えば，

不思議なくらい無知だったと申せましょう。そん

な感じを否めないのです。なぜ無知だったかとい

うことは，私は，まあ少し強い言葉で言うならば，

原子力問題が，そもそも本来は，人文的文化的の

問題の性格が非常に強かったにもかかわらず，し
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かし原子力問題を推進し，かつ促進してきたのが，

自然科学的文化の中で育った人間だったからで，

その差が，まあ，こういう形で現われてきたのだ

というような感じさえします。先程，NHKの大

変おもしろい調査の結果をご報告戴きましたが，

そしてその中に：は，＝男女差があるということもご

指摘がありましたけれども，さまざまな社会調査，

世論調査，そういうものを通じて，こう結果を総

合してみますと，原子力に関する女性の態度には，

男性の態度から非常に違ったところがあります。

ここは学会ではございませんから，あまり理屈っ

ぽいことは申しませんが，しかし極くそのいくつ

かだげを拾っただけでも，たとえば第一に原子

力に対する不安が，男性に比べて女性の方が非常

に根強いというようなことがあります。第二に原

子力に対する不安というものは，女性において，

男性とは違って自分に対する危険の不安というよ

りは，むしろ自分の子供k対する危険の不安とい

うことが非常に大きい。それから第三番目には，

恐らく，先程C，P。スノーの分類をちょっと申し

⊥げましたけれども，この女性にはですね，いわ

ば人文的な文化人，あるいは人文的文化の中で育

ち，またそういう価値観を身につけている人がたく

さんいる，より多いと言えます。これは間違いな

い事実だと思います。まあ科学的な読み書き能力，

科学的な知識を吸収するという能力は，比較的低

いでしょうし，それからどちらかと言うと機械文

化，あるいは物質文明というものに対しては，や

や懐疑的であります。そして，どちらかと言うと

情緒的です。これは，C．P．スノーが人文的文化

というものの特徴について挙げた特徴を，すべて

の女性は，まあすべてとは申せませんが，’かなり

多く，女性は身につけているという之とです。そ

ういうものとして女性を理解するということが，

この際大事だということです。それから第四番目

には，日本の社会の中において，ことに日本の家

庭において，最近では女性の発言権が非常に強く

なってきているということが，社会学的な調査の

結果，知られています。相対的には男性の発言権

がそれだけ弱まりつつあるということかも知れま

せんが，いずれにしろ，家族の中で重要な意思決

定がなされる時に妻あるいは娘の意見が無視でぎ

ないどころではなくて，むしろその妻や娘の意見

が通るということが多くなりつつあります。もの

によっては，ことに家庭のことに関してはです。

ですから，たとえば近くに原子力発電所ができる，

あるいは自分の家の，あるいは自分の家族の生活

というものが，近くにできる原子力発電所によっ

て，経済的にも心理的にも，あるいは社会的にも

文化的にも，いろいろな意味でインパクトを一与え

られるということは，ひと言前と違って，これは重

大な家族の問題でもあるわけです。男だけが家族

の将来を決めるのではない，女性もそれに当然参

加せざるを得ません。まあ，そういう条件を考えて

みますと，原子力問題というのは，ことに家族の

中で，妻や娘の重要な問題になってきていると，

この点を見過ごしてはならないように考えられま

す。パブリンク・オピニオン，世論というものを

考えますと，世論全体の中で占める女性の意見と

いうのは，半分の力を持つというように考えるこ

とができるかも知れません。ですから，この女性

問題に，原子力と関係のある女性問題というもの

を考えてみますと，この女性に非常に固有な不安，

原子力に対する不安感，あるいは危険というそう

いう感情というものを，どうやって払拭していく

カ㍉あるいは，和らげていくのか，こういう点に

今までどのくらいの努力が払われてきたでしょう

か。私はやや疑問に思います。それから，ことに

原子力の問題というのは，先程来申し上げてまい

りましたように，ある程度の科学的な読み書き能

力というものを必要とします。しかし，私自身も

文化系の学問の学徒でありますから，時々，大変

自分がこの科学的な，自然科学的な読み書き能力

を持っていないのだということを痛感させられる

ことがありますが，しかし，これは必ずしもこち

ら側の問題ではなくて，たとえば原子力擁護とい

うものが，なにしろ自然科学的な文化の産物であ

って，そして人文的な文化にとっては，まづたく

チンプンカンプン，通じない部分を持っていると

いうことは事実であります。ですから，まさにそ

ういう言葉だけでも女性には拒絶反応，心理的な

拒絶反応を起こすようなレムだとか，プルトニウ

ムだとか，あるいはECCSとか，そんなような
言葉が，パッパパソバ，原子力の問題に出てきた

り，あるいはそういうような言葉が言葉の端々に

ちょっと出てきた時に，女性，あるいは一般的に，

この人文的文化の中に住んでいる人間は，すぐ心

の扉を閉めてしまいます。まあ，自然科学的な文

化人がこの人文的な文化人と対話をするためには，

この二種類の人間を結び付けるような新しい形の
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言葉の体系というものがぜひとも必要であろうと

思います。そのためには，これは両方からの自然

科学的な文化とそれから人文的な文化と，両方の

歩み寄りというものがぜひ必要ではないかと思わ

れるわけです。パブリック・アクセプタンス，社

会的な需要というものが，あくまでも重要である

という認識に立つならばです。そして，こういう

努力というものは，どちらかと言うと，そもそも

原子力体系というものが自然科学的な文化の中か

ら生まれてきたのですから，二つの違った文化を

結ぶ言葉を作るというイニシアチブが，どうして

も自然科学的な文化の中から生まれてこなければ

恐らくならないのだろうと思います。そういう時

によく心理学者は言うのですが，「話すのならば，

12才の子供でも分るような言葉で話せ」と，こ

う言うのですね。まあ12才の子供というのは，

ここでご年配の方は，1946年，終戦の次の年

にマッカーサー将軍が日本人を称して12才の少

年と同じだということを言ったのをご記憶だと思

いますが，12才というのは偶然ではなくて，人

間の心が形成され始めて大入の気持が生れて

くる，その成熟の第一の段階が12才の精神
状態ということなのです。ですから，小学校

の六年生ぐらいの人間にも分るような言葉が
使えないならば，あるいはその言葉を作ろうとし

ないならば，この二つの文化の間のコミュニケー

ションというのは永遠にミゼラブルであって，解

け合うことがない。したがって合意の形成とか，

あるいはパブリック・アクセプタンスとか，そう

いうものは考えない方が宜しいというのが，やや

極論に聞こえるかも知れませんが，私の卒直な感

じであります。

　　　　　　　　　　高橋私は，新潟県エネノレ

　　　　　　　　　ギー懇談会連絡協議会という

　　　　　　　　　肩書きで出てきておりますが，

　　　　　　　　　このエネルギー懇談会という

　　　　　　　　　名前を，たぶん皆さん，あま

　　　　　　　　　りご存知ないと思い・ます。そ

　　　　　　　　　んなことで，まずエネルギー

懇談会のあらましについて，ご紹介を申し⊥げた

いと思います。

　現在，新潟県内の各市町村に20のエネルギー

懇談会がございます。それぞれ独立した組織とし

て活動しているわけですけれども，共通の目的を

持っております。そんなわけで，県内の各エネル

ギー懇談会の会員の相互の交流ですとか，あるい

は情報の交換を図っていこうとか，あるいはまた

活動に連携を持たせていこうというようなことで

生まれましたのが，この連絡協議会であるわけで

す・現在県内で，約5，700名の会員がおります。

そこで，各エネルギー懇談会ですが，ほとんどが

先程申し．ヒげましたように，同じような活動をや

っております。そんな：わけで，私が会員の一人用

あり，かつまた県と新潟市にありまして，一番最

初に生まれました新潟エネルギー市民懇談会をサ

ンプルとして，これからご紹介を続けていきたい

と，こう思います。私たちは，昭和48年にオイ

ルショックを経験しました。このオイルショソク

で，このエネルギー問題というものが非常に身近

な問題であるということを，痛切に感じたわけで

す。それから私たちは今，非常に豊かな物質文明

を享受しているわけですが，われわれはこの文明

を享受するだけではいけない，やはり次の世代に

今よりも豊かな，あるいはもっと進歩した生活と

か，経済とか，文化というものを残していかなけ

ればならない。そのために：は，エネルギー問題と

いうものを，他入事ではなく，自分の問題として

真剣に考えていかなければいかんと，まあそういう

ことを痛切に感じたわけです。そして，まあ勉強

しようということで勉強を始めたわけですけれど

も，このエネルギー問題というのは，世界情勢か

ら始まり，技術的にも勉強していかなければいけ

ません。間口が広く，奥行きの深い，非常に難し

い問題であるわけで，またまわりを見渡しても，

なかなか勉強する情報：量というものが非常に少な

い。勉強する素材がない。そしてまた，正しい判

断をするだけの材料が非常に不足しているという

悩みにぶつかったわけです。そして，そういう人

たちが，ひとつ皆で集まって勉強会を開こうじゃ

ないか，一人で勉強するよりも大勢で集まって勉

強した方が効率が⊥がるのではないかと，こんな

気持ちが盛、り上がりまして，エネルギー懇談会と

いう組織が生まれたわけです。そういうことで，

エネルギー懇談会というのは，エネルギー一問題を

自分たちの問題として真剣に考えていかなければ

いけないという使命感を持って，そして，その問

題を勉強していこうという意欲を持った市蔑であ‘

れば，誰もが参加できる開かれた市民組織として

の勉強集団であると，こういうようにご理解戴い

て良いのではないかと思います。そんなわけで私
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たちエネルギー懇談会は，研修活動とか，あるい

は会員の対話活動とか，あるいは会員への情報の

提供とか，あるいはまた外部の方に対して，この

エネルギー問題というものを，もっと身近な自分

の問題として，真剣に考えていかなければいけな

いという気持といいますか認識を啓発，啓蒙して

いく，そういう活動とか，こういう種々の活動を

現在進めているわけです。そこで，この原子力の

合意形成上の問題点ということになるわけですけ

れども，先程冒頭に申し上げましたように，私は

まったくの素人ですので，素人の目から見た私な

りの考え方を申し⊥げたいと思いますが，原子力

の安全性とか，あるいは地域振興という問題を論

ずる前に，この原発の国家的意義といいますか，

社会的意義といいますか，そういうものをどれだ

けの方が正しく認識をしているかということに非

常に問題があるのではないかというような気がし

ます。それは，将来の生活とか，文化，経済の姿

がどうあらねばいけないのかという，その姿に対

する合意というものが充分に機能していないよう

な気がするのです。そして石油代替エネルギーを

選択していくプロセスにおける認識も，非常に不

足しています。卑近な例で申し上げると，このエ

ネルギー問題をあまりご存じない：方が，こうおつ

しゃいます。　1原発，原発と騒いでいるけれど，

通産省のサンシャイン計画で，いろいろとやってい

る太陽光発電とか，太陽熱とか，風力とか，波力

とか，そういうものがあるじゃないか」と。こう

いう認識をお持ちの方もいらっしゃいます。これ

はやはり，今申し上げましたが，いろんな：判断を

する思考の過程でのプロセスというものが完全に

機能していません。いわゆる原子力発電の社会的

意i義というものの認識が，やはり低いからじゃな

いだろうかという気がします。それと，このエネ

ルギー問題の解決というのは，これは国の重要な

政策の一つでなければいけないわけですね。その

エネルギー政策の一つとして，原子力の開発とい

うものが，当然位置づけられるべきだと思います。

そういう意味で，国がしっかりとしたエネルギー

政策を持つということが一番肝要だと私は思いま

すし，またそのエネルギー政策をもって，国が自

らの手と足を使って地域に出て，エネルギー政策

に理解を求めていく，そして，その政策の展開に

1肖たって，国民，あるいは住民に協力を求めてい

くという働きかけが必要じゃないだろうかと，そ

のような気がします。

　猿橋　私は自然科学を専攻

する一研究者として，そして

また一人の国民として，原子

力の平和利用を推進すること

について，　日頃感じておりま

すことをいくつかここで申し

述べたいと思っております。

　私は，地球化学，地球環境におげる化学を研究

する研究室に長いことおります。一研究者として

考えておりますことは，科学者たちによって発見

された地球や自然の真理というものは，人類の尊

い即断であるということです。それは入類全体の

共有財産であるので，これを開発利用する時には，

人類に福祉をもたらすものでなければならないと

いうように考えております。しかし原子力につい

て申しますと，その利用の第一歩は，大変残念な

ことに，原子爆弾を作ることであって，そしてそ

れが数十万人の日広人を殺したということです。

したがいまして，原子力平和利用を推進するに妾

たっては，原子力が再び国民に災害身与えないよ

うにすることは第一の条件でございますが，それ

と同時に国民の幸せをもたらすものでなければな

らないと思います。しかし，そのための技術関発

は，決してやさしいものではないでしょう。原子

力を進めるに当たっては，幾多の問題点があると

思います。私たちが心配している問題点について

は，先程来ご発言の方たちによって解析が発表さ

れましたけれども，それぞれのお立場からのご発

表ですので．私も私の立場から，その問題点の中

身について，お話ししたいと思います。

　まず第一は，現在の原発は核分裂によって生成

されるエネルギーを取り出しておりますので，原

発を運転することによって，そこに必ず核分裂生

成物等の放射性物質が生まれるということは，否

定できない事実です。そして何かの事故が起こっ

た時には，環境にその放射性物質が放出されるの

ではないかという心配がまず第一点です。そして

その心配は，たんなる杞憂ではなく，事実，先程

来お話しがありますように，スリーマイル島の事

故のように原子炉が爆発寸前の状態になったこ
とも経験しました。また敦賀湾において起きた放

射能汚染事件のように，環境に放射性物質が不注

意に放出されるという事件もありました。さらに

極く最近では，アメリカのニューヨーク州でも事
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故が起こりました。これらは原子炉の工学的安全

と，それから放射性物質の管理における安全性に

関する問題点です。さらにわが国では，大変地震

が多いわけですが，この地震の多い国においては

地震に対する対策も万全でなければならないと思

います。

　それから第二の心配点は，原発の中で生成され

るプルトニウム等の核分裂性物質が核兵器の製造

に転用されるのではないかという心配です。濃縮

ウランについてもまったく同様の問題があります。

これらのことは国内的な問題であるばかりでなく，

外国からも注目されていることは，皆さんご承知

の通りです。その結果，日本は潜在的な核兵器保

有国の一つと見なされているわけです。こういつ

たような不安が核絶対否定という思想と行動を生

んでいることは，申し．ヒげるまでもないことです。

　次の心配は，原子力平和利用における自主技術

が極めて乏しいということです。現在設置されて

いる原発の大部分はアメリカで開発された軽水炉

です。そして核燃料も大部分はアメリカに依存し

ています。また本格的操業が始まろうとしている

東海村の再処理工場についても同様で，再処理施

設はフランスの技術に頼っているわけです。また

今出ている使用済み核燃料の再処理は，イギりス

やフランスに委託している状態です。こういつた

ような状態は，私たち国民の立場から見ると，ま

ことに心許無い状態であると言わざるを得ません。

　それから第四’番目の心配ですが，この心配はこ

ういうことがあってはならないと思いますが，万

一戦争が起きた場合には，一体どういうことが起

こるのだろうということです。戦争が起こった場

合，まっさきに狙われるのは原発あるいは再処理

工場だと言われています。これに対して，現在設

置されている原発あるいは再処理工場は，まった

く戦争に対して無防備な状態にあります。もし小

型の戦術核兵器，あるいは核兵器でなくとも大型

の通常爆弾によって，この原発や再処理施設が狙

い撃ちされたら，一体どんなことが起こるでしょ

う。それによって起こる災害は極めて大きいもの

と思います。

　国民が抱いている不安について，今四っほど申

し述べましたが，原子力平和利用を国民の間に定

着させるためには，これらの不安を取り除くこと

がまず大きな餉提であろうということを，まず初

めに申し上げておきます。

　小部　この原子力の合意形

成については番事者でござい

ますから，それこそ大袈裟に

言えば朝から晩までどうした

ら良いか考え続け，取り組ん

でいるわけですが，この合意

形成との関係で，まず当事者

であるということは一体どういうことなのか，私

ども電力従事者の基本的な：立場なり，役割なりは

どう位置づけられるのかということでございます。

それは，極く当たり前の話しですが，次の三つの

点に要約できると思います。

　第一は，電力の供給者として責任を負っている

ということです。二番目は，原子力発電の実行部

隊であるということ。第三に，原子力という巨大

な設備システムの建設者であり，運転者であると

いうことです。

　一番目の，供給者であるということはどういう

ことでしょうか。庵うすぐ4，月の新入社の季節に

なりますが，電力会社の新人は必ず次のことをま

ず言い渡されます。それは，「電力マソの仕事は

世の中に豊富，良質，低廉な電気を安全にお届け

することだ」と，こういうことです。つまり，お

客様が欲しいと言われる場所と時間に，欲しいだ

けたっぷりと，質の良い，安い電気を安全に供給

することが私たちの仕事であり，責任であります。

もっとも，この安いという点は目下のところ，高

い高いと非常にお叱りを蒙っているところです。

そこで電力会社は，絶えず世の中の電気の必要量

を見定めて，それに応えられる対策を講じておか

なければなりません。それは，実際的，現実的で，

しかも長期的な見通しを持った確実な選択でなけ

ればなりません。エネルギー資源が極めて乏しい

わが国において，電力の歩んだ道は爆発的な需要

増加との不二の歴史とも言えるものです。水力は，

すでに多くを望めません。量と経済性を求めて石

炭火力から石油へ，さらに大気のクリーンさを求

めて天然ガスへと次第に選択を広げた電源は，オ

ィルショソクを機会に今や一斉に原子力へ，石炭

へ，天然ガスへと再び指向しております。一連の

新エネルギーと称されるもの，あるいは核融合は，

いずれも近い将来は主要な戦力として期待し凹ま

せん。豊富，良質，低廉，安全，いう’いう四つの条件

を内容としたものを負い続けて供給責任を果たす

という立場から申し上げると，今後の主役として
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原子力を推進せざるを得ないのです。逆に申し⊥

げると，もし原子力が豊富，良質な電気を，安く

て安全な電気をもたらせないなら，私たちはそれ

を捨て去らなければなりません。しかし，水力と

化石燃料のみでは，現在，ただちに全電力量の2

割近くをカットしなければなりません。まして今

日以降の将来の見通しはまったく立たなくなりま

す。私たちは，世の中の原子力による不安感，そ

の不安感によってきたるもの，こういうものを，

あらゆる努力をもって克服して，どうしても原子

力をものにしなければならないと思っております。

原子力への合意の形成は，そのために避けて通れ

ない最大の課題となります。

　二番目に，原子力の実行部隊であるということ

です。この点からは，二つの大きな大切な役割を

担っていると言えます。その一つは，安定した運

転の積み重ねということです。これは原子炉の運

転はもちろんのこと，原子力全般の分野にわたっ

て安全で安定した運転実績を積み重ねて，さらに

より良い内容を目指して改良標準を積み重ねてい

くことです。この点については，昨日の国際協力

のパネル，あるいは先程猿橋さんも触れられまし

たが，廃棄物の処理処分，廃炉といった一連のバ

ックエンド問題については，その方策を実験，実

証の技術段階から実用，本格の段階へ確立してい

くことが，一つの重：要なポイントであると思って

おります。とりわけ安全性の問題は，事実がもの

を言います。この事実の持つ重みというものを受

け止めて，合意形成の基盤を作っていかなければ

なりません。TMIや敦賀の事故は，その逆：の例

で，世の中の信用を大きく潤いました。これらの

事柄から前向きに教訓を学び取って，禍を転じて

福とするように努力しております。今一つは，理

解運動と実態の公開，情報の公開ということです。

実行部隊こそ，原子力発電の現実を一番よく知っ

ております。良い点も悪い点も，すべての面で私

どもがどなたよりも承知しているのです。ところ

が，その原子力はひどく分りにくいと言われます。

これは，用語の問題，仕組の複雑さの問題，その

他いろいろあります。また先程も出ましたが，敦

賀では企業の事故隠しが大きく知らされました。

それからこれはTMIについても言えますが，情
報の混乱とも言うべき事態も起きました。私ども

は今，その反省と改善に努めていますけれども，

そういうものがある・なしにかかわらず，本来，実

態や裏実を最もよくわきまえている当事者として，

日頃からもっと原子力を分ってもらうことに意を

注ぐべきであると痛感しております。合意の形成

は，その前提でわけが分るということが必要にな

りますが，それには原子力の実態がガラス張りに

な：っていることがベースになると思います。事故

を起こして，少々知られたくないような内容であ

っても，積極的に公表，公開していくことが，長

い目で見た進歩のためには必要であります。この

公開については，相当な精力を注いでいますが，

まだ不充分であると思っています。先程，須江さ

んが「原子力村」ということを言われましたが，少な

くとも「原子力都市」ぐらいには一刻も早くいき

たいものだと思っております。私どもの会社にも

お見えになりましたが，私どもの会社はあまり村

的なものはなく，初めから「どんなところでも」

という態度を取ったつもりでおりましたが，須江

さんは全体のことをおっしゃられたのだと思いま
す。

　三番目に，巨大な設備システムの建設，運転者

であるということから，とりわけ所在地域へ大き

な影響を．与えるということがあります。ひとたび

立地ということが顕在化すると，その地域にはい

ろいろな三二，対立が起きてまいります。政治的，

経済的あるいは社会的な緊張が生まれます。幸い

にして立地が認められて建設が進むと，そこでま

た非常に大きな変化がもたらされます。さらに建

設が進み運転の段階に入っても，それなりの問題

がいろいろと出てまいります。今日すでに，建設

ないし運転の段階に入っている地域は，まず経済

的な側面で著しい変容をしております。財政規模

。雇用の増加，出稼ぎ労働の激減，人口の増加，

商業販売額や：工二業生産出荷額の激増，分配所得の

増加，農業における基盤整備あるいは漁業の施設

改善等々に現われてまいります。しかしながら，

それはもはや単なる地域のこういつた経済的な発

展というだけに止まらないで，もっと広く社会的

な，あるいは文化的な面への変化を伴い始めてお

ります。現在，地域からも各々の段階を反映して，

様々な形でいろいろな提案，要請がなされつつあ

り，次第にこれが一つの政治的なうねりとなって

おります。そういう中で，いわば引き金を引いた

原因者と申しますか，影響を与えた張本人として，

電力は，どういう形で，どこまでこれに関わって

いくかという大変難しい問題になってまいりまし
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た。いずれにせよ，この地域の問題と合意形成は，

今後において大きな課題になっていくと思ってお

ります。

　最後に，当事者なるがゆえの限界ということに

ついて，触れてみたいと思います。限界という貸

馬の持つ響ぎは何か消極的で言いわけがましいの

ですが，やはり立場や役割の持つ限界のようなも

のがあることも否定し得ません。その一つは説得

性の問題です。私たちが必要性や安全性を説けば

説くほど，電力の宣伝かと色メガネで見られるζ

とがよくあります。私の会社で56年の4月に，

全国2．000人，関東600人を対象に「原子力
発電については，誰の話が信頼できるでしょうか」

というアソケーートを取ったことがあります。その

第一位が学者等の有識者で，これは47％。第二

位が新聞，雑誌，放送というマスコミで，23％。

第三位が，これは全国とか関東地方が対象ですか

ら，原子力地域に住んでいる住民の声で，これが

22％ございました。残念ながら，電力会社は

16％ということです。同じ56年10月に世界
経済国民会議が，これは原子力発電所の所在して

掌ります福島県の主婦1，500人について，まっ

たく同じ設問をしております。その時は，第「位

が専門技術者で，52．8％。第二位が発電所の現

場で働く増々。第三位が大学の先生。この三位ま

では二桁ですが，電力会社はわずかに8％という

数字でした。もっともこれは，敦賀事故のショソ

クで非常にイメージが悪くなっていた時期が反映

していると思います。これで分りますように，や

はり権威のある第三者，学者，専門家，評論叡，

こういつた方々の発言に非常に信頼が寄せられて

います。あるいは，マスコミの報道も大きい影響

を．与えます。また国や自治体の責任者の発言も，

公的なものとして信頼感があります。さらに留意

しなければならないのは，地域がひとたび賛成と

反対で渦を巻いた時には，その地域の人望のある

実力者の発言は，あの人の言うことなら，といっ

た決め手になるということがあります。このよう

にいわば合意形成におけるキーポイントとも言う

べき説得性の点で，われわれ当事者は一種のハン

ディキャップを負っているのです。二つ目には，

地域振興の問題があります。先程もこの点につい

ては触れましたが，電力は，地域の発展とともに

生きていくのが狙いですが，実際に直接寄与でき

るのは，建設や運転段階の周辺分野における地元

の雇用の優先，あるいは地元購売，地元発注とい

ったものの拡大等についてです。現在，地域が最

も望んでいる工場誘致等については，私どもの力

だけではなかなかどうにもならない限界がありま

す。それから，次の世代を担う若い入たちへのエ

ネルギー教育ということは極めて大切なことだと

思っておりますが，これにはまず先生方の認識，

あるいは教育行政に携わる方々のご理解がものを

言うわけですが，私たちも教員用のテキストとか，

分りやすいパンフレソト，あるいは発電所の見学

等，いろいろ行っておりますが，なかなか思うに

任せておりません。こういうことがあるにせよ，

合意形成は私どもにとって大問題でございます。

それは会社にとっては，もはや広報部とか，広報

室とかいう一部局のテーτマではなく，本社から末

端の職場に至るまで全組織が分担すべきものであ

り，このPAの戦略というのは最高幹部の決定事

項となっています。なぜなら，それは企業がどこ

まで会社の信頼を得るかということに深く関わり

合いがあり，私どもは，その獲得を目指している

からです。

　クック　本日招待を受げ，

アメリカのエネルギー政策が

女性や市民グループが関わる

ことによって，どのような影
響を受けたかを討論できるこ

とを嬉しく思います。

　私は，アメリカだけでなく

私の知る限り世界においても，ユと一クな職業に

就いています。私はアメリカ女性原子力の会（N

EW）の全国委員会代表幹事で，この組織は，パ

ブリック。インフォーメーション。プログラムを

通して原子力開発を支持する600人以上のアメリ

カ女性たちから成っています。まず最初に，私の

仕事は，主として女性のグループや市民ボランテ

ィア等の多様な人びととの連携を作り出すことに

あります。NEWでの私の仕事は，アメリカ原子

力産業会議（AIF）の支援を得ています。AI
Fは，日本原子力産業会議のように，原子力技術

の開発と応用に携わる多くの組織を代表する機関
です。

　原子力産業が，構成員として，とくに女性と仕

事をすることに関心を持っているのは，原子力問

題に対する態度を調べた世論調査により，男性よ

りも女性の方が原子力に反対しているという結果
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が明らかになったからです。最近5～6年間，原

子力を望ましいとする女性の割合は，一定して男

性より20％ほど低くなっています。

　この影響を受けやすい人びとに手を伸ばすこと

が重要であると分り，原子力産業の中から選ばれ

た14人物女性が懸案の問題を取り上げ，1974

年中AIFに要請して，女性のタスクフォースを

作りました。このタスクフォースは，原子力に関

する情報を提供する女性の組織と協力して，プロ

グラムを確認し・実施することを目的としていま

す。当初からA工Fは，アメリカ女性原子力の会

（NEW）と呼ばれるこのタスクフォースを後援

しており，現在行われている多くのパブリック0

インフォメーション。プログラムを通して，女性

たちと向き合うことを重祝しています。

　早くから，私たちは，女性と女性たちのエネル

ギー問題に及ぼす影響との相互関係を原子力産業

に認識させることによって，特別なターゲットと

しての女性たちとの連携を作り出すなかで，エネ

ルギー分野のリーダーとなってきました。原子力

を取り巻く社会的，政治的論争は，私たちにコミ

ュニケーションをますます開かれた，直接的なも

のとする意欲を起こさせています。現在国中の特

別プログラムは，AIFと，女性指導者との情報
交換を認める私たちのメンバー会社とが作成して

います。

　しかし最近しばしば，アメリカ社会のエネルギ

ーの役割，とくに女性とエネルギーとの関係が，

電気缶切りや彫刻刀のような簡単な電気器具につ

いて，極端に単純化したことを述べて冷かされて

いるのは，残念ながら事実であります。エネルギ

ー政策論争の陰に隠れている決定的な問題は，エ

ネルギー消費率と経済成長率を現在のまま続げて

いくことが，国にとって望ましいか，あるいは国

は限定成長の考え方を積極的に支持すべきかどう

か，ということです。

　確かに，この問題の解決は，女性の生活に，ま

た当然経済的な機会を通して一般市民に，多大の

影響を及ぼすことでしょう。女性の運動と経済的

な必要性から，これまで以上に多くの女性が職探

しをしたり，あるいはすでに職場に入っています。

今日アメリカでは，5，100万人以上の女性が労働

力に含まれ，合計3，800億ドルを稼いでいること

は単純な事実であり，労働力中の女性の役割は，

当然確かな電力供給によって非常に高められます。

アメリカの労働力は2000年までに26％上昇す
ると見積もられます。求職中の人びとが，賃金に

おいても生活水準においても，土向きとなる職業

を見つけられるかどうかは，正当な価格のエネル

ギーを充分供給されることによって刺激を受けた

経済が発展する時にのみ可能となります。

　エネルギー計画は，それが国家政策としてのも

のであれ，あるいは地方プロジェクトであれ，そ

の基本線がパブリック・アクセプタンスであるこ

とは明らかです。有権者の半数は女性ですが・こ

れまで少数派や女性が，経済的不均衡や収奪に敏

感に気づいている利益集団として立ち上ってきた

ことは，疑問の余地がありません。過去2～3年

間に，ほとんどの指導的な，影響力のある女性組

織は，公式のエネルギー見解書を起草しました。

これらの女性グループによる声明書にはかなり

の相違が見られますが，組織の会員はそれぞれの

見解を真剣に考えています。さらに彼女たちは，

エネルギー問題に関するロビー活動の：方向を決め

るために，その声明書を使用しています。

　多くの女性の利益を代表する組織が，多くの場

合に，限定成長，発電所建設の減少を支持してお

り，短期の電力供給に関してさえも，代替エネル

ギー源に依存しようとしています。

　これらの様々な声を持つ影響力の大きい女性た

ちが，エネルギーを今後の進歩の基礎として利用

できないとみているなら，指導的な女性たちがエ

ネルギ…界で取っている態度を説明するのにどん

な理由を見つげたらよいのでしょうか。なぜ彼女

たちは，経済成長と，とりわけ原子力について懐

疑的であり続けるのでしょうか。

　この問題についての方法および埋由を説明する

ことが，よくご存知のようにたくさん出てきてい

ますが，質問の多くはまだ回答を得ていません。

しかし，恐らくこの現象についての専門家の現象

が示されることによって，原子力支持の布野がい

かにこれらの反対に対抗できるかを，より明らか

にすることができるでしょう。そしてこのことは

より有効な計画を作成するのに貢献するでしょう。

　近年アメリカでは，体制的な活動に懐疑論が見

られます。原子力は，恐らくこのような懐疑に相

当するもので，公的な保護と原子力産業の簡単な

取り扱いは過去の遺産となりました。原子力の起

源は秘密主義と戦争に基づいているため，今日の

原子力産業の平和利用から否定的な要素を取り去
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ることは容易ではありません。

　ハーバード大学教授のドロシー。ジンバーグは，

「民衆と核廃棄物管理」という論文の中で，初期

の秘密主義の問題と，利益集団がいかにエネルギ

ー論争の重要事項としてこの秘密主義をみてきた

か，について述べています。また市民グル・一プは，

私企業や官庁の報告書にもっと近づけるよう要求

しています。ジソバーグ博士は，「環境保護はほ

とんどの市民グループのスローガンであるが，彼

らが連合する要因の一つは，民衆が本当の危険を

知らされていないという信念を共有していること

だ」と述べています。ベトナム戦争と，それに続

くウオーターゲート事件により，懐疑主義が強ま

り，一方でかつて尊敬を得ていた組織や職業が民

衆の評価を失い始めました。

　原子力産業は，スリーマイル島事故で手ひどい

打撃を受けました。われわれは信用を回復しなけ

ればなりません。私はすでに順調なスタートが切

られていると信じますQ秘密を排すること，公開

文書の機会を作ること，より卒直になること，こ

れらは原子力産業全体の日常の仕事になってきて

います。これまで公表を嫌っていた企業が現在は

問題点を明らかにし，トレード・オフや危険のな

い技術はないことを知らせる努力をしています。

　アメリカ社会学会に提出された「原子力に対す

る性の傾向」という1980年の研究のなかで，
社会学者のリードとウィルクスは，女性と男性の

原子力支持の違いを説明するために，数多くの要

因を挙げています。要約文の中で，彼らは，「女

性の反対は原子力知識の欠如や非科学的態度から

出てくるものではない。しかし，性による違いは

二つの変数一安全性と経済成長一の組み合せから

生じる効果によって説明できる」と述べています。

この研究では，女性は男性よりも，原子力問題に

ついては「道徳的ではあるが，実際的ではない」

ともみられています。この研究はまた，価値志向

の相違は「社会構造における男性と女性の地位」

から起こると論じています。

　女性の反原子力グル…プへの参加を詳細に分析

した1981年の論文のなかで，コーネル大学の
ドロシー・ネルキソは，女性の参加は道徳的，思

想的関心によって起こると結論づけています。

「女性は生命を育て，保護する人びとであり，生

命を脅かす技術に反対する責任があります。彼女

らは道徳と政治構造の面から問題を発展させ，よ

りラジカルな女性解放論者のなかには，原子力の

問題を利用して，原子力を男性の支配と搾取への

関心に結びつけ，社会的，政治的変革についての

自分たちの考えを具体化しようとしているものも

ある」と述べています。

　私たちは，これらの象徴的なフェミニスト問

題を利用してエネルギー政策に別の厳しい見方を

して女性の利益を代表すると主張している人びと

に対して，挑戦しなければなりません。エネルギ
ー一 ｭ策の決定に女性が関わることは企業や政府だ

けでなく，女性自身によっても真剣に考えられね

ばならない問題です。この活動には，時間や資源

を持ち，自分たちの選ぶ開発プロジェクトに関わ

ることに関心を持つ多くの有能な女性が入ってい

ます。アメリカ女性原子力の会（NEW）が，原

子力産業についての事実を女性に提供するプロジ

ェクトの開発に企業の支持を得ているのは，多く

の女性の組織の間にある反原子力の感情に，企業

が理解と関心を持っているためですQ

　NEWは650人もの，主として原子力産業に
携わる職業女性から成る全国的な組織であり，こ

れからの電力源としての原子力の必要性について，

他の女性たちに語りかけることができる組織です。

　NEWの目標は次のようなものです。1。今日
のエネルギー情勢について，女性や女性のグルー

プに知らせ，理解させること。2。エネルギー情

報を探し出せるように，組織を育て，奨励するこ

と。3．原子力産業で働く女性たちの見方から，

原子力についての明確な情報を得ること。4．エ

ネルギー専門家と協議できるように，女性の組織

のためのフォーラムを準備すること。

　全国的なレベルでも，地域的なレベルでもNE

Wは調整と運営を行っているが，その計画作成は

主として次のものから成っています。

・30～40の全国的な女性組識のスタッフや役
　員と…緒に仕事をし，全国会議のためのエネル

　ギー問題講演者を用意する。

・女性の年次総会のためのワークショップ。プラ

　グラムを作成する。

・女性リーダーのグループや政策決定者のための

　エネルギー施設見学旅行を準備する。

・教育出版物やフィルムを作り，他の情報源を推

　附する。

・全国的な出版物や会報に記事を書く。

・各地のNEW会員と接触を図る。
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・全国会議や地域会議に教育的な展示物を提供す

　る。

　NEWの機構はかなり単純です。15地域を代
表する15人の女性でタスクフォースが構成され

ているが，これは情報網の調整機関として機能

しています。同時に，地方や州のグループには本

来の自治があり，その地域独特の問題や集団に最

もふさわしいプ・グラムを作成することが認めら

れています。

　AIF事務所から受げ取る毎月の郵便物によっ

て，私は全国の650人の女性原子力支持者たち
と接触を保つことができ，これらの女性には原子

力技術者，消費者団体代表，気象学者，政治学者，

コンピューター。プログラマー，ジャ・一ナリスト，

主婦その他の多様な人びとが含まれています。

　毎月の郵便物と年2回の会合により，タスクフ

ォースは原子力塵業の活動についての最新情報を

得て，今日の原子力問題についての行動を提案す

ることができます。郵便物は，同時にまた地方レ

ベルで，他の女性組織とともに教育プログラムを

実施する際に利用できる，新たに開発されたコミ

ュニクーショソ手段として，われわれのメンバー

の注意を向けさせる道をも与えてくれます。

　タスクフォースとNEWのメンバー全員にプロ
ジェクト作成に当たっての中心点を提供するため

に，最も急を要する仕事として認められているの

は，次のものです。

1，廃棄物処理のしっかりした計画を立てるため

に，州および国のレベルの立法者とともに仕事を

すること。幸いにして，今年は廃棄物処理に関する

法律が議会を通過するでしょう。この問題は，ア

メリカの一般大衆にとって第二番目の関心事であ

り，営利企業の「解決できない問題」として，反

対派が槍玉に平げている問題でもあります。

2．　アメリカでは発電所建設には12～14年か

かるので，市民は原子力設備の許認可手続きが能

率化されるよう，立法者や原子力規制委員会とと

もに働いています。これは原子力規制委員会や議

会に何らかの行動を起こさせているが，この評判

の悪い政治姿勢に対して市民が支持を強めること

が絶対に必要です。

3．過去2年間に24基の原子炉が計画中」ととな

ったなど，原子力産業の信用は低く，市民はこの

産業がすでに死んでいるのでなければ，瀕死の状

態にあるとみています。新聞は絶えず否定論で市

民を威嚇しますが，教育集団の強力な情報網によ

って，現在の原子力産業の状態についての事実を

一般大衆に知らせる方法があります。これまで以

上に，草の根グループが原子力産業についての積

極的なニュースを流す役割が大きくなり，この数

ヵ月間にわれわれの歴業が経験した後退をある程

度緩和することができます。

　アメリカ女性原子力の会（NEW）と全国の
250の原子力支持グループとは，企業と一一般大

衆との溝を埋める力を持っています。これは様々

な，野心的な活動が示す通りであり，その成功は

主に高い信用によります。

　公務は絶えず「舞台裏」の仕事の結果をどう認

めるかという問題に悩まされていますが，NEW
や原子力支持の市民が行っているプロジェクトの

例を強調するこどによって，このような参加がア

メリカの原子力涯業にとって非常に効果的である

という雰囲気が生まれています。

　ユ979年にNEWは，原子力産業とともに原
子力教育日（NEEr））と呼ばれる教育プロジェ

クトを後援したが，これは非常に大きな成功を収

めました。このプロジェクトは，NEWがこれま

でに行った事業の中で最も熱心に取り組んだもの

の一つであり，主に原子力への支持者の基盤を広

げるというかたちで成果を得ています。このプロ

ジェクトの目的は次の通りです。

1。NEWのメンバーと他の原子力支持者を中央
集権化しな：いこと。

2．原子力についての事実を，地方の集会や特別

行事を通じて何万もの人々に提供すること。

3．メディアを通じて何百万人もの人びとに知ら

せること。これは地方の出来事を報道する地域放

送局を利用することで可能となります。

　もちろん，目標はすべて達成されました。約

10万の市民が直接，NEEDに参加しましたが，
重要なのはその数ではなく，将来，より有効な原

子力支持を伝えるための鍵となる技術が改善され

たことと，支持者の基盤が広がったことです。

　NEWを組織した主な目的は，女性の組織に教
育的な情報を提供し，それによってエネルギー政

策の決定に影響を及ぼすためでした。前述したよ

うに，NEWと関わりを持つグループの多くは自
分たちのプログラムを持ち，真剣にロビー活動を

している教育程度の高い女性たちから成っていま

す。そのため，NEWはこれらの組織の政策立場
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の展開をきちんと研究し，その立場に影響を与え

られるよう熱心に働いています。たとえば，比較

的大きな影響力を持つ14の女性グループのうち

で，8グループは原子力に賛成の立場を取ってい

ます。この8グループは約150万人の女性を代

表しています。熱心な努力により，NEWは，こ

れらのグループの中の5グループによる反原発決

議の可決を延長したり，場合によっては取り消し

たこともあります。

　1976年以後，11州が15の反原発決議を
行っており，廃棄物処理や，すでに稼働している

原子力発電所の運転停止，核物質の運搬，ウラン

採堀などの問題を処理する有権者投票に持ち込み

ました。これらの州の行動に反対するキャンペー

ンでは，NEWのような原子力支持グループが効

力を発揮しました。たとえば1980年北東部の

メーン州がメーン・ヤンキー原子力発電所を運転

停止しようという投票で議案提出権を得た時，

NEWのメソパーはその安全性を証明し，』文献を
配布し，民衆参加のフォーラムで話したりしまし

た。よく知られているように，原子力産業はこれ

らすべての闘いに勝利を収めているわけではあり

ません。実際のところ，5州の議案提出権は通っ

ています。しかし信頼できる，エネルギッシュな

原子力支持グループの協力は，この産業のマイナ

ス面をカバーしていると言えましょう。

　早急なフィードバックが得られるプロジェクト

の一つは，女性り一ダーの原子力施設見学旅行を

後援することです。毎年全国的なレベルで，NEW

は，全国的な女性組織の役員や規約策定者，立法

府議員，ジャーナリストを含む女性指導者のため

の旅行を準備しています。彼らは2～3日で研究

施設や発電所を訪問します。旅行の初めにはほと

んどの女性は疑いを持っているが，原子力全般に

ついて，より肯定的になって旅行を終えています。

この協力行動は地方社会の指導者の態度を改善し，

地方の政策決定者と公益事業の管理との関係をよ

り良いものにしています。

　原子力産業は，1979年と1980年に開か
れた原子力支持に関する二つの全国会議を援助し

て，市民リーダーたちに2日間にわたる討議と教

育の時間を提供しました。1981年間82年に
は，支持者の間で地域的な会議が開かれました。

これらの会議はボランティアの推進力と熱意を維

持するのに役立ち，草の根グループの持つ効力を

高めました。

　これらの活動と計画は積極的な結果をもたらし

ています。関心のある市民が果：たすことのできる

重要で，急を要する役割があります。私たちの言

葉に耳を傾け，私たちを支持しようとしているグ

ループに，原子力早業が手を差し延べていくこと

の重要性は，どんなに強調しても強調し過ぎるこ

とはありません。

　私は1，コミュニケーションとコミュニケーショ

ン欠如とは両方向通路だと考えたいと思います。

エネルギー産業に携わる．私たちは話すだけでなく，

聞くことも学ばなければなりません。女性はアメ

りカのエネルギー政策を作成するうえで，積極的

で，指導的な役割を賢明に演じてきました。しか

し私たちは，この社会で自分に合った場所を探し

ている市民の支えとなる健全な経済を維持させな

いような計画を全面的に支持しようとする連中を，

詳細に吟味し続けねばなりません。解答は，自分

たちの声を大にし，先頭に立って積極的に進んで

いる市民とともに見つけ出さねばならないのです。

　三枝議長　今までのお話を伺って参りまして，

いろいろな問題が出て参りました。猿橋さんのお

話などでも，いろいろな原発に対する危惧，不安

という問題も出されておりますし，私は女性だか

らというわげではありませんが，女性の戸畑を求

めることは非常に難しく，女性がいろいろな不安

を原発に対して持っているなかで，どのようにし

て理解を深めていくことができるかという問題が

自然に浮び⊥がってきたような気がするわけです。

それで，その話題に限りませんが，今の皆様方の

お話を聞いて，何か問題点がありましたら，パネ

リストの：方々から短かくご発言を戴きたいと思い

ます。

　田中　ただ今お話を伺っていまして，このよう

なことを考えたのです。われわれが考えておりま

すこのパネルで原子力と合意形成ということです

が，しかし合意形成の作り：方であるとか，合意形

成ということそれ自体の重みとかが国によって違

うのでないか，そんな感じがしたわけです。と申

しますのは，私の前のスピーカーがクックさんだ

ったのですが，私の頭では現在の世界各国のなか

では，しかも原子力発電のある程度以上の規模と

いうことを考えますと，とにかく原子力発電を相

当よくやっている国のなかで，最も反原子力的な

のはアメリカではないかという感じがするわけで
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す。

　これにはいくつかの理由があります。まず第一

にカーター政権のもとでINFCEがスタートした

わけですが，そのなかで出てきたいろいろな問題

点を整理してみますと，この原子力を商業的に促

進することによってt世界中にプルトニウムがばら

まかれるということに対して反対だという気持，

これは核不拡散上の配慮からの反対ということが

非常に強いということが分ったわけです。第二の

反対というのは，全然違った国内勢力ですが，環

境保護団体および科学者たちの集りによる環境保

護を目的とした反対が非常に強いわけです。先ほ

ども猿橋さんが指摘なさいましたが，環境破壊に

対して原子力が相当強い悪影響を持つという様な

議論，これはアメリカでは体系化された議論です

が，最近も彼の有名なスターングラス博士が，低

レベル放射線の影響について，かなり立派な本

を編集して出されたので，これなども日本におけ

る反対運動のためには，非常に良い論理的根拠を

与えるのではないかと思っています。とにかく原

子力反対のモデルの一つはアメリカから日本に来

る，あるいは日本が唯一の被爆国としてアメリカ

に提供する，このような関係があろうかと思うわ

けです。

　ところが原子力賛成のモデルは，どこに探すこ

とができるでしょうか。私の頭のなかでは，原子

力賛成のモデルはソ連に求めることができるだろ

うと思います。私事にわたって恐縮ですが，1979

年夏，TMI事故の比較的後，いや直後に国際学

会があり，モスクワに行きました。モスクワでは

ソ連の原子力利用国家委員会のイワン・モロゾフ

さんと会い，いろいろ話をしたのですが，その時

モロゾフ氏はこのようなことを言いました。

　つまり，イデオロギーが共渥主義か，社会主義

か，資本主義かの問題と原子力とは，まったく無

関係であり，現在の諸般の経済情勢を考えると，

反原子力などというのは非科学的であると。私は

英語で通訳を通じてモ・ゾフさんと話したものです

から，聞き間違えたのでないかと思って聞き直し

たら，そうではなくて反原子力は非科学的である

ということを二度繰り返されました。それで，あ

なた方の東欧ではない西欧の資本主義の矛盾がここ

に出てくる。それはなぜかというと西欧資本主義

諸国においては，日本もアメリカも含めた原子力

技術だけの開発ばかり今までやってきた。先ほど

私が申しましたC．P．スノーの言葉で言えば，「一

生懸命，自然科学文化のことばかりやってきた。

それで民衆，大衆というそのことを忘れてきた。

しかしソ連では逆だ。むしろ非常に重要だとソ連

が判断したのは民衆が原子力を受け入れるという

ことであるから，ソ連の民衆というのは，原子力

のプラスの而の両方を教えられた挙句，誰のため

に最終的に何の役に立つか，ということを完全に

教えられる。中央政府も共淫党も，民衆の教育に

は一役かっている。だがあなた方は原子力の平和

利用に関しては，技術的には先発国かも知れない

けれども精神的には後発国ではないか」という話

になり，私は確かに彼の指摘も正しい面があると

その時感じたわけです。国に差があるということ

は，わが日本において，どのようなモデルを一体

持ったら良いか，という問題がもう一つ別な問題

としてあるのでしょう。今までの議論の中でちょ

っと抜けているのは，合意を達成するということ

はさかんに言っているわけですが，私を含めて，し

かしどういう条件，基準が達成されたら国民の合

意あるいは地域住民の合意が形成されたと判断さ

れるのか，それに対してはあまり議論がなされて

いないわけです。アメリカの社会学者にエベレソ

ト・ロジャースという人がいますが，その人がお

もしろいことを言っているの．です。ちょっと紹介

しましょう。

　「働の中には，とにかく封建的な入山がいる。

およそ全部の人口を100％とすれば，約3％の
人は冒険的で，新しいものに対してすぐそれを採

用するような人だ。それから14％くらいの人は，

オピニオン・リーダーとして，その新しいものの

持っている価値を認め，それを社会のなかでは比

較的初めに採用する。それから34％くらいの人

たちは非常に慎重で，人には遅れたくないけれど

自分が先走ってそれを何かしょうとは思わない。

それから4番目は疑い深い入で，時代遅れになっ

てもいい，人に遅れてもいい，何か新しいものに

対し疑い深い，最後までそれを開始しないという

姿勢を崩さない。そして最後に100人のうち

15人くらいは伝統的な人々，つまり新しいもの

は何もかもいやだという人たちで，これはジャソ

ポジェソトであろうが，テレビであろうが，原．子

力であろうが，何であろうが，新しいものはいや

という人が世のなかにいる」というわけです。

　ではこの100人のうち15人くらいの人たち
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がノ～と言っている場合，パブリック・アクセプ

タンス，国民の合意は得られないのか，地域住民

の合意が得られないからできないのか，こんな問

題が最後まで付きまとってくるでしょう。先ほど

の須江さんのデータを二月、しますと，一番最初の

ページの必要か必要でないかという問ですが，こ

れは敦賀事故の後だということが非常に重要だと

思うのですが，敦賀の後だというその時点で，原

子力発電の必要性を認めている人たちが10人の

うち8人，それから全然その価値を認めていない

のが10人のうち1人しかいません。この状態は，

パブリック。アクセプタンスの見地からすれば，

それからロジャースの言ういろいろな段階でもっ

て，受け入れる人たちが段々多くなっているとす

れば，かなりの合意，アクセプタンスがなされて

いると考えた方が良いのではないかという気がす

るわけです。

　TMIの直後に総理府が行った世論調査があり

ますが，その調査でも66％の人は原子力に賛成

と言っているわけです，，反対と言っている人たち

は5％で，分らないと言う人は30％ですが，パ

ブりック・アクセプタンスというのは数の問題で

す。その数をどのようにかして決めて，ある所まで

達した時に，国民の合意が達したと考えられます。

　この問題を考える時に，われわれは民主主義に

おける多数決ということをどう考えるかというこ

とも，われわれ自身が日本人として考えざるを得

ません。最後まで反対者がいれば何かができない

のか，私は若千，政治学のなかへ片足を踏み込ん

でいますが，少数者の権利は，確かに守らなけれ

ばならないが，少数者が反対している限り何かが

できないというのは，民主主義ではありません。

私は反民主主義であると信じています。民主主義

の多数決というのは，どうしても利害関係が調整

できない時に，過半数でとにかく決めようという

人間精神の現われであって，それを否定するよう

なものは私は民主主義ではあり得ない，そんな気

持ちがします。

　須江　私の立場は，その原子力に対して賛成と

か，反対とかいうことを離れて，実際に現場でど

のような：ことが行われているのかということをで

きるだけ正確に情報を得て，それを伝えたいとい

う立場で仕事をしているわけですが，ただ今田中

さんが触れられた，必要であるということの第一

の項目だけを見ると，確かにそのようなことが言

えるということで，相当はっきりしたi数字ではな

いかと思います。ところが，これが安全性につい

ての不安ということになると，大きく揺れてくる

ようで，一般国民の原子力に対するイメージが非

常に動揺しており，あいまいなことしか分ってい

ないために，やはりこのような結：果が出てくるの

ではないかと思われます。しかも今まで原子力開

発が日本で始められて以来，一般国民に対する原

子力関係情報の提供のされ方というのが，必ずし

も納得のいくものではなかったのではな：いかと，

先程小牧さんから，いろいろおもしろいデータが

ありましたように，電力会社の話はあまり信用で

きないと思っている人が非常に多いということは，

今までの情報の提供のされ方が，一般の住民には

意外に敏感に受け止められてしまっているのでは

ないかと思います。この辺の情報の提供の仕方と

いうことについて，小牧さんもおっしゃいました

し，先ほどのクックさんなどアメリカの関係者の

方々も，情報の正確性を「 d視しているというお話

でしたが，この辺の所がどのように情報の出し方

が変ってきて，しかもそれを利用される方々がど

のように変っていかれるかが，私どもの大きな関

心の一つということです。

　三枝議長　猿橋さん，今まで皆さんのお話をお

聞きになって何か付け加えたいことがありました

ら，おっしゃって下さい。

　猿橋　先ほど小牧さんからもお話がありました

が，私は先ほどの発言に付け加えたいことがあり

ますので，それと合せて私の考えを申し述べたい

と思います。

　先ほど放射性廃棄物の問題が出ましたが，今私

ども国民が持っている大きい関心事の一つは，放

射性廃棄物処理問題ではないかと思います。当面

は低レベルの廃棄物処理問題となっていることは，

皆様ご承知の通りでありまして，海洋処分，ある

いは陸地保管等が：考えられていますが，海洋処分

の試験も，国際的合意が得られていないのに近く

実施するということは大変困難で，見通しは立っ

ていないというように思います。また陸地保管に

ついても，今のところ計画に止まっているように

思います。しかし原発の運転を続けていけば，時

間とともに廃棄物が増えていくのは必定です。現

在蓄積しているドラム罐の本数は25万添と聞い
ていますが，やがてこれも数十万本に増えていく

乏思います。
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　これをどう始末するか，一体どうするのかとい

うことは，国民にとって大変重要な関心事です。

どうしてこういうことになったのかということを

振り返って見ると，要するにエネルギー開発を優

先させて，エネルギー開発のアップストリームに力

を入れてきましたが，放射性物質の管理とか，ある

いは廃棄物処理処分問題等のダゥソストリームを

後回しにしてきた結果ではないかと思います。研

究についても同様で，アップストリームは集中的

に巨額の研究費が注がれているが，ダウンストリ

ームは著しく軽視あるいは無視されているという

ことは，来年度の，あるいは今年度の原子力予算，

そういうものを見て戴けば一目瞭然だろうと思い

ます。次に申し上げたいことは，電源三法に関す

る問題です。今日も午前中の原発の経済性に関す

るセッションで，電源三法が大変充実してきたお

陰で，町が整備されてきたというお話が，政府の

方からありました。政府と電力界は，電源三法

によって，地元民の合意を得ようとしているよう

に思います。しかし地元民にとっては，最も重要

な：のは．安全性を確立して貰うことです。たとえて

申しますと，最近は大変飛行機に乗るチャンスが

多くなりましたが，飛行機に乗る人にとって最も

大事なことは，それが目的地に安全に着陸するこ

とであります。飛行機のなかの，たとえば機内食

が良いとか，スチュワーデスのサービスが良いと

か，その他座席が良いとか，そのようなことはま

ったく本質的な問題ではないと思います。

　原発についてもまったく同様でして，地元の道

路を整備するというサービスも大変結構なことで

すが，肝心の安全性を抜きにして考えては困ると

いうのが，地元住民の気持だろうと思います。こ

のような，いわばよく言われているような金権的

なやり方というものは，むしろ国民に歓迎されな

いばかりか，反ってそれに対して嫌悪感をもよお

すようになるのではな：いかと感じます。

　さらに正しい情報ということの：重：要性について，

申し述べたいと思います。放射線の環境等への影

響について，正しい情報を伝えて，それに基いて

国民の理解を得るよう努力することが必要だろう

と，先ほど須江さんのこ発言にもありましたが，

私もまったくその通りだと思います。今までは，

企業にとって都合の良い情報は流すけれども，都

合の悪い情報は隠す，言置するということがあっ

たのではないか，というように私は思います。た

とえば，原発は原爆ではないというパンフレット

を見たことがあります。あるいは放射性物質は，

原子炉の外にはまったく漏らさないということも

宣伝した時があります。いかにも国民を小馬鹿に

した三二ではないかと私は思いました。ひとたび

こういう宣伝が人々の心のなかに入り込みますと，

それを拭い去るということは，大変時間がかかる

と思います。このことが，後になって原発に大き

く，深い不信感を招いた原因になったのではない

かと思います。英語のことわざに，オネスト・イ

ズ●ザ・ベスト・ポリシーというのがありますが，

原子力発電の推進についても，正直であることが

最善の策ではないでしょうか。

　三枝議長　高橋さんからは実際に地域にいらし

て，いろいろとご勉強，ご研究をなさっている立

場から，あるいは，今猿橋さんがおっしゃったこ

とに関連して，お話を戴けたらと思いますが。

　高橋　先ほど申し」二げましたように，私はエネ

ルギー問題を勉強する一人ということで，あまり

地元の問題というのは得手でないのですが，エネ

ルギー懇談会の立場を離れて一市民の立場と申し

ますか，一住民という立場で考えた場合，地域振

興というのは大変地元にとっても有難いことと思

うのです。というのは，たとえばその生活基盤の

整備をしていく，すなわち生活の文化的レベルを

向一上させていくというような形での地域振興もあ

るでしょうし，それから雇用の場を長期的，安定

的に確保していくという形の地域振興もあると思

います。その雇用の場を確保していくという手法

としては，既存の産業基盤を確固たるものにして

いわゆる活性化を．与えて，それによって雇用の場

を作っていくというやり方もあると思いますし，

それによって新たな産業の場を誘致して雇用の場

を作っていくというような形の手法もあります。

地域振興にはいろいろな手法があると思うのです

が，そのどれかに片寄った形でなくて，バランス

のとれた地域振興というものを考えていく必要が

あるのではなかろうかと思います。

　それと，昨今コミュニティ作りというものが言

われておりますが，やはりこの地域振興というも

のを踏まえたコミュニティ作りというものを外か

ら押し付けるのではなくて，その地域の方が住民

参加をしてコミュニティ作りをしていくというプ

ロセスが大事じゃないかという気がします。ただ，

どうも往々にして，地域振興さえ図っていけば原
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発の合意形成が進んでいくというように思われが

ちなところが随分あるような気がするわけです。

　私は，たとえば今日こうやって合意形成につい

てのパネル討論会もやるわけですが，われわれが

これを討論する目的というのは，先ほど申し⊥げ

ましたように，たとえば20年先，30年先の私
たちの生活がどうあるべきかと，その一つの姿と

いうものを，やはり指向しているわけです。そう

いう姿にもっていくというのが，いわゆる一つの

目的であって，エネルギ…問題から捉えた場合，

その目的を達成していくための手段として，原発

を建設していかなければなりません。あくまでも

目的と手段とを明確にして一つの地域に対する理

解を深めていくという本来あるべきステソプを忘

れた合意形成というものは，あり得ないのではな

いのだろうかという気がします。それから，先ほ

どからいろいろと女性の問題，女性のいわゆる合

意形成を図っていくことが非常に重要であるとい

うようなお話もありましたが，実は私たち新潟エ

ネルギー懇談会の場合は，会員の約四割が女性会

員です。したがって非常にご婦人方の活動が活発

です。私も日頃から敬意を表しているわけですが，

やはり端で拝見していますと，このエネルギー問

題というものを自分の問題として真剣に考えてい

かなければいかんという使命感を持っているわけ

です。それで，先ほど田中さんのお話のなかに，女

性というのは自分に対する不安よりも子供のこと

を考えた不安というものを非常に強く感じるとい

うお話がありましたが，ちょうど裏腹な言い方に

なるかと思いますが，逆に子供を持っていればこ

そ，自分たちが今どういう判断をしなければなら

ないかという一つの使命感というものを，やはり女

性は強く持つのだという気がします。ですから，

そういう使命感を持った女性というのは，逆に，

へたな男性よりもしっかりした行動をするのじゃ

ないかということを，私はエネルギー懇談会の活

動を通じて痛切に感じております。

　それから，日本人というのは，どうも世界と切

り離してものごとを考える傾向が非常に強いよう

な気がします。たとえば，1979年の東京サミ

ットで，昭和60年の石油の輸入量を1日当たり

630万バーレルにすることを宣言しました。こ
の宣言を見て，たぶん大：方の日本人は，昭和60

年に1日籔たり630万バーレルの石油しか使え

ないという認識よりも，630万バーレルまでは

使えるという認識を持つのではないかと思います。

これはやはり，その自分たちの判断のなかに，世

界と日本というものの関係を充分に認識していな

いというところからきているのじゃないかという

気がします。それと，私たち一般の市民というの

は，いろいろな世界の動きがあるわけですが，そ

ういうものをニュースという形で目にし，耳にす

るわけです。どうも私たちはそういうニュースを

断片的にしか受け取らないで，やはり，いろいろ

なその世界の，もちろん日本の動きも重要ですが，

世界の動きというのは，たとえばエネルギー問題

で見た場合には，その大きな流れ，うねりといい

ますか，そういうものが底辺にあって，そしてこ

う一つ，一つの事象が現われてくるのじゃないか

と思うわけです。ところが，ニュースで目にし，

耳にずるものは，全部断片的にしか受け取りまぜ

ん。ですからジやはりもっと系統立てた一つの大

きな流れといいますか，うねりといいますか，そ

ういう本のを系統立てた認識を持って見聞きする

場合と，その次に判断をする概容というのは，随

分変ってくると思うわけです。そういう意味で，

今日は評論家の先生あるいは学者の先生がバネり’

ネトとしていらっしゃるわけですが，日本人とい

うものは，世界と切り離してものごとを考えては

いけないということと，それからエネルギー問題

に関しては，一つの大きな流れ，うねりのなかで

いろいろな：事象が現われてくるという一つの系統

立てたものの考え方，捉え方をしなければならな、

いということを，是非いろいろな機会を捉えて説

いて戴きたいと思います。そういう認識を持って，

いろいろな問題を見ていった場合，私は，判断が

閲違った判断にはならないと思うわけです。そう

いう意味でよろしくお願いしたいと思います。

　三枝議長　小牧さん，いかがですか。先ほどは

当事者としてのいろいろなご苦労をお話しになり

ましたが，皆さんのお話をお聞きになって，付け

加えたいことがありましたら，どうぞ。

　小牧　私は，パネリストの皆さんからのお話それ

ぞれに感銘を受けました。須江さんからのお話も

その通りです。猿橋さんの言われた自主技術とい

う点も，まったく発生的にはそうですが，ただ，

これは追いつき，今や追い越している部分もあり，

むしろアメリカその他の外国から日本の技術を学

びに来ている分野もあります。そうは言っても全

体としては，なかなか全部をリードするところま
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ではとてもいっていないと思います。しかし，漸

くそういう分野も出てきたということで，これか

らも自主技術の開発というのは極めて大事なもの

だろうと思っています。特に私は，田中さんの自

然科学的な文化と人文科学的な文化のぶつかり合

いといいますカ㍉こういうところが本来的に難し

い，視角が欠けていたのだというお話を，非常に

興味を持って伺いました。ここで一つ，そういう

観点から一つの実例を是非ご披露してみたいと思

います。

　これは先ほどから言われている極．く人文文化的

な傾向のある国入と原子力の理解ということで，

ボランタリーで一つの非常に目覚ましい活動をし

ている団体がありますので，ご紹介したいと思い

ます。これは，福島県の「福島民報」という有力

紙が1981年7月3日から，いくつかのシリー
ズで報道したものの一つで，参考に供したいと思

っております。東京電力が福島県の海岸線で原子

力発電所の建設を開始したのは今から15年前，

1967年の春でしたが，当時地元では，原子力
発電というのは一体どういうものなのか，まった

く分らんと皆さん方が戸惑い，特に婦人の方々は

不安感をお持ちになりました。このことについて

は，地元の双葉郡の婦人連合会の副会長の木旗キ

サさんという方が当時を振り返っておっしゃって

います。「原発の誘致が決まって，土の掘り起こ

しももう始まってしまった。いま賛成とか反対と

か言うよりも，東電さえ初めての未知の発電所を

作るのだから，それを受け入れる住民としては，

大いに勉強しなければならないんだ」と。そして，

勉強したなかで，東電にけしからんことや，われ

われがちょっとうなづきかねることがあれば，そ

の話し合いも必要なのだ，そのためにも勉強しよ

うではないかということが最初の気持ちだったそ

うです。こうして，地元のご婦人たちの原子力発

電の学習が始まったわけです。この福島の第一発

電所は，その後1979年の11月までに，1号
機から6号機まで6基が完成し，469万9，000
kWのわが国最大の原子力発電所となったわけで

すが，地元のご婦人たちは，この12年間に工事

の進展，それから原子力発電所の運転状況をじっ

と見つめてきたわけで，何回も発電所を見学した

り，東電側からの説明を聞いたりされております。

木旗さんは，おかげで敦賀事故の時でも新聞の記

事から事故の箇所が分ったし，大袈裟な記事には

惑わされることなく危険度も察しがついたという

ようなことを言っておられます。原子力発電所が

できたことを契機にして，地元のご婦人たちは，

他の町村のご婦人に比べて，いわゆる科学的なも

のに目を向けることになったわけです。県議会を

傍聴すると，議員たちの勉強不足がすぐ目につく

というほどに，知的レベルが非常に高まっていま
す。

　1978年には，この組織が拡大され，福島の
海岸通りにずっと相馬郡，双葉郡という二つの郡

がありますが，その地区全体を覆い二つの市，九

つの町，三つの村の地区婦人会，母子福祉会，そ

れから農協，漁協の婦人部をすべて集めた相双婦

人団体協議会会長に白丁種子さんがなり，会員約

2，000名で結成されましたが，このなかで，私
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たちもびっくりしたのですが，五つの部会の一つ

にエネルギー部会というのが設けられたのです。

今，第一原子力発電所のPRホールには，年聞約

5万人の見学者があります。多い年が7万人から

5万人くらいで，このうちで約40％がご婦人の

見学者ですが，55年度のご婦人の見学者の8割

以上は地元の地区のご婦人たちでした。去年だけ

で1，500人以上のご婦人の会員が見学を行い，
エネルギー部会員の方々は東京まで出かけて，地

下の変電所等を視察しております。事務局長を務

める長野さんは，このように言っておられるそう

です。「エネルギー基地を持つ地元としては，婦

人といえども勉強しなければならない。今では，

県がどのような立場でチェックしているかどうか，

県の原子力センターもよく見ている。それからま

た，今後は原子力以外のサンシャイン計画だとか，

新しい学習をしていきたい。それから，足下の，

家庭のエネルギーについても，、省エネルギー，そ

の他の勉強もしょうと思っている」とおっしゃっ

ております。私たちが注目したのは，このご婦人

たちが東京の電力消費：地との交流を目指して，新

宿区の婦人団体である消費者の会と，相互訪問を

やったり，見学をやっていることです。

　私どもの会社のPR館長に柳原というのがいま

すが，この柳原君がご婦人方について言っている

のは，やはり発電所がどういうものか知らなけれ』

ば地元としても恥ずかしいという意識がまずある

のではな：いカ㍉それをだんだん勉強していったの

ではないかということです。そして，特に放射線

の管理状況については非常に関心が高く，細かい

データをお聞きになる方も随分多い，とこんなこ

とを申しておりました。これは，非常に珍しいと

申しては失礼ですが，目覚ましいご婦人方がボラ

ンタリーにここまで活動をやっているということ

で，先ほど，理解運動というのは言葉の問題も通

じて相互の努力だという点で，ここまで一般のご

婦人方がおやりになっているということについて，

．私どもは果たしてここまで努力をしたか，苦心を

したかというと，こういうものの前には頭を下げ

ざるを得ないわけです。私たちの今後の一つの目

指すべき良い励ましの材料としても，またいろい

ろな今後の原子力の合意形成という意味でも，一

つの示唆に富んだ事例ではないかと思います。

　三枝議長　クックさんは，先ほどアメリカにお

いての実際の活動をお話しになり，原子力発電に

対して反対をする人は女性の方が男性よりか20

％多いというようなお話しをされたと思います。

日本でも，やはり女性の理解が充分に得られない

という点がありまして，今たまたま小牧さんの知

ってらっしゃるグループのお話しをなさいました

が，日本でのそういう女性に対して何かアドバイ

スをして戴けたらと思いますが。

　クック　日本原子力産業会議ならびにパネラー

の方々にお礼を申し⊥げなくてはならないという

気がします。今までお話しを伺っていて，劇的な

前進が見られているという気がします。日本では，

反原・子力感情に関する限りは同じような傾向が見

られるようでありますし，またPAをさらに高め

るうえでのニーズが日本にもあるという気がしま
す。

　日本の動向，あるいは趨勢というものは，その

スピードが少しアメリカよりも遅いかも知れませ

ん。たとえば，アメりカの反原子力運動というの

は，日本よりも少し一歩進んで先に出てしまった

ような気がします。ですから，結局のところは，

防御的な立場に回るのではなく，もっと攻撃的に，

積極的にアプローチをすることが，目本の場合に

は有意義ではないかと思います。どちらかと言う

と，アメリカの場合には，反原子力運動が先にど

んどん進んでしまいましたので，それに対して弁

護をするという立場に回ってしまったわけです。

ですから，日本の場合にはそうでなくて，あらか

じめ計画を立てるというアプローチが必要かと思

います。そうして，女性ならびに一般大衆に対す

るアプローチというのは，極めてオープンで，し

かも直接的でなくてはなりません。宣伝的な運動

というのは，形を変えて進めていっても決して成

功はしません。市民グループを支援するという観

点から言いましても，こういつた市民グループ

に対して正直な，しかも事実に基づいた情報を与

えた時に初めて，われわれのポイントを一般大衆

から認識して貰えるのだと思います。ですから，

われわれのエネルギーの一つとして原子力は必要

なのであるということも，はっきりした，正確な，

正直な，事実に基づいた情報を．与えるというとこ

ろから始めるべきでありましょう。

　アメリカの場合に，女性が特に原子力産業に対

して持っている懐疑的な態度の一部は，ある意味

で当然のことだという気がします。原子力産業は，

一般大衆に対して，一般大衆が当然持っている情
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報に対するアクセスの権利を，充分に認めていな

いという態度を取っています。ですからこそ，反

感が生まれたのは当然であり，原子力二業の信頼

性がそれによって損われてしまうという非常に残

念なことが起こづてしまいました。そういった，

いったん損われた信頼性を取り戻すのは，極めて

時間がかかることです。それからまた，男性の意

見に比べて女性はこういう意見を持っているとい

うことで，あまりに気を使い過ぎるべきでないと

いう気がします。女性ではあっても，はっきりと

した事実に基づいた情報には適切な対応を取るも

のであります。それからまた渥業界の人間も，一一

般大衆に対して，特に女性に対して情報ウ．与える

ということの：重：要性を軽んじてはならないと思い

ます。少なくともアメリカの女性というのぽ社会

的に極めて活発ですし，コミュニティにおける活

動という意味でも極めて活発です。

　お話しを伺っていましても，日本の女性の場合

にはエネルギー問題を勉強するだけの時間を持っ

ていらっしゃる気がします。ですから，そういっ

た時間を使い，積極的にエネルギー問題に取り組

み，PAに自分たちの意見が反映されるように活

動をするようにすべきだと思います。そういった

観点から見ると，まずその女性のグループを対象

に活動を始めると，PA関係の活動を始めるとい

う意味では非常に大きなチャンスがあるという気

がします。産業界からの態度としては，誠意のあ

る，正：直な態度でもって情報を提供するというこ

とから始めるべきでしょう。アメリカでも言われ

ることですカ㍉充分な事実に基づいた情報を女性

にも分るような，分り易い言葉で提供するという

ことで，あまり成功してきませんでした。原子力

技術について理解できる非常に簡単な魔法のよう

な方法があるわけではありません，ですから，核

燃料サイクルのいろいろな側面に関しても，分り

易い言葉で，技術的な側面を理解できるように説

明することに努めるべきでしょう。私は，新たな

考え方を提供するというのではなくて，今までの

お話しに対して対応するという意味で意見を述べ

ているわけですが，今までの方々のお話しを伺っ

て，日本の方々は，アメリカの原子力産業が今ま

でに落ち込んでしまった聞違いから，非常に貴重

な教訓を学ぶことができると思います。

　三枝議長　二度目のパネリストの方々のお話し

はこれで終りましたが，会場の方からぜひ発言を

なさりたいということです。それで，もうあまり

時間がありませんので，短くご発言戴きたいと思

います。その第一の方は，アメリカ原子力規制委

員会のステロさんです。

　ステロ　この年次大会の討論，特に今日のパネ

ルには，私もどうしても一言いわざるを得ないほ

ど感激しました。

　何度もスり一マイルアイランド事故の問題に関

して言及され，そしてその事故が，いかに各国の

原子力の安全性問題に対する信頼を損ねたかとい

うことも言及されました。これは確かに深刻な事

故であり，それから多くを，われわれは学んでい

かなければなりません。ただ，ここで重要なこと

は，われわれが次のことを認識することでありま

す。つまりTMIの事故には非常に積極的なプラ

スの側面があるということです。確かに，それは

深刻な事故でした。しかし，誰も損傷を受けませ

んでした。そして，この事故の影響については，

いろいろな調査から，たいしたことがないという

ことが確認されました。そして，もしあの事故が

なければ，いろいろなエラーというものに対して

チェソクの目が行き届かなかったであろうという

ことです。

　では，なぜこのように，いろいろTMIに関し
て話し合われるのでしょうか。いろいろな側面か

ら，皆がいろいろな意見を持っているからだと思

います。私自身，現地におりましたので，私の個

人的なTMI事故に関する意見を申し上げたいと

思います。私は実は，政府のTMI事故に対する

対応の仕方に関しての技術的な評価を40日聞や

らなければな：らなかったわけです。

　ここで私は，ある日に起ったことを申し上げた

いと思います。それは±曜日でした。土曜日の夜

遅く，実はホワイトハウスから電話がありました。

NRCが記者会見で，潜在的な水素爆発，格納容

器の中の水素爆発に関する計算に関して談話を発

表したということだったのです。しかし，これは

実際には原子炉では起こりませんでした。その計

算は間違っており，到底爆発など起こり得なかっ

たわけですが，この研究をしている人と日曜日ま

でコンタクトが取れなかったわけです。ですから，

その時まで，水素爆発の危険はないということを

記者会見で言えなかったわけです。しかし，ジャ

ーナリストがラジオで，ビルの一ヒ部，つまり原子

炉が格納されているところが爆発したというよう
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なことを言ってきたのです。しかし私も駐車場の

そばに行ってみましたところ，屋根はちゃんと付

いていました。ですから，このような：ニュースも

当然引き下げられたわけですが，ただ，これに対

する一般の反応が問題です。

　私どもは普通，臼曜日の朝はミサにまいります。

それで，大統領も嶺地に来るということで，早い

ミサに行きました。ところがミサの間に神父さん

が，そこに集まっている人々全体に対して，「最後

の碑石を授ける」というように言いました。これ

は通常，誰かが死にそうにな：る時に初めてカトリ

ックの神父様が与えるものですが，教会に集まっ

ている人々全体に対して最後の碑石を授けるとい

うように神父様が言ったわけです。そこに集って

いた人々は，「TMIの問題の一番の核心は一般

大衆が持っている恐怖である。恐れである」とい

うように言っておりました。だからこそ，今日の

このパネルのお話しは，極めて：重要だと思います。

どういう形で事実を正確に伝えるかということ，

これが一番重要なことだと私は思います。自分の

経験にi基づいてお話ししました〇

　三枝議長　それではもう…つご質問が，慶応義

塾大学の藤原さんからの質問ですカ㍉田中先生に

合意形成の主体と合意形成の対象という双方の要

素の今後のPAのあり方についての展望をお聞か

せ戴きたいという質問です。

　藤原　合意形成についてのいろんな問題点を整

理なさったことに関連してお尋ねします。

　PAを行うという場合に，一体誰が行うのかと

いうことです。つまり国あるいは地方公共団体が

行うのか，あるいは行政当局ではなくて電力会社

が行うのか，あるいは今日新潟県等の例があるよ

うに市民団体が行うのか，PAを行うべき主体が

いろいろあり得ると思います。

もう一つは，誰に対する，誰からそのアクセプタ

ンスを得るのかという対象といいますか，客体と

いいますか，すなわち全国民を対象にしているの

か，その電力会社の供給地域だけを対象にしてい

るのか，あるいは，たんなる立地点の地元民だけ

を対象にするのか，あるいはさらに，世代につい

て言えば，現在働いている人たちを対象にするの

か，あるいは次世代の婦人とか児童というものを

対象にするのかと，いろいろな両方の要素の組み

合せ方によってPAのあり方なども違うと思うの

ですが，今後果たしてその主体と客体の面で，ど

のように組み合わせていくのが望ましいかという

ようなことについて，先生のご意見を伺えれば幸

いです。

　田中　大変難しい問題，質問でして，私はこの

ように考えております。

　国民の合意形成，あるいは地域社会における合

意形成というのは，今まさに，藤原さんがご質問

なさいましたようなことの一一つについて，誰もが

同じような基準について，少しの違い，少しの変

化，あるいは少しの調整でもって大まかなところ

は答えられるという準備ができた時に，国民ない

しは地域住民における合意形成についての準備が

できたと私は思うわけです。現在のところは，そ

の準備がまったくないし，今まさに合意形成をす

るための手続きとか，あるいは合意形成をする時

の主体とは何か，客体とは何か，方法とは何かと

いうことを議論している段階であって，われわれ

がやっていることを，地道ではありますが，積み

上げていかなかったら，また実際に立地を行った

り，電力を原子力によって作り出すのは電力会社・

ですから，電力会社はもちろん，地方自治体，そ

れから地域の住民の方々，われわれのような社会

科学者，あるいは原子力研究所．のような原子力を

研究しているところの人たちも，やはりこの問題

が：重要であるということから，いろいろな見地か

ら意見を出し合うことによって，合意を結集する

ような形で，気が長い話ですがやらざるを得ない

と思います。どうも，われわれの民主主義の社会

というのは，やはり民主主義自体のコストという

ものを払わなければいけないので，それが今われ

われがまさにやっているような合意形成の一つで

はな：いかと思うわけです。

　それから，今のご質問との関連で一つだけ付け

加えさせて戴きますと，よく地域住民とか，ある

いは地域住民の方々とか，そういうことで合意形

成を考えていることが多いのですが，私は，これ

もあまり正確な考え方ではないと思います。地域

に住んでいる人たちも，実にいろいろな人たちか

ら成っています。たとえば立地ということを問題

にするならば，その原子力発電所が立地すること

によって，いろいろ直接的に生活に被害があると

考えられる人たち，たとえば漁業権を侵害される

というような人たちは，今度はそういうある一つ

の権利の権利者として，国家あるいは電力会社か

ら，その権利に基づいて補償というものを受ける
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ことができるわけです。ところが，そうでない人

たちも，また多いわけです。ただ電源三法の恩恵

を間接的に受けるだけであって，直接権利者では

ないから，その権利に基づく±地を売る，あるい

は漁業権という形の操業する権利を売ることによ

って直接自分の懐にお金が入らない人たち，この

二つは同じようで実に違うだろうと一私は思います。

殊に心理学的に言った場合，今までの合意形成の

問題とか，あるいはパブリック・アクセプタンス

の問題について，私がお答えできる範囲ですが，

極めてキメの荒いアプローチの仕方をしてきた，

果たしてそれで良いのだろうかというのが私の社

会心理学者としての疑問です。今後はもう少しい

ろんな人たちから意見を聞いて，パブリック・ア

クセプタンスの問題をとことんまで突き詰めてい

く時に，賛成派とか反対派とかいう垣をとにかく

取り払ってしまう，とにかくお互いがあまり歯に

衣を着せないで正直に話し合うというようなこと，

これが一番大事なことじゃないかと思っておりま
す。

　三枝議長　最後にパネリストの方々に，今日の

この討議の結果，どういうことを言いたいか短く

おっしゃって戴きたいと思います。

　小枚　さっきは当事者の弁を申しましたが，当

事者をはなれて一言申し上げます。

　合意形成のために何が必要かとさつきから考え

ていたのですが，実はその前提に政治的な安定が

継続されるということがどうしても必要であろう

と私は思います。その安定の下．に，国と自治体と

いった行政，立法サイドからの強力な政策の展開

が行われることが必要でしょう。二番目に，学者，

専門家，丈化人，ジャーナリスト，こういつた方

々を結集した第三者組織と申しますか，この原産

会議のような中央の組織，あるいは地方の組織，

市民組織をもっと充実させて，しかも相互の連係

を深めるということが，どうしてもこれから必要

ではないかと思います。この二つを考えると，国，

自治体の強力な政策展開，あるいは第三者組織の

充実，それとわれわれ電力会社とかメーカーの当

事者，この三者がそれぞれの役割と申しますか，

機能をおのずと分担しながら協力していくことが

必要だと思うわけです。

　それから，それは少し体制的な話しになりまし

たが，もう一つ感じますのは，若干手法的なこと

になりますが，従来の科学的な，あるいは事実に

基づいた客観的な正確さに重きをおいた説明とか

主張といったやり方，これは今後も充分に基調と

して重要であることは間違いないと思います。し

かし，それだけでは，どうもやはり不充分なよう

な気がします。さらに政治，経済，社会ないし国

際的なマクロの視点というもの，それからそれと
ウままったく逆なわカヨ家，　わ力玉身，　わカヨ士也プ『とし・つ

た身近な視点，こういつたそれぞれからの考え方

の詰めが必要でありましょう。

　それからもう一つに，これは決してごまかしと

いう意味ではなくて，心理的感覚，情緒，こうい

つたものをもう少し重んじた先ほどの人文文化的

な立場に立ったものというか，結局12才にも分

るような相手の人にとって分り易いということ

を心がけたもの，こういつたものについて，私自

身も掘り下げが必要かと思っております。

　須江　今までお話を伺っておりまして，大変お

もしろかったと思います。私の感想は子供っぽい

ようなことになるかも知れませんが，やはり原爆

に始まる巨大な技術体系である原子力という技術

力㍉まあ民衆のレベルまで降りてきたというのが

原子力発電所だと思います。これはやはり，なか

なか大変なことを始めてしまったのだというよう

な気がします。

　高橋さんがおっしゃるように，どのようなこれ

から先の生活，どのような交化を選ぶかというこ

ともありますし，また今度はそれを支えるエネル

ギー需要，そのなかに轟然，電力，原子力という

ようなことがどのように関わってくるか，それか

ら電力》その他のエネルギーについての，いろん

な他の技術についての開発との関係，そういった

ことがすべて関連してきます。しかも原子力発電

所ですと，今までも充分話しが出てきましたが，

放射線の問題をどうするか，特に女の方への重要

な問題ということでしたが，やはり自分の子孫に

対する影響とか，そういうようなことに対する不

安，それを完全にコントロールするにはどのよう

にすれば良いかという細かい技術の問題がすべて

関連してきます。さらには軍事利用との関連とい

うことも，やはりずっと考えていかなければなり

ません。

　大変なことがやはり皆が考えなければならない

問題になったのだというようなことを，ますます

改めて痛感しているというような次第です。大変

時間のかかる議論というのが，これから先なかな
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か形を変えないかもしれませんが，続けられてい

かなければならないだろうと思っております。

　猿橋　合意形成について，最も基本的なことを

一つだけ申し上げたいと思います。それは，平和

利用に徹するという原子力基本法の初心に返って，

自主，民主，公開の平和利用三原則を固く守って

欲しいということです。それが必ずや合意形成に

つながっていく，また私どもは原子力麓業界それ

自身が核兵器を作るなどということは決して思っ

ているわけではありませんが，核兵器を絶対に作

らないという非核三原則の第一項目を国民に約束

するために，原子力渥業界としても積極的な意志

を表明する必：要があろうと思っています。．この点

に関しては，有澤会長が本大会の冒頭の初心表明

において，これと同様の主旨の発言をされました。

そして来たる6月に開かれる第二回国連軍縮総会

に核兵器反対のメッセージを原子力産業界から送

るということを提案されたことはすでに新聞紙⊥

でも大きく取り上げられているので，皆さんもご

承知の涌りですが，これは広く国民に歓迎されて

いるわけです。このことは，原子力産業界にとっ

ては画期的な出来事だと思います。このことは，

早くから三宅安夫先生らによって原子力産業会議

にも強く：要請されていたことですが，そのことが

ここで実現されたということは，私は有澤会長の

こ決意を高く評価したいと思います。

　田中　国民の合意形成であるとか，あるいは地

域住民の合意形成であるとか，そういう言葉を私

も何回か繰り返してまいりましたが，やはりこう

いう問題を考えるのは，どうも一番原始的なレベ

ルで考えるというのが一番：安全なのかも知れませ

ん。一番原始的というレベルは，やはりこういう

巨大な科学技術というものを社会が受け止める，

あるいは社会に浸透させる時には，やはり人間が

それを採用するということには関わり合いがない

わけですから，誰がその科学技術体系を社会に浸

透させるためのイニシアチブを取るか，その先頭

に立つ入たちに対する信頼であるとか，あるいは

愛情とは言いませんが好意であるとか，そういう

ものがないと，なかなか技術そのもの，あるいは

技術を入れようとする人たちも社会に受け入れら

れないということが，応々にしてあるのではない

でしょうか。ですから，言ってみれば単純なこと

ですが，やはり巨大な科学技術である原子力を受

け止めるためには，人間的に少し立派でなければ

いけない，あるいは入間を大事にするような気持ち

を常に持つということが，やはり科学的な知識や

情報を手に入れるのと並行して，非常に大事なの

ではないか，そのような気がしました。

　クック　パブリック・アクセプタンスというの

は，知識，態度，価値観，また一般に，この情報

を提供するというようなことがあり，そしてアメ

リカの原子力即下においても，かなりの時間，注

意というものを傾けて，パブリンク。アクセプタ

ンスを推進してまいりました。現在，私どもは報

道関係者，メンバー企業に対して，一般の人々に

情報を提供するようにお願いしていますが，まだ

充分とは言えません。アメリカ原子力産業のみな

らず，全業界がもう少し革進的な態度を取り，情

報を収集して提供していかなくてはいけません。

　私は，このインフォメーションという言葉を強

調したいと思います。このようなPR活動，また，

ただたんにこのような情報を簡素化していっても，

この原子力の真の情報というのは伝わりません。

したがって，私はまとめとして，以下のことを申

し上げたいと思います。これは，あらゆるPAの

努力において，非常に重要な点だと思います。ま

ず第一に，資源，時間が限られていますので，政

策決定者に情報を提供しかくてはいけませんし，

正：直に明確にこの情報を提供しなくてはいけませ

ん。また各組織の支援を得てプログラムを持続的

に遂行していかなくてはいけません。市民に対し

ても，最新の情報を提供しなくてはいけませんし，

しかも持続的にそれを提供していかなくてはな：り

ません。私どもは問題を二つに分けて考えてはい

けません。つまり賛成，反対，その是非というよ

うな形で捉えるのではなくて，とにかく一一般の世

論に情報というものを充分提供しなくてはな：りま

せん。市民に情報を提供するということを，常に

念頭に置かなくてはいけません。この電力関係の

サービスにおいても，市民というものを念頭に置

いて，その情報を提供することは最も重要だと思

います。

　高橋　私も，この3時間に本当にいろんな意味

で勉強させて戴きました。やはり，この理解を深

める，あるいは認識を高める，そして結果として

合意を作り上げていくという作業は，その基本は

下聞も手聞もかかると思いますが，やはり対話の

一言に尽きると思います。

　三枝議長　・今日は，原子力発電と合意形成とい
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う大変難しい問題をここで話し合ったわけですが，

最初に打ち合わせをした時も，一一体，結論とか，

スカッとした何か一言で割り切れることが出るも

のだろうかというような話しがありました。それ

は恐らく出ないでしょうと，しかし出ないけれど

もいろいろな点から考え，それぞれの立場から得

るところがあれば，それでいいのじゃないかとい

うようなことでした。結果は，やはり一言で何か

結論づけるという討論はなかったように思います

が，恐らく，ここにいらっしゃる皆様方も，それ

ぞれの立場からいろいろなことをお考えになり，

これからの仕事，あるいはこれからのいろいろな

面でのご活躍のうえに，お考えになる材料を提供

することができたのではないかと思います。

　私は大変に司’会が不手際でして，充分に皆さん

のご意見をここに出すこともできませんでしたと

思いますし，また会場の皆さま方のご意見も伺う

時間があまりありませんでしたことを，お詫びし

たいと思います。私は，一市民としての立場から

こういう話し合いが今日ここで行われたことを非

常に大切なことで，やはり原子力発電については，

今までもいろいろな方がおっしゃっていましたこと

のそれぞれすべて大切ですし，やはりこれからも

失敗したとか，まずかったとか，そういうことが

許されないことではなく，他のあらゆる仕事に先

んじてそれは許されないことではないかという気

がします。そういう意味で，今まで不信感を持

たれた面も無きにしも非ずと思いますが，これか

らはお互いにもっと話し合い，また先ほどから女

性が非常に理解が低いというようなこともありま

したが，女性も感情的な発言ではなくて，もっと

勉強し，理解し，そしてお互いの立場から意見を

出し合って，本当の私たちにとって必要なエネル
　　　　　　　　　　　ダギーの問題について，これからも一生懸命に考え，

良い方向に導いていく，それが私どもに与えられ

た使命であると思います。本当に今日は，皆さま

のご協力により，このパネルを終ることができま

したことを心からお礼申し上げます。ありがとう

ございました。
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〔須注氏配布資料〕

第15回原産年次大会
第5セッション須江　誠氏資料

57年3月10日

　調査者
Answerers

昭和56年6月調査

Research　in　June　1981

．東京
Tokyo

福井県

Fukui

1，290入

644人

〔鼎酒田灘〕

1．原子力開発は必要か？　（％）

　Generally，do　you　think　development　of　nuclear　power　is　really　need？

福井県　Fukui　Prefecture

全　　体

vhole

　男

len
　女
vomen

全　　体

vhole

男
M
6
n

　女

vomen

1必　要　Need
Q．

s必要　Not　Need

R　その他　Other／Don’t　Know

78．4

X．7

PL9

88．1

V．8

S．1

69．9

P1．4

P8．8

77．6

Q0．7

P．7

83．1

P5．6

P．3

72．2

Q5．6

Q．2

2一（1）原子力発電所の安全性について　（％）

　In　your　opinion，are　nuclear　power　plants　safe？

東　京　Tokyo 福井県　　Fukui　Prefecture

全　　体

vhole

　男

len
　女

vomen
全　　体

vhole

　男

len
　女

vomen

1安全　Safe

Q　どちらかといえば安金　　Rather　Safe

@　（ノJ、副・　Sub－TotaD

R　どちらかといえば危険　Rather　Dangerous

S危険　Dangerous
@　（ノ1・計　．Sub－Total）

T　その他　Other／Don’t　Know

　6．9

Q8．6

i34．9）

S4．2

P54
i59．3）

@5．8

11．9

R4．3

i46．2）

R7．3

P3．3

i50．6）

@3．2

　2，5

Q2．4

i24．9）

T0．2

P6．7

i66．9）

@8．2

　4．8

P9．9

i24．7）

S3．8

P7．1

i60．9）

P4．4

　6．6

Q3．8

i30。壌）

S2．2

P6．9

i59．1）

P0．6

　3．1

P6．0

i19．1）

S5．4

P7．3

i62．7）

P8．2
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〔　多頁江氏　　酉己布資料　〕

　　　2一（2）安全と考えない理由

　　　　　　Wl】y　do　you　think　nuclea1・power　plants　are　not　safe？

來 京　Tokyo 福井県 Fukui Prefecture

全
　
　
体
， 男 女 全　　体 男 女

Whole Men Women Whole Men Wome臓

1わずかでも放射能が出ている
、

Power　plants　are　scattering　rodioactive 27．5 24．3 29．6 36．5 33．9 38．9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
高≠狽?ｒｌａ歪　even　if　lt，s　a　httle　　　　　幽

2廃棄物がたまる一方

Waste　from　power　plan．ts　goes　on 44．．7 45．9 43．9 26．3 28．0 24．6

accumlating

3管理体制・安全対策に不安

Control　and　safety　systems　are　not 74．8 79．0 72．0 67．6 69．8 65．5

always　reliable

4大事故のおそれ

There　is　some　chance　a　serious　acciden色 52．3 44．6 57．4 44．9 48．7 41．4

wm　happen

5その他
@　Other／No　Opini・n

1．6 1．0 2．2 4．3 4．2 4．4

3　東京だけの調査　Research　Only　i恥Tokyo（支持政党との関連）

3一（1）原子力開発は必要か？

　　　　　　Ge臆erally，do　you　think　development

　（Relation　to　the　supported　parties）

of　nuclea童power　is　really　need？

全　　体 自　　民 社　　会 公　　明 民　　社 共　　産 新　　自 社　　民

The　Liberal The　Japan The The The　Japan The　New The

Whole
De㎜cratic

oarty

Socialist

oarty

Komei

oarty

Democratic

rocialist

oarty

Communist

oarty

Liberal

blub

United

cemocratic

oarty

iSh㎝血ren＞

（LDP）． （JSP） （DSP） （JCP） （NLC）．

必要
meed

78．4 83．9 75．3 72．0 85．5． 70．8 79．5 88．2

不必要

Not　Need
9．7 7．6 13．9 10．0 4．8

　
1
8
．
5
℃ 17．9 11．8

その他

nther
1L9 8．5 10．8 18．0 9．7 10．8 2．6 0．0
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〔須江氏配布資料〕

3一（2）安全性について

　　　　　In　your　opinion，are　nuclear　power　plants　sofe？

全　　体 自　　民 社　　会 公　　明 民　　社 共　　産 新　　自 社　　斑

The
Shamin．一

Whole LDP JSP Komei DSP JCP NLC
renParty

1安全
ノ

耐㎜－

Sote
6．9 8．9 3．6 3．0 17．7 L5 5．1 0．0

2　どちらかというと安全

Rather　Safe
28．0 37．9 19．3 32．0 30．6 9．．2 38．5 11．8

3　どちらかというと危険

Rather　Dangerous
44．2 39．4 52．4 43．0 41．9 50．8 38．5 47．1

4危険
Dangerolls

15．1 9．9 21．7 16．0 8．1 33．8 12．8 41．2

5その他
Other／Don’t　Know

5β 3．9 3．0 6．0 1．6 婆．6 5．1 0．0

3一（3）・安全と考’えない理由？

　　　　　Why　do　you　think　nuclear　power　plants　are　not　safe？

全　　体． 自　　民 社　　会 公　　明 民　　社 共　　産 新　　自 杜　　民

The

Whole LDP JSP K：omei D．SP JCP NLC
Shamin

Party ren

1わずかでも放射能が出ている

Power　plants　are　scatter沁g　radioactive 27．5 28．3 20．3 28．8 9．7 婆9。1 15．0 13．3

material　eVen　if　it，S　a　litt｝e

｝｝

2放棄物がたまる一方

Waste　from　power　Plants 44．7 42．5 41．5 32．2 38．7 52．7 65．0 40．0

90eS　On　aCCUmUlating

3管理体制・安全対策に不安

Control　and　safety　systems 74．8 70．1 70．7 67．8 83．9 85．5 80．0 80．0

are　not　always　rehable

4大事故のおそれ

There　is　some　ch．ance　a 52．3 52．8 56．1 52．5 35．5 61．8 55．0 46．7

serious　accident　wil盟hapPen
〒

…
5その他

Other／No　Opinion
1．7 2．0 3．3 1．7 0．0 0．0 0．0 0．0
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〔須江氏配布資料〕

　　　　3一一（4＞東京’に原子力発電所を作ることについて

　　　　　　　　　　How　do　you　f6el　about　constructing nuclear　power　plants短Tokyo？

全　　体 自　　民 社　　会 公　　明 畏　　社 共　　産 新　　自 社　　民

The
Shamln一

Whole LDP JSP ．Komei DSP JCP NLC
ren

Party

1賛成　　Approve 21．6 29．3 13．9 19．0 25．8 6．2 33．3 5．9

2反対　　Oppose 62．4 57．9 73．5 70．0 41．9 75．4 46．2 82．4

3その他　Others 26．0 1．2．8 12．6 11．0 32．2 18．4 20．5 11．7

4 福井県だけの調査

Research　Only　in　Fukui　Prefecture

　　　県内の原子力発電所について

　　　How　do　you　feel　about　the　nuロ〕ber　of nuclear　power　plants　in　Fukui　Prefecture？

全　　体

vhole

　男

len

　　女

vomen

1　も．つとふやしてほしい

@　Hope　to　increase　power　plant＄
10．4

1
4
．
4
’

6．5

2　ふやしてほしくない

@　Hope　not　to　increase　power　plants
58．1

@　「

64．4 51．9

3へらしてほしい
g・P・．t・reduce　p・wer　plant・

10．4
卜7．2

13．6

　　　　　　　　　　　　　．
S　なくしてほしい

@　Hope　to　remove　power　plants
4．8 5．3 4．3

5その他
@　Other／No　Ol）inion

16．8 8．8 23．8

（Research　in　each　district）

福　　．井

eukui

一奥　　越

nkuetsu

丹　　南

sannami

坂　　井

rakai

嶺　　．南

qeinan

1　もっとふやしてよい

@　Hope　to　increase　power　plants
12．8 11．3 9．3 7．5 8．3

2　ふやし．てほしくない

@　Hope　not　to　increase　power　plants
64．2 64．5 51．0 45．0 60．2

3へらしてほしい

@　Hope　to　reduce　power　plants
4．9 8．1 1L3 11．3 22．．2

4　なくしてほしい

@　Hope．　to　remove　power　plants
3．7 L6 6．6 7．5 4．6

5その他
@　Other／No　Opinion

1．4．4 14．5 2L9 28．8
．4．．6
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